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   対馬市告示第96号 
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                               対馬市長 財部 能成 

   １ 期 日  平成27年３月３日（火） 

   ２ 場 所  対馬市議会議場 

 

   ○開会日に応招した議員 

春田 新一君          小島 德重君 

入江 有紀君          船越 洋一君 

渕上  清君          脇本 啓喜君 

黒田 昭雄君          小田 昭人君 

長  信義君          波田 政和君 

上野洋次郎君          齋藤 久光君 

小宮 教義君          初村 久藏君 

大浦 孝司君          小川 廣康君 

大部 初幸君          兵頭  栄君 

作元 義文君          山本 輝昭君 

堀江 政武君                 

 

   ○３月４日に応招した議員 

 

 

   ○３月５日に応招した議員 

 

 

   ○３月６日に応招した議員 

 

 

   ○３月９日に応招した議員 

 

 



- 2 - 

   ○３月20日に応招した議員 

 

 

   ○３月３日に応招しなかった議員 

波田 政和君                 

 

   ○３月４日に応招しなかった議員 

波田 政和君                 

 

   ○３月５日に応招しなかった議員 

波田 政和君                 

 

   ○３月６日に応招しなかった議員 

波田 政和君                 

 



- 3 - 

 

平成27年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第１日） 

                           平成27年３月３日（火曜日） 

 

議事日程（第１号） 

                       平成27年３月３日 午前10時00分開会 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 市長の施政方針説明 

    日程第６ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第９ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第12 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

    日程第13 議案第２号 平成２６年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号） 

    日程第14 議案第３号 平成２６年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

    日程第15 議案第４号 平成２６年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

    日程第16 議案第５号 平成２６年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

    日程第17 議案第６号 平成２６年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予

算（第２号） 

    日程第18 議案第７号 平成２６年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第３号） 

    日程第19 議案第８号 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算

（第３号） 

    日程第20 議案第９号 平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

    日程第21 議案第10号 平成２７年度対馬市一般会計予算 

 

本日の会議に付した事件 



- 4 - 

    日程第１ 会議録署名議員の指名 

    日程第２ 会期の決定 

    日程第３ 議長の諸般報告 

    日程第４ 市長の行政報告 

    日程第５ 市長の施政方針説明 

    日程第６ 総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第７ 厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第８ 産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

    日程第９ 国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

    日程第10 長崎県病院企業団議会議員の報告 

    日程第11 長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

    日程第12 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

    日程第13 議案第２号 平成２６年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号） 

    日程第14 議案第３号 平成２６年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

    日程第15 議案第４号 平成２６年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号） 

    日程第16 議案第５号 平成２６年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

    日程第17 議案第６号 平成２６年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予

算（第２号） 

    日程第18 議案第７号 平成２６年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算

（第３号） 

    日程第19 議案第８号 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算

（第３号） 

    日程第20 議案第９号 平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号） 

    日程第21 議案第10号 平成２７年度対馬市一般会計予算 

 

出席議員（20名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       11番 上野洋次郎君 

12番 齋藤 久光君       13番 小宮 教義君 



- 5 - 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 小川 廣康君       17番 大部 初幸君 

18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（１名） 

10番 波田 政和君              

 

欠  員（なし） 
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課長補佐    國分 幸和君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  財部 能成君 

副市長  髙屋 雅生君 
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教育長  梅野 正博君 

しまづくり戦略本部長  平山 秀樹君 
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午前10時00分開会 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。波田政和君より欠席の届け出があっております。 

 次に、配付しております議案中、議案第２３号、議案第２８号、議案第３４号、議案第３５号

及び条例改正新旧対照表について、配付の正誤表のとおり訂正の申し出があっております。上程

前であり、議長がこれを許可しておりますので御了承願います。 

 また、会計管理者より、風邪のためマスクの使用願がありましたので、これを許可しておりま

す。 

 ただいまから平成２７年第１回対馬市議会定例会を開会します。 

 定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．会議録署名議員の指名 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定によって、上野洋次郎君及び齋藤久光君を指名し

ます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．会期の決定 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、お手元に配付しております会期日程案のとおり、本日から

３月２０日までの１８日間にすることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。会期は、本日から３月２０日までの１８日間に決

定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 



- 7 - 

日程第３．議長の諸般報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第３、議長の諸般報告を行います。 

 議長の庶務報告は、お手元に配付のとおりであります。 

 以上で報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４．市長の行政報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第４、市長の行政報告を行います。 

 市長から行政報告の申し出があっておりますので、これを許します。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。 

 本日、ここに、平成２７年第１回対馬市議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様に

はご健勝にてご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 本定例会において御審議願います案件は、平成２６年度一般会計補正予算など９件、平成

２７年度一般会計予算など１０件、条例の一部改正及び制定２２件、辺地に係る整備計画１件、

指定管理者の指定３件、あらたに生じた土地の確認及び区域変更３件、市道の認定２件、工事請

負契約の締結１件、長崎県市町村総合事務組合規約の変更１件、長崎県病院企業団規約の変更

１件の合わせて５３件の議案について御審議をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、後ほど担当部長に説明させたいと思いますので、よろしくお願い申し上

げます。 

 次に、１２月定例会以降、今日までの主な事項につきまして、御報告を申し上げます。 

 まず、しまづくり戦略本部関連でございますが、九州大学と対馬市との協力協定書締結につい

てでございます。 

 平成２７年２月４日、国立大学法人九州大学「持続可能な社会のための決断科学センター」と

対馬市との協力協定書の締結を行いました。 

 この協力協定書は、対馬市が推進する「域学連携」に基づいたまちづくりや、地域の課題解決

に関わる取り組みを通じ、地域社会の振興及び九州大学における教育・研究の活性化に寄与する

ことを目的としております。 

 この協定によって、対馬市には不足する若いエネルギーや大学の専門性がもたらされ、さまざ

まな地域活動が活発になり、地域に新しい価値や産業が創出されることを期待をしております。 

 次に、分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策定事業についてでございま

す。 

 今年度取り組んでまいりました、分散型エネルギーインフラプロジェクト・マスタープラン策

定事業につきましては、地域資源である再生可能エネルギー、特に木質バイオマスの活用の可能
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性、その他漂着ごみの資源化、次世代型自動車の導入などによる化石燃料依存からの脱却を目標

に、さまざまな視点からエネルギーの需給に向けた検討を行ってきたところでございます。 

 去る２月１９日には、マスタープラン策定事業に係る報告会を開催し、約１５０名の皆様に御

参加いただき、貴重な御意見等も賜りました。 

 議員の皆様におかれましても、多数御参加いただき誠にありがとうございました。 

 なお、総務省委託事業であるため、総務省の手続が全て終了後、議員の皆様にもマスタープラ

ンの報告書をお配りしたいと考えております。 

 さきに申し上げたことと重なるところもございますが、この事業は、エネルギーの視点から地

方創生に資するプランの策定を求められたものであり、市では雇用の創出と安定的なエネルギー

供給が可能な木質バイオマスによる熱供給・発電を主として、省エネ化、水素エネルギーなどさ

まざまな分野・方面にわたり検討を行ってきたものでございます。 

 また、モデル的に佐須地区における漂流・漂着ごみの回収を含めたエネルギー化などの検討も

行い、地域の関係者の皆様へ御説明をさせていただいているところでございます。 

 今後、事業の実現に向けて、交付金・過疎債地方創生特別枠等を活用した地域づくりを進めて

いきたいと考えております。 

 次に、総合政策部関連でございます。 

 観光情報館「ふれあい処つしま」のオープンについてです。 

 現在、厳原町今屋敷地区に建設中の「観光情報館ふれあい処つしま」については、本体工事は

３月中の完成予定でございますが、外構工事の完成が４月末になる見込みです。 

 完成後は、観光客をおもてなしの心で出迎えるウエルカムゲートとして位置づけ、観光物産情

報の発信拠点、体験型観光の拠点として運営いたします。 

 なお、観光案内業務等の窓口業務は４月から開始したいと思いますが、展示・映像スペースや

物産品展示コーナーなどを含めた施設全体のオープンは５月１６日土曜日を予定しているところ

です。 

 次に、（仮称）対馬海道博物館建設計画と今後の予定についてであります。 

 長崎県は、対馬市が２０１９年の開館を目指して建設する（仮称）対馬海道博物館に県立対馬

歴史民俗資料館の調査研究機能を加え、県・市一体的に整備をする方針を正式に固め、平成

２７年度予算に、（新）対馬歴史民俗資料館再整備事業として、市・県の一体的整備に係る基本

計画策定経費を計上いたしました。 

 これまでも、本市においては建設方法など基本的項目について県と事前協議を続けてまいりま

したが、今後は、長崎県が初めてこの整備計画に予算化したことを受け、市・県の基本計画策定

から、基本設計、実施設計など、博物館建設に向けて本格的に協議を重ねてまいりたいと考えて
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おります。 

 次に、市民生活部関連でございます。 

 「第９回元気野菜コンテスト」の開催についてでございます。 

 １月１１日、峰町三根の峰地区公民館で「第９回元気野菜コンテスト」を開催しました。 

 生ごみ堆肥から栽培した元気野菜２１点の出品、一般市民約１００名の来場を得て、吉田俊道

先生から「土の元気、野菜の元気、人の元気～有機農業が人と社会を変える」と題し、生ごみ堆

肥で栽培した元気野菜が、人、特に子供たちの健康に大きく影響することや、生ごみから人の健

康への循環についての内容で特別講演をいただきました。 

 また、現在、対馬市が直面している大きな課題である海岸漂着物の発生抑制啓発のため、環境

カウンセリング協会長崎による三次元立体紙芝居「ゴミ君の涙」の上演を行い、海岸漂着物に対

する意識の高揚を図りました。 

 次に、福祉部関連でございます。 

 小規模保育事業等研修会の開催についてです。 

 平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」がスタートするに当たり、地域型保育事業

が新しく制度化され、現在の保育サービスにおける「へき地保育所」がこの地域型保育事業に移

行する予定です。それに伴い、小規模保育事業や家庭的保育事業に従事していただく保育従事者

の確保が急務となっています。 

 このため、保育士の資格の有無を問わず、保育に従事する方及び保育従事を希望する方に対し、

２月２１日から延べ４日間にわたり、豊玉文化会館２階大集会室で、「小規模保育事業等研修

会」を開催しました。 

 研修会には、市内各地区から４０名を超える方が受講され、２１時間に及ぶカリキュラムに熱

心に取り組まれました。 

 これからも定期的に研修会を開催し、保育従事者の養成を図るとともに、地域の子ども・子育

て支援に努めてまいりたいと思います。 

 続きまして、農林水産部。 

 「対馬市環境配慮型森林整備補助金」についてでございます。 

 本補助金は本年の２月１日より施行しており、森林環境の保全を図るため、「対馬市伐採ガイ

ドライン」に定める森林整備事業を行った者に対して、補助金を交付するものであります。 

 今回の要綱で定めたのが、伐採面積を５ヘクタール以内の区画に分割し、大規模伐採の影響を

軽減することと、尾根筋及び渓流沿い・海岸沿いに緩衝帯を設け、立木を残すことで防災の機能

を果たしながら、森林環境の保全に取り組むもので、事業実施者及び森林所有者へ補助金を支出

するものであります。 
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 また、本補助金は、Ｊ癩クレジットの販売収入金と市有林間伐材の売り払い金で積み立ててい

る森・川・里・海環境保全再生基金から支出をし、森林資源を活用した収入により、森林の保全

に努めるという森林の循環を目標としております。 

 全国的にも例のない取り組みでございますが、対馬の林業者や森林所有者に御協力いただきな

がら、森林環境の保全と持続可能な林業を推進してまいります。 

 次に、猪鹿の食肉加工品等の販売についてでございます。 

 昨年の１０月から猪鹿加工処理施設において、食肉衛生管理ガイドラインに沿って解体・加工

を実施し、安心・安全な商品化に向けての取り組みを行っております。 

 その成果を実証するために、食通祭において、猪・鹿肉で作ったソーセージの試食会を実施い

たしました。市民の皆様から多くの御意見をいただくことができ、手応えを十分に実感している

ところでございます。 

 また、農林業関係団体等で組織する対馬いとなみ協議会において、「考えよう、対馬の農林業

とくらし」と題してワークショップを開催し、中高生を含めて１５０名ほどの参加者と有意義な

意見交換会を行うことができました。 

 ４月からは、同協議会で有害鳥獣対策を促進することを目的とし、新たな産業創出のため、衛

生的に解体された精肉、食肉加工品及び皮革製品の試験的な販売に取り組んでまいります。 

 次に、対馬食通祭についてでございます。 

 「対馬食通祭」は、対馬産の農林・水産物の消費拡大と地産地消を図ることを目的とし、島の

魅力を一つの誇りとし、島全体で共有していくことを目指しております。 

 オープニングイベントにつきましては、昨年１２月の定例会において報告させていただきまし

たが、その後、中間イベントとして、昨年の１２月１４日に比田勝港埋立地において、マグロの

試食をメインに加工品の販売、１２月２０日に交流センターポケットパークにおいて加工品の販

売を行いました。 

 また、食通祭 後のイベントとして、１月２５日に美津島町のショッピングセンター「パル

２１」の駐車場において、あなごの刺身、かば焼き、味噌汁等をメインとして農産物、水産加工

品の即売等を行い、加えて猪・鹿肉のソーセージの試食を行いました。 

 昨年度を上回る来場者に堪能していただき、対馬の食材の新鮮さ、おいしさを改めて認識して

いただいたものと思っております。 

 以上、１２月定例会以降の主な事項について申し上げました。 

 後に、追加議案提出予定について御説明いたします。 

 地域活性化・地域住民生活等緊急支援を柱といたします平成２６年度一般会計補正予算（第

７号）と対馬市教育委員会委員の同意案件の計２件を提出予定でございます。 
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 内容につきましては、提出の際に説明をさせていただきますので、何とぞ、慎重に御審議の上、

適正なる御決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上、開会に当たっての挨拶といたします。 

○議長（堀江 政武君）  以上で行政報告を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．市長の施政方針説明 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、市長の施政方針説明を行います。 

 市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  平成２７年度の一般会計予算及び特別会計予算の御審議をお願いするに

あたり、予算編成方針とその概要を御説明申し上げます。 

 私は、平成２４年の２期目の就任時に、「２０～３０年後の自立」を目指して、対馬の土台づ

くりに力を注がなければばならないと申し上げました。 

 国の財政は戦後 悪の状態に直面していると言われており、また、平成の大合併により、地方

自治体を取り巻く環境も日々変遷しています。 

 国や県に依存する「無い物ねだり」の時代は終焉を迎え、私は「有る物探し」に奔走しながら

「２０～３０年後の自立」を目指して、対馬の土台づくりにがむしゃらに取り組んでまいりまし

た。 

 さきの総理の施政方針に、「霞が関が主導する従来のスタイルを根本から改め、熱意ある地方

の創意工夫を全力で応援する」とのフレーズが盛り込まれたことに、私は大変意を強くしたとこ

ろです。 

 また、「里山資本主義」という新たな考え方が一昨年から提唱され始めました。身近に眠る資

源を活かし、お金をなるべく域内でまわし、域内を豊かにしようという、まさに離島である対馬

の「自立」に通じる考え方であります。 

 私は、国・県が示した業務の範疇や、それを踏襲することのみでは振興は図れないとの強い思

いで「地域資源循環システム」を掲げ、重点施策として取り組んでまいりました。 

 「海の循環」につきましては、水産資源の持続的利用に向けた海洋保護区設定の科学委員会報

告書策定を完了し、今後は国をはじめ、関係機関の理解を求めてまいります。塩づくりは、販路

拡大と新商品開発に取り組みます。 

 「森林の循環」につきましては、適正な森林施業の推進を図り、民有林の施業によるクレジッ

ト登録の仕組みづくりを進めます。また、人と自然が共生した地域づくり、人づくりを引き続き

推進するほか、ユネスコエコパーク・ユネスコスクール認定に向けた取り組みを実施します。 

 「国際ビジネスの循環」につきましては、対馬産木材の需要拡大を図るため、韓国でモデルハ



- 12 - 

ウスを展示する対馬産木材海外ＰＲ事業を引き続き実施いたします。 

 「地域コミュニティの循環」につきましては、温水プール、温泉施設を活用した健康増進対策

などを実施するほか、診療履歴カード導入に向けて取り組みます。また、地域見守り支援体制と

コミュニティバスの運行体制の確立に向けての取り組みを継続いたします。 

 「生ゴミの循環」につきましては、生ゴミ分別収集の実証実験を実施しているところですが、

平成２７年度中には生ゴミ堆肥化施設が稼働予定であり、平成２８年度からの本格実施に向けて、

生ゴミ分別収集体制及び堆肥づくりシステムを構築する取り組みを進めます。 

 「域学連携の循環」につきましては、平成２６年度に策定した対馬市域学連携地域づくり推進

計画に基づき、これまでの活動を継続しながら学生等の受け入れ基盤づくりを進め、大学との連

携強化により、新たな価値創造と活性化を図ります。また、市民・研究者・行政が一緒になって

対馬について学び、考える場として、仮称ではありますが、「対馬学会」を新たに設置すること

としております。 

 これら「６つの地域資源循環システム」に加え、「エネルギー自立の島づくり」を重点施策と

して取り組みます。太陽光発電設備、ＬＥＤ照明設備など低炭素機器導入補助を実施するなど、

新しい自然エネルギーの開発を進めているところですが、平成２６年度に「次世代型・エネル

ギー自立の島」の実現を目指し、マスタープラン策定事業を実施いたしました。今後は、このマ

スタープランにより、エネルギー自給率向上と地域資源の利活用による地域活性化に向けた取り

組みを進めてまいります。 

 では、２７年度予算編成について申し上げます。 

 平成２７年度予算は、これらの重点施策を中心に、対馬ならではの底ヂカラによる地域の活性

化を図り、市民の所得向上と福祉の充実を目標に編成させていただきました。 

 その概要を御説明申し上げます。 

 平成２７年度の国の予算は、裁量的経費のみならず義務的経費も含め、聖域を設けずに大胆に

歳出を見直し、無駄を 大限縮減し、民需主導の持続的な経済成長を促す施策の重点化を図り、

経済再生と財政再建の両立を目指して総額約９６兆３,０００億円で編成され、過去 大規模と

なっております。 

 また、地方財政においては、リーマンショック後の危機対応である地方交付税の別枠加算を地

方税収等の動向にあわせ縮小しつつも、新たに創設された地方創生のための「まち・ひと・しご

と創生事業費」を計上し、実質的に一般財源総額は平成２６年度の水準を上回る額が確保されて

おります。 

 本市におきましては、合併後の平成１６年度末の地方債残高は約６４２億円もありましたが、

市民の皆様や議会の御理解をいただき、さまざまな行財政改革に取り組んだ結果、平成２５年度
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末には地方債残高が約４５６億円となり、合併当初に比べ約１８６億円も削減することができま

した。また、財政運営の健全性を示す実質公債費比率も平成１９年度の１８.３％から、平成

２５年度決算では１１.０％と大きく改善しております。しかし、本市歳入の約５０％を占める

地方交付税の合併優遇措置の段階的縮減が平成２６年度から始まりました。この段階的縮減は、

市町村の姿が大きく変わったことにより一定緩和される見込みとなったものの、依然として厳し

い財政運営に変わりはありません。 

 このような状況を踏まえ、平成２７年度予算編成に当たりましては、政府予算の基本的な考え

方や地方財政収支見通しの概要等も考慮し、対馬市独自の施策を限られた財源の中で、可能な限

り計上したところであります。 

 その結果、平成２７年度の予算規模は、一般会計と８つの特別会計予算を合わせた総額は、

４２７億１,５２２万４,０００円であります。 

 また、地方公営企業法の適用を受けます水道事業会計は、収益的収入３億３,９９０万

７,０００円、収益的支出３億２,６６３万円、資本的収入２億５,７４９万円、資本的支出３億

８,５８１万６,０００円としております。 

 次に、予算の概要について御説明申し上げます。 

 一般会計予算でありますが、平成２６年度当初予算と比較いたしますと１１.０％減の

３０６億７,３００万円としております。 

 歳入予算の主な内容としましては、市税は、固定資産税の減収見込みにより、前年度比

０.３％の減とし、地方交付税につきましては、平成２６年度実績見込み額の約９０％を見込ん

でおります。 

 普通交付税は、国の地方財政計画では、対前年度比マイナス０.８％、１,３０７億円の減とな

っており、また、平成の合併により市町村の面積が拡大するなど、市町村の姿が大きく変化した

ことにより、算定方法の見直しが行われることとなっており、配分・算定方法等が不透明な状況

であることを考慮して計上しております。 

 また、財政調整基金、減債基金、合併振興基金などから約１４億６,０００万円を繰り入れる

ほか、財源補痾のある辺地対策事業債、過疎対策事業債、臨時財政対策債など約３１億３,０００万

円の市債を計上し、予算編成をしているところであります。 

 次に、歳出予算について御説明申し上げます。 

 本市を取り巻く財政状況が依然として厳しいことを認識し、経費の抑制と事務事業の見直しを

行うことにより、引き続き財政の健全化を推進することとしております。 

 まず、性質別にその概要を御説明いたします。 

 人件費につきましては、定員適正化計画に基づき人件費の抑制に努めておりますが、特別養護
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老人ホーム特別会計の廃止による職員の会計間移動、消防職員採用計画による一時的な職員増な

どにより、平成２７年度は、対前年度比４.５％増の約５１億円を計上しております。 

 維持補修費につきましては、市民の要望に、より機動的に対応できるよう、市道、農道をはじ

め河川、公園などの施設整備費として対前年度比４３.７％増となる約１億３,０００万円を計上

しております。 

 補助費等につきましては、全体として対前年度比２４.２％の大幅な減となっております。そ

の主な要因は、長崎県対馬病院、仮称でございますが、完成による建設費負担金の減であります。 

 公債費につきましては、元利償還金等約５６億円を計上しております。 

 普通建設事業につきましては、市道及び漁港整備など約５４億３,０００万円を計上しており

ます。建設事業は、公債費の増加に連動するため、財政健全の保持を念頭に置いて、対馬市振興

計画の中で産業基盤対策、生活基盤対策事業などを重点的に推進をしているところであります。 

 次に、対馬市総合計画の６つの施策の大綱ごとに歳出予算の内容をご説明いたします。 

 まず、「創造的な産業と次世代の担い手を育む人とまち」。 

 地場産業の振興と観光との連携、商業集積の高度化・魅力向上、ＵＩターン等の定住化対策の

推進を重点施策として取り組みます。 

 産業基盤整備のため、道路交通網の整備をはじめ、林道開設事業、漁港・漁場整備事業等を実

施するとともに、次世代の担い手育成を図ります。 

 第１次産業においては、高齢化対策を含め、６次産業化など、魅力ある産業基盤づくりに取り

組みます。対馬の基幹産業である水産業においては、資源管理・環境保全対策として、磯焼け回

復事業・漁場造成事業を推進するほか、国などの助成事業と融合した燃油高騰対策を引き続き実

施します。 

 水産業と観光産業の連携推進、水産物の市内供給システム体制の構築、農業においては、對馬

椎茸やる倍ナバダス計画や肉用牛多頭飼育経営促進事業などに取り組みます。また、担い手対策

の新たな取り組みとして、農林水産業従事者担い手・女子育成及び人財発掘事業を実施いたしま

す。 

 有害鳥獣対策は、駆除対策の実施に加え、猪鹿活用促進事業への展開を図ります。 

 このほか、地場産品の地産地消、輸送コスト支援対策などを実施いたします。 

 人口の減少が続く本市におきましては、経済の活性化と交流人口の増加を図るため、国内・国

際ターミナル施設の整備、宿泊施設や観光案内板の充実など、引き続き観光対策事業を推進しま

す。 

 なお、観光情報館「ふれあい処つしま」が本年５月に開館予定であり、観光と地場産業振興と

の連携拠点施設として展開していきます。 
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 また、雇用創出を念頭に置いた地方創生の流れにしっかりと捉えた新規ビジネス応援事業、農

商工連携支援事業、６次産業化促進事業など、起業支援に係る窓口を一本化し、新たな雇用の創

出を図ります。 

 ２番目に「豊かな自然との調和を図り、地球環境にやさしい人とまち」でございます。 

 かけがえのない自然環境の保全、資源循環型社会の構築、自然を活かした生活環境の魅力化、

環境王国の樹立に向けた低炭素型社会の構築を重点施策として取り組みます。 

 四方を海に囲まれ、陸には原始林などを含む森林が茂る、この緑豊かな島には、天然記念物の

ツシマヤマネコや、対州馬をはじめ、大陸系の貴重な野生動植物が数多く生存しています。「豊

かな自然と豊かなくらしづくり」を 大テーマに、環境・経済・社会の各分野で課題を見つめ、

人が自然と共生できる地域社会づくりを推進するため、森・川・里・海の連環を図りながら、自

然の恵みを持続可能な形で活かした資源管理型産業の創出など低炭素型エコアイランドを目指し

ます。 

 住宅用合併処理浄化槽設備導入や事業者用を含めた太陽光発電設備などに対する助成を引き続

き実施するとともに、漂流・漂着ゴミを利用して新たなエネルギーとして活用する循環システム

の構築を図るため、自立型地域モデル事業を実施します。 

 また、環境実践モデル都市として、平成２４年度から、生ゴミ・廃食油資源再利用システム事

業に取り組み、生ゴミの分別収集推進を図っており、平成２７年度中に生ゴミ堆肥化施設の稼働

を開始します。 

 ３「固有の歴史文化を発信し、交流の活発な人とまち」。 

 韓国をはじめとする東アジア都市との国際交流の促進、独自の地域資源を活かした交流人口の

拡大、広域交流を支える交通アクセスの強化を重点施策として取り組みます。 

 対馬は、古来より海を挟む地域間交流が連綿と続いており、平成２６年度の観光客数は２０万

人を超える見込みであります。対馬いづはら港まつり、国境マラソン大会、つしま海道音楽祭な

どのイベント事業を開催するとともに、朝鮮通信使ユネスコ記憶遺産登録推進のほか、中・高校

生を中心とした韓国との教育・文化交流事業を支援しながら、相互理解を深めていきたいと考え

ます。 

 対馬観光リニューアル事業として、観光振興推進計画策定、観光案内板設置、キャンプ場予約

システム構築などの対馬ファン獲得に向けた事業を実施するとともに、「よりあい処つしま」

「ふれあい処つしま」を活用して積極的に対馬を発信していきます。 

 さらに、域学連携地域づくり推進事業など、対馬を体感できる機会を提供し、将来を担う若者

と交流しながら、地域づくりを推進します。 

 また、国内的にも以前から交流のある地域との海山交流事業をはじめ、対馬国境花火大会、航
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空運賃低廉化対策事業、対州馬の活用プロジェクト事業などを展開し、交流人口の拡大に努めて

まいります。 

 ４「地域が連携して支える教育・文化の充実した人とまち」。 

 安心して学べる学校教育環境の構築、地域資源を活かした生涯学習の充実、芸術・文化活動の

振興を重点施策として取り組みます。 

 子どもは、対馬の将来を担う大切な宝です。豊かな心や確かな学力を育てるため、誰もが安心

して学べる教育環境を整備するとともに、少子化に伴う学校の適正規模・適正配置について、地

域の皆様と協議を諮りながら取り組んでまいります。 

 「子ども夢づくり基金」を活用して、学校教育をはじめ、生涯学習の中でさまざまな子ども支

援事業を展開し、体験学習やスポーツ・文化活動の積極的な推進に努めます。 

また、高校生の就学活動の一部支援も引き続き実施します。 

 このほか、生涯学習を推進するため、公民館活動など各世代に応じた学習機会を提供するとと

もに、青少年劇場や文化・公演事業を開催するなど、その充実に努めます。 

 また、文化財関係施設の保存整備、盗難防止対策を実施するほか、本市と長崎県が共同歩調で

進めようと協議をしてまいりました対馬海道博物館（仮称）も、いよいよ平成２７年度から本格

的に動き出すこととなりました。平成２７年度はまず整備基本計画策定に着手します。 

 ５「思いやりと健やかさを育む健康・福祉の人とまち」。 

 医療・救急体制の充実、保健・福祉サービスの充実、スポーツ・健康増進施設の充実、住民の

社会参加支援システムの構築を重点施策として取り組みます。 

 本年５月には長崎県対馬病院（仮称）が開院いたします。医師や看護師の確保はもちろん、新

病院を基幹病院として、上対馬病院とともに診療所を含めた機能分担や強化・連携など、医療・

救急医療体制の充実に努めます。 

 また、新病院開院に伴い、進入道路の環境整備を行うほか、診療日及び診療科目に対応した市

営航路のグリーンピアへの寄港設定を図るなど、市民の皆様が安心して暮らせるまちづくりを推

進します。 

 かたや対馬いづはら病院跡施設の活用については、１月の長崎県保健福祉部長発出文書により、

市議会も一緒に動き出していただいた医療法第３０条の特例規定の道は現時点では途絶えていま

すが、国が推し進めています対馬全体を俯瞰した中での「地域包括ケアシステム」における医療

分野の再構築を早急に取り組まねばならないと考えています。 

 特に、高齢者、中でも７５歳以上の後期高齢者が増加し続ける今後の対策として、住まい、医

療、介護、予防、生活支援を一体的に提供する「地域包括ケアシステム」の構築は急務でありま

す。 
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 これらを構築すべく、対馬版「地域包括ケア計画」を早急に策定し、在宅での生活支援・福祉

サービスの充実、疾病予防のための保健活動の拡充を図らねばなりません。 

 そして、基幹病院を中心とした島内に１６カ所あります市立診療所等の役割、在宅医療のあり

方、介護施設との連携等をトータルに考える中での「対馬いづはら病院跡施設」のあり方を考え

直さねばと考えております。 

 市民の健康づくりを支援するため、生涯スポーツ活動や健康つしま２１事業、食育活動を積極

的に推進するほか、温泉施設を利用した健康指導教室の開催、新たに人間ドックの助成を行うな

ど予防医療活動として健康増進事業を実施します。 

 また、本年４月から施行される「子ども・子育て支援新制度」を円滑に実施するとともに、子

どもの出産や育児、地域における子育て支援事業、高齢者支援事業、生活困窮者支援事業などを

引き続き実施していくほか、こころと暮らしの相談事業を展開します。 

 ６「快適な暮らしを支える生活基盤の整った人とまち」。 

 身近な道路交通ネットワークの整備促進、安全で質の高い住環境の整備、地域情報通信ネット

ワークの構築、公共資産の有効活用、市民協働によるまちづくりの構築を重点施策として取り組

みます。 

 道路交通ネットワークの構築は、生活の安定、経済の活性化のためにも重要な課題であります。

国・県道の整備をはじめ、島内の道路交通網の整備を積極的に推進します。 

 また、公共バスや市営有償バスを連携・融合させ、公共交通機関のあり方について引き続き取

り組みます。 

 安全・安心のまちづくりの推進のため、地域防災計画に基づき、避難所表示板設置、消防団員

安全確保装備の強化充実、ハザードマップ作成、防災用備蓄物資整備、災害対応型再生可能エネ

ルギー設備設置など、各種防災施設や災害時の支援体制の充実を図ります。 

 なお、５月に消防、警察、自衛隊などの関係機関が参加して、長崎県総合防災訓練が本市で実

施されます。 

 また、情報の共有化のためのＣＡＴＶ事業の充実に努め、地域マネージャー制度で取り組んで

おります地域づくり計画を支援するため、引き続き集落支援員を配置し、市民協働のまちづくり

を積極的に推進していきます。 

 以上が対馬市第１次総合計画の６つの施策大綱に基づく各種事業であります。 

 平成１８年度に策定した対馬市第１次総合計画が、平成２７年度で計画の 終年度を迎えます。

平成２８年度を初年度とした向こう１０年間の第２次総合計画策定においては、各地区の地域づ

くり計画を基本とし、人口減少に起因するさまざまな課題に対し、より効果的な施策を模索しな

がら、市民と議会と行政が一体となって取り組んでいきたいと考えます。 
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 後に、対馬はどのような道を求め、自立していけばよいのかを常に考えながら、新しい時代

に対応した簡素で効率的な組織運営、将来を見据えた安定した財政運営の確立に全力で取り組ん

でまいります。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  以上で市長の施政方針説明を終わります。 

 暫時休憩します。再開は１１時５分からとします。 

午前10時51分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、総務文教常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 総務文教常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、総務文教常任委員会の所管事務調査の報告を申し上

げます。 

 平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査の内容とその概要を、同規則第１１０条の規

定により報告をいたします。 

 当委員会は、平成２７年２月１３日、公有財産の管理状況及び有効活用について、今回は特に

厳原市街地と盒知市街地に存在する利用されていない市有地の確認と今後の利用計画、また、つ

しま図書館の運営状況を、全委員出席のもと、桐谷総務部長、豊田教育部長の出席を求め、各担

当課長から説明を受けながら現地調査をいたしました。 

 まず、つしま図書館は、館長ほか専任職員１名、嘱託職員２名、臨時職員１名で運営されてい

ます。図書の貸し出しが多くなる土曜日と日曜日の勤務態勢に苦慮されていることがうかがえま

した。 

 蔵書の在庫確認と配置がえのため、２月５日から１９日までは休館ということで、調査当日も

１２万冊あまりの図書を１冊ごとに確認されておりました。長期休館の解消のためには、何らか

の方策が必要だと感じました。 

 平成２５年度の貸出冊数は、６万９,５１８冊で年々増加傾向でありました。 

 また、毎週金曜日が閉館を１時間延長し午後７時の閉館となっていますが、このことについて

も利用状況等を考慮して検討されるよう望みます。 
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 なお、市内には各地区公民館にも図書室が存在しますが、いずれも土曜日と日曜日が休館とな

っております。市民が利用しやすい開館時間の調整やボランティアの力をお借りするなど、土曜

日、日曜日の開館に向けて検討されるよう望みます。 

 次に、市有地の確認ですが、厳原町東里の野良地区開発用地は、グラウンドゴルフ、ゲート

ボール用地並びに企業誘致用地として造成され、１万７,２８３平方メートルを有しております。

景観もよく、ホテル用地としては適地でありますので、交流人口拡大のためにも企業誘致に 大

の努力をお願いいたします。 

 厳原町日吉と東里に存在する教職員住宅跡地の２カ所は、いずれも立地条件が悪く売却等にも

苦慮されると思われますが、利用計画がなければ処分に向けて検討されるよう望みます。 

 美津島町盒知の主要地方道改良工事用地買収に伴う私有地との交換地と旧消防署美津島出張所

跡地の２カ所は、いずれも県道に面した市有地であります。利用計画は未定でありますが、夏場

には雑草が繁茂し景観上も好ましくないと思われますので、地域住民の意向も伺いながら、売却

も含め利用計画を策定されるよう望みます。 

 盒知保育所に隣接する一般住宅跡地は、住宅地として恵まれた土地でありますので、売却に向

けて検討されるよう望みます。 

 以上で、総務文教常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  厚生常任委員会所管事務調査報告書。 

 平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査内容とその概要を、同規則第１１０条の規定

により報告いたします。 

 当委員会は、１月２０日１３時より開会した後、さらに深く調査研究するため、１月３０日の

議員全員協議会終了後にも２回目の委員会を開催しました。今回の調査研究項目は、以下の３項

目で、担当部署及び課長より説明を受けた後に質疑応答を行いました。 

 第１回目の調査研究内容。 

 １、高齢者を対象とする各施設の概要について。 
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 各種施設の入所条件、費用等の基礎知識、近年の主な制度改正点について、各施設の相違点を

中心に資料に基づき説明を求め、共通理解を深めました。 

 ２、回復期リハビリテーション病床、新型老健の病床、地域包括ケアに係る病床、それぞれの

特徴と相違点について。 

 対馬いづはら病院跡利用として、市が計画しているケアミックス型の病院に設置予定の回復期

リハビリテーション病床、療養型病床廃止に伴う受け皿として近年新たに制度化された新型老健

の病床、亜急性期病床廃止に伴う受け皿として新病院で設置予定の地域包括ケア病床、それぞれ

の特徴と相違点について理解する必要があるため、類似するこの３つの病床について、資料に基

づき調査研究を行った。 

 各病床の定義はあるものの、類似した病床であることが改めて理解された。 

 ３、対馬いづはら病院跡利用施設整備に係る問題点について。 

 大の懸案事項である基準病床数問題以外に、①医療従事者の確保、②跡利用施設と新病院の

医療体制の調整が、解決すべき大きな問題点であることで、委員会では認識が一致した。 

 なお、基準病床数問題については、公的病院を統合する際に設けられている（医療法第３０条

の４第７項の）特例による病院開設を、２月の県の医療審議会への諮問や厚生労働省への協議を

いただくようお願いしていましたが、②の調整ができていないことが主な理由で、困難であるこ

とが保健部長より報告された。 

① 医療従事者の確保。 

 跡利用施設の医療従事者は、開設当初は、一般社団法人巨樹の会が自前で確保されるとのこと

だが、現地採用することがこの業界の常識とされている。対馬市内に６０床を保有する民間病院

が進出することは、医療従事者の選択肢が増えることになり、ますます新病院の医療従事者確保

は困難となることが予想される。 

 ②跡利用施設と新病院の医療体制の調整。 

 跡利用施設の医療機能は、新病院を補完する機能とする旨の説明がなされているが、実際そう

なのか疑問が生じている。 

 予定されているそれぞれの医療体制の概要は以下のとおりである。 

 Ａ、跡利用施設（医療機能）。ａ、一次医療、ｂ、一般病床１０床、ｃ、回復期リハビリテー

ション病床５０床。 

 Ｂ、新病院。ａ、一次から２.５次医療、ｂ、一般病床２２２床。（このうち将来的に地域包

括ケア病床に５０床を転換予定である。） 

 そもそも、新病院建設を決定した当初、跡利用は介護施設のみを予定していた。これは、対馬

市も参画して策定された計画であり、建設資金は、地域医療再生臨時特例交付金を活かし、対馬
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市、長崎県、県病院企業団が協定を締結することにより資金を負担し、２病院を統合し、新病院

を建設することとなった。 

 その後、現在に至る主な経緯は以下のとおりである。 

 平成２４年２月の対馬市長選挙の際、財部市長が、跡利用施設は６０床程度の病院と介護施設

を併設するケアミックス型施設とする公約を掲げ、再選された。厳原地区区長会から厳原地区の

医療体制を危惧し、対馬いづはら病院跡利用については、病院機能を併設する介護施設の設置が

要望された。 

 平成２６年９月定例議会において、跡利用施設を先ほどのＡの体制で進出いただけることが、

社会医療法人財団池友会（後に、巨樹の会に変更）と大筋合意したことが公表された。 

 長崎県病院企業団は、平成２６年４月の診療報酬改定により、新病院が２０床設置する予定で

あった亜急性期病床が廃止されたことに伴い、それにかわるものとして地域包括ケア病床５０床

を設置することに見直された。（２００床以上の病院は病棟単位の設置となります。）また、新

病院で採用する包括評価制度を実施するためには、在宅復帰を支援する病床を設置する必要があ

る。 

 平成２６年１２月定例議会において、跡利用施設の診療科目の種類や規模、一般病床数によっ

ては、新病院の経営を圧迫しかねないという従来の懸念以外にも、新病院が計画している地域包

括ケア病床５０床と、対馬市提案の回復期リハビリテーション病床５０床、合計１００床を対馬

医療圏内で設置しようということは、全国の整備率（１０万人に５０床程度）の状況を踏まえる

と明らかに過剰であり、県の認可は下りないとの懸念も新たに生じている現状が明らかとなった。 

 上記の現状を１月２０日の委員会で共有認識したところで、委員会では、跡利用施設の実現が

ますます困難を極める状況を打開するために、議会としても市長と協力していかなくてはならな

いとの合意に達した。 

 なお、１月３０日開催の議員全員協議会において市長より、跡利用施設整備に係る進捗状況が

報告された。これを受けて、当委員会正副委員長が、正副議長に今後の委員会としての対処方針

を相談したところ、市民への周知と、再度議員全員協議会を早期に招集し善後策を講じたいとの

意向であった。 

 同日、引き続き開催した委員会では、議長の意向を委員に伝え、１月２０日に開催した委員会

の報告書の取りまとめにとどめることとした。 

 以上で、厚生常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第８、産業建設常任委員会の閉会中の所管事務調査報告を行います。 

 産業建設常任委員長、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  産業建設常任委員会所管事務調査報告書。 

 平成２６年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第１０５条の規定により、閉会中の所

管事務調査の承認を得ておりました当委員会の調査内容とその概要を、同規則第１１０条の規定

により報告いたします。 

 当委員会は、平成２７年２月１８日、もりのめぐみ協同組合製材工場（以下「製材工場」とい

う。）、加志猪鹿処理加工施設（以下「加工施設」という。）の視察、対馬の畜産業について、

対馬農協及び市職員との意見交換を実施いたしました。 

 まず、洲藻の製材工場についてでありますが、同製材工場は平成２７年１月１５日に現地、美

津島町洲藻キダラシ８２０番地７において竣工式を終え、既に稼働しており、敷地面積約１万

３,０００平方メートル、総事業費は約３億５,０００万円（うち、国庫補助金約１億４,７００万

円、森林整備加速化・林業再生事業）であります。 

 製材工場の特徴は、 大歩留まりを自動解析できる製材機の導入、加工機と搬送装置のオート

メーション化による省力化・効率化が 大の特徴であり、生産計画では対馬の杉・ヒノキ等の丸

太から、角材・板などの建築資材を生産し、当初計画では、原木調達１万１,０００立方メート

ルの原木から製材品６,０００立方メートルを予定していて、この原木調達に関しては、林業公

社、森林組合、国有林及び素材生産者と安定取引協定を締結済みとの説明を受けました。 

 製材工場の運営は、事務員１名を含む１１名の雇用創出が行われており、生産能力は言うまで

もなく、島内 大規模の製材工場であります。 

 効果の概要としては、従来は丸太のまま島外市場へと出ていましたが、丸太を対馬で加工し、

付加価値をつけて島外へ出荷することが可能となり、流通・物流コストを大幅に削減でき、島内

雇用の創出、林業収入の増加につながっており、また、「対馬ヒノキ」のブランド化を目指し、

高付加価値製品の生産に基づく林業全体の活性化を推し進めていく計画である旨の説明を受けま

した。 

 次に、加志の加工施設についてでありますが、この加工施設は、旧美津島町が鹿解体処理施設

として使用していた施設を改修し、イノシシ・鹿の解体処理から食肉処理、食肉製品製造までが

一体となって行える施設であります。 

 事業の概要及び目的は、有害鳥獣の被害対策として、捕獲情報蓄積のためＧＰＳ、ＧＩＳを導

入し、計画的な捕獲の検討と効果的な被害対策の指導に役立てるとともに、円滑な現場確認等の
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構築と捕獲データの蓄積、個体分析・活用促進に取り組むほか、衛生ガイドラインを作成し、衛

生管理下での解体処理を行い、商品化の試作、試験販売・市場調査を行い産業の創出を目指す事

業で、平成２５年度から平成２７年度までの３年間の限定事業である旨の説明を受けました。 

 次に、対馬の畜産業について、対馬農協組合長以下職員及び農林水産部職員との意見交換を対

馬市役所４階会議室で行いました。 

 初めに、農林水産部より対馬の畜産農家の現状と補助制度等について説明を受けました。 

 平成１５年度には、飼養戸数１２１戸、飼養頭数５８５頭、繁殖牛３７２頭を飼育していた畜

産農家が、平成２６年度には、飼育戸数５１戸、飼養頭数３９５頭、繁殖牛２７４頭と激減して

おり、その要因は、後継者不足及び飼料の高騰により確保が困難であることが主な要因と考えら

れ、飼育従事者の年齢も７０歳以上の方が全体の半数を超えていて、９０歳を超えても飼育に従

事している方もおられるとの説明がありました。 

 また、平成２３年度には対馬の家畜市場が休場を余儀なくされたため、家畜市場の再開と畜産

業の再興を目指し、「肉用牛生産基盤安定奨励事業 みんなで牛を増やそうや！！ぷらん」を平

成２４年度から平成２６年度までの３カ年を期間として実施し、目標数値、繁殖牛５１０頭（平

成２３年度数値の倍増）を目指し、繁殖牛導入事業に係る助成、多頭飼育農家に対する助成、受

胎率向上対策、共同飼育や放牧推進に係る助成等の事業を展開してきましたが、 終年度となる

今年度、目標数値の約２分の１の頭数となっており、厳しい状況である旨の説明がありました。 

 次に、対馬農協の担当職員から、肉用牛繁殖センター運営に向けたシステム実証実験の概要及

び肉用牛振興対策の具体策について説明がありました。 

 繁殖センターの運営の目的は、対馬家畜市場の休場に伴い、平成２３年１０月より南阿蘇家畜

市場での子牛販売を開始し、そのことにより子牛価格は安定し、農家の飼養意欲も向上しつつあ

り、対馬市の補助制度を受け、平成２６年度から対馬農協独自で妊娠牛を供給するシステムを試

験的に取り組むものであります。特に、増頭対策の方向性として、子牛の生産率の向上について

は、ＪＡ繁殖センター担い手育成施設から牛の供給を行い、農家担い手の新規掘り起こしを推進

していき、新規掘り起こしの具体策として、過去、牛を飼っていた集落での座談会の実施、ＣＡ

ＴＶ・市報・農協だよりによる周知、再利用できる空き牛舎の調査の実施、増頭推進農家との具

体的な協議会の実施等々を行っていく旨の説明を受けました。 

 繁殖牛供給の具体策については、南阿蘇家畜市場から子牛及び妊娠牛を農協が購入し、南阿蘇

畜産農協及び協力農家へ子牛管理、人口受精、妊娠鑑定等の管理委託をお願いし、その後、対馬

ＪＡ繁殖センターで飼育し、妊娠牛の貸し付けを平成２６年８月から実施しており、現在１２頭

を飼育農家に貸し付けている旨の説明を受けました。 

 結びとして、新規従事者には、対馬市・対馬農協の手厚い支援が不可欠であるとの結論に至り
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ました。牛は「生き物」として一日たりとも目を離すことができないため、後継者不足の解消を

図りつつ、対馬市・対馬農協・飼育農家が一体となって多角経営・共同経営等を模索しつつ、遊

休農地の効率的な活用等を図り、安定した対馬産肉用牛の増頭を期待するものであります。 

 以上で、産業建設常任委員会の所管事務調査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第９．国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第９、国境離島活性化対策特別委員会の閉会中の調査報告を行いま

す。 

 国境離島活性化対策特別委員会委員長、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  国境離島活性化対策特別委員会の調査報告を行います。 

 国境離島活性化対策特別委員会の調査状況を、会議規則第４５条の規定に基づき、次のとおり

報告いたします。 

 本委員会は、平成２６年１２月１９日午後０時２０分より対馬市役所豊玉庁舎３階小会議室に

おいて、委員全員出席、堀江議長にも同席いただき、第９回特別委員会を開催いたしました。 

 調査の内容につきましては、平成２７年１月１３日、長崎市において開催予定の長崎県離島

３市２町議会の国境離島に関する特別委員会の正・副委員長会議への派遣依頼についてであり、

正・副委員長を派遣することを決定し閉会いたしました。 

 平成２７年１月１３日、長崎市において開催されました、長崎県離島３市２町議会特別委員会

正・副委員長会議の概要について報告いたします。 

 日時、平成２７年１月１３日火曜日、午後２時５４分から午後４時０４分。場所、長崎県市町

村会館４階第２会議室。出席者、対馬市、堀江政武議長、長信義委員長、作元義文副委員長、壱

岐市、町田正一議長、鵜瀬和博委員長、市山和幸副委員長、五島市、荒尾正登議長、林睦浩委員

長、三浦直人副委員長、小値賀町、立石隆教議長、近藤育雄委員長、新上五島町、中山正和議長、

前田あおい委員長、中野千尋副委員長、各３市事務局。 

 それでは、確認または決定された事項を箇条的に申し上げます。 

 １、３市２町の特別委員会正・副委員長で連絡協議会を設置する。 

 ２、連絡協議会の事務は、会長が選出された議会事務局で行う。 

 ３、会長に、対馬市の作元副委員長が選出された。 

 ４、副会長には、各市町議会の特別委員会委員長が選出された。 
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 ５、陳情活動を行うため、東京出張旅費（３回分）を平成２７年度予算でそれぞれの議会が確

保する。 

 ６、決起大会を各市町で行うこととし、開催が決定したら連絡協議会の事務局へ連絡すること

とする。また、連絡を受けた事務局は、各副会長へ通知する。 

 ７、連絡協議会の設置期間については、法案成立後に改めて協議する。 

 ８、会則等は定めない。 

 ９、陳情は、連絡協議会単独ではなく、議長と一緒に行う。 

 １０、連絡協議会で決定したことは、事務局、これは対馬市ですが、各議会へ通知する。 

 次に、要望・意見についてでありますが、 

 １、「特定国境離島地域に関する新法」、これは仮称です、の草案については、早期に入手で

きないか要望してほしい。 

 ２、国土交通省・内閣府にも要望すべきではないか。 

 ３、谷川代議士が長崎に来られたとき、法案の勉強会も兼ねて連絡協議会を開催できないか。 

 なお、連絡協議会の名称については、現在はまだ仮称ですが、「長崎県離島三市二町議会国境

離島特別委員会連絡協議会」とし、次回の連絡協議会冒頭に確認することになっております。 

 次に、国境離島新法制定に向けての期成会設立要望活動について報告いたします。 

 去る２月１３日、対馬市役所別館大会議室において、対馬市異業種連携・文化交流協議会が開

催されましたので、期成会設立要請のため、堀江議長、特別委員会正・副委員長、これは私と作

元議員です。神宮局長が出席をいたしました。 

 異業種団体の交流会議の冒頭に、堀江議長からこれまでの活動状況と期成会の設立に向けての

要請を行いました。異業種連携・交流協議会においては、会長・副会長に組織立ち上げについて

一任されたとのことであります。 

 その後の動きについては、２月１６日、異業種連携・交流協議会役員会が開催され、期成会の

設立に向けての協議がなされ、組織の名称を「対馬市国境離島新法制定期成会」に決定されまし

た。組織の参画団体・組織規約等の検討については、対馬市総合政策部政策企画課を主体に進め

ていく。 

 なお、会長については、商工会に受けていただくよう要請を行う。また、異業種連携・交流協

議会以外の追加団体として、タクシー業協会・石油業組合・郵便局・運送業・沿岸協力会・対馬

交通などにもお願いする方向で協議を進めていく。また、顧問として、谷川代議士、坂本県議、

参与については、財部市長、堀江議長で調整し、期成会設立総会を３月中旬をめどに調整したい

とのことであります。 

 ３月２４日午前１１時５８分より、対馬市役所豊玉庁舎３階小会議室において、渕上委員は欠
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席でありましたが、他の委員は全員出席、堀江議長の同席をいただき、平間総合政策部長、小島

政策企画課長の出席を求め、第１０回特別委員会を開催いたしましたので、その概要について報

告いたします。 

 今回の特別委員会は、さきに報告いたしました１月１３日に開催された国境離島に関する正・

副委員長会議の報告及び期成会設立に向けての要請活動についての報告でありますので、委員か

らの主な意見についての報告をいたします。 

 １、「特定国境離島地域に関する新法（仮称）」の草案について早期に入手できないか。これ

は、連絡協議会も同意見が出ております。また、進捗状況についても谷川代議士を通じて確認し

てほしい。 

 ２、奄美・小笠原特別措置法の中身についても、特別委員会へ資料提供をお願いしたい。 

 ３、期成会による決起大会については、対馬市から始まりとなるよう、早期に進めてほしい。 

 ４、期成会における費用負担についても整理を進めてほしいなどの意見が出されました。 

 以上で、国境離島活性化対策特別委員会の報告といたします。 

○議員（９番 長  信義君）  議長。 

○議長（堀江 政武君）  長国境離島活性化対策特別委員会委員長。 

○議員（９番 長  信義君）  大変失礼をいたしました。ただいまの委員長報告の中で１字訂正

をお願いしたいと思います。私の報告の中で２月２４日午前１１時５８分というふうに申し上げ

た、報告したふうでありますので、済みません、そのように言ったということです。それで、

３月２４日に訂正をお願いいたします。（発言する者あり）失礼しました。私がちょっと原稿の

とおり済みません、読んだふうでございます。「３月２４日」を「２月２４日」に訂正をお願い

いたします。失礼いたしました。 

○議長（堀江 政武君）  訂正を願います。 

 これから委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１０．長崎県病院企業団議会議員の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第１０、長崎県病院企業団議会議員の報告を行います。 

 １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  報告に入る前に、本日私、喉を痛めておりまして、皆様には聞

きづらいところがあると思いますけども、御了承お願いいたします。 

 長崎県病院企業団議会議員の活動及び審議内容について、次のとおり報告します。 
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 平成２６年第２回定例会は、平成２６年１２月２４日、長崎市出島町、長崎県農協会館におい

て、午後２時から議員１２名の出席により開会され、対馬地区からは、大浦孝司議長と２名の出

席です。 

 会期は、１日間と決定され、会議録署名議員に金子憲太郎議員と相良尚彦議員が指名され、議

事に入りました。 

 まず、米倉企業長より開会の挨拶があり、前定例会以降の重要事項についての報告と本定例会

に提出された議案についての説明がありました。 

 １、地域医療の現状と課題について 

 ２、企業団病院の経営状況について 

 ３、看護師等確保の取り組みについて 

 ４、地域医療再編の状況について 

 ５、壱岐市の病院企業団への加入について 

 ６、会計事務の不適切処理について 

 以上、６項目についての説明がありました。 

 その内容について簡潔に報告いたします。 

 地域医療の現状と課題については、地域医療の中核を担う自治体病院を取り巻く環境は、著し

い人口減少や、急速な少子・高齢化の進行、不足する医師・看護師等医療従事者の確保など、依

然として厳しい環境に置かれております。こうした中、国は社会保障制度改革において、

２０２５年を見据えた医療提供体制の改革を進めているところであります。 

 当企業団は、これまでも、医療資源の集約化や機能分担等による将来を見据えた医療提供体制

の構築に取り組んでおり、社会保障制度改革の諸施策や国が進めている新たな公立病院改革の動

向も注視しながら、適切な対応を図っているとの説明であります。 

 企業団病院の経営状況については、当企業団の平成２５年度決算においては、入院患者数は減

少したものの、外来患者数が増加し、医療収益はほぼ前年度並みを確保することができ、当年度

純損益は４カ年度連続して黒字を達成することができました。しかしながら、今後も急激な人口

減少が予想され、医師や看護師等の医療従事者の確保も依然として厳しい状況が続いており、引

き続き、安定した黒字化を目指して、健全運営に努めているとのことです。 

 次に、看護師等確保の取り組みについては、離島地域では依然として厳しい状況にあり、離島

地域の病院における看護師等の緊急確保対策として、アイランドナースネットワーク事業を展開

しており、長崎医療センターから毎年二、三名の看護師を離島病院に派遣していただいておりま

す。今年度は、新たに九州医療センターからも派遣をいただいているところであり、さらに事業

を拡大すべく、現在、長崎大学病院や嬉野医療センターと調整を行っているところであります。 
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 離島地域の病院再編につきましては、現在、建設中の対馬病院（仮称）の完成をもちまして、

一つの区切りを迎えます。対馬病院（仮称）建設工事の進捗率は、１１月末現在で９０.０％と

なっており、予定どおり１２月末竣工予定であります。今後、平成２７年５月１７日開院に向け

て、諸準備を進めているとの説明であります。 

 壱岐市の病院企業団加入につきましては、当病院企業団の規約変更について、各構成団体及び

壱岐市の議会の議決を経て、平成２６年１１月７日付で総務大臣から許可を受けましたので、本

議会に設置条例の改正議案が提出されております。 

 後に、会計事務の不適切処理については、平成２６年８月の臨時会において、報告しました

公金着服事件に関するその後の対応状況ですが、上五島病院において、病院が設置した「上五島

病院公金着服事件検証及び業務改善委員会」から９月２４日に報告を受け、再発防止及び業務改

善に取り組んでいるところです。 

 また、１２月１１日に企業団全体としての再発防止策を取りまとめ、各施設へ周知したところ

であり、それぞれの具体的な取り組みについて、統一化を図っていくこととしております。 

 次に、本来の議案であります条例議案１件、予算議案１件、認定議案１件の計３件の提案があ

りました。 

 第７号議案、長崎県病院企業団病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例は、条例

改正の目的と内容は、壱岐市の病院企業団加入に伴い、現在の壱岐市民病院を長崎県壱岐病院と

し、本年４月１日から病院企業団が運営することに伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 壱岐病院の設置に関して病院の名称、位置、診療科目、病床数等を規定しており、所要事項を

追加するものでございます。壱岐市の病院企業団加入につきましては、地方自治法に基づき構成

団体である県及び５市１町並びに壱岐市、それぞれの議会の議決を経て、企業団規約の変更につ

いて総務大臣へ許可申請を行い、去る１１月７日付で許可を受けたところでございます。 

 第８号議案、平成２５年度長崎県病院企業団病院事業会計補正予算は、資本的収入等について

補正を行おうとするものです。 

 主なものは、資本的収入の補正として、企業債６億６００万円の増、他会計繰入金９,０９３万

円の減、出資金５億１,５２７万円の減、補助金８,５１０万４,０００円の増。 

 また、平成２７年４月１日から履行開始が必要な契約で、平成２７年度当初予算の議決前に準

備行為が必要なものについて、債務負担行為として、医療機器整備事業ほか２３件、８億

９,９６０万円を追加するものです。 

 次に、認定第１号、平成２５年度長崎県病院企業団病院事業会計決算の認定については、収入

合計２４０億７,３３１万１８４円、費用合計２４０億４,５２２万３,８７９円、結果

２,８０８万６,３０５円の純利益となっており、４年連続の黒字決算を計上しております。 
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 なお、対馬市においては、経常収支で、いづはら病院が６,７００万円の赤字、中対馬病院が

８６０万円の黒字、上対馬病院が９,９００万円の赤字で、対馬地域におきましては、全体で

１億５,８００万円の経常収支の赤字決算であります。 

 各議案ともに慎重に審議し、３件とも原案のとおり可決及び認定されました。議会閉会後、全

員協議会を行い全日程を終了いたしました。 

 以上で、長崎県病院企業団議会議員の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１１．長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告 

○議長（堀江 政武君）  日程第１１、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告を行います。 

 １８番、兵頭栄君。 

○議員（１８番 兵頭  栄君）  長崎県後期高齢者医療広域連合議会平成２７年第１回定例会の

議案審議について、次のとおり報告いたします。 

 平成２７年２月１７日午後１時より、長崎県市町村会館において第１回定例会が招集されまし

た。 

 同意議案第１号、副広域連合長の選任につき議会の同意を求めることについて 

 同意議案第２号、監査委員の選任につき議会の同意を求めることについて 

 議案第１号、長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例 

 議案第２号、長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改

正する条例 

 議案第３号、長崎県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例 

 議案第４号、長崎県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

 議案第５号、長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例 

 議案第６号、長崎県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例 

 議案第７号、平成２６年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号） 

 議案第８号、平成２６年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

 議案第９号、平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計予算 
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 議案第１０号、平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算 

 議案第１１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更

について 

 以上の同意議案２件、新規条例案１件、条例の一部を改正する条例案５件、平成２６年度補正

予算案２件、平成２７年度予算案２件、規約の変更について１件の議案が上程され、慎重審議の

結果、いずれも賛成多数により原案のとおり可決されました。 

 議案の内容について報告いたします。 

 同意議案第１号は、一ノ瀬副広域連合長の任期が平成２７年２月１３日をもって満了したため、

一ノ瀬「マサタ」氏て呼ぶんですかね、政治の政に太いと書いた政太氏を選任するものであり、

賛成多数で再任されました。 

 同意議案第２号は、大島監査委員の任期が平成２７年２月１３日付で満了したため、松本香氏

を後任に選任するもので、賛成多数で選任されました。 

 議案第１号、長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条

例は、平成２７年度の保険料軽減について必要な事項を定めるものであります。 

 議案第２号、長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部を改

正する条例は、平成２７年度の保険料軽減措置の継続に伴い、基金により財源を補痾することに

ついて必要な事項を定めるものであります。 

 議案第３号、長崎県後期高齢者医療広域連合一般職の任期付職員の採用に関する条例は、広域

連合事務局組織の充実強化を図り、効率的で持続可能な体制が確保できるよう、本格的な業務に

従事することができ、かつ、複数年任用ができる任期付職員制度を導入するため必要な事項を定

めるものであります。 

 議案第４号、長崎県後期高齢者医療広域連合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例は、国家公務員等との均衡に配慮し、育児休業を取得できる職員の範囲を見直すなど、必要

な事項を定めるものであります。 

 議案第５号、長崎県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の一部を改正する条例は、「行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が制定され、個人番号

を含む特定個人情報の保護について、特例が定められたことに伴い、長崎県後期高齢者医療広域

連合が保有することとなる特定個人情報の適正な取り扱いを確保するため、必要な事項を定める

ものであります。 

 議案第６号、長崎県後期高齢者医療広域連合行政手続条例の一部を改正する条例は、法令に違

反する事実がある場合において、その是正のための処分または行政指導を求めることができる

「処分等の求め」の手続や、行政指導の要件に適合しないと思料する場合において、行政指導の
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中止等を求めることができる「行政指導の中止等の求め」の手続等を整備する行政手続法の一部

改正に伴い、必要な事項を定めるものであります。 

 議案第７号、平成２６年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計補正予算（第１号）は、平

成２５年度決算剰余金２,０９７万１,０００円を歳入歳出それぞれ追加し、予算総額を２億

４,２００万３,０００円とするものであります。歳出の内訳として、総務費から不要見込み額

１,０００万円を追加し、３,０９７万１,０００円を財政調整基金に積み立てるものであります。 

 議案第８号、平成２６年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出それぞれ７０億４,０７１万４,０００円を追加し、予算総額を

２,２３８億７,６３３万８,０００円とするものであります。歳出の主なものは、平成２７年度

以降の財源に充当するための積立金及び平成２５年度決算剰余金の国・県への精算額の返還金で

あります。 

 議案第９号、平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合一般会計予算につきましては、歳入

歳出予算の総額を２億２,７０４万４,０００円とするものであります。歳入の主なものは、広域

連合の運営に係る人件費、事務費に対する市町からの共通経費負担金１億９,６０６万６,０００円、

歳出の主なものは、総務費の２億２,２５１万７,０００円であります。 

 議案第１０号、平成２７年度長崎県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療特別会計予算は、

歳入歳出予算の総額は、それぞれ２,１８６億２９４万円とするものであります。歳入の主なも

のは、支払基金交付金８７３億６,２９４万５,０００円で全体の３９.９６％、国庫支出金

７６６億１,５６５万１,０００円（３５.０５％）、市町支出金３２８億２,７０３万

６,０００円（１５.０１％）であります。歳出の主なものは、保険給付費の２,１４９億

９,４４８万７,０００円で全体の９８.３５％であります。 

 議案第１１号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更

については、平成２７年３月３１日付をもって、長崎県南部広域水道企業団が解散の予定である

ことから、規約等の変更を行うものであります。 

 なお、議案終了後、選挙管理委員会の委員及び補充員の４名が議長により指名推選されました。 

 後に、議会運営委員会委員の任期が平成２７年２月１７日までであることから、長崎市の深

堀委員、佐世保市の片渕委員、松浦市の鈴立委員、雲仙市の深堀委員、南島原市の黒岩委員、波

佐見町の川田委員、佐々町の西委員、新上五島町の中山委員、以上８名が議長によって指名され

ました。 

 以上で、長崎県後期高齢者医療広域連合議会議員の報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 昼食休憩とします。再開は午後１時１５分からとします。 

午後０時11分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時15分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１２．議案第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１２、議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

６号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま議題となりました議案第１号、平成２６年度対馬市一般会

計補正予算（第６号）について、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正につきましては、各事業費の確定による調整、人事院勧告の実施による職員人件費

等の調整、長崎県病院企業団負担金の減額などが主なものでございます。 

 予算書の１ページをお願いいたします。 

 第１条第１項、歳入歳出予算の補正でございますが、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ７億５,６７０万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３４９億８,３２０万円

とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから５ページにかけて記載いたします「第１表 歳入歳出予算補正」によ

るとするものでございます。 

 第２条、繰越明許費は、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用

することができる経費を６ページから９ページにかけて記載いたします、「第２表 繰越明許

費」によるとするものでございまして、６９事業、３９億１,８９８万７,０００円でございます。 

 第３条、地方債の補正でございますが、地方債の変更を１０ページ、１１ページに記載いたし

ます「第３表 地方債補正」によるものとし、地方債の限度額を５９億２,０００万円としよう

とするものでございます。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、主なものを御説明いたします。 

 予算書の１６ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款市税につきましては、１項市民税で、個人、法人合わせまし

て、６,２９９万９,０００円の追加、２項の固定資産税で２,４９９万９,０００円の追加などで
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ございます。 

 １０款地方交付税は、普通交付税を１億１,８９０万７,０００円追加をいたしております。 

 １８ページをお願いいたします。 

 １３款使用料及び手数料は、国際ターミナル使用料４９１万２,０００円の追加などでござい

ます。 

 １４款国庫支出金、１項国庫負担金につきましては、１目民生費国庫負担金で児童手当等の負

担金の減、４目災害復旧費国庫負担金で漁港施設災害復旧事業費負担金の減など、７３５万円減

額をいたしております。 

 次に、２項国庫補助金でございますが、予算書は２０ページになります。２目民生費国庫補助

金で１節地域生活支援事業補助金１,４５３万２,０００円を追加、６目土木費国庫補助金で社会

資本整備総合交付金３,６８９万９,０００円の減などでございます。 

 １５款県支出金、１項県負担金でございますが、２目民生費負担金で１節自立支援費負担金

８０３万１,０００円の追加など、２０３万９,０００円の追加でございます。 

 予算書を２２ページをお願いいたします。 

 ２項県補助金でございますが、１目総務費県補助金で緊急雇用創出事業臨時特例基金事業交付

金１,８９５万４,０００円の減、３目衛生費県補助金で２節海岸漂着物地域対策推進事業補助金

７５４万９,０００円の減、４目農林水産業費県補助金での２節林業費補助金及び３節水産業費

補助金の減など、９,８０３万２,０００円減額をいたしております。 

 次に予算書の２４ページをお願いいたします。 

 １８款繰入金、１項特別会計繰入金でございますが、特別養護老人ホーム特別会計からの繰入

金４億１,０００円でございます。特別養護老人ホーム日吉の里の民間移譲に伴いまして、特別

養護老人ホーム特別会計を平成２７年度より廃止予定でございます。建物売り払い収入を一般会

計で引き継ぎ、国庫補助金起債等の償還にあらかじめ備えておくものでございます。２項基金繰

入金につきましては、財源調整の結果、財政調整基金２億円、減債基金４億円の繰入予定を減額

するものでございます。 

 また、子ども夢づくり基金の追加につきましては、スポーツ活動振興補助金の追加に充てるも

のでございます。 

 ２０款諸収入、５項雑入でございますが、長崎県市町村総合事務組合より退職手当給与負担金

制度差額調整金として精算されます返還金１億１５３万円を計上いたしております。 

 ２６ページをお願いいたします。 

 ２１款市債でございますが、それぞれの事業費の確定に伴いまして、７億３,７７０万円を減

額いたしております。 
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 続きまして、歳出について御説明をいたします。 

 予算書は３０ページでございます。 

 ２款総務費、１項総務管理費につきましては、３目財政管理費積立金へ財政調整基金積立金

４億１,０００円を追加をいたしております。これは、先ほど説明いたしました特別養護老人

ホーム特別会計からの繰入金を一旦財政調整基金へ積み立て、国庫補助金起債等の償還に充てる

ものでございます。 

 予算書３４ページをお願いいたします。 

 ３款民生費、１項社会福祉費でございますが、１目社会福祉総務費は、１３節マイナンバー制

度対応システム整備委託料２１２万６,０００円の減、２０節自立支援給付費５,４４８万

７,０００円の追加、障害者医療費２,３１０万円の減、４目国民健康保険費でございますが、予

算書は３６ページとなります。 

 繰出金１,０８１万９,０００円の追加、５目老人福祉費は１９節後期高齢者医療広域連合負担

金３,１１０万８,０００円の減、２８節特別会計繰出金の減などが主なものでございます。 

 ２項児童福祉費、２目児童福祉総務費でございますが、予算書は３８ページとなります。 

 １９節保育運営費負担金７９５万７,０００円の追加、３目児童措置費は、２０節各児童手当

等の減、３項生活保護費につきましては、２目扶助費の医療費扶助費の減が主なものでございま

す。 

 ４款の衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費についてでございますが、１９節長崎県

病院企業団負担金６億７８５万１,０００円の減でございます。これは平成２６年度予算におき

まして新病院建設事業費分といたしまして、過疎債及び出資債を発行し２２億８,１００万円を

予定をしておりましたが、過疎債の発行枠の減額内示によるものでございまして、なお、この減

額につきましては、企業団が病院事業債を借り入れを起こしまして、後年度において、県、市、

企業団のそれぞれの負担割合に基づき負担をするものでございます。 

 予算書の４０ページをお願いいたします。 

 ２項清掃費、１目清掃総務費、１３節海岸漂着物回収運搬処分委託料６３６万６,０００円の

追加、２目塵芥処理費、３目し尿処理費及び次のページでございますが、４目清掃施設建設費は、

それぞれ事業費の確定によるものでございます。 

 ６款農林水産業費、１項農業費、３目農業振興費につきましては、８節農地中間管理事業の機

構集積協力金１５８万２,０００円の追加、予算書の４４ページでございます。 

 １９節そば生産出荷奨励事業補助金５２５万円の追加、イノシシ捕獲補助金１,０００万円の

減などが主なものでございます。 

 ２項林業費、２目林業振興費の１３節委託料、１５節工事請負費及び次のページでございます
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が、１９節負担金補助及び交付金につきましては、それぞれ事業費の確定等によるものでござい

ます。 

 ３項水産業費、２目水産業振興費につきましては、事業費の確定によるもののほか、１５節漁

場環境保全創造工事３００万円の追加、予算書の４８ページをお願いいたします。 

 ３目漁港建設費につきましても、１５節工事請負費２,５３８万円の減など、いずれも事業費

の確定などによるものでございます。 

 ７款商工費でございますが、施設管理等委託料の追加のほか、朝鮮通信使行列振興会運営費補

助金の減などでございます。 

 予算書の５０ページをお願いいたします。 

 ８款土木費、２項道路橋梁費及び次のページでございますが、３項河川費につきましても、そ

れぞれ事業費の確定によるものでございます。４項港湾費、２目港湾建設費につきましては、比

田勝港国際ターミナル建設工事に係る予算の組み替え及び港湾県工事負担金の減によるもでござ

います。 

 予算書は５４ページでお願いいたします。 

 ５項都市計画費及び６項住宅費につきましても、それぞれ事業費の確定によるものでございま

す。 

 ５６ページをお願いいたします。 

 ９款消防費につきましても、事業費の確定に伴うものでございます。１０款教育費、２項小学

校費、３項中学校費、４項幼稚園費につきましては、それぞれ事業費の確定によるもののほか、

修繕料等の追加を計上いたしております。 

 予算書の６０ページをお願いいたします。 

 ５項社会教育費、６項保健体育費につきましても、事業費の確定によるものでございます。 

 予算書は６２ページとなります。 

 １１款災害復旧費につきましても、同様、事業費の確定によるものでございまして、１２款公

債費につきましては、借り入れ予定額の縮小及び予定利率が低利であったことなどにより、不要

となったため減額をするものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。 

 よろしく御審議の上、御検討くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今回は、本会議一括採決ということなので、所管ではありますけ

れども２点説明を求めたいと思います。 
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 ３７ページ、国民健康保険特別会計繰出金追加というかたちで出ていますが、これは詳細につ

いて、すみません、申し訳ありません。 

○議長（堀江 政武君）  付託案件です。付託しますので。質疑はありませんか。１１番、上野洋

次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  ４７ページですね、これ見て新規就業者指導用船料の減が約

８００万円と後継者事業対策補助金も約２,１００万円減額となっておりますが、この原因をま

ず教えてください。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、阿比留勝也君。 

○農林水産部長（阿比留勝也君）  いずれにおきましても、この分につきましては漁協等に新規就

業者の公募をかけておりますが、応募がなかったということで相当分を減額させていただいてお

ります。 

○議長（堀江 政武君）  １１番、上野洋次郎君。 

○議員（１１番 上野洋次郎君）  終的には、答えはそうなんでしょうけども、もう少し、漁業

者の方も、はっきりこんな事業があると、このような補助金があるということを知らない人も結

構私はおると思うとですね。もう少し、漁協もそうなんでしょうけども、市のほうも漁協もなん

ですけども、一緒になってやっぱり皆さん漁業者がわかるような方向に、このような補助事業が

ありますとわかるように私はしていただきたいと思いますので、今後そういうことでよろしくお

願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  はい、ほかに。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ５１ページ、工事請負費のグリーンピア樽ヶ浜線の減額に伴う

ことで建設部長並びにお尋ねしたいんですが、実は、病院に通う樽ヶ浜路線がバイパスとしてで

きるわけですが、途中、樽ヶ浜の湾の近くにフグはえ縄船の廃船が現在２隻ほど横たわっており

ます。病院関係者の方からのお話なんですが、非常に見苦しい形であると、これは県が港湾の管

理として、これを執行する立場でありますが、対馬市として今後そういう働きかけをしていただ

いて、この廃船の処理を進めるような話を少し進めていただけんかというコメントを私いただき

まして、今日の機会に、そのことにつきましてお考えが、対馬市が、どう県のほうに浸透してい

くかコメントをいただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、西村圭司君。 

○建設部長（西村 圭司君）  廃船があるのは、市のほうも承知しているところでございます。毎

年度、県のほうには廃船がどうにか処理できないかということで要望はしているところでござい

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 
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○議員（１５番 大浦 孝司君）  よくわかるんですが、開通を前に一層早くそれを撤去するよう

なことで、今年度働きかけを特にやっていただけんかというふうなことについてよろしくお願い

しまして、できれば副市長でも、現場のことを把握しておられればコメントいただきたいんです

が、いかがでしょうか。これは県に対する要望になりますが、病院関係者として少し見苦しゅう

ないかというふうな言い方をされまして、ぜひ、市のほうに働きをやってもらうように強く話が

ございました。ございましたらお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  副市長、髙屋雅生君。 

○副市長（髙屋 雅生君）  私のほうも、その廃船のことは十分承知をしておりまして、期間も相

当経っておるものですから、今建設部長のほうから申し上げましたとおり従来から申し出してお

りますけれども、今、御意見頂戴しましたので、私のほうからもあらためてまた県のほうに要請

をかけたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  よろしゅうございますか。ほかに。１６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  １点だけ、これは４１ページなるんですが、海岸漂着物の回収

６３６万６,０００円補正が組まれておりますが、この中身については、十分、担当課長等と問

い合わせて理解しておりますが、聞くところによりますと今年の１月１３日でしたか１４日です

かね、運搬に関わる入札が執行されまして、工期が３月２４日と伺っておりますが、以前は結局

処分まで収集業者が探して処分してるということで、以前はあったと思うんですが、その中でい

ろいろトラブルがありまして、今年度から処分場まで市が指定して、そこに運んでもらうという

ふうな契約になってるということで理解してるんですが、その中で今回、福岡北九州じゃなくて

佐世保市まで搬送しなければいけないということを伺っておりますが、その根拠といいますか、

福岡あたりに適当な処分業者がいなかったのか、その点について部長把握しておればお聞かせ願

いたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵  輝孝君）  今年度の海岸漂着物の処分につきまして、昨年度の反省を踏ま

えまして、地元、対馬で出たゴミについては、できれば島内で処分までやりたいと、なお、対馬

の処分の許容量につきまして若干少なすぎるということで、その処分について、できれば長崎県

内で処分を実施したいということで市内県内っていうふうな順序を立てて、それで処分できない

ようであれば他の県のほうにお願いをしたいということで基本を持ちまして、まず、島内ではけ

る廃棄物の処分の量を決定をして、残りを長崎県の佐世保市のほうでお願いをするということで、

佐世保市のほうで処理量が処分できるということなので、佐世保市のほうに指定をして契約をい

たしております。まずもって、島内から出たゴミについては市内、それから長崎県内で処分をす

るという方向で、今回そういう処分の方法で契約をいたしております。 
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 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  その中身についてはわかりました。もちろんこれは市の持ち出

しがない、全額国費でございますので、あえて申しませんけど、佐世保まで搬送するとなります

と自ずと陸送の経由が割高になるというのは、誰が見てもわかると思うんです。ですから、県の

指導があったということですが、私がお願いしたいのは、私も１２月衆議院の選挙のときに比田

勝のほうまでずっと回らせていただきましたけど、そのときもかなりの各港、港っていいますか、

空き地にトン袋が積まれておりました。いつごろこれが処分されるのかなと見ておりましたけど、

結果的には１月の１３日に入札、工期が３月の２４日といいますから、私は特に部長がおっしゃ

いました、できたら島内で処分できるものは処分をしていきたい、私もそれに賛成ですが、そう

しますと自ずとそこで雇用の場がまた生まれますし、私はそういう方向でやっていただきたいと

思いますが、やはり工期の問題、もう少し早くある程度工期を長くとっていただくと地元で処分

できる処理量というのは自ずとふえてくると思います。 

 ですから、なんで２カ月ちょっとの間に工期をしなきゃいけない、もう少し、やっぱり１２月、

対馬全域いっぺんに入札するんじゃなく、ブロックごとでもできないのかなと不思議でならない

んです。そうしますと、やはり地元でできるものは地元で処分できますし、自ずとそこの経費と

いうものも海上輸送、向こうの本土の陸上輸送というのが割安になってきますから、いくら全額

国費とはいえ私はそこらあたりもう少し考えていただきたい、このように考えております。 

 もうきょう３月の３日ですから、あと二十日ぐらいしか工期ございませんけど、果たしてあれ

をトラックに積んで福岡から佐世保まで運ぶのは相当なまた経費もかかるでしょうし、人的な負

担もかかってきますでしょうし、今後２７年度については、もう少し考えていただきたいなとい

うことを要望して、この件については担当課長のほうにも以前お話をしておりますので、そうい

うことで進めていただきたいということを要望しておきます。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  要望ですね。ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 議案第１号は配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１３．議案第２号 

日程第１４．議案第３号 

日程第１５．議案第４号 
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日程第１６．議案第５号 

日程第１７．議案第６号 

日程第１８．議案第７号 

日程第１９．議案第８号 

日程第２０．議案第９号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１３号、議案第２号、平成２６年度対馬市診療所特別会計補正予

算（第３号）から日程第２０、議案第９号、平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）までの８件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ただいま一括議題となりました議案のうち議案第２号から議案第

６号の５件につきまして、その提案理由と内容について、続けて御説明いたします。 

 議案第２号、平成２６年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号）について、御説明いたし

ます。 

 今回の補正は、峰歯科診療所運営費等補助金及び医薬材料費の減額が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市診療所特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによることを規

定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,２４５万

１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,６１９万３,０００円と

するものであります。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするもの

であります。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について、御説明いたします。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でありますが、１款診療収入、１項外来収入は患者数の減により２,７８４万

８,０００円を減額しております。２款使用料及び手数料、１項手数料は診断書等手数料の収入

見込み額を２４万８,０００円減額しております。３款県支出金はへき地医療対策費補助金

７１万３,０００円の追加、４款繰入金、１項他会計繰入金は一般会計からの繰入金を４９万

４,０００円減額しております。６款諸収入、１項雑入は予防接種、特定健診等による収入

１,５４２万６,０００円を追加しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 
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 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費は５９５万１,０００円減額しております。主

なものといたしましては、７節賃金は診療所の、臨時的に看護師、事務職員等を雇用する予算を

確保しておりましたが、執行見込み残として１３７万３,０００円の減額、１９節負担金補助及

び交付金は、峰歯科診療所が平成２６年４月から患者数の減等により休診いたしましたので運営

費等補助金２４０万円を減額、２３節償還金、利子及び割引料は、平成２５年度へき地医療対策

費補助金の実績に伴う返還金１２６万８,０００円であります。２款医業費、１項医業費は患者

の減に伴う医薬材料費６５０万円の減額であります。 

 続きまして、議案第３号、平成２６年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、国庫支出金の療養給付費等負担金及び共同事業交付金の減額、財政調整基

金の繰入が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるこ

とを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

７,８５８万１,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５８億９７１万

８,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするも

のであります。 

 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款国民健康保険税は９１６万９,０００円を減額しております。

主な要因は国保加入者の減によるものであります。３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目療養

給付費等負担金は１節現年度分９,５２４万１,０００円の減額、１０ページ、１１ページをお願

いいたします。 

 ２目高額医療費共同事業負担金７３５万５,０００円の減額など、１億２３５万７,０００円の

減額であります。２項国庫補助金は普通調整交付金を１億１,４５４万円追加しております。

６款県支出金、１項県負担金は、１目高額医療費共同事業負担金７３５万５,０００円の減額、

２目特定健康診査等負担金２３万９,０００円の追加により７１１万６,０００円の減額でありま

す。 

 ２項県補助金、１目県財政調整交付金は１,２９７万９,０００円を追加しております。１節普
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通県調整交付金１,９４７万２,０００円を追加し、２節の特別県調整交付金６４９万３,０００円

を減額しております。 

 ８款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金は医療費等８０万円を超えるものを対象に

算出されるものでございますが、４,７２２万６,０００円の減額、次に保険財政共同安定化事業

交付金は、自治体間の保険税の平準化と財政の安定化を図るため、レセプト１件当たり３０万円

を超えるものを基準に算出されるものでありますが、１億３,８８３万２,０００円をそれぞれ減

額し、１億８,６０５万８,０００円を減額しております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は１,０８１万９,０００円を追加して

おります。２項基金繰入金は国民健康保険特別会計の財政調整基金から８,７７８万１,０００円

を繰り入れております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 次に、歳出について主なものを御説明いたします。 

 １款総務費、１項総務管理費はマイナンバー制度対応システム整備委託料１１７万５,０００円

を減額しております。 

 ２款保険給付費、４項出産・育児金諸費、１目出産育児一時金は、国民健康保険事業加入者の

出産件数の減少により４２０万円を減額しております。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ６款介護納付金は３８万６,０００円の減額、７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金は、

１目高額医療費共同事業医療費拠出金が２,９４１万９,０００円、２目保険財政共同安定化事業

拠出金４,３４０万１,０００円をそれぞれ減額し、合わせて７,２８２万円を減額しております。 

 続きまして、議案第４号、平成２６年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）に

ついて、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、後期高齢者医療広域連合納付金の減額が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる

ことを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞ

れ３９０万９,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億６,５３３万

１,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするも

のであります。 
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 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款後期高齢者医療保険料、１項後期高齢者医療保険料は、１目

特別徴収保険料を３２７万８,０００円減額し、普通調整保険料を３１３万６,０００円追加して、

合わせまして１４万２,０００円の減額であります。 

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金は３７６万７,０００円を減額しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は５７万２,０００円の減額であります。主な

ものは１３節委託料、マイナンバー制度対応システム整備委託料４９万１,０００円の減額であ

ります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金の減額により３３３万７,０００円

の減額であります。 

 続きまして、議案第５号、平成２６年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、

提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、介護サービス給付費及び介護予防サービス給付費の減額が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによることを

規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億

７,５２３万８,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３６億２,２０７万

３,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするも

のであります。 

 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、主なものを御説明いたします。 

 ３款国庫支出金から５款県支出金まで及び７款繰入金の１項他会計繰入金、１目一般会計繰入

金、１節その他の一般会計繰入金の主な要因は、保険給付費の減額などによるものであります。

３款国庫支出金で国庫負担金２,７９０万円、２項国庫補助金１,６５３万６,０００円、４款支

払基金交付金が５,１３３万円、５款県支出金が県負担金２,９６２万５,０００円をそれぞれ減

額しております。７款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は２,１７２万３,０００円
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の減額であります。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ２項基金繰入金は介護給付費、準備基金繰入金を２,８１２万５,０００円減額しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は１７６万１,０００円増額しております。主

なものは１３節委託料の介護保険システム改修委託料３４５万４,０００円を追加し、マイナン

バー制度対応システム整備委託料１４３万円を減額しております。２款保険給付費は利用実績及

び見込みによる減額等を行っております。１項介護サービス等諸費は居宅介護サービス給付費負

担金１億５,０００万円を減額し、２項介護予防サービス等諸費は２,７００万円の減額でありま

す。１目介護予防サービス給付金は居宅介護予防サービス給付費負担金を３,０００万円減額、

２目特例介護予防サービス給付費は３００万円を追加しております。４項高額介護サービス等費

は、高額介護サービス費負担金６００万円を減額しております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ６項特定入所者介護サービス等費は６００万円の減額であります。 

 続きまして、議案第６号、平成２６年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第

２号）について、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、介護予防支援委託料の追加が主なものであります。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

によることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ

れぞれ３８１万８,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,３８９万

１,０００円とするものであります。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページから３ページにかけての「第１表 歳入歳出予算補正」によるとするも

のであります。 

 次に、補正予算の内容について御説明申し上げます。 

 ８ページ、９ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、３款諸収入１項サービス事業収入２目介護保険サービス事業収入

は、１節介護予防支援事業収入３８１万８,０００円を追加しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款地域支援事業費１項地域支援事業運営費は、派遣職員給与等負担金など１１５万７,０００円



- 44 - 

を追加しております。２項介護予防事業費は、介護予防謝礼など４５万７,０００円の減額であ

ります。３項包括支援事業任意事業費２目任意事業費は１７万１,０００円の減額であります。 

 ２款介護予防支援費１項介護予防支援サービス事業費は、介護予防支援委託料を３２８万

９,０００円追加しております。 

 以上、議案第２号から議案第６号までの保健部が所管する５つの特別会計の提案理由の説明を

終わります。 

 また、特別会計補正予算書の 終ページに補正予算給与費明細書を添付しております。御審議

の上、御承認くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  ただいま一括上程となりました議案のうち、議案第７号、平成

２６年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）につきまして御説明を申し上げ

ます。 

 今回の補正は、譲渡に伴う建物売払収入の計上及び人件費の調整や需用費の増額が主なもので

ございます。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２６年度対馬市の特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

によることを規定し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で歳入歳出予算の総額に歳入歳出それ

ぞれ３億９,８９８万６,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億

７,５８０万１,０００円とするものでございます。 

 第２項で歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、２ページ及び３ページの第１表歳入歳出予算補正によるとするものであります。 

 第２条で、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、４ページ及び５ページの第２表繰越明許費とするものであります。 

 １０ページをお願いいたします。 

 歳入でございますが、１款財産収入２項財産売払収入は、特別養護老人ホーム日吉の里の譲渡

による建物売払収入を計上しております。 

 ３款繰入金１項他会計繰入金は、一般会計繰入金を２５１万５,０００円減額しております。 

 ５款諸収入１項介護給付収入は、１節短期入所生活介護収入と２節施設介護サービス費収入、

合わせて１３０万円の増額、２項自己負担金収入は居住費収入２０万円の追加計上でございます。 

 歳出でございますが、１２ページをお願いします。 

 第１款民生費１項１目施設管理費では、職員の人件費の調整、また１１節需用費は特養日吉の

里の燃料費、賄材料費等の追加でございます。 
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 １５節工事請負費は、特養いづはらの維持補修工事で１８１万７,０００円の増額、２８節の

繰出金では、歳入で説明しました日吉の里譲渡に伴う建物売払代金収入をそのまま一般会計へ繰

り出すものでございます。一般会計では、財政調整基金で積み立てることとしております。 

 以上、議案第７号の補正予算の内容について説明をさせていただきました。御審議の上、御決

定をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ただいま議題となりました議案第８号、平成２６年度対馬市

旅客定期航路事業特別会計補正予算（第３号）について、御説明申し上げます。 

 今回の補正は、職員の人件費に係る補正でございます。１ページをお願いします。 

 平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算は、次に定めるところによることを規

定し、歳入歳出予算の補正は第１条第１項で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３３万

１,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億６,６０７万１,０００円と

するものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は、２ページ及び３ページの第１表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 

 第２条で、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することがで

きる経費は、４ページ及び５ページの第２表繰越明許費によることとするもので、市営航路船舶

建造事業１億８６７万１,０００円でございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、４款繰入金１項他会計繰入金の３３万１,０００円は、一般会計

からの繰入金の追加でございます。 

 次に、歳出でございますが、１２ページをお願いします。 

 １款総務費１項総務管理費の３３万１,０００円は、一般職員の給料の減及び職員手当等の増

によるものでございます。１４ページからは給与費明細書を添付しておりますので、御参照方お

願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  議案第９号、平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算

（第３号）について御説明を申し上げます。 

１ページをお願いをいたします。 

 平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによるこ
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とを規定し、第１条第１項歳入歳出予算の補正は歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

２,４１５万５,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億９,３６４万

６,０００円と定めるものでございます。 

 第２項で、歳入歳出予算補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の金額は、

２ページ及び３ページの第１表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 

 第２条、繰越明許費は地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用す

ることができる経費は、４ページの第２表繰越明許費によるとするものでございます。 

 それでは、補正の内容について歳入から御説明申し上げます。８ページ、９ページをお願いを

いたします。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金４０５万円の減は、水道建設費の歳出減によ

るものでございます。２項簡易水道繰入金１目簡易水道基金繰入金６０３万５,０００円の減額

は、水道建設費の歳出減額に伴う基金繰入金の減額であります。 

 次に、８款諸収入１項１目雑入１,３８０万円の減額は、繰入金同様、水道建設費の歳出減額

に伴う水道管移設補償費の減でございます。 

 続きまして、歳出でございますが、１０ページ、１１ページをお願いをいたします。 

 １款簡易水道費１項水道管理費１目一般管理費７４万５,０００円の増額は、人件費の追加で

あります。２項水道建設費１目水道建設費２,４９０万円の減額は、簡易水道整備工事の事業確

定による減額と水道管移設工事の工区変更に伴う減額によるものであります。 

 以上、簡単でございますが、議案第９号の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定い

ただきますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 まず、保健部関係の議案第２号から第６号までの５件について、質疑はありませんか。 

２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  １点だけお尋ねをします。 

 国民健康保険の特別会計、資料の１５ページに、４項の出産育児諸費として１９節の出産育児

一時金が４２０万減額になっています。これは、当初どれだけの数を見込んで計上して、実際に

給付したのがどれだけか、今手元に資料があったら教えてください。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  当初予算でお願いいたしましたのは８０名分です。この４２０万減

額することによりまして、７０人分の予算を確保するということになります。ただ、１月末現在、

国保加入者の出産事例は４４件でございまして、少し余裕を持たせていただいている予算となり
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ます。 

 以上でございます。 

○議員（２番 小島 德重君）  わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。 

○議員（２番 小島 德重君）  結構です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 次に、議案第７号から議案第９号までの３件について、質疑はありませんか。１５番、大浦孝

司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  第３号の養護老人ホームの特別会計でございますが、３３ペー

ジ、これは繰出金、入札の結果の、歳入に対して４億相当の金が繰り出しされとるわけですが、

この入札を行ったときのことについてお尋ねをします。 

 当時の施設の残存的な評価額が、対馬市は幾らでこれを設定しておったのか。そして、土地の

価格の設定が幾らであったか、これを一つ、私お聞きしたいと思います。 

 もう一つは借入金、起債等のこの施設を建てるに当たっての充当した精算額、要は繰り上げ償

還等が出てまいりますが、この詳細について回答を求めたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  まず、返還ですが、今すぐ、ここに書類を探し切れませんが、不動

産鑑定を実施いたしまして、たしか不動産鑑定が１億５,０００万だったと思います。その１億

５,０００万を 低価格と、済みません、ございました。 

不動産の処分に際しては、適正な価格を評価するために不動産鑑定評価額を参考にしました。不

動産鑑定の評価額が１億５,９３４万円と出ましたので、その評価額を売り払い予定価格と設定

し、それにより入札を行っております。それから、これは譲渡しますのは、あくまで建物、それ

から工作物でありますので、土地は今後、賃貸借で貸し付けたいというふうに思っております。 

 それからもう一点、起債のほうは、１月の３０日でしたか、全員協議会を開いたときに若干詳

しく説明をさせていただきましたが、起債は今のところ２７年３月末現在の残高が１億７,５００万

円ほど残っております。これは、財政のほうとも相談をしまして、２７年の９月の定時償還時に

繰り上げ償還をしたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  私がちょっと聞き間違いやったんでしょうか。償還額と落札金
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額がほぼ同じぐらいであったというふうな情報を私は得とったんですよ。意外と今の格好じゃ

１億７,０００万という数字であったんですが、それでいいですか。（発言する者あり）だから、

全ての国に返す金の精算額は幾らですかという意味です。（発言する者あり）だから、そういう

ことで質問しておるわけですから。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  失礼しました。先ほど申しましたのは起債の残だけでございます。

国費、国の補助金、それから県の補助金、１月３０日の全員協議会のときにお示ししましたこの

金額では、大体、国、県の補助金返還額の合計が２億４,０００万円ほど出てまいります。そし

て、あわせて先ほど申しました起債の分、これは当然、有償であろうと無償であろうと返してい

かなければいけない額でありますが、これが１億７,５００万円ということで、補助金、それか

ら起債合わせた、いわゆる返還額というのは４億１,６００万円ほどになろうかと思います。そ

れは、前回、全員協議会で説明をさせていただきました。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。ほかに。１９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  議案８号の旅客船、渡海船、中身を少し教えてください。いつ

就航できるのか、ネーミング、名前の募集はするのか。 

○議長（堀江 政武君）  中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  お答えしたいと思います。 

 当初予定しておりましたのが、地元の説明会を５月から７月の下旬ぐらいを予定しておりまし

た。その間、不測の日数を要しまして、現実８月下旬まで地元の協議がかかりまして、国のほう

にも、先ほど申しますように繰越明許の申請もそれぞれ手続しております。今のところ、不測の

日数４０日程度かかりましたので、お願いしたいのは５月の１０日ぐらいまでには就航というよ

うな形で考えております。当然、対馬病院の開院に合わせて就航したいということで皆様のほう

にもお知らせしておりましたので、そういったところで考えております。 

 それと、船名の募集につきましては、管内の区長様、ＣＡＴＶ、それとホームページのほうで

出しておりまして、本日、３月の３日でしたでしょうか、一応本日までの締め切りということで

募集をかけているところでございます。よろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  よろしゅうございますか。ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております８件については、委員会への付託を省略した

いと思います。御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。８件につきましては、委員会への付託を省略する

ことに決定しました。 

 暫時休憩します。再開は２時３５分から再開します。 

午後２時23分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時35分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 これから、各案ごとに討論、採決を行います。まず、議案第２号、平成２６年度対馬市診療所

特別会計補正予算（第３号）について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３号、平成２６年度対馬市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第４号、平成２６年度対馬市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第５号、平成２６年度対馬市介護保険特別会計補正予算（第３号）について、討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第６号、平成２６年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計補正予算（第２号）に

ついて、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７号、平成２６年度対馬市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第３号）につ

いて、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第８号、平成２６年度対馬市旅客定期航路事業特別会計補正予算（第３号）につい

て、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号、平成２６年度対馬市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２１．議案第１０号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２１、議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算を議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま議題となりました議案第１０号、平成２７年度対馬市一般

会計予算について、その提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 予算の説明に先立ちまして、予算書とあわせて別途お配りをいたしております当初予算資料を

御参照ください。一般会計をはじめ、対馬市の各会計当初予算の概要を記載をいたしております。 

 １ページの当初予算比較表に、対馬市各会計の平成２７年度予算額並びに前年度予算額及び比

較、増減率を記載をいたしております。 

 また、区分欄の中ほどの特別養護老人ホーム特別会計につきましては、日吉の里の民間移譲に

伴い、平成２７年度より同会計を廃止をすることによるものでございます。関係条例につきまし

ては、議案第３０号にて本定例会に提案をいたしております。あわせて、よろしくお願いを申し

上げます。 

 ２ページに特別会計繰出金、３ページに一般会計の歳入内訳比較表、４ページに歳出目的別内

訳比較表、５ページに歳出性質別内訳比較表をそれぞれ記載をいたしております。御参照くださ

いますようお願いいたします。 

 それでは、予算書の１ページをお願いをいたします。平成２７年度対馬市の一般会計予算は、

次に定めるところによることを規定し、第１条第１項で歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ

３０６億７,３００万円と定め、第２項で歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、

２ページから６ページにかけての第１表歳入歳出予算によるとするものでございます。 

 第２条で、地方自治法第２１２条第１項の規定により、継続費の経費の総額及び年割額を、

８ページから９ページの第２表継続費によることを定めております。 

 第３条で、地方自治法第２３０条第１項の規定により、起こすことのできる地方債の起債の目

的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、同じく８ページから９ページの第３表地方債

によることを定めております。 

 第４条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定により、一時借入金の借り入れの 高額は

８０億円と定め、第５条で、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合を定めております。 

 予算書２ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算についてでございますが、歳入及び

歳出の款項の区分の金額につきましては本表に掲げるとおりでございます。 
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 予算書の８ページをお願いいたします。第２表継続費でございますが、市道西津屋線改良事業

のトンネル工区につきまして、その期間を平成２７年度から２８年度の２カ年、総額を４億円、

年割額をそれぞれ２億円とするものでございます。 

 第３表地方債につきましては、公共事業等債から臨時財政対策債まで、それぞれの限度額を定

め、限度額合計を３１億２,６２０万円といたしております。 

 それでは、１０ページから記載いたします歳入歳出予算事項別明細書により、主なものについ

て御説明をいたします。 

 本年度の予算の状況は合計欄に掲げます３０６億７,３００万円でございまして、対前年度比

３７億７,４００万円、１１.０％の減でございます。このことは、新病院建設事業に係る長崎県

病院企業団負担金の減に加え、比田勝港国際ターミナル、比田勝認定こども園、上対馬・上県学

校給食共同調理場建設事業などの大型事業の終了などによる減でございます。 

 まず、歳入でございますが、１款市税は２６億９,８４１万９,０００円、前年度比８１６万

２,０００円の減でございまして、固定資産税の減などが主なものでございます。 

 ２款地方譲与税から９款地方特例交付金及び１１款交通安全対策特別交付金につきましては、

２６年度の交付実績等をもとに予算化をいたしております。 

 １０款地方交付税は、国の地方財政計画におきましては０.８％の減でございますが、配分方

法等、不透明なことを考慮いたしまして、２６年度の交付実績をもとに、前年度より３億

７,２２３万４,０００円の減少で見込み、１４４億２,２４５万円を計上いたしております。内

訳につきましては、普通交付税を前年度比３億６,２２３万４,０００円減の１３５億６,２４５万

円、特別交付税が対前年度１,０００万円減の８億６,０００万円、それぞれ予定をいたしており

ます。 

 １２款分担金及び負担金は、養護老人ホーム入所負担金並びに保育所入所負担金など１億

７,８７２万円を計上いたしております。 

 １３款使用料及び手数料でございますが、各種公共施設の使用料、戸籍及び塵芥収集手数料な

ど３億７,６５１万２,０００円、１４款国庫支出金でございますが、４５億５,５０５万

９,０００円の計上で、生活保護費負担金、漁港整備事業補助金や社会資本整備総合交付金など

でございます。 

 １５款県支出金につきましては、２９億８,３１６万４,０００円の計上でございまして、保険

基盤安定負担金、緊急雇用創出事業臨時特例基金事業交付金、漁場漁港整備事業補助金、離島漁

業再生支援交付金などでございます。 

 １６款財産収入は８,３７４万円でございまして、土地建物の貸付収入などでございます。 

 １８款繰入金は１４億５,６６２万６,０００円の計上でございまして、主なものは財政調整基
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金より８億円、減債基金より３億円、合併振興基金より１億７,７００万円、また、子ども夢づ

くり基金事業へ充当するため、同基金より３,３５９万２,０００円など繰り入れを予定をいたし

ております。 

 ２１款市債につきましては、それぞれの事業に充当するため３１億２,６２０万円を予定をい

たしております。 

 次に、歳出でございますが、予算書は１２ページとなります。 

 １款議会費でございますが、議会活動費など２億４５１万２,０００円の計上で、前年度と比

較し、共済会負担金の見直しなどにより１,４１０万６,０００円の増となってございます。 

 ２款総務費は３４億３,９７８万３,０００円の計上でございまして、前年度と比較し、４億

１,６１６万１,０００円の増でございます。その主なものは、地域経済循環創造事業補助金、地

方バス路線維持費補助金、航空運賃低廉化対策事業負担金などでございます。 

 ３款民生費でございますが、６６億７１２万円の計上でございまして、前年度と比較をいたし

まして、２億８,１７８万６,０００円の減となっております。減の主なものといたしましては、

臨時福祉給付金の事業規模の縮小、比田勝認定こども園建設事業の減などでございますが、国民

健康保険被保険者の負担軽減などに資するために、国民健康保険特別会計の繰出金４億８,０８８万

３,０００円を計上いたしております。 

 ４款衛生費でございますが、３９億３３４万円の計上で、前年度と比較いたしまして２４億

６,２１６万２,０００円の減となっております。その主なものは新病院建設に伴いますところの

企業団負担金などでございます。 

 ６款農林水産業費は４１億９,１０８万８,０００円の計上で、前年度と比較いたしまして１億

５,９４９万５,０００円の増となってございます。増の主なものは産地水産業強化支援事業補助

金、漁港建設・漁場整備事業などでございます。 

 ７款商工費でございますが、７億８,７４４万３,０００円の計上でございまして、前年度と比

較しますと１４６万５,０００円の増となってございます。しま共通地域通貨発行事業委託料、

観光振興事業費などでございます。 

 ８款土木費につきましては２７億１,７８５万８,０００円の計上で、前年度と比較しますと

６億１,１８３万７,０００円の減となってございます。減の要因は、市道の改良事業、まちづく

り交付金事業、比田勝港国際ターミナル建設事業などの事業費の減によるものでございます。 

 ９款消防費は９億９,６５４万７,０００円の計上で、前年度と比較しますと１億２,０７１万

７,０００円の減となってございます。減の主なものは、峰出張所移転事業、高規格救急自動車

購入などの事業費の減少によるものでございます。 

 １０款教育費は２１億７,３２４万１,０００円の計上でございまして、前年度と比較しますと
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５億４,４９６万円の減となってございます。主なものといたしましては、学校給食共同調理場

建設事業、比田勝認定こども園建設事業費などの事業費の減によるものでございます。 

 １２款公債費は５６億１３２万６,０００円の計上で、前年度と比較しますと２億６,５２５万

９,０００円の減となっております。 

 １３款諸支出金は、旅客定期航路事業特別会計へ１,０７４万２,０００円を繰り出しを予定を

いたしております。 

 １４款に予備費といたしまして４,０００万円を計上いたしております。 

 なお、１８６ページからそれぞれ人件費の給与明細、１９４ページから継続費の調書、

１９６ページから債務負担行為の調書、２０２ページから地方債に関する調書をそれぞれ掲げて

ございます。御参照方、よろしくお願いいたします。 

 以上、簡単ではございますが、平成２７年度対馬市一般会計の予算の提案の説明を終わります。

よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  この２７年度の当初予算案に関して、２点、お尋ねをいたしま

す。 

 まず第１点は、この予算書全般についてで、日韓の国交正常化で、ことしがちょうど５０年と

いう大きい節目を迎えます。韓国とは、朝鮮半島ですか、これは歴史的にも非常に長いつき合い

もございます。それで、今回の予算の中に、この５０周年事業についてといいますか、日韓の

５０周年事業が必要だと思うんですけれども、どのような形で今回の予算に反映をされておられ

るのかということです。 

 それと２点目は、消防の９款についてでございますので、これは消防長にお尋ねをいたします。

この３月に、２０代の方を含め、３名の方が退職をされるとお聞きをしております。そして、今

までに６名の方も退職をされております。何か組織の管理上の問題があるんじゃないかと思いま

すが、その点もお尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  個別のもので恐縮ですけども、６３ページの国際交流費のほう

をご覧いただければと思います。６３ページに朝鮮通信使記憶遺産の集い開催委託料といたしま

して２３０万円計上いたしております。これが、いわゆる５０周年記念を想定しての予算化でご

ざいます。朝鮮通信使対馬顕彰事業会のほうへ委託を考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  消防長、竹中英文君。 
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○消防長（竹中 英文君）  職員の退職につきまして、消防の組織管理について御質問がありまし

た。私といたしましては、消防の組織管理につきまして十分に対応していると考えております。

また、これからも管理職一丸となりまして取り組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  消防署の職員の話ですけれども、やはり職員の方と、常に調和

をとって、このような早期退職の方がないようにお願いをしたいと思います。 

 それと、先ほどの５０周年事業の一環ということで通信使関係の話がございましたが、なぜ私

がそう申すかというと、今、日韓関係が非常に政治的にも冷え込んでおります。冷え込んでおる

けれども、民間の交流は拡大をしておりますよ。政治が停滞している中だからこそ、日韓で、と

もに５０周年記念事業という必要性があろうかと思ってお話ししたんですが、先ほどの説明です

と、通信使関係ですから、タイトルがやはり日韓記念事業というタイトルでできるように、今後

の日韓の交流の促進のためにも、今後、検討願いたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  答弁は……。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  要りません。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。ほかに。３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  ６１ページをお願いします。市運営有償バス運行管理委託料で関

連質問したいんですけど、現在、小鹿から浦底までのバスが出てるんですけど、そのバスが、琴

の人たちは人の車を雇って小鹿まで行って、小鹿で乗って浦底まで行くということで、病院に行

くのも、新病院に行くのもそれをしなくてはいけないということで要望が出てるんですけど、何

人の方からも。それで、私は何回も平山部長のところに行ってお願いをしているんですが、これ

をどうにかしていただくわけにいきませんでしょうか。ほとんど琴の人たちからも何度も、ずっ

と電話がかかってきて、どうにかしてくださいということなんですが。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、平山秀樹君。 

○しまづくり戦略本部長（平山 秀樹君）  現在、仁位から小鹿までにつきましては、市営有償バ

スということで市の運営で行って、対馬交通のほうに委託をしております。 

 現在、２６年度に交通計画につきましては計画づくりを 終盤に迎えております。それに基づ

きまして２７年度、詳細な路線網についての検討をしていきたいと考えておりますので、その

２７年度の交通網の計画の中で対馬全島、市内の循環線と路線バスを含めまして全ての路線につ

きまして検討を行って計画づくりをしたいと思っておりますので、２７年度の１０月以降につき

ましては、その計画が完成をすると思いますので、その中で対馬市内全域のバス路線等につきま

しては検討していきたいと考えております。 
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 以上でございます。 

○議員（３番 入江 有紀君）  わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ２１世紀の漁業の担い手確保推進事業ということで継続というこ

とになっておりますが、先ほど補正予算のときに上野議員が質問されたこととも関連するんです

が、今度は独立型で５名、雇用型で１０名という予算計上がなされていますが、今年度、どれだ

けの応募があったのか確認します。（発言する者あり）確認です。（発言する者あり） 

○議員（２番 小島 德重君）  だから、人数の確認だけをしよります。 

○議長（堀江 政武君）  答弁、誰が。農林水産部長、阿比留勝也君。 

○農林水産部長（阿比留勝也君）  そのことにつきましては、先ほどお答えしましたが、募集をか

けてもないという状況でございますので、今年度につきましては各漁協と一緒になってＰＲをし

ていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  全般的なことなので、ここで質問させていただきたいと思うんで

すが、地域の発展の、均衡ということで、美津島絡みのことで言いにくいことではあるんですけ

れども。今、国においても少子高齢ということで、安倍総理のほうも女性とか高齢者が働けるよ

うにということで力を入れておられますけども、ここ対馬市におきましても、今後、新病院がで

きますと、女性の方が果たして今の状態で働きやすい環境なのかなというのが危惧するところで

ございます。保育所の定員数の問題もありますし、実際に働けば子供を預けなければいけないと

いうこともありますが。今現在、美津島の地区といたしましてはアパートが新築で建っていった

り、かなりの勢いでそういう環境にあるにもかかわらず、所管の部長さん方は非常に悩んで苦労

していると私も感じているんですが、この新年度の予算を見ましても、そういったことが配慮さ

れているのかなというのが非常に危惧するところでありますけども、そこのところをどうお考え

なのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  それでは、まず福祉部のほうの立場からお答えいたします。 

 確かに少子高齢化で、女性の方が働きやすい場所かということですが、私どものほうとしては、

それを目指すためには当然、子供の保育の場というようなことの確保等が緊急の課題ではないか

と思いますが、黒田議員、子ども・子育て会議でもお世話になっておりますが、そこでも議題に

上がりますように、盒知保育所の件も上がってまいります。確かに今、定員にいっぱいのような
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状態でありますが、ここも今後どうしていくかというのも、またいろんな、そういった委員さん

の御意見も伺いながら緊急に取り組んでまいりたいと思います。 

 今、私どもがしている件といたしましては、市長の行政報告でもありましたように小規模保育

の関係をやっていかなければいけないということで、今、研修会をしております。ほかには、市

独自の子供支援策としては保育料の半減とかいうことも取り組んでおりますが、いろんな分野か

ら相対的に、そういった子育て支援、また女性の働きやすい場所の環境づくりというのを、今後

とも検討してまいりたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  部長からのお話でなくて、市長とか、そういったことで全般的な

ことをお伺いしたかったわけでありますけども。 

 個別で言いますと、今度４、５、６年生も学童保育に入れられるとか法律が変わっております

ので、所管の部にだけお任せするのではなくて、今まで病院問題いろいろありましたけども、中

対馬の新しいところを残して、何らか場所をかえてするとか、今、ものすごく環境が変わってい

るこの美津島地区に対しても、もうちょっと力を入れていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  答弁いいですか。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  いいです。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は、議長を除く全議員を委員とする予算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することにしたいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、議長を除く全議員を委員とする予算審査

特別委員会を設置し、これに付託して審査することに決定しました。 

 正副委員長互選のため、予算審査特別委員会を議員控室に招集します。 

 暫時休憩します。 

午後３時08分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時19分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。予算審査特別委員会の委員長に船越洋一君、副委員長に初村久藏君が決定しまし



- 58 - 

た。委員長の審査報告は３月２０日に行います。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。あすは定刻より本会議を

開き、議案説明等を行います。 

 本日は、これで散会します。お疲れさまでした。 

午後３時20分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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平成27年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第２日） 

                           平成27年３月４日（水曜日） 

 

議事日程（第２号） 

                       平成27年３月４日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第11号 平成２７年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第12号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第13号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第４ 議案第14号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第15号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

    日程第６ 議案第16号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第７ 議案第17号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

    日程第８ 議案第18号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第９ 議案第19号 平成２７年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第10 議案第20号 対馬市行政手続条例の一部を改正する条例 

    日程第11 議案第21号 対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第12 議案第22号 対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

    日程第13 議案第23号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第14 議案第24号 対馬市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条

例 

    日程第15 議案第25号 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

    日程第16 議案第26号 対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条

例 

    日程第17 議案第27号 対馬市保育所条例の一部を改正する条例 

    日程第18 議案第28号 対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例 

    日程第19 議案第29号 対馬市児童厚生施設条例の一部を改正する条例 

    日程第20 議案第30号 対馬市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

    日程第21 議案第31号 対馬市助産施設条例の一部を改正する条例 

    日程第22 議案第32号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例 
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    日程第23 議案第33号 対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例 

    日程第24 議案第34号 対馬市国際ターミナル条例の一部を改正する条例 

    日程第25 議案第35号 対馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第36号 対馬市保育の必要性の設定基準に関する条例 

    日程第27 議案第37号 対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を

定める条例 

    日程第28 議案第38号 対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する

条例 

    日程第29 議案第39号 対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例 

    日程第30 議案第40号 対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例 

    日程第31 議案第41号 対馬市生ごみ等堆肥化施設条例 

    日程第32 議案第42号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第33 議案第43号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

    日程第34 議案第44号 対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について 

    日程第35 議案第45号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

    日程第36 議案第46号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（仁

位地区） 

    日程第37 議案第47号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（盒

知地区） 

    日程第38 議案第48号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（東

里地区） 

    日程第39 議案第49号 市道の認定について（西高浜住宅団地内１号線） 

    日程第40 議案第50号 市道の認定について（西高浜住宅団地内２号線） 

    日程第41 議案第51号 工事請負契約の締結について 

    日程第42 議案第52号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の変更について 

    日程第43 議案第53号 長崎県病院企業団規約の変更に関する協議について 

    日程第44 議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 
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    日程第45 発議第１号 議会改革特別委員会の設置に関する決議 

    日程第46 請願第１号 対馬市議会議員の定数削減を求める請願 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第11号 平成２７年度対馬市診療所特別会計予算 

    日程第２ 議案第12号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

    日程第３ 議案第13号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

    日程第４ 議案第14号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算 

    日程第５ 議案第15号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

    日程第６ 議案第16号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

    日程第７ 議案第17号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

    日程第８ 議案第18号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

    日程第９ 議案第19号 平成２７年度対馬市水道事業会計予算 

    日程第10 議案第20号 対馬市行政手続条例の一部を改正する条例 

    日程第11 議案第21号 対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例 

    日程第12 議案第22号 対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

    日程第13 議案第23号 対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する

条例 

    日程第14 議案第24号 対馬市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条

例 

    日程第15 議案第25号 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を

改正する条例 

    日程第16 議案第26号 対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条

例 

    日程第17 議案第27号 対馬市保育所条例の一部を改正する条例 

    日程第18 議案第28号 対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例 

    日程第19 議案第29号 対馬市児童厚生施設条例の一部を改正する条例 

    日程第20 議案第30号 対馬市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例 

    日程第21 議案第31号 対馬市助産施設条例の一部を改正する条例 

    日程第22 議案第32号 対馬市介護保険条例の一部を改正する条例 

    日程第23 議案第33号 対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例 

    日程第24 議案第34号 対馬市国際ターミナル条例の一部を改正する条例 
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    日程第25 議案第35号 対馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

    日程第26 議案第36号 対馬市保育の必要性の設定基準に関する条例 

    日程第27 議案第37号 対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を

定める条例 

    日程第28 議案第38号 対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する

条例 

    日程第29 議案第39号 対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例 

    日程第30 議案第40号 対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例 

    日程第31 議案第41号 対馬市生ごみ等堆肥化施設条例 

    日程第32 議案第42号 辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画について 

    日程第33 議案第43号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

    日程第34 議案第44号 対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について 

    日程第35 議案第45号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

    日程第36 議案第46号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（仁

位地区） 

    日程第37 議案第47号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（盒

知地区） 

    日程第38 議案第48号 あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（東

里地区） 

    日程第39 議案第49号 市道の認定について（西高浜住宅団地内１号線） 

    日程第40 議案第50号 市道の認定について（西高浜住宅団地内２号線） 

    日程第41 議案第51号 工事請負契約の締結について 

    日程第42 議案第52号 長崎県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の変更について 

    日程第43 議案第53号 長崎県病院企業団規約の変更に関する協議について 

    日程第44 議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

    日程第45 発議第１号 議会改革特別委員会の設置に関する決議 

    日程第46 請願第１号 対馬市議会議員の定数削減を求める請願 
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出席議員（20名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       11番 上野洋次郎君 

12番 齋藤 久光君       13番 小宮 教義君 

14番 初村 久藏君       15番 大浦 孝司君 

16番 小川 廣康君       17番 大部 初幸君 

18番 兵頭  栄君       19番 作元 義文君 

20番 山本 輝昭君       21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（１名） 

10番 波田 政和君                 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     松本 政美君 

課長補佐    國分 幸和君  主任     洲河 直樹君 

 

説明のため出席した者の職氏名 

市長  財部 能成君 

副市長  髙屋 雅生君 

副市長  比田勝尚喜君 

教育長  梅野 正博君 

しまづくり戦略本部長  平山 秀樹君 

総務部長  桐谷 雅宣君 

総務課長  根〆 英夫君 

総合政策部長  平間 壽郎君 

市民生活部長  俵  輝孝君 
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福祉部長  仁位 孝良君 

保健部長  福井 順一君 

農林水産部長  阿比留勝也君 

建設部長  西村 圭司君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  豊田  充君 

中対馬振興部長  多田 満國君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  中村 三喜君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  永野 清利君 

消防長  竹中 英文君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  糸瀬 美也君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。波田政和君より欠席の届け出があっ

ております。 

 次に、配付しております議案中、議案第１６号について、配付の正誤表のとおり訂正の申し出

があっております。上程前であり、議長がこれを許可しておりますので、御了承を願います。 

 配付しております議事日程第２号により本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第１１号 

日程第２．議案第１２号 

日程第３．議案第１３号 

日程第４．議案第１４号 

日程第５．議案第１５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、議案第１１号、平成２７年度対馬市診療所特別会計予算から

日程第５、議案第１５号、平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算までの５件を

一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。保健部長、福井順一君。 
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○保健部長（福井 順一君）  おはようございます。ただいま一括議題となりました議案のうち議

案第１１号から議案第１５号の５件につきまして、その提案理由と内容について、続けて御説明

申し上げます。 

 議案第１１号、平成２７年度対馬市診療所特別会計予算について、御説明いたします。１ペー

ジをお願いいたします。 

 平成２７年度対馬市診療所特別会計予算は、次に定めるところによることを規定し、第１条第

１項歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３億７,６９３万２,０００円とするものであります。

第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから３ページにかけての

第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたします。８ページ、９ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入でありますが、１款診療収入、１項外来収入は、直営診療所の診療収入２億

２,１１１万円を計上しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料は、診断書等手数料の収入の見込み額を２７０万８,０００円

としております。 

 ３款県支出金、１項県補助金、へき地医療対策費補助金は、過去の実績等を考慮いたしまして

９９７万５,０００円といたしております。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金を１億７７７万５,０００円。 

 ５款繰越金は、前年度からの繰越金として５０万円。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ６款諸収入、１項雑入は、予防接種、特定健診等による収入３,４８６万４,０００円を計上し

ております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項施設管理費、１目施設管理費は、２億７,４３１万６,０００円を計上してお

ります。主なものといたしましては、１節報酬は、診療所看護師等１０名分、２,７２５万

２,０００円、８節報償費は、豊玉、仁田診療所の医師４名分、８,８３３万７,０００円、

１３節委託料は、診療所出張所への医師等の派遣委託料、施設設備費等の保守点検委託料など、

３,４７５万９,０００円。１４ページ、１５ページをお願いいたします。１５節工事請負費は、

豆酘診療所の下屋設置工事、佐須奈診療所の防水改修工事のため、９３７万６,０００円を計上

しております。 

 １９節負担金補助及び交付金は、公設民営診療所運営費等補助金など、１,３０６万９,０００円

などを計上しております。 
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 ２款医業費、１項医業費は、直営診療所８施設分の医療用器具リース代、医薬材料費など、

１億２６１万６,０００円を計上しております。 

 続きまして、議案第１２号、平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算について、提案理

由とその内容を御説明申し上げます。 

 なお、予算編成に当たりましては、一般会計からの法定外繰入金及び財政調整基金から合わせ

て約１億６,８００万円繰り入れて編成しております。 

 １ページをお願いいたします。 

 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算は、別に定めるところによることを規定し、第

１条第１項歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ６５億３,０７６万９,０００円とするもので

あります。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから６ページ

にかけての第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 第２条で、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金につきましては、借入金

の 高額を５億３,０００万円と定めるものであります。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いいた

します。 

 まず、歳入でございますが、１款国民健康保険税は、１目一般被保険者分と２目退職被保険者

等を合わせまして１２億１,０７８万３,０００円を計上しております。 

 ２款使用料及び手数料、１項手数料は、督促手数料７０万円を計上しております。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は、１目療養給付費等負担金１０億１,６１５万３,０００円、

２目高額医療費共同事業負担金５,４１０万７,０００円、３目特定健康診査等負担金６１４万

８,０００円、合わせまして１０億７,６４０万８,０００円を計上しております。 

 ２項国庫補助金は、財政調整交付金を４億６,２０７万９,０００円計上しております。 

 ４款療養給付費交付金は、退職被保険者の給付に伴う社会保険診療報酬支払基金からの交付金

として１億７,５８３万５,０００円。 

 ５款前期高齢者交付金、同じく社保診療報酬基金からでございますが、保険者間において前期

高齢者に係る医療費の不均衡を調整するため交付されるもので、１１億１,０７７万５,０００円。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ６款県支出金、１項県負担金は、１目高額医療費共同事業負担金５,４１０万７,０００円、

２目特定健康診査等負担金６１４万８,０００円、合わせまして６,０２５万５,０００円計上し

ております。 

 ２項県補助金、１目県財政調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金を合わせまして
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２億２,８０１万１,０００円を計上しております。 

 ８款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金及び保険財政共同安定化事業交付金を合わ

せまして１６億５,２１３万８,０００円を計上しております。保険財政共同安定化事業交付金は、

自治体間の保険税の平準化と財政の安定を図るため、２６年度まではレセプト１件当たり３０万

円を超えるものを基準に算出されておりましたが、２７年度からは１円からが対象になりました

ので、昨年度に比べまして約７億５,０００万円の増額になっております。 

 ９款財産収入は、財政調整基金等の利子を８万６,０００円計上しております。 

 １０款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金は、１節保険基盤安定繰入金に２億

５,３４６万３,０００円、２節職員給与等繰入金に３,４７９万１,０００円、３節出産育児一時

金等繰入金に１,９６０万円を計上しております。 

 １６ページ、１７ページをお願いいたします。 

 ４節財政安定化支援事業繰入金７,３０２万９,０００円、５節その他一般会計繰入金、これが

法定外繰入金でございますが、１億円、合わせまして４億８,０８８万３,０００円を計上してお

ります。 

 ２項基金繰入金は、財政調整基金から６,８８０万６,０００円繰り入れております。 

 １２款諸収入、１項延滞金、加算金及び過料は、一般被保険者延滞金など４００万２,０００円。

１８ページ、１９ページをお願いいたします。４項雑入は、一般被保険者第三者納付金等の発生

に備えるため予算費目を確保しているものです。 

 次に、歳出について御説明いたします。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費は、２,７５２万５,０００円を計上しております。主なものとい

たしましては、３目医療費適正化特別対策事業、１２節役務費の中のレセプト点検事務共同事業

手数料は、国保連合会に委託し、２次審査といたしまして医療と調剤などの点検を実施している

もので、１７２万５,０００円を計上しております。１３節委託料の中の糖尿病性腎症重症化予

防事業委託料３３９万７,０００円は、平成２６年１０月から本市で取り組んでいる事業であり

ます。本市は、透析患者が１００名を超す状況であり、糖尿病性腎症等の重症化を抑制するため、

薬剤投与の継続や食生活の改善指導などを行っております。 

 ２２ページ、２３ページをお願いいたします。 

 ２項徴税費、１目賦課徴収費は２,５２４万７,０００円を計上しております。主なものといた

しましては、１節報酬は、徴収率向上のための嘱託職員４名の雇用を予定しております。

９９３万３,０００円です。１９節負担金補助及び交付金に、納税組合交付金として７２４万

６,０００円を計上しております。３項運営協議会費は、国保運営協議会委員報酬等２０万
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８,０００円を計上しております。 

 ２款保険給付費、１項療養諸費は、１目一般被保険者療養給付金３０億３,４３０万９,０００円、

２目退職被保険者等療養給付費１億３,２７６万７,０００円など、２４ページ、２５ページをお

願いいたします、合わせまして３１億９,６１１万１,０００円を計上しております。 

 ２項高額療養費は、一般被保険者、退職被保険者の高額療養費分として４億４,９６５万

８,０００円。２６ページ、２７ページをお願いいたします。４項出産育児諸費は２,９４１万

６,０００円を計上しております。１目出産育児一時金は、７０名分、２,９４０万円の計上であ

ります。５項葬祭諸費は１８０万円を計上しております。 

 ３款後期高齢者支援金等は、後期高齢者医療制度に対する支援金及び事務費拠出金等として

６億３,７６９万４,０００円。 

 ４款前期高齢者納付金は、支払基金から交付される前期高齢者交付金に対する納付金と事務費

拠出金といたしまして５３万円。 

 ５款老人保健拠出金は、事務費拠出金として５万円。 

 ２８ページ、２９ページをお願いいたします。 

 ６款介護納付金は２億９,９９８万円を計上しております。 

 ７款共同事業拠出金、１項共同事業拠出金は、１目高額医療費共同事業医療費拠出金２億

１,６４３万２,０００円、２目保険財政共同安定化事業拠出金１４億８,３４６万３,０００円、

合わせまして１６億９,９８９万５,０００円を計上しております。 

 ８款保健事業費、１項特定健康診査等事業費は、主なものといたしまして、７節賃金は、特定

健診の受診率向上のため５名の推進員を雇用するなど、６７７万４,０００円、１３節委託料は、

特定健康診査委託料など、３,０８５万５,０００円。 

 ３０ページ、３１ページをお願いいたします。 

 １９節負担金補助及び交付金の中にあります人間ドック補助金は、２７年度から開始します新

規事業で、国民健康保険加入者が人間ドックを受診されるときに２万円を上限に助成する制度を

設けまして、受診率の向上を図ろうとするものでございます。２００万円を計上しております。

合わせまして５,１２５万５,０００円を計上しております。 

 ９款基金積立金は、財政調整基金への積立金として８万５,０００円。 

 １０款公債費は、一時借入金利子として１００万円。 

 ３２ページ、３３ページをお願いいたします。 

 １２款予備費は、１億１,０３０万９,０００円を計上しております。 

 続きまして、議案第１３号、平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算について、提案

理由とその内容を御説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 
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 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算は、次に定めることによることを規定し、第

１条第１項歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億６,４７７万１,０００円とするもので

あります。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから３ページ

にかけての第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたします。８ページ、９ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入でございますが、１款後期高齢者医療保険料は、特別徴収保険料及び普通徴収保険

料を合わせまして１億９,５５８万４,０００円の計上であります。 

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金は、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金を合わせまして

１億６,６５６万９,０００円を計上しております。 

 ７款諸収入、２項償還金及び還付加算金は、後期高齢者医療広域連合により受け入れる保険料

還付金として１６２万８,０００円。１０ページ、１１ページをお願いいたします。５項雑入は、

保険料の還付未処理の受け入れ等のための９８万４,０００円を計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、３,５５０万２,０００円の計上であります。

主なものは、１９節負担金補助及び交付金、広域連合事務費負担金１,２３６万６,０００円であ

ります。 

 ２款後期高齢者医療広域連合納付金は、保険基盤安定負担金及び保険料納付金として３億

２,７５３万７,０００円を計上しております。 

 ３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、保険料の還付金等１６３万円。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ４款予備費は１０万２,０００円を計上しております。 

 続きまして、議案第１４号、平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算について、提案理由と

その内容を御説明申し上げます。 

 予算編成におきましては、国の介護報酬の改定や、第６期介護保険事業計画を反映させたもの

となっております。１ページをお願いいたします。 

 平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算は、次に定めることによることを規定し、第１条第

１項歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ３６億３,９１０万２,０００円とするものでありま

す。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから３ページにかけ

ての第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたします。８ページ、９ページをお願いいたしま

す。 
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 まず、歳入でございますが、主なものを御説明いたします。 

 １款保険料、１項介護保険料は、第１号被保険者に係る特別徴収保険料及び普通徴収保険料等

５億６,５７１万１,０００円を計上しております。介護保険料は、平成２７年度から２９年度ま

での３年間は、基準額を月額５,７００円とし、所得等による段階を１０段階に区分、低所得者

層の段階には公的資金の導入も配慮したものとなっております。 

 ３款国庫支出金、１項国庫負担金は、介護給付費に係る国庫負担金６億４０９万６,０００円、

２項国庫補助金は、調整交付金及び地域支援事業交付金３億８,３２０万５,０００円。 

 ４款支払基金交付金は、第２号被保険者に係る保険料で、支払基金からの介護給付費交付金及

び地域支援事業支援交付金合わせまして９億６,６６２万５,０００円を計上しております。 

 １０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 ５款県支出金、１項県負担金は、介護給付費負担金及び認定従事者研修事業負担金、合わせま

して５億９２１万円、２項県補助金は、介護予防事業及び包括的支援事業等に係る地域支援事業

交付金として１,６７６万３,０００円。 

 ６款財産収入は、介護給付費準備基金の利子分１４万１,０００円。 

 ７款繰入金、１項他会計繰入金は、一般会計からの繰入金として４節に低所得者保険料軽減負

担金繰入金１,４１０万円を新たに設け、合わせまして５億７,６４４万４,０００円、２項基金

繰入金は、介護給付費準備基金からの繰入金を１,６９０万２,０００円計上しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、職員給与等の人件費、一般事務費等

７,５０３万４,０００円を計上しております。３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費は、

委員報酬、意見書作成手数料など、２,６４２万２,０００円。１６ページ、１７ページをお願い

いたします。２目認定調査等費は、認定調査委託料など１,５９８万５,０００円、合わせまして

４,２４０万７,０００円、５項計画策定委員会費は、委員会開催経費といたしまして２５万

７,０００円を計上しております。 

 ２款保険給付費、１項介護サービス費等諸費は、居宅介護サービス給付費及び特例介護サービ

ス給付費負担金２８億５,２５９万６,０００円、２項介護予防サービス等諸費は、居宅介護予防

サービス給付費負担金及び特例介護予防サービス給付費として３億３,３４１万６,０００円を計

上しております。 

 １８ページ、１９ページをお願いいたします。 

 ３項その他諸費は、審査支払手数料３６３万９,０００円、４項高額介護サービス等費は

７,１４２万６,０００円、５項高額医療合算介護サービス費は８０４万８,０００円、６項特定

入所者介護サービス等費は、特定入所者介護サービス費等１億５,５７４万１,０００円を計上し
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ております。 

 ４款基金積立金は、介護給付費準備基金積立金として１４万２,０００円を計上しております。 

 ２０ページ、２１ページをお願いいたします。 

 ６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は、第１号被保険者保険料の過年度分保険料払戻金

など６０万２,０００円を計上しております。 

 ８款地域支援事業費、１項介護予防事業費２,７３７万円、２項包括的支援事業・任意事業費

６,８４２万４,０００円を、介護保険地域支援事業特別会計繰出金として計上しております。 

 続きまして、議案第１５号、平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算について、

提案理由とその内容を御説明申し上げます。１ページをお願いいたします。 

 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算は、次に定めるところによることを規

定し、第１条第１項歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ１億３,４８４万１,０００円とする

ものであります。第２項歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページから

３ページにかけての第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 次に、歳入歳出予算の内容について御説明いたします。８ページ、９ページをお願いいたしま

す。 

 まず、歳入でございますが、平成２６年９月に開催されました第３回定例会におきまして、議

案第７８号、対馬市介護保険地域支援事業基金条例を御承認いただき、介護保険地域支援事業基

金を設置しましたので、平成２７年度から介護保険地域支援事業特別会計に、１款財産収入を設

け、繰入金以降の款を繰り下げております。 

 １款財産収入は、介護保険地域支援事業基金利子１,０００円を計上しております。 

 ２款繰入金は、介護保険特別会計からの繰入金９,５７９万４,０００円を計上しております。 

 ４款諸収入、１項サービス事業収入は、介護予防支援事業収入３,９０４万５,０００円を計上

しております。 

 次に、歳出について御説明いたします。１０ページ、１１ページをお願いいたします。 

 １款地域支援事業費、１項地域支援事業運営費は９,１３２万３,０００円を計上しております。

主なものは、地域包括支援センター３カ所の運営に要する経費といたしまして、職員等の人件費、

運営協議会開催のための経費のほか、社会福祉協議会から専門職員として派遣をいただいており

ます４名分の給与等負担金１,９３９万１,０００円であります。 

 ２項介護予防事業費は、介護予防二次予防事業及び、１２ページ、１３ページをお願いいたし

ます、一次予防事業費といたしまして９８５万６,０００円、３項包括的支援事業・任意事業費

は３４１万４,０００円を計上しております。１９節負担金補助及び交付金の在宅歯科診療補助

金２０万円のほか、認知症高齢者等の権利擁護のため、成年後見人制度報酬助成６０万円を新た
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に設けております。また、２０節扶助費の介護用品支給等の扶助費１２６万６,０００円が主な

ものであります。 

 ２款介護予防支援費、１項介護予防支援サービス事業費は、介護予防支援委託料３,０２４万

６,０００円を計上しております。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 ３款基金積立金は、介護保険地域支援事業基金積立金として２,０００円計上しております。 

 以上、議案第１１号から議案第１５号までの保健部が所管する５つの特別会計の提案理由の説

明を終わります。 

 また、各特別会計予算書の後方に給与費明細書を添付しております。御審議の上、御承認くだ

さいますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりましたので、これから５件について一括質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．議案第１６号 

○議長（堀江 政武君）  日程第６、議案第１６号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会

計予算を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ただいま議題となりました議案第１６号、平成２７年度対馬

市旅客定期航路事業特別会計予算について御説明申し上げます。１ページをお願いします。 

 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算は、次に定めるところによることを規定し、

第１条第１項で歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ５,４７１万６,０００円と定めるもので

あります。第２項で、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページ及び

３ページの第１表歳入歳出予算によるとするものであります。 

 第２条で、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことのできる地方債の起債の目的、

限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、４ページ及び５ページの第２表地方債によるとす

るものでございます。 

 １０ページをお願いいたします。 

 まず、歳入でございますが、１款１項事業収入の２４８万２,０００円は、旅客運賃及び貨物

運賃でございます。 

 ２款国庫支出金、１項国庫補助金の１,６０３万４,０００円は、赤字航路事業国庫補助金でご
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ざいます。 

 ３款県支出金、１項県補助金の５３５万７,０００円も、同様に赤字航路事業に対する県補助

金でございます。 

 ４款繰入金、１項他会計繰入金の１,０７４万２,０００円は、赤字補痾分に係る一般会計から

の繰り入れでございます。 

 １２ページをお願いします。 

 ６款１項繰越金は、前年度繰越金を１０万円。 

 ８款１項市債の２,０００万円は、乗降施設の改修に伴う旅客定期航路事業債でございます。 

 次に、歳出について御説明いたします。１４ページをお願いします。 

 １款総務費、１項総務管理費の２,５５３万９,０００円は、職員及び船員等の人件費並びに旅

費、旅客船協会等の負担金が主なものでございます。 

 ２款１項施設費の２,８６３万９,０００円は、１１節需用費で旅客船の燃料費及び修繕料。

１６ページをお願いします。１５節の工事請負費で、老朽化した浮き桟橋等の撤去及び設置工事

が主なものでございます。 

 ３款１項公債費は、地方債の償還金利子として４３万８,０００円を計上させていただいてお

ります。 

 １８ページから２４ページにかけまして給与費明細書を、また、２５ページには地方債の前年

度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関する調書を添付

しておりますので、御参照方お願いいたします。 

 なお、この調書に誤りがございまして、本日正誤表を配付させております。今後このようなこ

とがないようにしてまいります。まことに申しわけございませんでした。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定賜りますようよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．議案第１７号 

日程第８．議案第１８号 

日程第９．議案第１９号 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、議案第１７号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予
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算から、日程第９、議案第１９号、平成２７年度対馬市水道事業会計予算までの３件を一括議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。水道局長、増田敬一君。 

○水道局長（増田 敬一君）  一括して議題となりました議案第１７号から議案第１９号の３件は

水道局所管の議案でございますので、提案理由とその内容について続けて御説明申し上げます。 

 まず、議案第１７号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算について御説明いたしま

す。予算書のほう、１ページお願いをいたします。 

 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところによることを規定し、第

１条第１項で歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ９億１,７９４万２,０００円とするもので

あります。第２項で歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページ及び３ペー

ジの第１表歳入歳出予算によるとするものでございます。 

 第２条地方債は、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は４ページの第２表地方債によるとするもの

でございます。 

 次に、予算の概要を御説明申し上げます。８ページをお願いをいたします。 

 歳入でございますが、１款分担金及び負担金、１項負担金７７５万５,０００円は、水道利用

加入金及び消火栓設置事業負担金でございます。 

 ２款使用料及び手数料、１項使用料４億４,３０７万円は、水道使用料でございます。２項手

数料８万５,０００円は、工事竣工検査手数料でございます。 

 ３款国庫支出金、１項国庫補助金１億円は、簡易水道事業補助金。 

 ５款財産収入、１項財産運用収入１万９,０００円は、簡易水道事業基金利子であります。 

 ８ページ及び１０ページの６款繰入金、１項他会計繰入金２億７,９３８万３,０００円は、公

債費償還金、高料金対策、建設費などに対する一般会計からの繰入金、２項簡易水道繰入金

２,２５８万円は、簡易水道基金からの繰入金でございます。 

 ７款１項繰越金１００万円は、前年度からの繰越金。 

 ８款諸収入、１項雑入１,４０５万円は、道路整備事業に伴う水道管移設補償金。 

 ９款１項市債５,０００万円は、簡易水道改良事業債であります。 

 次に、歳出について御説明いたします。１２ページをお願いをいたします。 

 １款簡易水道費、１項水道管理費、１目一般管理費１億４,９３８万８,０００円は、職員の人

件費、水道検査料、検針及び料金徴収業務委託料、消費税納付金などが主なものでございます。 

 １２ページ及び１４ページの２目施設管理費１億３,５３２万４,０００円は、水道施設の維持

管理経費が主なものであります。 
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 １４ページ及び１６ページの２項水道建設費、１目水道建設費２億４,９７１万円は、簡易水

道整備事業に係る経費を計上し、施設整備を計画的に実施するもので、主なものは、琴地区統合

簡易水道整備工事であります。 

 ２款１項公債費３億８,３０２万円は、長期債の償還元金及び償還利子を計上しております。 

 ３款１項予備費として５０万円を計上しております。 

 １８ページからは給与費明細書などを添付しております。 

 以上が議案第１７号の概要であります。 

 続きまして、議案第１８号、平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算について御説

明いたします。予算書の１ページをお願いをいたします。 

 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算は、次に定めるところによることを規定し、

第１条第１項で歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ２,３１５万１,０００円とするものであ

ります。第２項で歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、２ページ及び３ページ

の第１表歳入歳出予算によるとするものでございます。 

 次に、予算の概要を御説明いたします。６ページをお願いをいたします。 

 歳入でございますが、１款使用料及び手数料、１項使用料２４５万２,０００円は、下水道使

用料。 

 ３款繰入金、１項他会計繰入金２,０６２万８,０００円は、一般会計からの繰入金。 

 ４款１項繰越金１,０００円は、前年度繰越金。 

 ５款諸収入、１項雑入７万円は、下水道加入金であります。 

 次に、歳出を御説明いたします。８ページをお願いをいたします。 

 １款下水道事業費、１項下水道管理費、１目一般管理費１５万１,０００円は、下水道使用水

量の検針及び集金委託料など、２目施設管理費７４２万９,０００円は、処理施設の維持管理経

費が主なものであります。 

 ２款１項公債費、１目元金１,１８２万２,０００円は、長期債償還元金、２目利子３７４万

９,０００円は、償還金利子を計上しております。 

 １０ページは地方債の調書を添付しております。 

 以上が、議案第１８号の概要であります。 

 後に、議案第１９号、平成２７年度対馬市水道事業会計予算について御説明いたします。予

算書のほう、１ページをお願いいたします。 

 第１条平成２７年度対馬市水道事業会計予算は、次に定めるところによります。第２条業務の

予定量は、給水戸数６,２０１戸、年間総配水量１９０万７,３７０立方メートル、１日平均水量

は５,２９５立方メートルであります。 
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 主要な建設改良事業は３億５,２７５万円で、その概要は施設整備事業等で１億４３５万円、

内院簡易水道基幹改良事業及び佐須簡易水道基幹改良事業費として２億４,８４０万円を予定し

ております。 

 次に、第３条で、水道事業収益３億３,９９０万７,０００円、水道事業費用３億２,６６３万

円と予定額を定めております。 

 第４条で、資本的収入を２億５,７４９万円、資本的支出を３億８,５８１万６,０００円と予

定額を定めております。資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億２,８３２万

６,０００円は、当年度分消費税資本的収支調整額１,７９０万８,０００円、過年度分損益勘定

留保資金８,５０８万７,０００円、当年度分損益勘定留保資金２,５３３万１,０００円で補痾す

るものであります。 

 ２ページをお願いをいたします。 

 第５条で、企業債、起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法について定め、第

６条で、一時借入金の限度額を１億円と定め、第７条は、予定支出の各項の経費の流用について

定め、第８条は、議会の議決を経なければ流用できない経費の指定を、第９条は、たな卸資産の

購入限度額を１,０００万円と定めるものであります。 

 以上、地方公営企業法第２４条第２項の規定により提案するものであります。 

 ４ページから予算に関する説明書を、また、２１ページから参考資料として予算附属資料を添

付しております。 

 以上で、議案第１７号、議案第１８号、議案第１９号の特別会計予算の概要について説明をさ

せていただきました。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりましたので、これから３件に対する一括質疑を行います。

質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 議案第１１号から議案第１９号までの９件は、配付しております議案付託表のとおり所管の常

任委員会に付託します。 

 暫時休憩します。再開は１１時５分からとします。 

午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時04分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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日程第１０．議案第２０号 

日程第１１．議案第２１号 

日程第１２．議案第２２号 

日程第１３．議案第２３号 

日程第１４．議案第２４号 

日程第１５．議案第２５号 

日程第１６．議案第２６号 

日程第１７．議案第２７号 

日程第１８．議案第２８号 

日程第１９．議案第２９号 

日程第２０．議案第３０号 

日程第２１．議案第３１号 

日程第２２．議案第３２号 

日程第２３．議案第３３号 

日程第２４．議案第３４号 

日程第２５．議案第３５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１０、議案第２０号、対馬市行政手続条例の一部を改正する条例

から、日程第２５、議案第３５号、対馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例までの

１６件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま一括して議題となりました議案のうち、議案第２０号から

議案第２２号の３件につきましては、総務部の所管でございますので、続けて提案理由とその内

容について説明を申し上げます。 

 まず、議案第２０号、対馬市行政手続条例の一部を改正する条例についてでございます。 

 議案書は１ページでございます。 

 今回の改正は、さきの第１８６国会において法案が成立し、平成２７年４月１日より施行され

ます行政手続法の一部を改正する法律の改正に伴いまして、関係条項の改正をしようとするもの

でございます。 

 改正の内容でございますが、「処分等の求め」の手続や「行政指導等の中止等の求め」の手続

を申請することなどにより、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることなどを目的

とするものでございます。新旧対照表の１ページのほうにございますので、あわせて御参照くだ

さい。 
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 第２条、定義で、行政庁の定義を追加をし、第３３条で、行政指導を行う際に相手方に提示を

しなければならない事項の追加、新旧対照表の６ページのほうでございます。第３５条で、行政

指導等の中止等の求めに関する手続の新設、第３６条で、処分等の求めに関する手続の新設、あ

わせて、各条項の字句について改正をいたしております。 

 また、附則第１項で、改正条例の施行日を平成２７年４月１日と定め、第２項では、本条例の

改正によりまして条項の移動が生じるため、対馬市税条例の関係条項を変更するものでございま

す。 

 次に、議案第２１号、対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例についてでご

ざいます。 

 議案書は５ページでございます。新旧対照表は１０ページのほうとなっております。あわせて

御参照ください。 

 今回の改正につきましては、かねてより厳原町小茂田並びに瀬、両地区に整備中でございまし

た地区集会施設が本年３月末に竣工の予定でございます。完成に伴いまして施設の設置を条例に

追加するものでございます。 

 改正の内容につきましては、第２条の表に「対馬市瀬ふれあいセンター」並びに「対馬市小茂

田ふれあい館」の項を追加し、あわせて、第２条の表を改正するものでございます。 

 また、両施設の名称につきましては、それぞれの地区にて協議をいただいたものでございまし

て、地区の皆様の意向を踏まえて決定をさせていただきました。 

 附則で、改正条例の施行日を平成２７年４月１日と定めております。 

 続きまして議案第２２号、対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について御

説明を申し上げます。 

 議案書は７ページからでございます。新旧対照表は１１ページからでございますので、よろし

くお願いいたします。 

 今回の改正につきましては、平成２６年８月７日に人事院が内閣と国会に対し、国家公務員の

給与について、平成２６年４月１日にさかのぼり平均０.３％の月例給の引き上げ、並びに勤勉

手当の支給月数０.１５月の引き上げとあわせまして、平成２７年４月１日より給料表の平均

２％の引き下げを柱とする給与改定を勧告したことによるものでございます。 

 これを受け、政府は、１０月７日、勧告どおりの改正を行うことで閣議決定を行い、１１月

１２日に改正法が可決成立をいたしております。 

 今回の勧告では、７年ぶりの引き上げとあわせ、給料表や諸手当のあり方を含めた給与制度の

見直しなどを行う勧告となっております。 

 本市におきましても、今回の人事院勧告に鑑み、一般職及び特別職等の給与について所要の改



- 79 - 

正を行う必要があるため、本条例により関係条例等の改正を行うものでございます。 

 改正内容についてでございますが、第１条、第２条は、対馬市職員の給与に関する条例の一部

改正でございます。 

 第１条は、勤勉手当の平成２６年１２月期支給月数を現行０.６７５月を０.１５月引き上げ、

また別表の給料表を平均０.３％引き上げるものでございます。 

 議案書の２０ページをお願いいたします。第２条で、平成２７年４月１日から給料表を平均

２％引き下げ、平成２７年以降の勤勉手当の支給月数を６月、１２月ともにそれぞれ０.７５月

にするなど諸手当の改正でございます。 

 議案書３３ページをお願いいたします。第３条、第４条は、任期付職員の給料月額並びに期末

手当の支給月数を改定するものであり、第３条で、給料月額並びに平成２６年１２月期期末手当

の支給月数の引き上げを、第４条で、平成２７年以降の給料月額等の引き下げを行うものでござ

います。 

 第５条から第１０条は、市長、副市長、教育長並びに市議会議員などの特別職の平成２６年

１２期期末手当の支給月数の改正でございます。 

 平成２６年１２月期の期末手当の支給月数を現行「１.５５月」を０.１５月引き上げ

「１.７月」に改正をし、平成２７年以降については６月期を「１.４７５月」に、１２月期を

「１.６２５月」へとそれぞれ改正するものでございます。 

 附則第１条で、施行日を公布の日からとし、第１条、別表及び第３条に定める第６条第１項の

表を平成２６年４月１日から適用し、第１条、第３条、第５条、第７条及び第９条の期末手当並

びに勤勉手当の支給月数の改正を平成２６年１２月１日から適用し、第２条、第４条、第６条、

第８条及び第１０条の施行日を平成２７年４月１日と定めるものでございます。 

 附則第２条及び第４条は、平成２６年４月１日及び平成２７年４月１日の給料表の改定に係る

職員間の権衡がある場合の調整規定でございます。 

 附則第３条では、平成２６年４月からの月例給並びに１２月に支給した期末手当並びに勤勉手

当の額が、改正後に遡及して支給する支給額の内払いである旨の規定でございます。 

 附則第５条は、給料表切り替えに伴い、平成２７年４月１日の給料月額が平成２７年３月

３１日の給料月額に達しない場合、その差額相当額を支給する経過措置の規定でございます。 

 附則第６条は、平成２７年６月以降平成２９年１２月までに支給される期末勤勉手当の基礎額

が、平成２７年４月１日の給料表切り替えにより平成２７年３月３１日の給料月額に達しない場

合、給料月額とその差額相当額の合計額を期末勤勉手当の基礎額とする規定でございます。 

 附則第７条は、本条例施行に関する委任規定を定めたものでございます。 

 なお、本条例の改正につきましては、職員の給与改正に係る部分につきましては、職員労働組
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合との間におきまして合意に達し、さらに特別職の期末手当に係る改正につきましては、特別職

報酬等審議会において御審議をお願いをいたしております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第２０号、第２１号、第２２号についての提案理由といた

します。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  しまづくり戦略本部長、平山秀樹君。 

○しまづくり戦略本部長（平山 秀樹君）  ただいま一括として議題となりました議案のうち、議

案第２３号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案

理由とその内容を御説明をいたします。本案につきましては、正誤表をお配りをさせていただい

ております。大変申しわけございませんでした。 

 議案書の３９ページをお開き願います。新旧対照表は２２ページから２５ページを御参照くだ

さい。 

 今回の条例改正につきましては、市営バス路線、スクールバス混乗路線につきまして、利用者

の利便性及び効率的な運営を行うため、運行路線と使用料につきまして所要の改正を行うもので

ございます。 

 条例第４条第２項第２号及び第４号の改正につきましては、塩浦小学校を豊玉小学校に統合す

ることに伴います現在のスクールバス混乗路線、塩浜・見世浦線を仁位・見世浦線に延長し、現

在、対馬交通が運行をいたしております仁位・塩浜線を路線が重複することから廃止するもので

あります。 

 また、櫛・佐賀線につきましても対馬交通が運行する櫛・診療所前線を廃止し、利用者の多く

が児童生徒であることから、スクールバス混乗路線として追加するものでございます。 

 別表第１に係る改正につきましては、４０ページ中段の鰐浦・比田勝循環線について、表中の

経の先、西泊と国内ターミナル、比田勝港の停車順路を改正をし、スクールバス混乗路線の盒

知・昼ケ浦線につきましては、新病院であります対馬病院が５月１７日に開院をすることから、

この路線で利用者が対馬病院へアクセスできるように路線の延長及び延長分の使用料を定めるも

のであります。 

 ４１ページになりますが、仁位・見世浦線につきましては、塩浦小学校を豊玉小学校に統合す

ることに伴う路線の延長及び延長分の使用料を定めるものであります。 

 なお、櫛・佐賀線につきましては、スクールバス混乗路線として追加することに伴う使用料を

定めるものでございます。 

 ４２ページをお願いをいたします。別表第３、第２項第２号エの改正につきましては、１日フ

リーバス使用料につきまして、現在は土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休

日におきまして１日１,０００円でバスを利用できるようになっているものを、平日にも利用で
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きるように改正するものでございます。 

 附則といたしまして、この条例は平成２７年４月１日から施行することとしておりますが、改

正後の別表１の盒知・昼ケ浦線普通使用料の表中「樽ケ浜橋」、「樽ケ浜」、「対馬病院」に係

る規定と別表第３第２項第２号エの規定、１日フリーバス券につきましては、新病院の開院に合

わせ平成２７年５月１７日から施行することといたしております。 

 以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、豊田充君。 

○教育部長（豊田  充君）  議長から一括議題がありました議案第２４号から議案第２６号は、

教育委員会所管の議案ですので、続けて提案理由を説明させていただきます。 

 議案第２４号、対馬市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例について提案理由

を説明いたします。 

 議案集の４３ページをお開きください。題名を「対馬市教育支援委員会条例」に改め、第１条

の設置中「心身障害児就学指導委員会」を「教育支援委員会」に改めるものであります。 

 教育上、特別な支援を要する者に対し、早期から就学後までの継続した就学指導や必要な教育

支援を福祉部などの関係機関と連携した取り組みを行うため、名称を「対馬市教育支援委員会」

とするものであります。 

 附則として、この条例は平成２７年４月１日から施行することとしています。 

 続きまして、議案第２５号、対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を改正す

る条例について提案理由を御説明いたします。 

 議案集の４５ページをお開きください。 

 対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例、運行区域ですが、第２条第３号中「塩浜」

の次に「～仁位」を加え、同条中「第２６号」を「第２７号」とし、第１８号から第２５号まで

を１号繰り下げ、第１７号の次に次の１号（１８）を櫛～佐賀を加えるものであります。 

 また、一般利用者との混乗、第４条第２号中「塩浜」の次に「～仁位」を加え、同条の次に

１号（５）櫛～佐賀を加えるものです。 

 今回の改正は、塩浦小学校が平成２７年４月に豊玉小学校に統合されることに伴う仁位までの

延伸、櫛～佐賀間の運行区域の追加を行い、スクールバスを活用した一般利用者との混乗を図り、

地域公共交通との連携を図るものであります。 

 なお、先ほどの第２３号議案の提案理由説明がありましたが、本条例の一部改正と関連した議

案でございます。 

 附則として、この条例は平成２７年４月１日から施行することとしています。 

 次に、議案第２６号、対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条例についてで
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ございます。 

 議案集の４７ページをお開きください。 

 対馬市教職員住宅は現行では２１４戸を有しております。今回、施設の老朽化が激しく、今後

においても入居者が見込まれず、安全面及び防犯面からも放置できない状況である教職員住宅

１４戸を、条例第８条関係の別表から削除するものであります。 

 一部改正条例新旧対照表の２９ページから３４ページに今回削除する教職員住宅を下線で付し

ています。美津島町管内が２戸、峰町管内が４戸、上県町管内が５戸、上対馬町管内が３戸、計

１４戸を削除することとしております。 

 今後においては、振興計画に計上し、年次計画により解体の方向で進めることとしています。 

 附則として、この条例は公布の日から施行することとしております。 

 以上、３件の教育委員会所管にかかわる議案の提案理由の説明を終わります。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  ただいま一括上程となりました議案のうち、議案第２７号から議案

第３１号につきましては、福祉部所管でありますので、その提案理由を御説明申し上げます。 

 まず、議案第２７号、対馬市保育所条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 

 議案集の５３ページをお願いいたします。 

 平成２７年４月から子ども・子育て支援新制度が施行されます。この条例の一部改正は、新制

度施行に関し、児童福祉法等の関係する法的根拠に基づき、内容を明確にするため改正するもの

であります。 

 第１条中「対馬市に居住する乳幼児」を児童福祉法に基づき「保育を必要とする乳幼児」に改

め、また第４条第４項の保育時間及び時間外保育の改正につきましては、対馬市職員の勤務時間、

休日及び休暇に関する条例施行規則第４条に規定する勤務時間に合わせるものであります。一部

改正条例新旧対照表の３５ページに記載しています対照表で改正項目を御参照の上、御確認願い

ます。 

 なお、附則で、施行日を平成２７年４月１日としております。 

 次に、議案第２８号、対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について御説

明いたします。 

 対馬市子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援法第７７条第１項の規定に基づき設置をし

ております。 

 自治体は、教育・保育施設や地域型保育事業の利用定員の設定、子ども・子育て支援事業計画

の策定、変更する際にはこの会議の意見を聞かなければならないとされています。 
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 また、同会議は、子ども・子育て支援に関する施策の総合的、計画的な推進に関し、必要な事

項について調査・審議することとされています。 

 子ども・子育て支援法では第２条において、父母その他の保護者が子育てについての第一義的

責任を有するという基本認識のもとに、家庭、地域、職域、その他の社会のあらゆる分野におい

て全ての構成員がおのおの役割を果たすとともに、相互に協力して行わなければならないとも規

定されています。 

 今回の改定は、これらを踏まえまして、本市の子ども・子育て会議の委員構成においてもより

具体的に明確化しようとするものであります。新旧対照表３６ページを御参照願います。 

 また、第７条において、本支援事業計画を実効性あるものとすることから、専門分野に沿った

具体的な検証、見直しを図るため部会を置くことができると定めています。 

 なお、附則で、施行日を平成２７年４月１日としております。 

 続きまして、議案第２９号、対馬市児童厚生施設条例の一部を改正する条例についてその理由

を御説明申し上げます。 

 議案集は５７ページです。 

 対馬市厳原町久田道１５９４番地４にあります久田道児童遊園は、久田道地区に管理を委託し

ておりましたが、同地区の総会において、児童の減少も著しく、また管理することへの負担もあ

ることから、久田道地区としては遊園地としても地区の利用の場としても必要はなく、管理をし

ていくことができないとの旨決定したことの通知がありました。 

 この土地は私有地であり、地権者との間に土地賃貸借契約を締結しておりますが、その契約も

この３月末で期間満了となります。同遊園を利用する児童数も少なく、賃貸借契約も終了するこ

とから、この時期をもって当児童遊園を廃止しようとするものでございます。 

 なお、施行日を平成２７年４月１日としております。 

 参考資料の一部改正新旧対照表の３７ページに今回の改正部分を棒線に付しておりますので、

御参照ください。 

 以上が議案第２９号の提案理由でございます。 

 次に、議案第３０号、対馬市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例の提案理由とその

内容について御説明申し上げます。 

 議案集は５９ページでございます。 

 本条例は、常時介護を必要とし、かつ、居宅において介護を受けることが困難な高齢者を擁護

し、高齢者の福祉の増進を図ることを目的に設置しています。 

 今回の改正は、上県町佐須奈に設置し直営で管理運営をしておりました特別養護老人ホーム日

吉の里をこのほど譲渡しましたので、その譲渡に伴う一部改正でございます。 
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 条例の第２条の表中、特別養護老人ホーム日吉の里の名称、位置、定員の項を削除しようとす

るものでございます。 

 また、附則の第２号で、あわせて特別養護老人ホーム特別会計を廃止しようとするものであり

ます。 

 本特別会計は、特別養護老人ホームの円滑な運営とその経理の適正を図る目的で設置され、介

護サービス収入及び国費、県費、地方債、繰入金等の収入をもって運営をしてまいりましたが、

直営で管理運営をしておりました日吉の里は、先ほど述べましたようにこのほど譲渡し、残る

３施設は指定管理者制度による管理運営を行っているため、特別会計設置の必要性がなくなりま

したので、本条例を廃止しようとするものでございます。 

 経過措置として、附則の第３号で、出納整理期間の取り扱いについては、なお従前の例による

とするものでございます。 

 今後、関係する予算等は、一般会計で措置することとなります。 

 なお、施行日は平成２７年４月１日からしようとするものでございます。 

 参考資料の一部改正条例新旧対照表の３８ページに今回の改正資料を添付しております。御参

照ください。 

 続きまして、議案第３１号、対馬市助産施設条例の一部を改正する条例について御説明いたし

ます。 

 議案集の６１ページでございます。 

 この助産施設は、児童福祉法第３６条に規定する施設で、保健上必要があるにもかかわらず、

経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせること

を目的とするとされています。通常、生活保護受給者や低所得者で出産に多額の費用がかかりそ

うな人が対象となります。 

 今回改正する主な内容は、第２条の助産所の位置の変更であります。これまでは対馬いづはら

病院の住所地でありましたが、このたびの（仮称）対馬地域新病院の開設に伴い所要の改正を行

うものであります。 

 また、第３条から第５条第２項まで、実施基準を明確にするため改めておりますが、事務内容

や手続等は従来どおりでございます。 

 新旧対照表は３９から４０ページでございます。 

 なお、附則で、施行日を新病院が開設される５月１７日からとしております。 

 長くなりましたが、以上が議案第２７号から議案第３１号までの提案理由でございます。御審

議の上、御決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 
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○保健部長（福井 順一君）  ただいま一括提案されました議案のうち、議案第３２号、対馬市介

護保険条例の一部を改正する条例について、提案理由とその内容について御説明いたします。 

 議案集は６３ページですけれども、新旧対照表の４１ページから４３ページのほうをご覧いた

だければと思います。 

 今回の条例の一部改正は、第６期介護保険事業計画の策定により、平成２７年度から平成

２９年度までの介護保険料について、保険料の基準額を月額「５,５２０円」から「５,７００円」

に、年額で「６万６,２４０円」から「６万８,４００円」に引き上げるものでございます。 

 また、国が定める所得段階９区分を市では１０区分とし、介護保険料を所得に応じた保険料と

しておりまして、新旧対照表の４１ページから４２ページのとおりでございます。 

 なお、４３ページに附則として４項を追加しておりますが、本来、改正介護保険法は、平成

２７年４月１日から施行されるものでございますが、附則で規定することで施行年度を遅らせる

猶予規定となります。 

 まず、第５項では、介護予防日常生活支援総合事業については、体制整備の時間的必要性から

平成２９年３月３１日まで施行を猶予する規定です。 

 第６項から第８項までは、それぞれ在宅医療介護連携の推進、生活支援サービスの充実強化、

認知症施策の推進についての規定ですが、地域支援事業の充実に向けた取り組みへの必要性から、

平成３０年３月３１日まで施行を猶予する規定です。 

 いずれも「市長が定める日」としておりますが、その翌日がそれぞれ施行日となります。 

 なお、介護保険条例の一部を改正する条例の施行日自体は平成２７年４月１日としております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第３２号の提案理由の説明を終わります。御審議の上、御

決定賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵 輝孝君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第３３号、対馬

市し尿処理施設条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集の６７ページをお願いいたします。あわせて参考資料、一部改正条例新旧対照表の

４４ページを御参照くださるようお願いいたします。 

 今回の改正は、昨年５月、新たに操業を開始しました対馬中部クリーンセンターにおいて、同

施設から排出されるし尿汚泥を有効活用するため、９月より地域の一般家庭から排出される生ご

みを加え発酵させた汚泥発酵肥料を試験製造しておりましたが、成分分析等の結果を踏まえ、市

民に対し４月から販売を予定しているため、所要の改正を行うものであります。 

 主な内容は、対馬中部クリーンセンターで製造する汚泥発酵肥料を、同施設の小字名である

「みうた」と登録し、ほかの２施設で製造販売している同様の汚泥発酵肥料と同じく１袋１２キ
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ロを消費税込みの１００円で販売するものであります。 

 なお、附則で、施行期日を平成２７年４月１日といたしております。 

 以上で議案第３３号について提案理由と内容の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りま

すようよろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第３４号、

対馬市国際ターミナル条例の一部を改正する条例について、その提案理由と内容について御説明

いたします。 

 議案集の６９ページ、新旧対照表の４５ページをお願いいたします。 

 今回の改正内容は、比田勝港に新たに建設しております国際ターミナルが新年度早々、一部供

用開始が可能なことから、ターミナルの名称、位置並びに利用料を追加するものでございます。 

 まず、第２条の国際ターミナルの名称及び位置でございますが、既存の「比田勝港国際ターミ

ナル」を「比田勝港第２国際ターミナル」に改め、同表厳原港国際ターミナルの項の次に、今回

建設中の建物の名称を「比田勝港第１国際ターミナル」、位置として「対馬市上対馬町比田勝

９５８番地１１」を加えます。 

 また、別表の施設利用料関係は、現在の国内ターミナル同様、事務所、売店、食堂、手荷物預

かり及びコインロッカーを加えております。 

 なお、附則として、この条例は比田勝港第１国際ターミナルの国際航海船舶及び国際港湾施設

の保安の確保等に関する法律（ソーラス条約）に基づいて、国際埠頭保安規程の承認を受けた日

から施行し、別表の備考を除く改正規定は平成２７年４月１日から施行するものでございます。 

 以上、簡単ではございますが説明を終わります。御審議の上、御決定いただきますようお願い

いたします。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、西村圭司君。 

○建設部長（西村 圭司君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第３５号、対馬市

道路占用料徴収条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由とその内容を説明申し上げま

す。 

 議案書の７１ページをお願いします。 

 本議案の主な改正内容でございますが、本条例第２条に規定しております道路占用料の額につ

きましては、道路法施行令第１９条の規定する別表を準用して規定しております。 

 道路占用料の算定は固定資産税評価額を基準に所在地区分ごとに定められているところでござ

いますが、今回、その所在地区分が現行３区分、甲・乙・丙地を５つの区分、第１級地から第

５級地までに区分することとなっております。 
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 今回、国の改正は、平成２６年４月１日から施行されております。この改正の施行を受け、対

馬市の所在地区分が現行乙地から第５級地となるため、対馬市道路占用料の額を規定しておりま

す別表を以下のとおり改正するものでございます。 

 個々の占用料の改正内容につきましては、新旧対照表の４６から４９ページに添付しておりま

す。 

 なお、附則としまして、施行期日を平成２７年４月１日から施行することとしております。 

 なお、経過措置としまして、本条例の施行日の前日までに占用の許可を受けているものの占用

料の額については、改正前の条例の例によるものとしております。 

 以上、簡単ですが、議案第３５号の提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決

定賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 

午前11時47分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。上野洋次郎君より、早退の届け出があっております。 

 一括議題となっております１６件について説明が終わりましたので、これから質疑を行います。 

 議案第２０号から議案第２２号までの総務部関係条例３件について、質疑はありませんか。

７番、黒田昭雄君。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  議案２１号はよかったですよね。２１号の対馬市コミュニティー

センター条例の一部を改正する条例ということで質問したいんですが、瀬のふれあいセンターと

小茂田のふれあい館が追加されたと思いますけども、これは市民の意向によってこういうふうに

なったということで、議案については反対するものではないんですが、考え方についてお伺いし

たいというのが、今現在、こういったコミュニティーセンターを含めまして、漁民センターとか、

いろいろな地域で集まるところが施設があるわけですけれども、今現在、市のほうでも空き家対

策とか、また今回、教職員の住宅の改正もありましたけれども、今、国のほうでもなるべく地域

コミュニティーの中で地域でできること、そういうことはやっていこうという流れの中で、新し

く、今後、いろんなコミュニティーセンター、または漁民センターとか、そういうのが老朽化し

た場合、このように新たなものを建てられるという、そういう考えというのはこれからの時代い

かがなものかなと感じるわけですけども、そこのところ、そういう議論があったのかどうかを含

めまして、今後のことも含めまして御説明いただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  今、黒田議員のほうから、これから先、公共施設をつくっていくに当た

っての空き家とか、また空き校舎の話も出てくるかもしれませんが、教員住宅のお話もございま

した。それらをどのように使っていくのかということは、当然大事な視点であるというふうにも

思っております。 

 千何百軒という空き家があるのも、空き家といいますか、ところが管理をこちらに任せていた

だけないという一面もあるんですけども、難しいところもありますが、少なくともそういう視点

で、これからは臨まなくてはいけないとは思っております。 

 ただし、たまたま今回の瀬と小茂田という地域は、家の僕らがよく言う長男さんといいますか、

長男さんがよく残ってある地域だものですから、そのようなのは散見できないような感じでござ

いますけども、これからは今おっしゃられたような視点というのをしっかり入れて、考えていか

なくてはいけないというふうに思いながら拝聴しておりました。ありがとうございました。 

○議員（７番 黒田 昭雄君）  よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  いいですかね。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第２３号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を

改正する条例について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第２４号から議案第２６号までの教育委員会関係条例３件に

ついて、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第２７号から議案第３１号までの福祉部関係条例５件につい

て、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第３２号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例につい

て、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第３３号、対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例に

ついて、質疑はありませんか。１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ３３号について説明がございましたことで、生ごみを発酵物を

加えて１袋１２キロ当たり１００円で売りますと、９月からそれをやるというようなことを聞い

たわけですが、ここの施設でどのぐらいの生ごみの処理量を考えて、販売可能となった場合、年

間どれだけの回転でその量が確保できるか、この説明を聞きたいと思います。 
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○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵 輝孝君）  中部クリーンセンターでの堆肥の製造については、９月から佐保

地区の農家の住民の方々から生ごみをいただいてできた汚泥と合わせて作成の試験をしてきたわ

けですけども、実質、つくり出したのが１２月からということで、現在、今の量でいくと、およ

そ２５０袋、３カ月、２月までで２５０袋ほどできる計算になっております。それでいくと、月

大体１トン程度になろうかと思います。 

 まだ、生ごみの量とかについては若干少なくなっておりますので、今、９対１とか８対２とか

という割合で計画はしておりますけども、搬入量等に合わせて投入をしておりますので、実質、

月に何キロというような生ごみの搬入の計画は立てておりません。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  大事なことは、これを利用する生産農家が使うか使わんか、こ

こが大きな課題でございますが、そこらは例えばこれをＰＲをどのようにして、生産団体とのこ

れを進める方向で、具体的な対応というのはなされておりませんか。非常にここが大事なところ

ですが、その辺はどうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵 輝孝君）  でき上がった堆肥の使用については、現在、成分分析等の結果を

終えて、ある程度、堆肥としての成分はあると、汚泥堆肥ということで販売はオーケーというこ

とで確認をとっております。現在はまだ試用中なので、今は地域の方々に還元をしている状況で

す。 

 ただ、この条例ができて、４月１日から袋詰め等が完成するわけですけども、ほかの２施設も、

厳原と上対馬のほうにも同じような施設からできる汚泥堆肥がありますので、全島的に考えて、

堆肥の販売については考慮していかなければいけないと思っております。 

 今のところ、袋詰めということで販売をいたしておりますが、農家が使用するに当たっては、

袋詰めというのは大変不便を来しているんじゃないかと認識をしております。それで、できれば

ばら売りといいますか、別途トン単位での販売ができないかというようなことで、方向性を考え

ていきたいと思っております。 

 以上です。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  終わります。 

○議長（堀江 政武君）  よろしいですか。ほかに。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第３４号、対馬市国際ターミナル条例の一部を改正する条例
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について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  次に、議案第３５号、対馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

について、質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております１６件は、委員会への付託を省略したいと思

います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。１６件は委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから１６件について、各案ごとに討論、採決を行います。 

 まず、議案第２０号、対馬市行政手続条例の一部を改正する条例について、討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２１号、対馬市コミュニティーセンター条例の一部を改正する条例について、討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２２号、対馬市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について、討論

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２３号、対馬市自家用有償バス運行に関する条例の一部を改正する条例について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２４号、対馬市心身障害児就学指導委員会条例の一部を改正する条例について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号、対馬市スクールバスの運行及び管理に関する条例の一部を改正する条例

について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２６号、対馬市教職員住宅管理及び使用料条例の一部を改正する条例について、

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２７号、対馬市保育所条例の一部を改正する条例について、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 
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 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号、対馬市子ども・子育て会議設置条例の一部を改正する条例について、討

論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２９号、対馬市児童厚生施設条例の一部を改正する条例について、討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３０号、対馬市特別養護老人ホーム条例の一部を改正する条例について、討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号、対馬市助産施設条例の一部を改正する条例について、討論はありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３２号、対馬市介護保険条例の一部を改正する条例について、討論はありません
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か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３３号、対馬市し尿処理施設条例の一部を改正する条例について、討論はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３４号、対馬市国際ターミナル条例の一部を改正する条例について、討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３５号、対馬市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について、討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２６．議案第３６号 

日程第２７．議案第３７号 

日程第２８．議案第３８号 

日程第２９．議案第３９号 
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日程第３０．議案第４０号 

日程第３１．議案第４１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２６、議案第３６号、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条

例から、日程第３１、議案第４１号、対馬市生ごみ等堆肥化施設条例までの６件を一括議題とし

ます。 

 提案理由の説明を求めます。福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  ただいま一括議題となりました議案第３６号から議案第３８号まで

の３議案につきまして、その提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 議案集の７５ページをお願いいたします。 

 初めに、議案第３６号、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例についてでございます。 

 平成２４年８月に子ども・子育て関連三法が制定され、この平成２７年４月から子ども・子育

て支援新制度が施行されます。この制度では、小学校就学前の子供が幼稚園や保育所等の教育・

保育施設を利用した場合には、子供のための教育・保育給付が給付されることとなりました。こ

の給付を受けるためには、保護者が給付を受ける資格を有することなどの認定を受ける必要があ

ります。認定に係る基準について、条例により定めるものでございます。 

 なお、この基準は、子ども・子育て支援法第２０条第３項に基づき、平成２６年６月９日に公

布された国の内閣府令、子ども・子育て支援法施行規則をもとに定めることとされています。 

 では、内容につきまして御説明申し上げます。 

 第１条から第３条までは、条例の趣旨、保育の必要性の基準並びに保育必要量の区分を定めて

います。 

 次に、第４条では、保育の優先利用の基準を定めています。 

 附則で、施行日を平成２７年４月１日からとしています。 

 なお、あわせて、本条例の制定により、従来までの対馬市保育の実施に関する条例は廃止する

ことをうたっています。 

 次に、議案第３７号、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例に

ついてでございます。 

 議案集の７９ページをお願いいたします。 

 子ども・子育て支援新制度が開始されることに伴い、国からの給付額や徴収すべき保育料の負

担額が平成２７年度から改定され、保育所保育料及び幼稚園保育料の見直しが必要になります。

この料金改定にあわせて、就学前児童の教育と保育に係る利用者負担額を一本化した本条例を制

定するものです。 

 第１条では条例の趣旨、第２条で負担額並びに第３条で利用者負担額の減免をうたっています
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が、必要な事項は規則で定めることとしています。 

 附則で、施行日を平成２７年４月１日からとしています。 

 続いて、議案第３８号、対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例につい

て御説明いたします。 

 議案集の８１ページをお願いいたします。 

 子ども・子育て支援法第８７条において、子供のための教育・保育給付に係る市町村からの報

告、提出、調査等に協力しない保護者や事業者等、また支給認定の変更、取り消しに際して、支

給認定証の提出、返還に応じない保護者に対して、条例に基づき、市町村が１０万円以下の過料

を科すことができる旨の規定があります。対馬市では、この子ども・子育て支援法の規定に基づ

く過料について、必要な事項を定めるものであります。 

 第２条で、正当な理由なしに、対馬市からの報告や物件の提出もしくは提示をせず、あるいは

虚偽の報告をした者や質問に対して答弁等をしない人、もしくは必要な検査を拒み、妨げ、忌避

した人等は１０万円以下の過料に処するとしております。 

 なお、附則で施行日を平成２７年４月１日としています。 

 以上で、議案第３６号から議案第３８号までの提案理由の説明を終わります。御審議の上、御

決定賜りますようよろしくお願いを申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ただいま一括議案となりました議案のうち、議案３９号及び第

４０号の２議案につきまして、提案理由とその内容について御説明申し上げます。 

 まず、両議案に共通するものでございますが、平成２６年４月１日施行の第３次地方分権一括

法に基づき、地方公共団体が居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所及び地域包括支援セン

ターの指定基準を条例で定めることとされたものです。その際に、従うべき基準、参酌すべき基

準について省令改正が行われ、施行の日から１年を超えない期間内において、地方自治体が条例

を制定しなければならないと定められ、今回、条例を制定するものでございます。 

 議案集の８３ページをお願いいたします。 

 初めに、議案第３９号、対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防

支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例についてですが、

条例案は第１章から第５章までの全３５条及び附則で構成をしております。 

 第１章では、総則として、条例の趣旨、定義、基本方針等の一般原則を定めております。 

 ８５ページの第２章では、従業者の必要数や管理者の配置等、人員に関する基準を定め、

８５ページから９５ページの前段の第３章では、第７条から第３１条まで運営に関する基準を定

めております。 
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 ９５ページ中段の第４章では、介護予防のための効果的な支援の方法に関する基本取扱方針、

具体的取扱方針等を定めています。 

 後の第５章では、基準該当介護予防支援に関する基準として、準用規定、読み替え規定を設

けております。 

 附則で、条例の施行日を平成２７年４月１日といたしております。 

 続きまして、議案集１０３ページをお願いいたします。 

 議案第４０号、対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例につい

てでございますが、本市の組織には地域包括支援センターという部署は出てまいりませんが、介

護保険法第１１５条の４６に規定されており、平成１８年度からこれまで厚生労働省令の中で運

用してまいりました。 

 しかしながら、こちらも第３次地方分権一括法の成立・公布に伴いまして、市町村が条例で定

めることとされたものです。 

 第１条では趣旨規定を定め、第２条では用語の定義を定めております。 

 第３条では、被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことを基

本として定めております。 

 第４条では、地域包括支援センターの職員数の基準を定めておりますが、保健師等の職員の資

格に関する基準に係る規定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定は、厚生労働省令の従

うべき基準とされ、条例で異なる内容を定めることは許されません。ただ、そのほかについては

参酌すべき基準とされ、地域の実情に応じて、異なる内容を定めることが許容されます。 

 第５条では、第４条第２項で規定する対馬市地域包括支援センター運営協議会の適正な運営を

定め、第６条では委任規定を設けております。 

 附則において、施行期日を平成２７年４月１日としております。 

 以上、簡単ではございますが、議案第３９号及び第４０号の提案理由の説明を終わります。御

審議の上、御決定いただきますようよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵 輝孝君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４１号、対馬

市生ごみ等堆肥化施設条例につきまして、提案理由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集の１０７ページをお願いいたします。 

 今回の条例制定は、現在、美津島町根緒４７１番地に建設中であります生ごみ堆肥化施設の新

設に伴い、新たに条例の制定を行うものであります。 

 主な条例の内容は、第１条で目的及び設置、第２条で施設の位置、第３条で施設への搬入の承

認、第４条で施設の業務、第５条で搬入の手数料、第６条で管理の代行等について定めておりま
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す。 

 なお、附則で、施行期日を平成２７年４月１日といたしております。 

 以上で、議案４１号についての提案理由と内容の説明を終わります。御審議の上、御決定賜り

ますようよろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから６件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。１６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  予定では付託される予定ですので、所管外ですので、１点だけ

お尋ねをしておきたいと思いますが、議案の第３６号になります。 

 対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例が今回制定されようとしておりますが、施行が本

年の４月１日から施行ということで附則のほうにうたわれておりますが、確認いたしますが、こ

の条例は４月１日からですから、来年の入所の算定になるのか、もしくはこの４月１日からの、

それぞれ今月より入所者の確定はあると思うんですが、そこらあたりの整合性といいますか、そ

れをまず確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  国のほうから条例の施行もあっておりますので、この４月の入所児

童の分から施行といいますか、判定をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １６番、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  この条例がまだ可決はされていないわけですが、それぞれ来年

の４月１日からの入所される保護者の方にはそれぞれ行っていると思うんですが、私がなぜこれ

言いますかというと、実はこういう事例があるんですね。市から保育所の応募がありました。そ

れで、申し込みました。そのときはこういう条例がもちろんないわけですから、ちょっと今は待

機児童が多いために、抽せんになるかもわかりませんというふうな市の対応であったようでござ

います。 

 しかし、その後、この条例の制定に向けて内部で検討されたと思うんですが、その後、電話で、

あなたはお子様が２名ですので、市の基準によって入所はできませんという返事をされたそうで

すが、私は非常に冷たい接し方じゃないのかな。 

 本来ならば、これが４月１日からの施行ですので、可決されればですね、ですからこの１年間

なら１年間、保護者に対して周知徹底をして、そして来年の４月１日からの入所の算定にされる

分については、私は国の指導もありますからやむを得ないと思うんですが、受け付けた段階で定

員オーバーしていますから抽せんになるかもわかりませんという対応をまずしています。その後、

いろいろ国の指導がありまして、この条例の準備をされたんでしょう。実をいいますと、国から

の指導がありますので、多子といいますか、３子以上を優先しますので、あなたはお子様が２人
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ですので今回は入所ができませんと、果たしてそれでいいんでしょうかね。 

 私は、この４月１日からの条例が生きてくるならば、この１年間、やはり保護者に対してのそ

ういう入所基準といいますか、優先順位、それをまず示してから取りかかっていただきたかった

なと思います。 

 きのうの本会議の中で黒田議員も質問されましたけど、特に盒知の保育所１カ所で、へき地は

ありますが、非常に待機が恒常化しております。非常に保護者の方は困っておられます。勤務が

厳原の方は厳原の保育所なんかに朝夕送迎されるんですが、特に盒知の市街地で働いておられる

方は厳原までわざわざ朝夕送っていって、迎えに行かなきゃいけないと。特に、今後、新病院が

５月から開院いたしますが、この傾向はますます私は拍車がかかるんじゃないかと。 

 私は、市長にもお願いしておきます。子育て支援、子育て支援と言いますが、やはり抜本的に

これを見直さないと、非常に慢性化してしまうといいますか、第３子以上であれば優先しますと

言いますが、２子がいなければ３子ができないわけですから、そこらあたり、私は基本的に考え

ていただきたいと思いますが、もう一度確認いたしますが、そういう手順で今事務的には進めて

いると思いますが、この４月１日からそういう基準でやるということですかね。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  この４月から、この手順で進めております。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  いいです。 

○議長（堀江 政武君）  よろしいですか。ほかに、１５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  １０７ページの議案第４１号、先ほどもごみのことをちょっと

触れたんですが、これはたしか１年半前か２年前の私は計画の概要をちょっと聞いておったんで

すが、これは家庭用生ごみという提言の中で、農林水産省の補助事業を受けた施設だと思います。

そのときには家庭用というふうな事業の提言がございます。この運用になりますと、対馬市生ご

みという言葉になっております。 

 私が申し上げていることは、例えば魚の解体した残渣、例えばマグロの内臓、これをここに持

ち込んだ場合、肥料として活用する方向はわかりはしますが、補助事業の制度の中で、家庭用生

ごみという１つの補助対象の中からこれが運用の中でいいのか、これ補助事業の取扱要綱に触れ

ないのか、これを確認の上にこのことをやっているのかをお尋ねします。 

○議長（堀江 政武君）  市民生活部長、俵輝孝君。 

○市民生活部長（俵 輝孝君）  生ごみ施設の堆肥の投入というか、生ごみの件でしょうけども、

本来、確かに国の農山村漁村支援プロジェクトですか、プロ交の補助金を受けて事業を開始した

わけですけども、当初、確かに農作物、特にアスパラ等を表に計画を立てております。その生産

増加ということで、生ごみを使って分別収集を行い、堆肥化を図るということで、基本計画、そ
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れから事業の承認を受けて、申請を行っている状況であります。 

 ただ、添加物等については表記等がありませんので、生ごみとあわせて、その他残渣には限ら

ず、ありとあらゆる島内でできる添加物等があれば、試験的にでもまぜて、いろんな意味で循環

型の堆肥をつくりたいと。 

 特に、今、対馬市のほうで、農林のほうでもバークと魚の残渣ということで、大変いい堆肥が

できたという実証実験があっておりますので、計画を進めていく中で、魚の残渣を生ごみの堆肥

と合わせれば、大変いい残渣ができるんじゃないか、循環型の社会ができるんじゃないかという

ことで、生ごみにあわせて魚の残渣も投入する計画をいたしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  対馬市が補助事業を行う前の事業計画書を見られてから、今の

答弁ですか。そういうふうなことが 初から入っていますか。 

 私の説明を聞いた範囲では、家庭用という言葉が入っておりました。当時の説明では。だから、

その辺をここで言い合ってもしようがございませんが、運用上の話で今やっているから、それは

わかるんですが、当初の計画とこの問題が、補助事業の取り扱い上、問題ないかというふうなこ

とを言っているわけです。ですから、それがその場でわからねば、今会期中の中で確認すれば結

構です。 

 以上で終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ほかにありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 ただいま一括議題となっております６件は、配付しております議案審査付託表のとおり、所管

の各常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３２．議案第４２号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３２、議案第４２号、辺地に係る公共的施設の総合的な整備計画

についてを議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  ただいま議題となりました議案第４２号、辺地に係る公共的施

設の総合的な整備計画について、提案理由を御説明申し上げます。 

 議案書は１０９ページでございます。 

 本案は、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第
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１項の規定によりまして、議会の議決を求めるものでございます。 

 今回、提案しております１６の辺地のうち、新規計画が美津島町鴨居瀬、豊玉町仁位、同じく

塩浜、峰町佐賀、上対馬町泉の５辺地で、変更計画が厳原町の厳原、久和、内院、美津島町盒知、

豊玉町廻、上県町佐須奈、佐護、仁田、伊奈、上対馬町琴、一重の１１の辺地でございます。 

 それでは、各辺地の事業内容をかいつまんで御説明申し上げます。総合整備計画書（案）をご

らんいただきたいと思います。 

 まず、新規計画から説明いたします。１１０ページをご覧いただきたいと思います。 

 鴨居瀬辺地は、消防団に配備されている小型動力ポンプ付積載車を更新する計画でございます。 

 なお、８辺地で車両の更新を計画しておりますので、事業費は８辺地とも同額での計上となり

ます。 

 続きまして、１１１ページ、仁位辺地でございますが、豊玉診療所で使用している昇降フロー

ティング撮影台を更新する計画でございます。 

 なお、２辺地で医療機器の更新を計画しておりますので、事業費は２辺地とも同額での計上と

なります。 

 続きまして、１１２ページをお願いいたします。塩浜辺地でございます。塩浜小学校が豊玉小

学校に統合されることに伴い、遠距離通学となる児童の交通手段を確保するため、スクールバス

の購入及びスクールバスの車庫を建設する計画でございます。 

 次に、１１３ページの佐賀辺地でございますが、消防団に配備されている消防ポンプ自動車を

更新する計画でございます。 

 続きまして、１１４ページの泉辺地でございますが、消防団に配備されている小型動力ポンプ

付積載車を更新する計画でございます。 

 続きまして、変更計画になります。 

 まず、１１５ページの厳原辺地でございます。消防署に配備されている高規格救急車、小型動

力ポンプ付積載車、化学付消防ポンプ自動車の更新を追加するものでございます。 

 続きまして、１１７ページの久和辺地でございます。消火栓の布設替えを追加するものでござ

います。 

 続きまして、１１８ページ、内院辺地でございますが、漏水事故等が多く、施設の維持管理に

苦慮しております水道設備の改良を追加するものでございます。 

 次に、１１９ページ、盒知辺地でございますが、水の安定供給の中枢を担う盒知地区中央監視

装置の更新及び消防団に配備されております小型動力ポンプ付積載車の更新を追加するものでご

ざいます。 

 続きまして、１２１ページ、廻辺地でございますが、消防団に配備されている小型動力ポンプ
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付積載車の更新を追加するものでございます。 

 続きまして、１２２ページの佐須奈辺地でございます。佐須奈診療所で使用している歯科ユニ

ットの更新及び林道茂崎線の落石防止工事を追加するものでございます。 

 続きまして、１２３ページ、佐護辺地でございますが、小型動力ポンプ付積載車の更新を追加

するものでございます。 

 次に、１２５ページの仁田辺地でございます。消防団に配備されております小型動力ポンプ付

積載車の更新及び消火栓の布設替えを追加するものでございます。 

 次に、１２７ページの伊奈辺地でございますが、消火栓の布設替えを追加するものでございま

す。 

 次に、１２８ページの琴辺地でございますが、消防団に配備されている小型動力ポンプ付積載

車の更新及びスクールバス車庫の建設を追加するものでございます。 

 後に、１３０ページの一重辺地でございますが、消防団に配備されております消防ポンプ自

動車の更新を追加するものでございます。 

 以上で、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い

いたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから議案第４２号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３３．議案第４３号 

日程第３４．議案第４４号 
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日程第３５．議案第４５号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３３、議案第４３号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理

者の指定についてから、日程第３５、議案第４５号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定に

ついてまでの３件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま一括して議題となりました議案のうち、議案第４３号につ

きまして、提案理由とその内容を御説明いたします。 

 議案書は１３１ページでございます。 

 議案第４３号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定についてでございますが、

本案件は議案第２１号にて先ほど可決決定いただきました、対馬市瀬ふれあいセンター並びに対

馬市小茂田ふれあい館の管理運営につきまして、市内各区において管理する各集会施設と同様、

それぞれの区に管理をお願いしようとするもので、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基

づき、議会の議決をお願いするものでございます。 

 指定管理者の相手方につきましては、対馬市瀬ふれあいセンターにつきましては、佐須瀬区、

対馬市小茂田ふれあい館につきましては、小茂田区でございます。 

 指定の期間は、平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５カ年といたしておりま

す。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明といたします。よろしく御承認賜りますようお

願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４４号、

対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について、その提案理由と内容について説明をいた

します。 

 議案集の１３３ページをお願いいたします。 

 昨年９月議会において提案し、議決いただきました対馬市仁田ダム運動公園条例第３条により、

効率的かつ効果的な管理運営を行うため、公募により指定管理者を指定するものでございます。 

 対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例第２条により、公募の結果、対馬ゴル

フ倶楽部１団体のみの申請がございました。 

 審査の結果、指定管理者候補、対馬ゴルフ倶楽部、理事長、田代治徳氏を指定管理者と指定し

たく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決をお願いするものでござい

ます。 

 なお、指定管理期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５年間といたして
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おります。 

 以上、簡単ではございますが、説明を終わります。御審議の上、決定いただきますようお願い

いたします。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、阿比留勝也君。 

○農林水産部長（阿比留勝也君）  ただいま一括議題となりました議案第４５号、対馬ふるさと伝

承館の指定管理者の指定について御説明を申し上げます。 

 議案書の１３５ページをお願いいたします。 

 本案件は、対馬ふるさと伝承館の管理運営につきまして、平成２２年４月１日より、有限会社

上野食品を指定管理者として委任し、管理運営を行ってきておりますが、平成２７年３月３１日

をもって契約期間が満了となりますので、対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条

例の規定に基づき、公募、審査を行い、指定管理者候補を選定し、昨年１２月の第４回定例会に

おいて指定管理者の指定についての議案を上程しておりましたが、候補者から辞退届が提出され

ましたので、議案の取り下げをお願いし、御承認をいただいたものでございます。 

 このため、改めて指定管理者候補を選定する必要が生じましたので、同条例の規定に基づき、

再度公募を行ったところ、５団体からの応募がありました。 

 選定の結果、指定管理者候補、一般財団法人対馬市農業振興公社理事長、永留正司氏を選定し、

指定管理者として指定いたしたく、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を

お願いするものでございます。 

 指定管理者候補の選定に当たりましては、同条例施行規則の規定に基づき、対馬市指定管理者

選定委員会により申請書の内容についての審査及び候補者出席のもと、ヒアリングを実施いたし

ました。選定方法及び基準に沿って公正に審査した結果、応募要領の選定基準を満たし、かつ審

査ヒアリングの実施により、現在の経営状況及びその実績、指定管理者としての今後の事業計画、

収支計画並びに経営能力、管理能力など総合的に判断し、一般財団法人対馬市農業振興公社理事

長永留正司氏を指定管理者として選定いたしました。 

 なお、指定管理料はゼロ円としております。 

 また、指定管理期間につきましては、平成２７年４月１日より平成３２年３月３１日までの

５年間を予定しております。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから３件に対する一括質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 議案第４３号から議案第４５号の３件は、配付しております議案審査付託表のとおり、所管の

常任委員会に付託します。 

 暫時休憩します。再開は２時１０分からとします。 

午後１時57分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第３６．議案第４６号 

日程第３７．議案第４７号 

日程第３８．議案第４８号 

日程第３９．議案第４９号 

日程第４０．議案第５０号 

○議長（堀江 政武君）  日程第３６、議案第４６号、あらたに生じた土地の確認及び字の区域の

変更について（仁位地区）から日程第４０、議案第５０号、市道の認定について（西高浜住宅団

地内２号線）までの５件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。中対馬振興部長、多田満國君。 

○中対馬振興部長（多田 満國君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４６号、

あらたに生じた土地の確認及び字の区域の変更について（仁位地区）につきまして、その提案理

由と内容を御説明申し上げます。 

 議案集の１３７ページをお願いします。本議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、

あらたに生じた土地を確認し、同法第２６０条第１項の規定により、字の区域を変更するために

議会の議決をお願いするものでございます。 

 本件は、長崎県が事業主体で施工いたしました仁位港湾施設用地として公有水面の埋め立てを

行ったもので、この土地があらたに生じた土地であることを確認するとともに、この区域を豊玉

町仁位字ハロウに編入しようとするものでございます。 

 土地の位置につきましては、添付いたしております議案集１３８ページの位置図、１４０ペー

ジの図面の薄く黒塗りで表示している部分でございますが、豊玉町仁位字ハロウ２０８９の１７、

２０８９の１９、２０８９の２２、２０８９の２６から２０８９の２９まで、２０８９の３６、

２０８９の３７、２０９０、２０９１の３、２０９１の４及び２０９１の１５地先で、面積が

１万５０７.１６平方メートルの土地でございます。 
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 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、御決定賜りますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  建設部長、西村圭司君。 

○建設部長（西村 圭司君）  ただいま一括議題となりました議案のうち、議案第４７号から第

５０号までの４議案は建設部の所管となりますので、提案理由とその内容を続けて説明申し上げ

ます。 

 初めに、議案第４７号、４８号でございますが、いずれもあらたに生じた土地の確認及び字の

区域の変更についての議案でございます。 

 本２議案は、地方自治法第９条の５第１項の規定により、あらたに生じた土地を確認し、同法

第２６０条第１項の規定により字の区域を変更をするため、議会の議決をお願いするものでござ

います。 

 まず、議案第４７号盒知地区でございますが、議案書の１４３ページをお願いします。 

 本件は、長崎県が事業主体で施工しました竹敷港湾改修事業に伴い、埠頭用地として公有水面

の埋め立てを行ったもので、この土地があらたに生じた土地であることを確認するとともに、そ

の区域を美津島町盒知字陽樽ノ甎に編入しようとするものでございます。 

 土地の位置につきましては、添付しております議案書１４４ページの位置図、１４５、

１４６ページの図面の太線で囲んで表示している部分でございますが、美津島町盒知字陽樽ノ甎

乙４７１の１から乙４７１の６、乙４７４、乙４７４の５、乙４７７の３、乙４７１の８、乙

４７１の１０、乙４７１の１２及び乙４７１の１４地先で、面積２,３７１.０７平方メートルの

土地でございます。 

 次に、議案第４８号でございますが、議案書１４９ページをお願いします。本件は、長崎県が

事業主体で施行しました厳原港湾改修事業に伴い、埠頭用地・道路用地・保管施設用地として公

有水面埋め立てを行ったもので、この土地があらたに生じた土地であることを確認するとともに、

その区域を厳原町東里字野良に編入しようとするものでございます。 

 土地の位置につきましては、添付しております議案書１５０ページの位置図、１５１、

１５２ページの図面の太線で囲んで表示している分でございますが、厳原町東里字野良３００、

３０１の１、３０１の６、３０１の８、３０１の３８から３０１の４０及び３０１の４７地先で、

面積１万１,５３２.１９平方メートルの土地でございます。 

 続きまして、議案４９、５０号、２議案でございますが、いずれも市道認定についての議案で

ございます。この２議案は、道路法第８条第２項の規定により、議会の議決をお願いするもので

ございます。 

 これは国道３８２号から市道樽ノ甎陽線を経由した新興住宅地であります西高浜団地内の道路
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で、平成２６年１０月２３日、土地所有者より寄附採納願が提出されましたので、１１月１０日

現地調査したところ、市道認定基準も満たしており、平成２６年１２月１５日に対馬市への所有

移転登記も完了しております。よって、今回市道認定をお願いするものでございます。 

 西高浜団地内１号線が議案書１５６ページの位置図に示しておりますとおり、市道樽ノ甎陽線

に接続する対馬市美津島町盒知字樽ノ甎陽を起点とし、対馬市美津島町盒知字樽ノ甎陽を終点と

する延長１２４メーターの道路で、西高浜住宅団地内２号線が、議案書１５８ページの位置図に

示しております市道西高浜住宅団地内１号線に接続する対馬市美津島町盒知字樽ノ甎陽を起点と

し、対馬市美津島町盒知字樽ノ甎陽を終点とする延長１４３.８メーターの道路でございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第４７号から５０号までの提案理由について説明を終わりま

す。御審議の上、御決定賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  提案理由の説明が終わりました。これから５件に対する一括質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。ただいま一括議題としております５件については、委員会への付託を省略した

いと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、５件について一括して討論、採決を行います。議案第４６号、あらたに生じた土地

の確認及び字の区域の変更について（仁位地区）、議案第４７号、あらたに生じた土地の確認及

び字の区域の変更について（盒知地区）、議案第４８号、あらたに生じた土地の確認及び字の区

域の変更について（東里地区）、議案第４９号、市道の認定について（西高浜住宅団地内１号

線）、議案第５０号、市道の認定について（西高浜住宅団地内２号線）の５件について、討論は

ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め採決します。５件は原案のとおり決定することに御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４１．議案第５１号 
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○議長（堀江 政武君）  日程第４１、議案第５１号、工事請負契約の締結についてを議題としま

す。 

 提案理由の説明を求めます。上対馬振興部長、園田俊盛君。 

○上対馬振興部長（園田 俊盛君）  ただいま議題となりました議案第５１号、工事請負契約の締

結について、（仮称）比田勝認定こども園新築工事（建築本体）につきまして、提案理由の説明

をいたします。 

 議案集の１５９ページをお願いいたします。本議案は、（仮称）比田勝認定こども園新築工事

（建築本体）に係る工事請負契約を締結いたしたく、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 入札の結果につきましては、去る２月１７日に８社による一般競争入札を実施した結果、星野

建設株式会社対馬支店支店長星野光圀氏が３億８,８１１万２,５７１円で落札されましたので、

これに消費税相当額を加算した４億１,９１６万１,５７６円で、去る２月２３日、同氏を相手方

とした工事請負仮契約を締結いたしております。ここに本契約を締結いたしたく、議会の議決を

求めるものでございます。 

 工事の概要につきましては、添付いたしております参考資料１６０ページから１６４ページを

ご覧ください。（仮称）比田勝認定こども園、木造２階建て、建築面積９４７.６２平方メート

ル、延床面積９９８.５０平方メートルの発注でございます。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わります。御審議の上、決定いただきますようお願いい

たします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、議案第５１号に対する討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 
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癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４２．議案第５２号 

日程第４３．議案第５３号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４２、議案第５２号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地方

公共団体の数の減少及び規約の変更について及び日程第４３、議案第５３号、長崎県病院企業団

規約の変更に関する協議についての２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  ただいま一括として議題となりました議案のうち、議案第５２号に

つきまして、その提案理由と内容について御説明申し上げます。 

 議案書は１６５ページでございます。議案第５２号、長崎県市町村総合事務組合を組織する地

方公共団体の数の減少及び規約の変更についてでございますが、今回の改正は、本年３月３１日

をもって、長崎県南部広域水道企業団が解散することに伴いまして、長崎県市町村総合事務組合

の共同処理する団体に変更が生じるため、地方自治法第２９０条の規定により、議会の議決をお

願いするものでございます。 

 また、組合の議会の議決すべき事件のうち、組合市町村の一部に係るものにつきましては、当

該事件に関係する市町村から選出されている議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半

数でこれを決することとするため、特別決議についてあわせて規定をするものでございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定く

ださいますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  ただいま議題となりました議案第５３号、長崎県病院企業団規約の

変更に関する協議について御説明申し上げます。 

 議案集は１６９ページ、１７０ページをお願いいたします。対馬いづはら病院と中対馬病院を

統合し対馬病院とし、引き続き病院企業団で経営することとしたため、所要の改正を行うもので

ございます。 

 変更内容といたしましては、別表１中「対馬いづはら病院、中対馬病院」を「対馬病院」に改

めるものであり、この規約変更について地方自治法第２８６条第１項及び第２９０条の規定によ

り議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから２件に対する一括質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 
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 お諮りします。２件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。２件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 これから、２件に対する一括討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。議案第５２号、長崎県市町村総合事務組

合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の変更について、議案第５３号、長崎県病院企業

団規約の変更に関する協議についての２件は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。２件は原案のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４４．議案第５４号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４４、議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

７号）を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。総務部長、桐谷雅宣君。 

○総務部長（桐谷 雅宣君）  予算の説明に入ります前に、本予算書の提出が当日配付になりまし

たことに対してお断りを申し上げます。国の補正予算の成立以降、予定事業の事業内容等につき

まして関係機関との協議に日程を費やしたところでございます。御理解賜りますようよろしくお

願いいたします。 

 それでは、ただいま議題となりました議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算

（第７号）につきまして、提案理由とその内容を御説明申し上げます。 

 今回の補正は、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策として、去る２月３日に成立いたし

ました国の平成２６年度補正予算（第１号）に伴う事業の予算が主なものでございます。 

 緊急経済対策は、経済の好循環を確かなものとするため、地域住民生活の緊急支援や「まち・

ひと・しごと」の創生に向けた総合戦略の先行実施、災害復旧、災害対策の強化等を講じること

とされ、本市においても速やかに実行してまいりたいと考えております。 

 それでは、予算書の１ページをお願いいたします。平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

７号）は、次に定めるところによることを規定をし、第１条第１項歳入歳出予算の補正は歳入歳

出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億８,３００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出

それぞれ３５２億６,６２０万円とするものでございます。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
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算の金額は、２ページからの第１表歳入歳出予算補正によるとするものでございます。 

 第２条繰越明許費の補正は、繰越明許費の追加及び変更を４ページからの第２表繰越明許費補

正によるものとし、１２件の追加、１件の変更でございます。 

 第３条地方債の補正は、地方債の追加及び変更を６ページからの第３表地方債補正によること

と定め、一般補助施設整備等事業債を追加し、緊急防災、減災事業債の限度額を変更増とし、合

わせまして５９億６,９２０万円といたしております。 

 次に、歳入歳出補正予算の内容について主なものを御説明いたします。 

 歳入でございますが、１０ページをお願いいたします。１０款地方交付税は、普通交付税を

１,１３２万３,０００円の追加、１４款国庫支出金は、離島活性化交付金及び地域活性化・地域

住民生活等緊急支援交付金１億９,２４７万７,０００円、１５款県支出金は、林道開設事業補助

金３,０００万円、２１款市債４,９２０万円をそれぞれ計上いたしてございます。 

 続きまして、歳出についてでございますが、今回補正します緊急経済対策等の事業につきまし

ては、参考資料のほうをお願いいたします。参考資料１ページに記載をいたします１３事業でご

ざいます。その代表的なものの主なものにつきまして御説明をいたします。 

 資料１ページ、下段にございます対馬域内消費拡大事業でございます。予算書は１４ページの

ほうになります。７款１項２目商工振興費でございます。プレミアム付き商品券等を発行し、市

内の消費拡大、商工の発展、子育て世代の支援を図るもので、事業費は９,５０５万８,０００円

を予定をしております。 

 参考資料は４ページの中ほどの創業等支援事業をお願いいたします。予算書は１２ページの企

画費でございます。市内における創業や新たな分野の取り組みなどを支援をし、新たな雇用や地

域資源の活用を図っていくものでございます。 

 具体的には、６次産業化推進、農商工連携支援、新規ビジネス応援、対馬どぶろく特区活用支

援などの取り組みに対して支援するもので、事業費は１,０００万円を予定をしてございます。 

 資料７ページをお願いします。同ページの下段でございますが、ＶＩＳＩＴ ＴＳＵＳＨＩＭ

Ａ事業でございます。予算書は１４ページの観光費でございます。国内からの誘客を図るととも

に、Ｗｉ癩Ｆｉ環境の整備、観光地等の多言語化の強化を図っていくものでございます。 

 具体的にはご当地プレーン事業といたしまして、機体のラッピング、パンフレットの搭載、機

内でのアナウンスなどに６００万円、観光情報発信事業として観光情報誌等への観光宣伝情報の

発信へ１,６３１万円、Ｗｉ癩Ｆｉ環境の整備に９７２万円など、全体といたしまして３,３０３万

円を予定をしてございます。 

 資料の１４ページをお願いいたします。上段の地域包括ケアシステム構築事業でございます。

予算書は１２ページの保健衛生総務費でございます。２０２５年問題を見据え、住まい、医療、
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介護、予防、生活支援が一体的に提供されるシステムの構築を検討するものでございます。検討

委員会の開催経費等も含めまして７００万７,０００円を予定をしてございます。 

 また、これらのほか、林道開設事業、集会施設開設事業、小中学校屋内運動場改修事業など、

それぞれ予定をしてございます。 

 以上、簡単ではございますが、提案理由の説明を終わります。よろしく御審議の上、御決定い

ただきますようお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  本日これ配られたばっかりなんですが、この歳出のところ、ずっ

とざっと見ていきますと、委託料という名前がめちゃくちゃ多いですよね。合計４,２３６万

５,０００円、これ設計とかそういうのを除いても、これですね。総額２億８,３００万円のうち

１.５％が委託料。こういう事業が出てくるたんびにコンサルタント頼みという姿勢がずっと続

いてます。 

 いろんな会議等に傍聴等もいきますが、一応若手職員がつくったことになっているというか、

資料についての市民からの説明を求める質問があった際にも、簡単に言えば用語の説明、その程

度のものも回答できない、そういう場面をよく見ます。市役所の職員を本当に育てよう、人材を

育成しようという姿勢が今まで足りなかったんじゃないかと感じます。 

 コンサルタント頼みではなくて、しっかりと市役所の職員で組み立てられるように人材育成を

行っていただきたいと、その点について、市長どういうふうに思われますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  全てがコンサル任せで、職員の育成ということが大切なんじゃないか、

これからの地域づくりにとって必要なんじゃないかというお話だというふうに受けました。まさ

しくそのとおりでございます。 

 今その職員を育成をしていくという中途だとも思っております。早急に物事を進めていきたい

と、地域づくりを進めていきたいという思いで職員採用の問題につきましても、社会人枠とかい

う形で、一定の民間でのスキルを持った方たちを採用をしていきながら、今職員のほうにもその

ような刺激を感じていただいておるところであります。 

 また、先だって、九州大学の先生が委員でお見えになりましたけども、会議に。その先生がお

っしゃられた言葉ということで、委員の別の方から私に伝聞でございますけども、その先生は九

州中を回っているそうですね、いろんな委員としてですね。 

 そういう中で、対馬に来るのが実は楽しいと、なぜならば職員が一生懸命やる気を出してやろ

うとしていることが、ほかの自治体とも違うところが見受けられるということも、法学部の先生
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のほうから言葉が私のほうに伝聞で届きました。まだ当然、全員が育ったとかいうことは決して

申し上げませんが、そういういろんな外の地を感じながら、どのようにすれば市民のためになる

のかということを思って、職員も日々頑張ってくれているというふうに思っております。 

 また、職員研修等もしっかりと取り組んで私どももおるところであります。御理解をいただけ

ればと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  私も全ての職員がそうなんだというふうに言ってるわけではあり

ません。一生懸命取り組んでらっしゃる方ももちろんいらっしゃる、感心させられる、自分で自

腹を切って自己研さんに励んでらっしゃる職員もいらっしゃることは、もちろん私も承知してお

ります。 

 ただ早く、このコンサル頼みというところから脱するためには、市の職員だけではなくて、地

域の方をも、それから今度一般質問でも取り上げますがＮＰＯ等の活用方法、協力をしていただ

いて、今市がやっている仕事を、このままずっと市がやり続けることがいいのか、そういう方々

と協力してやっていくのがいいのか、私は後者だと思ってます。 

 今後こういうＮＰＯ等新たな公共サービスの担い手について育成をしていく、そういう施策等

もぜひ盛り込んでいただきたいということを要望して終わります。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今提案があった中で、プレミアム付きの商品券ということで、子

育て世帯にはさらに１０％から２０％上乗せということで説明がありました。大変好ましいこと

だと思います。子育て世帯、大変奮闘してあるわけですから、私も一般質問の中でも、あす予定

をしているんですけどもね、今回補正で取り上げていただいたということは大変期待をしており

ます。 

 それで、この子育て世帯というのは、対象というか範囲をどのあたりに想定してあるのか。そ

れから、一般のプレミアムの分と、それから子育ての分を枠を分けて設定するのか。枠は設定な

しのままで子育て世帯には上乗せするのか、そのあたり、もし今の時点でわかっておれば御説明

ください。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  一般の現在時点での組み立てということで御理解いただきたい

と思いますが、一般のプレミアム商品券につきましては、今のところ１万円で１万２,０００円

分の商品券を発行し、生活支援を行うというような内容になっております。 

 それと、それに上乗せする形で子育て世帯については、この子育て世帯というのが福祉部の調

査をいただいたところ、２,４３０世帯、これ中学生以下の子育て世帯です。（「中学生以下」
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と呼ぶ者あり）はい、中学生以下の子供さんがいらっしゃる世帯が２,４３０世帯と、そのあた

りを念頭に置いて組み立てを行ったものでございます。 

 ですから、一般のプレミアム付き商品券が仮に２０％としますと、それに加えて子育て世帯に

ついてはさらに２０％上乗せして、４０％というような組み立てを現時点ではしておるところで

ございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  およそのことはわかりました。それで子育て世帯という場合、中

学生以下を想定してあるということですけど、高校生まで含めることは考えてないのかというこ

とを一度確認をしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  総合政策部長、平間壽郎君。 

○総合政策部長（平間 壽郎君）  ９,５００万という全体の予算でございますので、今のところ

子育て世帯に対する予算配分と申しますとおかしいですけど、約１,０００万を見込んでおりま

すので、こういうふうに全体として限られた予算ですので、一般の消費者についてと子育てとの

バランスもございますので、予算的にもっとゆとりがあれば子育て世帯にも手厚くするというこ

とも可能なんでしょうけど、とにかく国の交付金、限られた予算ですので、その範囲内で現在組

み立てているのが現状でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  もう、いいです。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか、はい。ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、これで質疑を終わります。 

 本件は、配付しております議案審査付託表のとおり、各常任委員会に付託します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４５．発議第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４５、発議第１号、議会改革特別委員会の設置に関する決議を議

題とします。 

 提案者の趣旨説明を求めます。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  発議第１号を提出しますので、よろしく賛同お願いします。 

 発議第１号、対馬市議会議長堀江政武様、提出者、対馬市議会議員大部初幸、賛成者、同、小

川廣康、同、脇本啓喜、同、小田昭人。 

 議会改革特別委員会の設置に関する決議、上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条の規

定により提出をします。 
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 提案理由、地方創生時代の今日、民意の反映が任務である議会の革新こそが議会の重要な使命

であります。 

 中央集権時代の議会から脱して、地方創生の牽引役を議会が果たせるよう、また二元代表の一

翼を担う議会が十分機能するためにも、議会の質的充実を図る改革が求められています。 

 このような状況のなかで、本市議会といたしましても、去る２月２４日に開催されました議員

全員協議会において、議会の改革を図る目的で特別委員会を設置すべきとの申し合わせがなされ

たところであります。 

 よって、本定例会に議員発議として、議会改革特別委員会を設置することを提案するものであ

ります。 

 議会改革特別委員会の設置に関する決議、次のとおり、議会改革特別委員会を設置するものと

する。 

 記、１、名称、議会改革特別委員会、２、設置の根拠、地方自治法第１０９条及び対馬市議会

委員会条例第６条、３、目的、対馬市議会の議員定数及び議会改革に係る調査、研究、４、委員

の定数、２０名、議長を除く全議員です。５、期限、調査が終了するまで閉会中も調査を行うこ

とができる。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。質疑を終わります。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員会への付託を省略することに決定しま

した。 

 これから討論、採決を行います。発議第１号、議会改革特別委員会の設置に関する決議につい

て、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は原案のとおり決定することに御異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。 

 ただいま設置されました議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８条第

１項の規定により、議長を除く全議員を委員に指名します。 



- 115 - 

 これより正副委員長互選のため、議会改革特別委員会を議員控え室に招集します。 

 暫時休憩します。 

午後２時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後３時08分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 議会改革特別委員会の委員長に山本輝昭君、副委員長に渕上清君が決定しましたので報告しま

す。 

 なお、委員会の議決により、特別委員会に議員定数部会及び議会活性化部会の２部会が設置さ

れておりますので、あわせて御報告いたします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第４６．請願第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第４６、請願第１号、対馬市議会議員の定数削減を求める請願を議

題とします。 

 お諮りします。本請願は配付の議案審査付託表では総務文教常任委員会へ付託することにして

おりますが、ただいま発議第１号により設置されました議会改革特別委員会の検討項目と目的を

同じくするものであります。したがって、本請願は付託先を変更して、同特別委員会へ付託の上、

審査することにしたいと思います。これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は議会改革特別委員会へ付託することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。あすは定刻より本会議を

開き、市政一般質問を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時10分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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農林水産部長  阿比留勝也君 

建設部長  西村 圭司君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  豊田  充君 

中対馬振興部長  多田 満國君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  中村 三喜君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  永野 清利君 

消防長  竹中 英文君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  糸瀬 美也君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。波田政和君より欠席の届け出があっております。 

 ただいまから議事日程第３号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 
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○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定しております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。１３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  市民の声を活かす、市民の市政をモットーに頑張っております

１３番議員の小宮教義でございます。一般質問の今回はトップということでございますので、私

の持ち時間はわずかの５０分でございます。よろしくお願いをいたします。 

 今、世界で一番の脅威は、やはり日本人のジャーナリスト、後藤さんと湯川さん、この２人を

公然と殺害をしたあの卑劣なるテロ集団、イスラム国であります。このような国は、一刻も早く

この地球上からいかなる手段を選ぼうとも、早く抹消しなければなりません。これは国連の力に

期待をしたいと思います。 

 今、国会は開会中でございます。この通常国会に、国境離島新法が提案をされる予定でござい

ます。この新法制定においては、谷川代議士さんが 前線でトップに立って頑張っていただいて

おります。谷川代議士におんぶで抱っこで、まことに申しわけございませんが、お力添えをいた

だきたいと思います。 

 それと、今、国会中でございますが、閣僚の辞任が問題になっております。農水大臣の西川大

臣、企業の補助を受けた企業から献金をしたということで、辞職をされました。そしてさらに、

環境大臣、法務大臣なども同様な企業の献金で今追及を受けておるところでございます。何と申

しましょうか、国会も暇なようでございまして、重箱の端をつつくような、このようなことはや

めて、本来の政策論争で激しい論戦をしていただきたいと思います。 

 そして、この西川大臣、やめられたんですけれども、名言を一つ残しておられます。このよう

な名言ですが、「話をしてもわからない人はわからない」と。話をしてもわからない人はわから

ないということです。何かこの対馬に相通ずるものがあるんじゃないかと思いますけれども、こ

ういう名言が残っておりますけれども、私どもの市長もなかなかの名言を残しております。 

 初に初当選をされたときには、１００年後の対馬というすばらしい言葉を発しておられます。

そして、２回目の当選のときには、その年の２４年の１２月のときには、私の一般質問に対して、

次のようなすばらしい名言を残しておりますんで、ちょっと。これは、病院跡地についての言葉

でございます。なかなかですよ、こいつは。 

 「自分が約束をしたことであります。ケアミックスというものを今の対馬いづはら病院の跡地

に設定をしていく、これが私の大事な も一番大きな、今回、厳原地区の方にとって も大きな

約束だったと思っております。その約束をできないときは辞します。それはこの場で明言しま

す」と。次がいいんですけど、「そういうことで、ぐだぐだとやっていく予定は全くありませ

ん」と、このような名言を言っておられるわけでございますが、先ほど申しましたように、西川
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大臣はその職を辞したわけでございますが、いかがでありましょうか。 

 では、さきに通告しておりました２点について、市政一般質問をさせていただきます。 

 いづはら病院跡地の問題、これについては、この施政方針の説明の中にございます。結論から

申しますと、今後は、地域包括ケアシステムを構築をして、その中でいづはら病院跡地の問題を

考えるというふうな説明でございましたが、確認として、この地域包括ケアシステムで今後とも

検討を重ねるのか、行くのか、行かないのか、その２つで御返答をお願いをしたいと思います。 

 ２点目のこの地域創生基本法に関わるものでございますが、よろしいですか、いいですね。こ

れも、この市長の開会挨拶、行政報告の中にございます。この中には、地方創生について、再生

エネルギーの取り組みが説明をされております。よって、この問題については１点だけ確認をし

たいと思います。 

 今、この地方創生においては、国から人材の支援ということがうたっておられますが、対馬市

としては、国へどのような人材の支援を求めておられるのかという点でございます。 

 以上２点、市長の答弁を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。小宮教義議員の質問に答えたいと思います。 

 １点目のいづはら病院跡地の活用についての問題が、１点目で上げられておりました。このこ

とについて説明をさせていただきたいと思います。 

 この対馬いづはら病院跡利用につきましては、一般社団法人巨樹の会に病院運営の同意をいた

だき、病院を開設するため、県病院企業団と厚労省の通達による特例により、開設許可をいただ

くため。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  市長、地域包括ケアシステムに行くのか、行かないのかだけで

よろしいですよ。もうここに答申は出てますから。 

○市長（財部 能成君）  そうですか。 

 地域包括ケアシステムという方向性の中で、対馬を俯瞰した、対馬全体を俯瞰したところでの

医療と介護の、それから地域との連携のあり方というものを検討して、その協議の中で、地域医

療を確保するために、対馬いづはら病院跡利用の医療施設はどのようなものが適切であるかとい

うことを検討していく方針であります。 

 そういう中、この地域包括ケアシステムの策定につきましては、議員をはじめ、統合病院を運

営される病院企業団、医療関係者、市民の代表者をメンバーとする検討委員会を設置をし、策定

をするつもりです。市民の皆様や議会、そして医療関係者と協議をしながら、新たな展開を模索

していきたいというふうに思っております。 

 そういう中、この跡利用施設運営につきましては、対馬の基準病床の問題、それから、対馬の
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医療の現状等を御理解をいただいている予防医療や地域医療に熱心な新たな法人と、今現在交渉

を進めているところであります。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  はい、わかりました。いいですよ、それで。地方創生について。 

○市長（財部 能成君）  人材の支援というポイントを絞り込んでおられましたが、これについて

は、国のほうに人材支援をうちとしては上げております。国のほうが、地方自治体の担当という

ことで、政府コンシェルジュ制度というものを設けております。その中で、対馬を希望している

政府の職員さんが長崎県担当として三十何名でしたか、たしか候補で上がっております。また、

そのうち数名の人はもう対馬を希望されているとか、以前の経験があるとかいうふうなことで上

がっております。 

 それ以外に、私どもとしましては、エネルギーのこの問題について、大学、またコンサル等々

いろんな知見を持った方が、私どものこの自立を目指す島という視点から、エネルギーの分野に

関してお力添えをいただきたいということで、こちらとしては、現時点においては手を挙げてい

る状況であります。 

 国のほうは、情報支援と人材支援と財政支援という３本立ての支援を組み立てていきたいとい

うことで、その人材支援については、そのような組み立てで、今作業中というふうに御理解をい

ただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  先ほど、私が市長の進退についてお話しましたけれども、この

問題については、この議会で責任をとって辞めるんだと言いながらも、３日後には、いや、辞め

ませんよということを市民の皆様はお聞きになっとるわけです。もうこれには慣れておりますね。

問題は、このいづはら病院の跡にどのような医療体系をあそこに残すかということが一番大事な

問題でございます。 

 それと、この議会が始まって思うんですけれども、本来ならこのいづはら病院跡地、当初の目

的の６０床病院はできないわけですから、公の場で市民に対して、両手をついて頭を下げると、

陳謝をするということがまず物事の起こりじゃないんですか。公式の場はこの議会ですから、ど

うですか、両手をついて深く市民に陳謝をしていただきたい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私、この医療の問題につきまして、市民の対馬における医療を提供をし

ていくために、皆さんとともに一定規模の医療施設と介護施設を対馬いづはら病院跡利用施設に

ということで、組み立ててまいったところでございます。 

 これにつきましては、私が陳謝につきましては今の中で申し述べようと思っておりましたけど、



- 122 - 

地域包括ケアシステムだけのお話でとめてくれと今おっしゃられたものですから、あえて私は申

し上げませんでした。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  じゃあ再度。陳謝をお願いします。 

○市長（財部 能成君）  今まで、この問題に関しまして市民の皆様に期待をいただいておったわ

けですが、市民の皆様とそれから病院の運営に同意をいただきました巨樹の会の方々に、大変な

御迷惑をかけたことを深くおわびを申し上げます。 

 ただし、先ほど申し上げましたように、現時点における基準病床との兼ね合いの問題、今、与

えられたこの医療環境の中で、どのように対馬いづはら病院跡施設を活用していくかということ

を、改めて組み立て直しをするために、地域包括ケアシステムというものを組み立て癩癩組み立

ててなかったわけですから、今まで、国も 近言い始めたことでございますけども、これらに早

急に取り組みをし、医療と介護と地域というもののあり方をしっかりと見詰め直していきましょ

うと。それを早急に取り組んでいきたいという思いで、補正の７号に上げさせていただいたとこ

ろであります。 

 また、先ほども申し上げましたけれども、この跡利用施設につきましては、対馬の医療環境と

いうものをよく御存じの法人と改めて交渉を今、進めておるというふうなことを御理解いただけ

ればと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  私は先ほど申しましたように、両手をついて深く陳謝をしてく

ださいと申し上げたはずですが、両手をついて深く陳謝をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私の与えられた仕事というのが、先ほど申しましたように、対馬市民の

皆さんの医療環境を守っていくということに、自分はこの与えられた任期の中でしっかりと取り

組んでいくということで、日々そこに邁進しているつもりでございます。今回のこの一定の判断

が出たわけですけども、この問題については、皆様方の期待に応えることができなかったという

ことで、先ほども申し上げましたようにお詫びを申し上げますという意味でございます。どうも

申し訳ございませんでした。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  では、内容に入りたいと思いますが、前後なるかもしれません

が、この地方創生の関係について、先に行きたいと思います。 

 先ほどの説明ですと、再生エネルギー関係の人材を国のほうには求めておるというふうなこと

ですね。そして、このエネルギーについては、行政報告の中でこのように言っておられるんです

が、市では、雇用の創出と安定的なエネルギーの供給が可能なバイオマスでやるということです。
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で、お尋ねしたいんですけど、この安定的なエネルギーの供給、これ、果たしてできるのかと思

うんですが。今対馬では太陽光パネル発電もできません。なぜできないか。電気が余ってしょう

がないんです。 

 そして今、市が計画しているバイオマスの２,０００キロワットパワー、すると、今の電気よ

りもさらに倍になるんですよ。そのような中で、ここで言う安定的な供給はできるとは思えませ

ん。これができないということは、雇用の安定した確保ができないということですよ。その辺は

どのような理解をされておられますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ２,０００キロというのが、どこのことかちょっとわかりませんが、安

定的なエネルギーの供給ということは、２月１９日の報告会にもお越しでしたから、おわかりだ

と思いますが、電気エネルギーの供給ということと、実は水素ということ、電気エネルギーから

つくり出す水素をどのようにつくり込んでいくかということ、そして、九州電力の内燃機のほう

にその圧縮水素等をどのように供給していくかということも含めて、エネルギーの安定的な供給

というふうに私どもは理解をしております。つくり出した電気エネルギーがそのまま直流が発電

所に流れ込んでいくというだけではなくて、二次的なエネルギーというふうなことも含めての考

え方をこちらは持っておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  経営というのは、やっぱり安定的なものでなければいけないん

ですよ。その確保の第一としては、やはり言われる水素をつくるためにはすごい電気が要ります。

それはわかりますよ。しかし問題は、基本的なベースとして、安定的な経営をするための条件と

しては、まず電気を売るということから始まるんですよね。それで、先ほど言われた２月１９日

ですか、再生エネルギーの報告会がございました。私も行かせていただきました。その中での話

ですよ。２,０００キロワットパワーの契約を立てるんだと、しかし、１００に対して１１０の

支出に当たるんだと、１割の赤字になるんだという話をされておられるんですよ、報告会の中で。

私も、それなりにどれだけの赤字が出るかなと思って計算をしてみました。そうすると、このく

らい出るんです。 

 まず、山から切ってきた未使用材でございますから、電気を買うのは３２円です。そして、つ

くるほうなんですけど、２,０００キロワットパワーにすると、かかる費用が３８円から４０円

はかかるんです、木材を７,０００円ぐらい見ても。そうすると、そこに自然な生ずるマイナス

は、キロワット当たり８円があるんです。そうすると、２,０００キロワットパワーをした場合

には、年間に１億４,１６０万円この赤字が出るんです。赤字が出るんですよ。というのは、

２月１９日もそう言ってましたから、赤字が出ると、言われるように１割は出ます。 
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 それと今、九州電力が今後抑制する問題、幾ら電気をつくっても買わないんですよ。その買わ

ない比率を３割と見ても、４,２００万、金額にして１,８２０万円、これだけの年間の赤字が出

るんです。事業としてはやっていけないんです。そう思いませんか。こう手で計算してもそうい

う計算が出るんですから。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、小宮議員のほうが３２円ということでお話がありました。この木質

バイオマス発電のお話だとわかりましたが、その木質バイオマス発電につきましては、私ども昨

年から国のほうにお願いに行っていたことがあります。それは、３２円の根拠が５,０００キロ

の木質バイオマス発電でイニシャルコストを計算され、それから売電価格を設定をされている、

それではこれからの地方に木質バイオマスというのは広がっていかないんではないかと。だから、

小規模な木質バイオマス発電の単価というものは、どうしてもイニシャルコストが５,０００キ

ロも２,０００キロも変わらずにかかるんだから、そこの単価は変えて見直していくべきだとい

うふうなことを言ってきております。 

 そういう中、２月でしたか、経産省のほうが２,０００キロワット未満の木質バイオマス発電

所に関しましては、４０円で買い取りをしていくというふうな発表があったところであります。

今おっしゃられるように、３２円ではどうしても赤に転じていく部分があります。４０円という

ことで組み立て直しをしていけば、今の８円とかいう話も符合するなというふうに私は今聞いて

おりました。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  対馬市民は、やはり安い電気を買いたいんです。今は、九州電

力さんからいただいておりますけれども、いろいろな契約で数値が違いますけど、平均にして

２８円かそこらだと思います、１キロワットパワー当たり。今回、発送電分離というのがこの法

案で通りましたけども、後５年後の施行でございますが、その中において、市長も言っておられ

ましたけども、九州電力は２０億の年間赤字を抱えておるんだと、この対馬でというお話もされ

ました。それだけの赤字を抱えた中で、今後、発送電分離がどうなっていくのかということなん

ですが、これについては、対馬のような単独でしかできないところ、本土とつながってないとこ

ろは、どういうふうな法の整備がなされているかということです。 

 これは、この前改正されました電気事業法、この中ではっきりとうたってあります。どういう

形でやっていくのかという国の方針がうたってあるんです。この、熟読されておりましょうけど

も、改正法で２条の８号のロというところに、その供給区域内に離島がある場合において、当該

離島における一般の事業に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給という位置づけで、以

下、離島供給ということで上げておられます。 
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 では、どういう内容かということでございますが、このようになっています。主要系統に接続

しておらず、要するに本土とは離れてるんだと、構造的に、供給コストが高くならざるを得ない

離島の需要家に対して、離島以外の地域と遜色のない料金水準で電気の供給を行う義務を記しと

るんです。括弧して、今までのユニバーサル料の義務ということです。 

 そしてさらに、こういうふうな規定もしております。離島供給契約という契約、離島に供給す

る定款ですね。済みません。この中に、離島への供給により、不可避的に、要するに、対馬しか

できないような発生する赤字については、エリアごとに託送料金で、エリアというのは、九州一

円だと思いますが、薄く広く回収を行うんだというふうに、既に基本的なものはできておるんで

す。発送電分離の基本的な考えとしては、まず料金を下げると、競争を促して下げるというのが

基本ですから、もしかしたら今の２８円よりも下がる可能性があるわけですよ。だから、エネル

ギーはつくっても、確かにコストが３８円から４０円かかるけども、それよりも九州電力から今

までどおりユニバーサル料金として、していただいたほうが市民は助かるんじゃないですか。こ

ういうオーラが既にできておるんですよ。どうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  平成３２年の電気事業法によるその発送電分離のお話ですが、要は、発

電と送電と、ある意味もう一つ分ければ配電と、３つに分かれていくと言われております。今の

電力事業者が、これから生き残っていけるところはどこなのかという話がよく言われてます。そ

れで、配電分野しかないんではないかとか、送電分野は地方公共団体に持っていくんではないか

とかいう話もあります。発電分野については、いろんな人が参入をしてくるという話になってお

ります。 

 九州電力が、未来永劫発電分野というのを抱えてやっていけるのかというふうなことも、私は

危惧をしております。分社化等される中で、実際ユニバーサルサービスというのの法律ではうた

いこんであったとしても、離島というものが重荷であるということは、明確に私どもにおっしゃ

られるわけでして、それに対して、政府が補償をしていくというふうなことも、きちんと担保さ

れているわけではないと私は思っております。 

 そういう中、このつくり出すエネルギーというのが、自分たちのこの域内での雇用とか、さま

ざまな産業に波及していく効果ということも考えながら、エネルギーというものをつくり込んで

いかないといけないと。ただし、木質バイオマスにつきましては、買い取りの話がございました

けども、ほかの再生可能エネルギーと違って、安定的なものであります。その揺れる電力ではな

くて、安定した電力である木質バイオマスというのは、現時点の九州電力の買い取りは系統の保

留ではなく、別立てできちんとできるんではないかということを私どもは九州電力には申し込ん

でおるところです。 
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○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  バイオマスですから、山に木がたくさんあるんだから、それを

切ればずっとなるんですけども、問題は、経営として成り立たなければ継続性がないんです。そ

れでさっき言われたように、離島はいろんなハンデを抱えておるけれども、国としては、はっき

りとこのような対策は立てとるんです。法の下でみんな平等なんだから。そういうふうなことで、

ユニバーサル料金で行くということになっとるんだから、これで行ったほうが市民のためなんで

す。 

 そして、先ほどエネルギー分野の人材をお願いしておるということでございますけども、今、

この対馬はこの再生エネルギーなんていうよりも、日韓の関係がございます。日韓の計画、日韓

の開発に詳しい方、そして、この対馬の防人の島、防衛関係に非常に詳しい方、そういう方の人

材を求めたほうがこれからの対馬の発展につながると思います。要望しときます。もうそのほう

がいいです。再生エネルギーはとても関係ない話です。 

 それと、本来のこれに行きたいと思うんですが、病院跡地の話です。これについては、県の発

表が１月７日にございましたが、市長がケーブルテレビで記者会見したのは、その１カ月後です。

７日に発表いただいたものが、なぜこの１カ月後の市民の発表になったのか。どうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  確かに、１月３０日に全員協議会の場でこのことをお話をさせていただ

き、翌週の６日に市民に記者発表という形でさせていただいたところであります。その期間を要

したということにつきましては、市民の皆様には本当、申し訳ないと思っております。 

 ただし、この間、唐突に出てきました１月７日付の発出文書を受けて、巨樹の会のほうとも協

議もしていかないといけないことも正直言ってあります。次なる方向性ということも、考えるこ

ともその時ありました。そういうことで、時間を要しましたことを申し訳なく思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  やはり市長は、対馬の医療のためにたくさんの活躍をされてお

るんですけども、今までの話をまとめてみますと、今まで国、県にずっとお願いしたけども、対

馬の事情をわかってもらえないんだということを常日ごろ言われますが、今回この県の決定につ

いても、対馬の意向をわかってもらえない、国が悪いんだ、県が悪いんだ、法律が悪いんだとそ

のようなお考えでよろしいんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  少なくとも、国の示してある回復期に関する１０万人当たり５０床とい

う方向性というのが、私どものこの対馬の市民の回復期対象者とは全くもって不整合だというこ

とは、きちんと国に対して申していかないといけない案件だと思っております。 
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○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  もう何度も言うんですけど、法律は対馬市のためにつくってあ

るんじゃないんです。日本全国の地方自治体のためにつくってあるんです。もっと、法律そのも

のもそうですが、もっと物事を俯瞰して、遠くから眺めてするということが私は大事だと思いま

すけど。 

 それで、今のは県の決定事項についてですけども、次は、なぜこういうふうにしてできなかっ

たかということですけども、病院がですね。このもともとの病院は、一番 初は企業団が案をつ

くってきました。そして、それでもだめなんだと、市のほうにお願いをして市民も、市も交えて

つくっておるんです。この分については、脇本委員長のほうからも説明がありましたけども、報

告として、一番 初に、この新病院の推進管理会議がつくっておるんです。つくったけども、自

分たちじゃちょっと市民の声が入らないと、こういうふうにしてあります。これは、 終的なこ

の新病院建設基本計画の 終的なものです。このように書いてあります。 

 この計画の主役とも言うべき市民の声が反映されていませんでした。これをつくった人たちが、

そこで、対馬市に市民代表の委員として対馬市新病院基本計画検討の設置を要請し、新病院基本

計画について審議をいただきましたと。審議をしていただいたんですよ、あえて。 

 このような結果を得て、市民の声を反映させた対馬市新病院建設計画が完成をしましたと。だ

から、市長がいつも言われるように、全てが病院企業団が行っているような、今までの発言をさ

れておられますが、これは市民の総意じゃなかったんですか。どうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私、今回、交渉をいろいろやってくる中で、この医療という分野の難し

さといいますか、閉鎖性といいますか、そういうのを感じております。 

 そういう中で、実際、市民の方々が入って物事をつくり込んだ部分は当然ありますが、その専

門性の高い部分に関して、本当で市民の考えというのがきちんと反映をされてるのかということ

も自分自身反省をしたところであります。と申しますのは、方向性を出した後、市民の皆様から

そういう方向では市民の医療が守れないというふうな声が届くというふうなことが現実だったも

んですから、先ほどの発言になった次第です。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  再度、その企業団をひいきするわけじゃないんですけど、これ

は去年の話です。２６年９月の議会で、入江議員の質問に対してこう答えてあります。 

 ただ一つ言えることは、病院企業団が、あの施設を全部、介護施設にすべきだという方向を出

されているわけですよと。そして、病院企業団の基本的な考え方と、私ども対馬市の考え方が違

いますからと。違っているのは対馬市の考えなんです。これを発言しておるんですから。どうな
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んですか、その辺は。あ、もういいです。という発言があっておりますから。 

 それと、今後の問題ですが、今の跡地をどうするかということです。たしか言われるように、

包括ケアシステムをこれからつくらなければいけないが、しかし、医療に空白をつくることはで

きませんよ。 

 ならば、今の病院跡地には診療所をつくるということ、診療所もいろいろあります。ベットが

あるのとないのとは全く違う。ベットがなければ、法律上は届け出だけでいいんです、届け出れ

ば開業できるんですから。と申すのは、この３月で吉田内科も閉まります。本当に地域に貢献し

た病院がなくなるわけです。そういった意味からしても、あそこにはまず診療所をつくるという

こと。有床というのはちょっと難しい。それをつくるためには、さっき言われたような地域包括

ケアシステムの構築をしなければいけない。それができれば、１９床のベットを有することがで

きるんです。 

 それで、あそこにまずすることは、診療所を設けるということ。その形はベットを有さないと

いうこと、誰が経営するのか、パターンがあります。企業団に再度膝を交えてよく話す方法、そ

して、企業団と一般の病院が共同でやるということ、そして、民間の病院が独自にやるというこ

と、そして、対馬市があそこに診療所を設けるということ、こういうパターンがあるわけです。

そのパターンのどれかで、まずあそこに診療所を開設をするということが、今残された市長の仕

事じゃないんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  法律の３０条の４の特例で、この問題を打破していこうとしてきたわけ

ですけども、それがままなりませんでした。 

 今、小宮議員がおっしゃられるような４つ、５つのパターンで物事を組み立てていくことには

なろうかというふうに思っております。その中に、地域包括ケアシステムでの医療の方向性とい

うのが、落ちつくんだろうなというふうには私自身も想定をしておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  この地域包括ケアシステムの構築は、もう２年前から国が地域

自治体にうたっておるんです。既に、去年からいっぱいしてます、ほかの市や町は。 

 なぜかというと、今年度が地域包括ケアシステムの元年ということで、国はうたっておるんで

すから、ことしから、県もそれを加えて計画を立てるんです。だから、その前に案を出すという

のが常識なんですけど、これは、必然的に地域包括ケアシステムを今おくれて対馬市がつくって

おるだけなんです。 

 この地域包括ケアシステムは、基本的には今の、今といいますか、ベビーブームの人たちが

１０年後には７５歳、後期高齢者を迎えるんです。それに向かって、国がどうかしなければいけ
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ないと、在宅医療という方針を打ち出しておるわけです。 

 そういった意味で、今回、ケアシステムの構築にかかる費用も委託してありますけれども、そ

れを検討する前に、まず継続して、今のいづはら病院跡地に診療所を残すと、計画とは切り離し

て。さっきも申しましたパターンがあります。どれかを用いてあそこに診療所を設けると。あと

任期は１年ちょっとしかないんですよ。ケアシステムは１年以上かかるんだから、３年かかりま

すよ、こんなもんやりよったら。 

 それで、それとは切り離して、あそこに診療所をつくると。それは市長の公約ができなかった、

できない一つの責任でもあるんですよ、診療所を残すということは。どうなんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  対馬いづはら病院跡利用の問題については、以前から、私、この場でも

「物理的にどうしても空白というものは生じてしまいます」ということは、ここで繰り返し言わ

せていただきました。 

 しかし、それは今おっしゃられた４つ、５つのパターンで仮に行った場合、その空白期間とい

うのを、いかにもとの計画よりも短く空白期間が圧縮できるだろうなというふうには思ってはお

ります。極力、その空白期間を圧縮するように、計画をまた新たな法人とも協議を進めていきた

いと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  あれですよね、空白時間を圧縮をするということは、さっき申

しました地域包括ケアシステムの構築とは完全に切り離すということを意味するわけですから。

完全に切り離してするということは、あとは市長の考えでその空白をさらに縮めることができる

じゃないですか。５月１７日がオープンなんですよ。包括ケアシステムを待っとたらどうしよう

もないでしょう。その前に、打つ手はあるんじゃないんですかということを言っとるんですよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど、地域包括ケアシステムの件で、３年かかるというお話がありま

したけども、決してそんなに時間をかけようというふうには思っておりません。 

 さまざまな介護保険計画等のアンケート等も直近のデータ等も使いながら、その期間を短くし

て、そこの整合性をとっていきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  ３年はかからないとしても、１年はかかるわけですよ。１年し

たら、もう任期が切れるんですよ。任期が切れたら何もできんじゃないですか。病院ができなか

ったんだから、その責任として、これとこれとこれをすると、診療所を残すんだというのが、市

長が市民に公約したその一つの大きい責任にもなるんですよ。だから、地域包括ケアとは別にし
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て、独自で、早く診療所を開設すると。今交渉しておるという病院でもいいじゃないですか。診

療所は届け出だけでいい。それが厳原地区の市民のお考えです。できないものはできないんだか

ら仕方ないじゃないですか。もう一度、意気込みを聞かせてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私、記者発表をさせていただいた後に、透析を受けてある患者さんのお

宅を訪問させていただいて、透析の実態等について再度お話を聞かせていただいたところであり

ます。 

 そういう中、厳原地区において、透析の数等の問題、それから、透析をした後の体調の問題、

血圧の問題等々ずっと話を聞きました。どうかして、早い時期に今、診療所、無床なのか、有床

なのかは別としまして、今交渉を進めております法人と方向性というのは出したいと思っており

ますが、地域包括ケアシステムとの当然兼ね合いも、両輪並みにはしていかないといけない問題

だと思っております。決して、その地域包括ケアありきじゃないと、それが有床診療でもできな

いという話でもないというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  時間が来ましたので、簡明にお願いします。１３番、小宮教義君。 

○議員（１３番 小宮 教義君）  もう、５月１７日には新しい病院がオープンするんです。空白

をつくらないように、ケアシステムとは切り離して、やろうと思えばすぐできるんですから、診

療所ですから。できん時は市があるじゃないですか、公でも考えられる。まず、やるかやらない

かをはっきりと市民に示すべきだと思います。 

 冒頭申しましたように、西川農水大臣じゃございませんけども、「話をしても、わからない人

はわからないんだ」ということがないようにお願いいたします。 

 以上。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小宮教義君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１１時１０分からとします。 

午前10時52分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時08分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 報告します。渕上清君より早退の申し出があっております。 

 ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  会派つしまの小島德重でございます。 

 通告に従い、２項目６点お尋ねします。 
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 １項目め、人口減少対策についてお尋ねします。 

 全国で急速に人口減少が進み、その対策は今や国家的課題となっています。 

 私たちの対馬は、１９６０年の６万９,５５６人をピークに、半世紀余りの間に半分以下の

３万１,０００人台まで減少し、日本創成会議のレポートによれば、２０４０年には１万

４,０７６人になると推計されています。残念ながら、対馬市は全国の動静を半世紀前に先取り

して、人口減少の急な坂道を下り続けており、２万人台の数字に近づこうとしています。 

 どうすれば、人口減少にブレーキをかけ、対馬創生が果たせるか、対馬市の人口減少対策につ

いてお尋ねし、また幾つか提言もしてみたいと思います。 

 １点目は、対馬の人口減少の大きな要因となっている若者の島外流出対策について伺います。

いかに島内に引きとめ、一旦、島外に出た若者が島内に帰ってくる、いわゆる引き戻すか、これ

が大きな課題であろうと思います。 

 ２７年度予算で、「漁業あととり育成事業」、「対馬しいたけ後継者育成支援事業」等、対馬

の基幹産業である水産・農林業関係の後継者育成、雇用拡大の事業が７つほど組まれており、そ

の成果に期待しているところです。しかし、対馬の雇用関係、若者の定住に目を向けると、第

１次産業以外でも、特に、建設業、福祉・介護、小売業では、若年労働者の不足が続いています。 

 対馬に定住する若者を増やすため、対馬に就職した若者には、Ｕ・Ｉターンを問わず、産業・

職種を問わず、就労祝金を贈呈するとともに、一定の年数以上定着した方には、奨励金等を贈呈

する事業を組み立てたらいかがでしょうか。 

 ２点目として、Ｕターン・Ｉターン者への支援策についてお尋ねします。Ｕ・Ｉターン者を呼

び込むためには、仕事と住まいの確保が第一になります。Ｕ・Ｉターン希望者に対する面接に係

る交通費、引っ越し費用の支援制度を設ける考えはないか伺います。 

 また、空き家バンク制度をもっと充実させ、Ｕ・Ｉターン者の定住に力を入れるべきであると

考えます。対馬の空き家は１,４００戸余りあると聞いておりますが、現時点で空き家バンクに

登録されているのはわずか１軒とのことです。空き家バンク制度を広く島内外に周知し、Ｕ・Ｉ

ターン者が居住する場合は、補修費や家賃を補助する施策が必要だと考えますがいかかでしょう

か。 

 ３点目として、結婚支援について伺います。対馬市の人口減少の大きな要因として、若者の島

外流出に歯どめがかからないことと、島内に残った若者に未婚者が多く、出生数の減少が上げら

れます。 

 未婚者が男性でおよそ２,０００名、女性で１,０００名前後いらっしゃいます。大半の方は、

強い結婚願望をお持ちです。しかし、婚姻数はここ数年１００組ちょっとで推移し、出生者数も

本籍人届出に限定すれば２００人を切ろうとしています。このままでは、推計以上のスピードで
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人口減少の下り坂を転げ落ちていきそうです。 

 「地方創生」元年と言われる本年度から、対馬市でも結婚支援に官民挙げて取り組むべきであ

ると考えます。対馬市も人口減少対策本部を立ち上げるとのことですが、結婚支援の担当部署も

市の組織の中に位置づけるべきであると考えます。市長の見解を伺います。 

 ４点目として、子育て支援について伺います。対馬市の出生率は２.１８で全国の市町村の中

で５番目になっています。子育てに奮闘中の若い世代を行政・地域社会が一体となって、未来の

主人公である子供の数を増やしていく施策が必要であります。 

 昨日提案された補正予算の中で、子育て世帯には上乗せしたプレミアム付き商品券が出される

という朗報がありました。私は、このことを一般質問で取り上げるつもりでしたけれども、補正

で取り上げていただきましたので、うれしい予算だなというふうに捉えております。 

 公的な支援として、多子世帯、いわゆる子供の多い世帯の保育所、幼稚園、認定こども園など

の保育料の無料化・免除の拡大が求められています。対馬市では、保育所の保育料については、

多子世帯の第１子の年齢制限を１８歳まで引き上げて、国が示した標準的な保育料より軽減され

ており、多子世帯の子育て支援として喜ばれています。 

 対馬では、３人以上の子どもがいる家庭がかなりあります。今後は、保育所の保育料の軽減の

取り組みをさらに拡充するとともに、幼稚園・こども園にも広げていく考えがあるかどうかお尋

ねします。 

 次に、保育所等の職員の処遇改善について伺います。職場への定着及び質の高い人材の確保を

図るため、厚生労働省で「保育士等処遇改善臨時特例事業」が実施されていますが、平成２６年

度対馬市ではどのような取り扱いになってるかお尋ねします。 

 次に、市長の政治姿勢・政治手法について伺います。 

 １点目、いづはら病院跡地問題について。 

 この問題については、先ほどの小宮議員さんをはじめ、多くの方々が質問されますので、私は

次の１点のみお尋ねします。 

 １月７日発の県福祉保健部長からの回答文書を受けて、１月３０日に議員全員協議会が開催さ

れましたが、なぜ、臨時議会を開催しなかったのかお尋ねします。 

 ２点目、ふるさと納税の拡充について、９月、１２月議会の２回にわたり市長の見解を求めま

した。 

 対馬市もお返しに特産品等を贈る制度をやりましょうよということを提言したんですが、市長

は「明らかに見解の相違がある」と答弁され、１月１９日に総務大臣と会う機会があるから、改

めてこの問題について、総務省の今までの見解というものを問いただしたいと発言されました。

総務省の見解をお聞かせください。 
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 以上、市長の簡潔で明瞭な御答弁をお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  小島議員の質問に答えさせていただきます。６点ありますので、順不同

になるかもしれませんがお許しいただければと思います。 

 まずもって、人口減少対策の一環としての若者の島内への引き戻しといいますか、引きとめと

いいますか、そのあたりでの就職祝金、また雇用者への助成金制度というお話がございました。 

 これにつきましては、許される財政の範囲内におきまして「子ども夢づくり基金」等を活用し

ながら、既に２６年度から、対馬高校の、対馬の３校ですね、３校の子どもたちが島内の企業に

就職をする場合の就職の準備金といいますか、支度金といいますか、そういうものを創設をして、

今年度から支出をするようにはしております。その金額の多寡は別としまして、許される範囲、

財源が許す範囲で私どもも組み立てをしてるところであります。 

 また別に、農・林・水の３第１次産業と比べたときの、他産業の就職への問題というのがやは

りあります。それらを考え、先ほどのようなことにも取り組み始めたところであります。金額の

差は明らかにありますけども、取り組ませていただいておるところであります。 

 また、Ｕ・Ｉターンの方の引っ越し制度みたいな、支援制度みたいなのはというお話もござい

ました。これについては、現時点では当然ながらございません。 

 それと関連する部分として、空き家の話がございました。空き家につきましては千四百数十軒

の空き家があることは、二、三年前の調査で把握はしております。空き家バンクにつきましては、

もう既にその前から、ずっと前から空き家バンクをつくって、そして空き家バンクへの登録とい

うことを、所有者の方にもお願いをずっと行政としてもしております。 

 ところが、やはり今、ここ対馬を離れてある方も、年に一度とか帰って来られる場合のことを

考えられて、その空き家をちょっと貸すのはということでずっとしぶられる部分が、ハードルが

高いということになっております。 

 また、先祖のお位牌とかいうのもそこに置いてあったり、仏壇とかあるとか、いろんなことが、

家財道具も置いてるとか、いろんな問題がそこにはありまして、私どもの自治体のみならず、空

き家バンクの登録というのがなかなか進まない部分の大きな要因に、それがなってるというふう

に以前から感じておるところであります。 

 結婚支援に関する制度というものも考えられないかというふうなお話がございました。 

 人口減少対策をどのように取り組んでいくのかということを、今、市としては、昨年の末から

実はアンケート調査等々をやっております。そしてこの３月、４月にかけましても転入・転出者

のアンケート調査を実施する予定でございます。これらのデータをもとに、人口減の根本的な、

どこに施策を本当で打ち込んでいけばよいのかということを見定めていく必要があるという思い
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で、アンケートを、今、分析をしてる部分と調査をしてる部分がございます。それらを待って取

り組んでいきたいと思っておりますが、専らそれにつきましては、対馬市の人口減少対策協議会

というものを昨年の１２月に設置をしております。そこの中で、協議会の中で一体となって、今

の問題につきましても、結婚支援の問題につきましても、どのような取り組み方をしていくかと

いうことを、方向性を出していきたいというふうな考えを持っておるところであります。 

 保育料のお話がございました、拡充のお話が。これについては、小島議員さんが御存じのよう

に、平成１８年でしたか、対馬市は第３子の問題として、１子、当然１子から３子までの間が年

齢差があるわけですけども、その年齢差、上の兄弟さんが１８歳になるまでということで、私ど

もはそこの枠を拡充をさせていただいて、この３子の保育料の問題については取り組ませていた

だいておるとこであります。 

 今、３子・多子の保育料のその制度っていうのが、今いろんな形で打ち出されておりますけど

も、まあ１８まで見てもらえるのかどうかは、国の制度、県の制度、まだはっきりしてません。

できればそこまで広げていただく中で、私どもの方向性と、さらに今、当然一般財源で単独費で

やってるわけでございますので、そこを薄めていただきながら、それをまた子育て支援に回して

いけるんではないかというふうな期待も持っているところであります。 

 それから、まず４点については、そういうところでよろしいでしょうか。 

○議員（２番 小島 德重君）  まだ漏れてることがあったと聞きますけど。 

○市長（財部 能成君）  あっ、済いません。 

 ５点目の対馬いづはら病院跡地利用の問題、県企業団との協議の進め方、議会の報告のあり方

ということでございますが、これにつきましては、先ほどと重複するところがたくさんございま

すが、私どもは、病院企業団との当初のすみ分け。 

○議員（２番 小島 德重君）  臨時議会をなぜ開かなかったかと。 

○市長（財部 能成君）  済いません。臨時議会の、全員協議会ではなくて臨時議会をなぜという

お話がございました。これにつきましては、臨時議会の、私のこれはあれですが、臨時議会の議

案として提出する議案がないと、臨時議会というのが招集ができない、私のほうからのというこ

とで、私のほうは臨時議会ということではなく、全員協議会ということを招集させていただいた

というふうに理解をしていただければと思います。 

 それと、次のふるさと納税のお話がございました。これにつきましては、たびたびこの場でも

お話をさせていただいておるところでございますが、総務省のほうが、たしか１月２３日だった

と思います、一つの方向性を出しておられます。 

 このふるさと納税と、ふるさと産品とのやりとりの問題について、やはり過熱しているという

ことと、それと総務省のほうが明確に出したのは、返礼品、品物ですね、返礼品を受け取った場
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合の経済的利益については、一時所得扱いをこれからしていきますというふうなお話が逆に総務

省のほうから出されております。 

 地方税法の改正が今、通常国会に出されてるはずですが、その地方税法が可決した後に、この

返礼品・景品をふるさと納税に出してる問題についての、改めて自粛の通知というのを総務省と

しては出すというふうなことの見解も私どもには届いているところでございます。 

○議員（２番 小島 德重君）  １月１９日に会われると言われたから、その話を。 

○市長（財部 能成君）  済いません。１月１９日、高市総務大臣にもエネルギーの問題で、１時

間半の会議の中で、 後のくだりでこのふるさと納税という問題について、一つの、地方６団体

も総務省に申し入れをしている問題でもございましたので、ふるさと納税の問題についてもきち

んとした方向をというお話を立ち話で会議の後にさせていただいたところであります。それにつ

いての返答は、明確なお答えはありませんでした。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  まず、１点目の若者の島内引きとめと、それから引き戻しについ

てのことなんですけども。 

 まず、ことしの高校卒業者、３月１日に卒業式はあったんですが、この卒業生たちの就職者の

進路先を見てみますと、こういうデータがあります。就職希望者が７８名です。そのうち、島内

に就職される方は２５名です。残りの方は島外に出てるわけですね。 

 それで、この島外に出てる方は、職がないから出てるというんじゃなくて、職は職安のほうで

開拓していただいて、今年度は六十数件の求人を職安のほうで開拓をしてくださっておるんです

ね。それでも、なおかつやっぱり島外に出ると。その大きな理由は何かということを、高校やあ

るいは職安の関係者の方に尋ねますと、一つは都会に出てみたいという若者特有のそういうこと

もあります、心情もあります。しかし、やはり給与面で、島外のほうが、都市部のほうが、２万

から３万ぐらい高いという現実があるわけですね。だから出ていくという、そういうような現実

があります。 

 そして、その出ていかれる方の中に、対馬で不足している、例えば、福祉・介護等の職場、若

い人を求めているんだけども、この就職してる島外へ出る人たちの中には、同じような介護関

係・福祉関係の仕事に出てる人もいるんです。だから、こういう方々が島内で就職すれば若者が

定着することになるし、特に、福祉・介護等は女性の方が結構多いわけですから、いわゆる結婚

難ということにも、解消にもつながっていくわけです。 

 だから、私が質問の中で取り上げたのは、第１次産業については、行政でいわゆる後継者育成

とかの手だてがなされてるけども、ほかの職種、小売業もやっぱり人手不足なんですね、特に若

手の。だから、こういうところ、産業・職種問わず、やはり若者が対馬に残るようにするために
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は、その給与差が少しでも埋まるように、いわゆる就職祝金的なものを贈ればどうかと、こうい

う投げかけしたわけです。そしてまた、定着する、まあ３年なり定着すれば、そういう職場にで

もあるいは本人でもいいですけども、奨励金的なものは出せないかという投げかけをしたんです

が、そのことについては確認したいと思いますが、市長、そういう考えはないでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど申しましたように、対馬市に設けます人口減少対策協議会の中の

議題として、今おっしゃられるようなことは当然上がってくるんだろうなと思います。 

 ただし、先ほどから言いますように、アンケートとかさまざまなデータを解析する中で、どこ

にどのようなのがほんとで も効果的なことなのかということを見定めていく必要があろうかと

思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  まあ、そういう今アンケート調査をなさっているということです

から、ぜひそのあたりを分析していただいて、そういう給与格差、そして対馬に残った人にはそ

れなりのいわゆる金銭的なといいますか、差額を埋めるような手だてを行政で考えていただけれ

ばと思っておりますので、ぜひ御検討をいただきたいと思っております。 

 それから次、２番目の問題としては、Ｕ・Ｉターン者へのいわゆる補助制度です。 

このことについては、職安さんにいただいたデータの中にこういうデータがありました。対馬へ

Ｕ・Ｉターンされる方の大半が帰る前に情報は持ってると、対馬のことについて。しかし、対馬

に引っ越してきてから、いわゆる本格的に求職探しをする方が多いというわけです。その結果、

どうなるかということです。その結果、職安で扱われたＵ・Ｉターンの数が９４名です。そのう

ち対馬に就職された方は５７名です。また、再度島外に出て行かれた方が１３名、それから、な

かなか職が見つからない方というのが２４名です。４割ぐらいは職が見つからないか、あるいは

島外に再度また出て行くかという、こういうことになっています。 

 だから、もし対馬に職場に面接に来られると、そういうときに旅費の補助をしてやったり、あ

るいは家族ぐるみで引っ越して帰ってくるときには、引っ越しの費用を公的な何か方策で手だて

をしてやれば、職を探してから帰ってくる。帰ってきてからも安心して住めると。そういうふう

なことになるんじゃないかと思いますが、このことについて市長どうでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私、そのこととは別に、対馬の人口の社会減がどこで起こってるかとい

うことを、ずっと表で以前から見たことあるんですが、１８、１９で落ち込むのはもう以前から

一緒です。で、それ以外で落ち込んでるのが３５から５０までの間でまた落ち込んでます。さら

に７０以上でまた落ち込みます、社会減です。この高校卒業時点の社会減はともかくとして、そ
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の年代の社会減は何なのかということずっと考えてみました。それは私も通った道なんですけど

も、やはり子供の教育の教育費との兼ね合いとかいろんなことが、そのときに重荷になってくる

問題がいっぱいあるんではないかとも私自身は感じております。 

 そのあたりが社会減、ほかの島と違う傾向が出ております。どうかしてそのあたりを食いとめ

ること。外から入って来てもらう分を何も拒むものではありません。しかし今、中にいる人たち

が出て行かないような方策をどうしていくかということも大きな問題だというふうに思いますし、

今の私が言いました３０代から５０の間の社会減の中にも、今、小島議員がおっしゃられた部分

も社会減として当然含まれてるとは理解しておりますが、それ以外の島内の在住者の社会減とい

うのを私どももしっかり考えていきたいと。今回の協議会の中での大きなテーマだというふうに

は思ってます。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  はい。そういうことについての、いわゆる減少対策協議会なるも

のを立ち上げられたということですから、ぜひそれを、今市長おっしゃられたようなことを実際

に具現化といいますか、政策化できるような一つとして私は今こういうことを申し上げたわけで

すから、今後のそういう中で考えてください。 

 それから、いわゆる今度は住まいの確保のほう、空き家の問題。これは、市長るる説明された

ように、それぞれ家庭の事情があったりとかあって、空き家にしてるけれども貸せないというよ

うなのあると思います。しかしそれは、やはりもう少し空き家の実態をつかめば、幾らでも空き

家として貸したほうが家も傷まないし、いろんな収入面でもという家庭はあると思うんです。そ

して、その中のその空き家等どういうふうにしたらいけないと思うんですが、学校、閉校後の校

舎跡、それから公的な機関で使えるところがあったら、そういうところをやはり、Ｕターンは、

それでもＩターンのほうがですが、活用が高いと思うんですが、使えるようなそういうこともぜ

ひ考えていただいて、島外からやっぱり特にＩターンの人たちにとって、対馬に住まいの確保と

いう点では、それを準備することが定住人口の拡大につながるというふうに思っています。 

 それで 近は、いわゆるリタイアした人間、私たちの世代ぐらいの世代は、対馬を郷土として、

そして島外でもう悠々自適な生活を送ってる人は、対馬に長期間里帰りする人たちも結構います。

私の知ってる人でも１カ月ぐらいは対馬に滞在するという人がいます。そういう人の中には、も

う実家は親もいない、兄弟もいないから実家には泊まれないけれども、どこか長期間滞在するの

にはいい場所がないだろうか、そういうようなところで、いわゆる宿に泊まるまではやはり金銭

的には負担になるけれども、そういう方法もあります。 

 だから、 近言われてる２地域型の居住、それからお試し型の居住というのがそういうＵター

ンやＩターンの人にはよく言われています。 
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 そして、今言ったように里帰りの長期滞在、そういう人たちのためにもぜひ廃校利用、閉校後

の校舎利用とか公的な施設で使ってないところの活用を考えたらいかがということで一応投げか

けをしときたいと思います。 

 それから次、いわゆる結婚支援のことですけども、このことにつきましては前にも一度取り上

げたんですけども、いわゆる人口減少の大きな数字的にすぐわかるのがいわゆる婚姻数と出生数、

これを見てみたいと思います。これは、前も一回示しましたけど、いわゆる出生者数がどのよう

に落ちてるかということはここに示してるつもりです。平成１２年には４１０人の出生者数があ

ったのが、昨年は２６０まで落ちています。それから、子どもが減ってる数の大きな要因は、婚

姻数がどのように減ってるかというと、１９年からのデータしか私持ちませんけども、１７４か

ら落ちていって、現在は大体１２０前後のところであります。 

 それで、ぜひいわゆる男性で２,０００人、女性で１,０００人の未婚者がおられるわけですか

ら、この方々を、９割は大体結婚したい、ぜひしたいとこうおっしゃってるわけです。それがな

かなか対馬の中で機会がないということですから、市のほうでは結婚支援課、あるいはまあ、い

わゆるほかの自治体では、お結び課とか縁結び課とか、いろんな名称つけて専任の担当を置いて

るところもありますが、そういう結婚支援の部署をつくる考えはないか、お尋ね、確認をしたい

と思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長。財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  現在、この結婚のお話につきましては、対馬市が直接的な形ではなくて、

社会福祉協議会に対しまして委託をさせていただいておるところであります。この四、五年全部

で６組のカップルができ上がったというふうな報告は聞いておりますけども、それが多いのか少

ないのかは別としまして、本市がやるまでもなく、商工会の方々もこの問題について、昨年取り

組んでいただいた経緯もございます。そして、私どものようなかた苦しいやり方ではなくて、彼

らの柔軟な事業の展開によって、９割方の方たちのカップルがそのときでき上がったという報告

も青年部長のほうから報告は上がっております。市が前面に立ってこのことをやったほうが、こ

ういうのがいいのか、いずれのように社会の中に仲人をずっとやってくれるようなおば様が地域

にはずっといらっしゃいました。そのあたりっていうのは、すごいノウハウが要るんじゃないか

なというふうにも感じて、改めて私は感じておるところです。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  今、市長お話されたように、確かに社協に今、市はそのことを結

婚支援については委託されているっていうか、お任せされています。ところが社協のほう、限ら

れた職員で限られた予算で、たくさんの業務を担当の方抱えられて、このことには正直言って一

生懸命担当は取り組んでありますけど、私が聞いた限り見た限りでは不十分といいますか、まだ
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足りないですよ。 

 やはり、もっと市が本腰になるならば、市の役所の組織の中に、やっぱり結婚、その支援課と

かお結び課とかまでつけないにしても、担当者をやっぱりしっかり置いて、そしてさっき出た人

口減少対策協議会、市の中の組織がつくられたということですから、そこの中でも中心的な課題

として取り扱うべきだと思いますよ。で、市長おっしゃった役所が前面に立たなくていいんです

よ。役所は後方支援でいいんです、役所の担当者は。それを仕組むのがやっぱり役所の力がない

と、社協の今の現在の人的スタッフとそして予算から言ったら、これ以上のことは望めないと思

います。現に、いわゆる出会いの会、その会が昨年は５回開かれましたよ。しかし、ことしは社

協３回に落ちていますよ。それを補完するような意味で、商工会青年部が１回頑張ってくださっ

ています。 

 しかし、これは、対馬市の結婚事情からすると、そこでとまっていたらいけないと思うんです

ね。もっと、力を入れるべきだと思いますが、改めて市長の見解を伺いたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  実際、今、委託をしております社協、そして昨年、自主的に取り組んで

いただきました商工会青年部の方たちの率直な意見といいますか、やり方としてどのようなのが

もいいのかというような部分での、まず意見を細かく聞かしてただきながら組み立てていきた

いと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ここに、社会福祉協議会の結婚相談所が調査をした調査報告があ

ります。この中にこんな意見が出ています、読み上げてみますよ。「市では対応できず、民間に

委託してしまうような取り組みならば、私は利用しない」という、これは社協で取り組まれたそ

の取り組みに対してのそういう声が上がっています。一応これはそういうことです、申し上げと

きます。 

 それから、もう一つ提言なんですが、今相談員の方は６名おられます、旧町ごとに。この６名

の方々をもっとやっぱり増やしていただいて、せめて校区ごとぐらいに増やして、いわゆる集落

支援員、内部支援員がおられますけど、そのぐらいの数ぐらいを配置をして、やっぱりせっかい

をして、迷惑と言われるような感じぐらいで取り組みをその相談員の方々がされて、そしたら今

度は成り立てば迷惑だったというのがありがたに変わる。これは、私が今言ってるのは福井県が

ずっと出生率に日本一を続けている福井県での取り組みのお話です。西川知事が取り組まれたそ

ういう施策があります。そういうこともぜひ参考にしていただきたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いをしときます。 

 それから次に、子育て支援については、先ほど質問の中で述べましたけども、対馬市は第１子
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を１８歳まで繰り上げて、そして多子家庭の多子世帯の支援をなさってるっということは敬意を

表しました、ですね。それをできれば、これは教育委員会の今管轄になってますけども、幼稚園

のいわゆる保育料についても、今後ぜひそうしていただきたいと。今、幼稚園は子供の数に関係

なく、１人幾らということで保育料をいただいてるはずです。これはこども園も誕生しますし、

こども園・幼稚園についても今福祉関係で取り組んであるように、ぜひ子育て支援の充実という

ことで、ここで要望というかお願いをしときたいと思っています。 

 それから、子育て支援でもう一つ、これ 近私も耳に入ったんですけども、私立の保育所の保

育士等の処遇改善臨時特例事業の実施についてということで、厚労省のほうの事業で行われてる

んですが、このことについて対馬市ではどのような取り扱いになってるかということをお尋ねし

たんですが、このことはちょっと答弁になかったんですが、市長御存じなければ部長のほうから

でも結構です、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  過去取り組んだ分のお話かと思います。現時点の取り組みについて私の

ほうにデータが入っておりませんので、担当部長のほうに答えさせます。 

○議長（堀江 政武君）  福祉部長、仁位孝良君。 

○福祉部長（仁位 孝良君）  それでは、保育士等の臨時処遇改善事業の取り組みについて、私の

ほうから報告をさせていただきます。平成２５年度に確かにこの事業は実施をいたしました。こ

のときは補助率１００％ということで、あくまで臨時的なものということで平成２５年度は取り

組みをしました。 

 また、これは、市内２つの私立保育園がございますが、そちらのほうの関係者も御理解の上で、

２５年度のみの事業ですよということでこのときはさせていただきました。 

 確かに、この処遇改善事業、その後事業としては続いてはおりますが、２６年度からは、国も

補助率を下げてまいりまして、当然、補助率が下がった分については市の持ち出しが出てまいり

ます。そうしますと、市としましては、全体を見回しますと当然保育業務だけでなく、いろんな

市には仕事がございます、職種がございます。そういった関係もありまして、本当にこの事業が

効果的なものなのかどうかという関係もあり、あととしましては、財源的な財源を伴うものでも

ありますので、今後この事業については慎重に検討をしてまいりたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  ちょっと部長、今の答弁、これ２６年度はもうこの３月までしか

ないじゃないですか。それを今から検討するとかいうような話ではいかんじゃないですか。 

 ２５年度は確かに国が１０割持ちましたね。２６年度は、国が４分の３、県が８分の１、市が

８分の１。つまり、残りの４分の１を県と市で持てばこの事業が実施できるのに、実施されてな
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いわけでしょう。これ、私立の保育所、結構な人数の方が働いてありますけど、この制度がある

ことわかってありますよ。そして、対馬市は取り組んでないということで、すごく落ち込んであ

りますよ。対馬市なぜやってくれないのかと。 

 市長、今の話を聞いてどう思われますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私も、過去に何かそういう事業があったなあというふうにしか記憶がな

かったものですから、答弁はできなかったんですが、国の制度が４分の３ですか、（「うん」と

呼ぶ者あり）の補助の中で、あと県・市が永遠にそれを見ていくという話なんですかね。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  これは臨時的なもので、昨年打たれて、ことしまた打たれたんで

すが、臨時的だからずっと続くんじゃないはずです。 

 それで、今年度は、対馬市８分の１というのは、私が試算してみたら六、七十万市が持ち出せ

ば、この事業としては、全体としては、保育所の先生方に６００万から８００万ぐらいのお金が

補助としておりてくるから、保育所の先生方一人一人にすれば給与によって違いますけど、

１０万から２０万程度の給与のかさ上げができると書いてあります。 

 それで、これは国も力を入れてやってるわけですから、そういうことがちゃんと保育士の質の

確保ということでうたわれてるわけですから、もう少しこのことについては真剣に考えていただ

いて、残りの期間で補正が打てるなら補正でもやって、してくださいよ。そうしないと、子育て

の質の確保ということはできないですよ。ちょっともう時間ないから、このことは一応また後で

担当部のほうには詰めますけどね。やはりこれは財源で済むがどうだということで済むことじゃ

ないんで、確かに市の持ち出しやっても絶対やるべき事業ですよ。 

 それから 後に、市長の政治姿勢についてということですが、ちょっと確認をしたいと思いま

す。 

 これは、市長が高校の卒業式に贈られたメッセージです。市長、自分がこのことは原稿出され

たんですから記憶があると思いますが、市長、この高校へのメッセージ出された原稿書かれたの

はいつの時点ですか。おおよそでいいですよ、正確じゃなくても。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  卒業式の恐らく１カ月ぐらい前から物事の組み立てを始めたんではない

かなというふうにしか、私も何とも、いろんなことがいっぱいありますので。 

○議員（２番 小島 德重君）  はい。わかりました。はい。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  １カ月前ということで、ぐらいだということですから安心しまし
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た。私はこれは、とてもこのことを見せていただいて感銘を受けたんですよ。私自身すごく、卒

業式から帰って読ませていただいて何回も見直してみました。ちょっと読んでみますよ。「自分

が」、いいですか、「広い」、どっから読みましょうかね。（笑声）「自分の感情や価値観に注

意を払い、広い視野を持って物事を見ると、自分が知っている真実は限られた一つしかないとい

うことには気がつきます。だからこそ、周りの人と話すこと相手の話を聞くことが必要です。心

を広く持って自分の考え方に固執しないで、耳を澄ますことができたら、新しい可能性が見えて

くるのではないでしょうか」ということになってます。 

 それで、市長、私１２月の議会のときにはふるさと納税について尋ねましたときには、見解の

相違だということで言われましたけど、やはり、ふるさと納税一つとっても、市長のいわゆる心

の底にある純粋さというのを私わかるんですよ。しかし、やはり今、世の中ふるさと納税は、一

つの税を確保するだけじゃなくて、寄附をいただくだけじゃなくて、特産品を売り出すというこ

とで、知ってもらうということで対馬をＰＲする、そして対馬ファンを増やす。 

 そういう意味では、市長、一つの考えに固執されないで物事を広くとらえていただきたいとい

うことで、私は、このことは正月明けてから、市長が物事の考え方を変えられたんだなとそう受

けとめています。 

 いづはら病院問題についても同じですね。先ほど小宮議員おっしゃったように、企業団への考

え方と食い違ってるということを１２月あるいは９月の議会で答弁されました。だから、その時

点から、やはり物事の発想をここにおっしゃってるように「幅広く、固執しないで」ということ

を取り上げて考えられれば、物事がもっとスムーズにいったんじゃないか、いくんじゃないかと

いうことを申し上げておきます。 

 市長、何か感想がありましたら述べてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、簡明にお願いします、時間ですので。 

○市長（財部 能成君）  私のような人生を歩まないように子どもにエールを送ったつもりでござ

います。 

○議員（２番 小島 德重君）  は、何ですか。（発言する者あり） 後に。 

○議長（堀江 政武君）  簡明にお願いします。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  後に、ぜひそのことを忘れないでいただきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小島德重君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。再開は午後１時からとします。 
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午前11時59分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  １７番、新政会の大部です。 

 このたびの一般質問に入る前に、市長にお礼を申し上げたいと思います。 

 ３カ月前の１２月の定例会で、国道より新病院に行くまでの途中に街灯がなく暗いから街灯の

設置の要望をいたしておりましたが、この３月定例会終了後の４月には１０カ灯の街灯を設置す

る旨の通知をいただき、あまりの早さに私も喜びと感動してます。新病院また公園を利用される

市民は大変喜ばれると思います。本当にありがとうございました。 

 それでは、このたびも私がモットーにしている清く正しく美しくを掲げて頑張りますので、す

ばらしい回答のほどよろしくお願いします。 

 まず第１点目、美津島町平瀬原地区の公民館の新設について。 

 この質問は２１年９月、２３年６月、２４年６月の定例議会において一般質問させていただい

ておりますので、今度で４回目の一般質問となります。この平瀬原地区は、大船越と久須保に境

界がまたがっており、土地区画がまだたくさんあります。昨年も新しく住宅が増えて４９世帯、

１５５名程度の住民が暮らしております。すぐ近くには大船越小学校、大船越中学校もあり、ま

た景観のよい地区ですからこれから先も住宅は増えていくと思われます。 

 しかし、何回も要望をしておりますように、この地区には集会施設がなくて区の総会やいろん

な集会またイベントの行事等は大船越地区の公民館などを借りて行事をとり行っております。大

船越地区の公民館までは歩いては遠くて行けず、足のないお年寄りとか車などを持たない人は、

出席しようにも出席できません。 

 このように不便さを高じている平瀬原住民が、長きにわたり待ち望んでいる集会施設を新設し

ていただけないでしょうか。 

 この一般質問は再度繰り返しますが、市長は私の一般質問に対し、現状を考えますと当然なが

ら 優先に考えてまいりたいと言っておられます。私以上に平瀬原地区の住民は大きく期待をし

ておりましたが、あまりにも年月だけが通り過ぎていき、平瀬原地区の住民も不安と憤慨の声さ

え出てきました。 

 この平瀬原地区の集会施設の新設ができないかをお尋ねいたします。 

 ２点目、大船越小学校、大船越中学校の旧通学路の河川が途中で土に埋まっているので復元し

てもらえないかについてお尋ねします。 
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 昨年の３月末に大船越中学校のグラウンドも防風ネットまで設置された、また排水も完全に整

備されたすばらしい運動場が完成をしました。しかし、大船越小学校、大船越中学校のその整備

された側溝の水は旧通学路の道路の川に接続されていますが、その途中が道路の高さと並行する

まで土で埋まり、排水された水は道路の上を流れております。大雨が降ったときなどは、道路の

上をかなりの高さで流れています。 

 この道路は今も生徒が通学などに利用をしており、車などが通らないから安全な道路です。先

だっては防犯灯の明かりを遮っていた木も切っていただき明るくなり、生徒はもちろんのこと先

生をはじめ父兄も喜んでいる道路です。約４０メーターぐらいが川のない状態です。子どもたち

のためにも河川の復元はしてもらえないかをお尋ねいたします。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  大部議員の２点の質問にお答えさせていただきます。 

 基本的に平瀬原地区の公民館の新設につきましては、過去に３回にわたる質問があっておりま

す。 優先に物事を組み立てていかないといけないということは当然申し上げました。ただし、

この 優先と、検討しますという前段には、何度となくここでも言わせていただいておりますけ

ども、地域づくり計画を地区の皆様方と、そしてそこの地区を担当しております地域マネージ

ャーと一緒になってつくり上げていただきたいと、そこの地区が求める公民館を後々どのような

使い方をしていくんだというふうな方向性を明確にしていただく中で、そこをつくり込んでいき

たいというふうに私は何度となく回答させていただきました。 

 今回、質問が通告がございまして、地域マネージャーのほうとも話をしました。 

 地域づくり計画の前段の行動宣言、地区のですね、地域づくり計画と連動する行動宣言という

ものを策定を、今する段階になっているというふうに聞いております。 

 これらの作業というものをしていただく中で、整いましたら私は 優先にやっていきたいと。

公民館がない地区という認識で私自身はおりますので、地区の皆様方そして地域マネージャー、

また大部議員さんも一緒になってこの問題には取り組んでいただけたらというふうにお願いをす

る次第でございます。 

 次、２点目の大船越小中の旧通学路の横の河川といいますか、青道といいますか、この問題で

ございますが、ここにつきましては、通常水路のことを青道と言い、里道のことを赤道と私ども

言っておりますが、赤道だけが通っておるところでございます。 

 この排水の問題について、今現在、学校のほうからの排水がそこに流れ込む中で、素掘りの排

水路が土砂で埋まって、現状ではその赤道といいますか、旧通学路である里道のほうに流れてい

る現状がございます。 

 ところが１点問題がございまして、土地の所有者が里道はともかくとしまして、里道に接する
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ところの土地の所有者というのがまだ明確になってないというふうにも聞いております。このあ

たりの問題というのをクリアしていきながら、土砂の除去、そして 終的には子どもが、学校が

指定してない通学路とは聞いておりますけども、やはり利便がいいということでそこを使ってい

る子どもたちも何名かいるんだということも承知はしております。そういうふうな状況でござい

ますので、土地の所有の問題等を明確にさせながら行政として、里道管理上の問題として、水路

の扱い方というのをしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  まず、平瀬原地区のことなんですけども、これはもう再三の質

問ですから市長の言われたことは過去にもあってるんですね、地元の地域マネージャーを交えて

いうことですけど、うちの地区も何回か取り組んで美津島の活性化センター、今呼び名がちょっ

と変わってますけども、そこのほうからも担当が来られてうちの公民館で話し合いはしたことあ

るんですよ。平瀬原の区民を交えてですね。そういう中で、やはりどうしてもこの地区がさっき

から言ってますように、今生徒数が平瀬原だけで小学生が１８名、中学生が６人おるんですよ、

生徒の数が。 

 やっぱり子どものイベントもそうですけど、地区のＰＴＡとかいろんなイベント、行事をする

場合にすごく支障を来たしてるわけですよ。さっき私が申し上げましたように、若い人は車持っ

てますから船越のほうに来てますけど、今集会施設がないから大船越の公民館を使っているんで

すよね。それで、若い、車を持ったそういう人たちはさっと来れますけど、車も持たない、老人、

足のない人はほとんど出席ができなくて町内なんかが面倒を見て連れていったりされている人も

おるんですけども、なかなかそれが徹底したことができずに、平瀬原区の総会をしたときも出席

率が悪くて、いろいろ支障を来たしてるんですよ。 

 また、過去に１回こういうこともあったんですよ。大船越の公民館を借りるように、名前はも

う宮嶋区長ですけど、区長さんは公民館長の了解をもらってたんですね。大船越の公民館を貸ら

してくださいということで、許可をもらって。公民館長も「いいですよ」ということで了解をし

てるんですよ。 

 そのときは、たまたま地元の区長さんも区の総会前で、ちょうど今ごろの時期でしたけど、そ

の日にバッティングしたんですね。で、時間帯も大体７時くらいからの会合になるやないですか。

平瀬原区民は公民館長の了解をもってそこに行ってました。集会をしようかと思ったら地元の区

民が来て、役員さんたちが行って、そこでトラブルになって、どうしても地元ですから、ごちゃ

ごちゃになって公民館長も呼びつけられるは、結局、平瀬原の区民はそのとき仕方がないから場

所替えみたいな感じでなって、そういうトラブルやらが今起こってるんですよ。 
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 だから区民は、一日も早い何らかの形をとってくださいという形なんですけど。 

 これ市長あの、当初から言ってたときに土地提供というのもあってましたよね、理由にですね。

そのときに、当時の土地提供者がその当時の区長の小島さんやったんですよ、それが亡くなられ

て、今引き継ぎが古村さんがされてるんですけど、私もこの二、三日前に土地提供のことでも確

認をとってきました。 

 土地地番が５６７の１７です。約１００坪あるんですよね。一回、市長見られたことあります

よね。そこが担保には入っているけども、今担保に入ってるんですよ。担保には入っているけど

も、そこの担保に入っている支店長から公共の建物を建てる説明とか処分があればいつでも担保

は抜きますという了解をもらっております。向こうの支店長鶴田という支店長ですけど、そうい

う了解のもとに進めさせてもらってるんですよ。 

 できれば、その地域マネージャーといろんな、今後の活動とか管理とかあるでしょうけども、

そういうところで少しでも早くできるような方法ってないんですかね。 

 お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この三、四年、地域づくり計画、総合計画を今つくり上げておりますけ

ども、その地域づくり計画、また地域づくり宣言への地区の方々の取り組みというものを、こち

ら行政側としては求めさせていただいておるところでございまして、そこの部分について、やは

り平瀬原地区についても同じようにつくり込んでいただきたい。 

 そして、でき上がった施設をフル稼働して使っていただきたいという思いが私どもには強くあ

りますので、どうかその計画等を皆様方で早急につくり上げていただくことを、こちらとしては

お願いをするばかりです。 

 そのでき上がった暁には、こちらの振興計画上の優先順位というのは以前からも申し上げてお

りますように、地区として、現時点においては公民館がない地区というふうな位置づけにしてお

りますので、 優先で取り組んでいくんですよというふうな考えは何ら変わっておりません。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  よく理解できました。 

 今ここは１５５名、ちょっとした部落になってるんですよね、数的にも。 

 それと、ここの住居者が割と若い人たちが多いもんですから、まだ子どもも増えますよ。生徒

数が小学校だけで１８名もいるわけですよね。そういう中で、やはり、今いろんな学校関係とか

いろんな行事ごと、結構多いやないですか。そういう中で、やっぱり困ってるのが場所探しなん

ですよ。 

 今、お父さんお母さんたち、父兄の方も、ちょっとした住宅の大きい家を、まわりばんこと言
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ったらおかしいですけども、そういう所を利用しながら、今平瀬原はやってるんですね。 

 大船越のほうに来ればいいとですけど、先ほど言ったように足のない人もおるし、いろんな意

味でちょっと遠すぎるんですよね、船越の公民館までは。 

 それに、やはりさっき言ったように地区の公民館を借るということは、もういろいろトラブル

があったりしたもんですから、やはり遠慮もありますし、非常に困っている状態ですので、市長

からも先ほどお言葉もらってます、 優先という言葉を私たちのほうもよく理解をしまして、ま

た、私も帰ってから区長ともよくその旨を話しながら、一日も早い計画を立てて申し込みをしま

すのでよろしくお願いいたします。 

 それでは２点目ですけども、ここはさっきも申したようにですね、両面、大船越小学校の運動

場と中学校の運動場が平たく大きくあるやないですか。で、去年ありがたくそういうきちっとし

た排水もついた運動場になったもんですから、グラウンドはいいんですけどその水がどうしても

一カ所に固まって、小学校中学校のやつが固まって来るもんですから、ほんと雨降りのときは大

げさやないけど、かなりの勢いで下ってきてるんですよ、下に。で、そのちょうど下ったとこが、

下ったとこから三、四十メーターが埋まってしまってないものですから、里道になってるんです

か、あそこは。里道ですか、あのずうっと、里道いっても４メーターぐらいあるんですよね、幅

がですね。あるんですよ。 

 舗装もされとるし、もちろん美津島町のとこから川のところはちゃんとコンクリがしてあるし、

向こうの反対側はコンクリートのブロックというんですかね、ああいうのも積んである所がある

んですよね。 

 そういう中でですね、僕あの、今市長は、土地が、その地権者が、所有がよくわかってないと

いうことなんでしょ。だから、私なりの素人考えやったらですね、もともと川があったわけです

から、その川だけを、埋まったとこだけでも先に掘り起こすことはできないんですか。余分に掘

り起こすんじゃなくて、川幅あそこは手前につながっとるのは１メーターちょっとぐらいの川幅

ですけど、手前は、コンクリで何かな、僕ら、様式名称わかりませんけど、ちゃんとしたコンク

リがしてあるんですよね。学校から下った、一番、水がだあだあ流れる所ですね。 

 そういうことはできないんですか。とりあえず、その埋まったとこ掘り起こすだけだから、難

しいんですか、やっぱり行政としては。 

 市長、どうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほどから申しますように、所有関係が何とも、国調が終わってないこ

とと、もう一つ、小字界にどうもぶつかっとるみたいです、字界に。で、そこの部分の、きちん

とした立会い等がやらないと、どちらの所有かも見えない部分がまだはっきりしてない箇所なん
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ですね、ここ。 

 今おっしゃられる、現状の素掘り側溝みたいなやつを、そこの部分だけを扱うのは、扱うとい

うか（「うんうん」と呼ぶ者あり）現状復旧するというのは、それは、できる範囲だと思います。 

 区長さんとかの了解をもらいながら、現状復旧の範囲でやっていくことは、それは早期にやれ

ることだと思いますが、そうしましても、おそらくすぐに、またそういう状況にもなっていくだ

ろうと思ってます、素掘りのままでいった場合。根本的な解決にならないだろうなと、それにつ

きましてはきちんとした用地の問題等がはっきりわかって、そして、その里道の問題も、青道は

ありませんから、里道の問題、そしてその三、四メーターあるというのも里道としては不確かな

部分がちょっとあります。通常の里道という幅を超えての広さがございますので、そのあたりの

こともきちんとクリアして、水路を、きちんとした水路を確保していくというふうな段階を踏ん

でいかないといけないだろうと。 

 今おっしゃられるように、原形復旧の部分であれば、区長さんとかの立会いのもとで早期に着

手することは可能というふうに思ってます。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  私も地元の長老とか総区長さんにこの土地の件で、私もそれな

りに尋ねてみたんですけど、何かあそこの小学校中学校のグラウンドをつくるときですね、あの

土地をほとんど、公のほうが買い上げとるはずだという話は聞いているんですよ。その証拠に、

使った形跡もないし、地元の長老の人たちも私も何人もお聞きしたんですけど、それはないはず

だと。 

 で、わずかな幅ですもんね、学校からすぐ下って、一番集中的に水がごおーといくところがで

すね、もう川掘ったら反対側のコンクリしてあるとこまでいきそうなとこもあるんですよね。あ

そこに茂地神社ってあるんですけど、神社のとこからが、ずっと埋まってるだけなんですけど、

ですよね。それを、いやいや、市長。これをですよ、ああだこうだ言いよったらもう今３月で、

もういっときしたら梅雨が来るんですよね。で、今の学生さんたちも中学校の生徒たちもクラブ

活動で遅くなったときなんか、やっぱり近道を通ってですね、この前、先ほど申しましたように、

下に防犯灯が７カ所あるんですけど、学校からですね。そこも、切ってもらったりしてるもんで

すから、明るくなった関係もあるとでしょう、生徒さんも下を使う生徒が結構増えてるんですよ、

お話聞いたりしたら。 

 そして私もあそこを、夜歩いた、夜というか仕事が終わって歩いてるんですけど、生徒さんも

かなりすれ違うことになりました。そういってまたあれなんですけど、防犯灯の明かりを、切っ

てもらったことによって、ちょうど上と下に防犯灯があって、こう出っ張ってたんですよ。竹や

ぶがですね。そこもやっぱりＰＴＡの意識というか父兄の意識も変わって、僕も竹やぶやけんチ
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ェーンソーかなんかで切ってやろうかな、そうしたら上と下の河川につながる明かりがつながる

なと思とったら、もう父兄の人がずらあっと切ってしまってくれてるんですよ、今。 

 だから、全然、小学校中学校の境目明るくなってきてます。それだけに父兄のほうも関心があ

るんですよ。だからこれを６月、梅雨時期をかわすことのないようにですね、何、素掘りという

んですか、そういう格好だけでも先にしてもらっとって、素掘りだけやったらそう大したことも

ないと思うんですけど。 

 何とかそういう格好だけでもとってもらえんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど地区の長老の方の用地の話がありましたが、私どもも以前、相当

昔になるんでしょうけども、用地取得の書類等の確認というのも当然必要ですが、先ほどから申

しますように、現況の復旧の段階の話ですね。それについては、まずもって地区の区長さんとか

方たちの立会いのもと取り組ませていただきたいと思いますが、恒久的な水路というのにつきま

しては、何度も申し上げますが、きちんとした形の用地の問題、そして里道の管理の問題等々を

整理をした後に取り組ませていただくという段階を踏ませていただければと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  ぜひ、そのようにしてくれませんか。 

 今言ったように、雨後は本当にびっくりするような水なんですよ。ほんとあれだけの中学校小

学校の水が来るわけですから、大げさでも何でもなくて。 

 里道ですかあれ、あの里道、里道（「はい、里道です」と呼ぶ者あり）ああそうですか、あれ

里道やからいいようなもんの、ほんとであれ自分の所有とかなんかやったら、対馬市立大船越小

学校、対馬市立大船越中学校の排水があそこに一カ所でまとまって来てるわけですから、まあ里

道ですからこれで済む話ですけど、個人的な屋敷だったらとんでもないことになりますので、市

長の今の答弁で素掘りでもやっとってというようなことですけど。 

 地元の区長さんにもこの旨は伝えておりますので、はい、とりあえず素掘りになるかもわから

んよと、でも梅雨前には何らかの形でしていかんと、生徒がこれだけ利用しよる道路ですから、

そういう形でまた私もお願いしますということを言っておりましたので。 

 市長、ぜひそういう形で動いてみてくれませんか。そうしたら、私も帰って区長のほうにも伝

えときますので、よろしくお願いしときます。 

 残り２３分ですけども、調整の役として私はこれで一般質問を終わりますので、早目にですね、

市長、素掘りでよろしいのでお願いしときます。 

 ありがとうございました。終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで大部初幸君の質問は終わりました。 
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癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩とします。 

 再開は都合により２時３０分ごろとします。 

午後１時28分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時28分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  皆さん、こんにちは。初日の一般質問の終わりとなりました。 

 ３月に入って寒い日が続いております。３月といえば、出会いと別れが伴う時期ではないかな

というふうにも思います。人生とは何かに出会うこと、また、めぐり会うことの重なりのようで

あります。この世で誰かにめぐり会うことは、人生の大切なことだというふうに思います。出会

いが人生を補っているともいうふうに思います。そして、出会いには必ず別れが伴います。さま

ざまな出会いと別れを重ねて、それに鍛えられて、それに感動して、あるいは苦しい目に遭って、

それらがみんな栄養になって人間が変わっていく。そして、理想的な人間になって生涯を終える

のが一番望ましい人生じゃないかなというふうに思います。 

 また、３月といえば、沿道、河川敷、公園等々の桜のつぼみも膨らみを増し、今か今かと花開

くのを待っている気がいたします。第１回定例会も桜の花のようにきれいに咲いて散りたいもの

です。 

 それでは、通告どおり３項目の質問をさせていただきます。 

 まず１点目でございます。今回は質問がダブっておりますので、割愛されるところは割愛され

ても結構です。行政全般についてということで、地方創生の市の組み立てについてお伺いをいた

します。 

 政府が打ち出された地方創生、まち・ひと・しごと、この創生事業に、地方に仕事の場をつく

り、若い働き手を定着させて地方の活性化を図る計画じゃなかろうかなというふうに思います。

また、合併特例債というのがありまして、そのときには、自ら考え自ら行う地域づくり事業とい

うことで交付金が設立されたと思います。これもそれも、実効ある提案をしなければ交付金も生

きてこない、この交付金をうまく使うかどうかは、やはりトップのやる気次第というふうに思い

ますので、その辺をよろしくお願いをいたします。 

 また、２点目でございますが、この１の創生の組み立て、交付金を使いながら人口減少に歯ど

めをどのようにかけていかれるのか。先ほど小島議員の質問と重なる面がありますが、詳細につ

いて、一問一答でお願いをさせていただきます。 
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 それと３点目ですが、航空運賃低廉化対策ということで、私、全員協議会の折に質問をいたし

ました。イベントがあるときの空港運賃の値下げというのができないかという質問をいたしまし

たら、市長のほうが答弁で、ＡＮＡさんと協議をしておりますのでという答弁でございました。

その詳しい中身について、少し触れさせていただきたいというふうに思います。 

 また、２項目目でございます。 

 子ども夢づくり基金の執行状況ということで、２６年度から始まっております子ども夢づくり

基金、現在までの執行状況を精査されて、どのように新しい取り組みにされるのか。この執行状

況を見てみますと、やはりスポーツ関係、学校のクラブ等々の方面に助成をされているのみじゃ

ないかなというふうにも思いますので、子どもは島の宝だというふうに大人はみんな言われます

し、また対馬教育要覧にもそのようにうたってあります。 

 このことを考えてみますと、やはりもう少し子どもの夢を膨らませるすばらしい事業がなされ

るのを期待をしておりましたが、まだまだそこまでは至っていないということで、１年目ですか

らそうだろうというふうに思いますが、今後この１年間を精査して、どのような子どもたちの夢

づくりに基金を使えば子どもたちの夢が膨らむのかということを少し詳しく、一問一答でお願い

をしたいと思います。 

 それと、３点目になりますが、３項目目の１点目、市道堂坂線改良工事についてということで、

これは皆様御存じのように堂坂線、舟志から琴間ですね、韓国の観光客が一番バスで使っている

道路でありまして、新しい道路、県と市のスクラム事業として着手をしてあるというふうに思い

ます。その進捗状況についてお伺いをいたします。この事業として５５億円、１５年程度という

ふうな説明があっておりました。これも何とか地方創生のほうで組み立てて、１年でも早い完成

を目指していただきたいなというふうに思います。 

 国のほうでも、参議院の地元出身の先生が地方の幹線道路整備を急ぐよう国側に求め、総理は、

地域は創生していく上で道路整備は極めて重要と認識を示したということで、国交大臣は県内で

建設中の道路を念頭に、少しでも早く地元の要望に従い努力をしたいという答弁もあっておりま

すので、そこら辺も精査しながら答弁をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  春田議員の質問に答えさせていただきます。 

 １点目の、行政全般に関することで、地方創生の話でございました。今後の市の組み立て等に

ついて、また、人口減少の歯どめに対して市が先頭に立ってというふうなお話も出たかと思って

おります。まずもって、この点について答弁をさせていただきたいと思います。 

 地方創生に絡みましては、マスコミ報道等でいろいろ出ておりますので、十分に議員の皆様も

もう御存じだと思っております。 
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 本市においては、１２月に対馬市の人口減少対策協議会というのを設置をし、昨年１２月末に

国の長期ビジョンと５カ年の基本目標を示した総合戦略が発表をされました。これを受けて、対

馬版の長期ビジョンと対馬版の総合戦略の策定に向けて本格的に取り組みを始めたところであり

ます。 

 今後、人口ビジョンと総合戦略策定につきましては、国の方針等を勘案して、第１に安定した

雇用創出に向けて。第２に新しい人の流れをどうつくっていくか。第３に若い世代の結婚、出産、

子育ての希望をかなえるということ。そして第４に時代に合った地域づくり、安心な暮らしを守

る施策。この４つの大きな柱に向かってこの組み立てをしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 このビジョン等を策定するに当たりましては、国のほうが３つの支援策、情報支援、人的支援、

そして財政支援という３つの柱で支援をしていきますよというふうなことが公表をされておると

ころであります。 

 後の財政支援につきましては、自由度の高い交付金というものをフルに活用して、３１年度

までの５カ年間の重要な取り組みとして施策展開を図っていかなければならないというふうに思

っております。 

 いかんせん、その方向性というのは、２７年度中に組み立てをさせていただきますので、

２７年の中途においてか、その方向性が見えてきた暁には、国の制度等を活用しながら取り組ん

でいくことになろうかというふうに思っております。 

 航空運賃の低廉化の問題がございます。これにつきましては、先だってＡＮＡとの協議を今進

めている段階ですというふうな話をさせていただきましたが、御存じのように、この運賃が高額

であるというために、国内からの誘客が伸び悩むというのが私ども対馬の大きなネックになって

いるというふうに思っております。それも一因だと思っております。 

 海路については、県のリプレイス事業とか市の運賃割引事業の補助金というもので２割の低廉

化を図っておりますが、空路につきましてはまだ組み立てがされてないというのが実態でありま

す。私ども島民側のアイきっぷとかそういうものはございますけれども、島外からの入り込み客

に対することがなされてないというふうに思っております。 

 それらをどのようにしていけばよいかということで、低廉化事業というものに、ＡＮＡさんで

すね、全日本空輸さんと相談をしながら、この対馬・福岡間の航空運賃の低廉化モデル事業とい

うものを組み立てていきたいということで、実証実験を２７年度中にやる予定で、今予算に計上

をさせていただいたところであります。 

 これにつきましては、特割とか旅割とかいろんな制度がありますが、それらの制度を拡充しな

がら、対馬に入り込みやすい状態をつくっていきたいという考え方でおります。できれば、３カ
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月間を実証期間というふうに捉えておりますけども、その３カ月間、５％の増というものを目標

にやっていこうということで取り組みを始めたいということで、ＡＮＡさんと協議を進めておる

ところであります。 

 続きまして、２点目に入る前に、３点目を先に私のほうからさせていただきます。 

 ３点目の、市道堂坂線の道路改良工事の進捗の問題だというふうに思っております。 

 もう御存じのように、この路線につきましては、上対馬地域の方々のみならず、今対馬の南か

ら抜けていくに当たっても、東の道路というのはとても重要な道路であります。そして、もみじ

街道という資源を持ち合わせておる地域であります。あのもみじ街道が、県道ゆえになかなかそ

の改良を進めていくというのが難しいといいますか、資源を壊してしまっては意味がありません

ので、別立てでやっていこうということを県のほうにお願いをし、県のほうも市道でやりながら

県のほうがそれに対して一定の財政支援をするという、県と市のスクラム事業ということで組み

立てをしていただいて今進んでおるところでございますが、いかんせん、国の交付金関係の伸び

というのが私どもの要望に対してすごくまだまだ足りない状況にあります。 

 毎年の内示額というのは、市道の道路事業に関しましては、２４年が３億３,５００万円、

２５年が５億９００万円、そして２６年が６億４,６００万円と伸びてはいるんですが、私ども

が要求をしておる金額というのは当然はるかに多い金額でございます。採択率といいますか、配

分率というのが４割に２６年度は満たない状況でございます。どうかして、この要求額というも

のが満額に近い形で採択されるように、私どもも努力をしていかなくてはいけないと思っていま

すし、そのことが、せっかく始めた事業が早くにでき上がり、そして島にお住いの皆様方、市民

の皆様方にとって早期に恩恵が受けられるような形をつくり込んでいきたいというふうに思って

おるところであります。 

 ２点目につきましては、教育長のほうが答弁をまずして、その後に私のほうに返させていただ

きます。一度退席させてもらいます。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  子ども夢づくり基金についての現在までの執行状況を精査して、今後

の展望ということの前段について、私のほうから回答させていただきます。 

 昨年度、平成２５年度までの実績でございますが、平成２５年度までは対馬市社会教育振興費

補助金を活用して社会教育の振興を図っており、主にスポーツの分野での当該大会へ参加するた

めの補助を行っており、児童・生徒へ５９件、８０９万、４,０５６円を支出したところであり

ます。 

 今年度、２６年度からの基金運用についてですが、今年度から本格的に運用しております対馬

市子ども夢づくり基金につきましては、関係部長、局長で構成する運営委員会において基本的事
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項を慎重審議し、福祉部こども未来課に事務局を置き、基金運用を図っているところでございま

す。スポーツ活動、文化活動、体験活動、交流活動については、事業内容及び補助率の拡大を行

い、また、新たな取り組みとして島内３高校への進学、就職、韓国語検定への就学支援など、子

どもたちの活動を幅広くサポートしているところでございます。 

 実績といたしましては、教育委員会所管の今年度１月までの活用実績ですが、スポーツ文化活

動事業に１０９件、１,６０８万４,０００円、就学支援事業に２０８件、２０７万５,６００円、

対馬っ子夢づくり創出体験活動モデル事業等で７件、８７万８,０００円を支出しております。 

 また、２６年度はこの夢づくり基金の活用を図って、新たに平成の朝鮮通信使交流事業、つし

まっ子郷土読本作成事業を実施し、子どもたちへの郷土を愛する心の醸成に努めているところで

ございます。 

 平成の朝鮮通信使交流事業では、対馬市内小学校５、６年生から希望者を募り、１５名の参加

により、岡山県瀬戸内市牛窓を訪問し、通信使行列への参加や陶芸体験、お互いの市の歴史や特

色など牛窓の子どもたちとの交流を深めてまいりました。 

 来年度、２７年度は雨森芳洲先生の生誕地である滋賀県長浜市高月町を訪問する予定としてお

ります。 

 また、郷土読本ですが、２６、２７年度の２カ年事業として対馬の地理、動植物、歴史、偉人

等の内容を掲載し、子どもたちに親しみやすく、わかりやすい郷土読本を作成中であり、今年度

は執筆、原稿づくりを行い、２７年度は編集、校正、印刷、製本を予定をしております。学校に

おける総合的学習や、社会科等の授業や、地域の宝探しの手引き書として活用することを考えて

おります。 

 本基金を積極的に活用いただくため、対馬市校長会や教頭会での説明及び市内の３高等学校へ

の周知、必要に応じた事務説明会などを実施しています。 

 今後は、市民の皆さんや市民活動団体等からこのような事業はできないのか、対馬の子どもた

ちにこのような体験活動は必要ではないかなどの幅広い声を拝聴しながら、教育委員会としての

基金活用案を市長部局に積極的に提案、要望していきたいと考えております。 

 島内の小・中・高等学校の児童・生徒が、将来の夢に向かって素質を開花させ、有能な人材と

して成長し、郷土への定住と里帰りの島づくりへの思いを育てていくことが大切であり、「地域

から学ぶ、地域が先生」をモットーに、今まで以上に地域とのつながりを深めていきたいと考え

ているところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  答弁をいただきまして、どうもありがとうございます。 

 １点ごとにまとめていきたいというふうに思います。 
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 １項目めには３点ありましたが、これもほとんど一緒の流れで、航空運賃低廉化については大

体そのようにわかりましたので、１億今回組んであるということで、その事業の中で進めていく

んだということだろうというふうに思います。よろしくお願いを申し上げます。 

 ２点目の人口減少歯どめ策ということで、小島議員の質問と一緒になるんですが、やはり思い

切った施策をしなければ人口は減る一方ではないかなと。ただただ挨拶の中で、対馬はもう人口

がいないからなというのが今は皆さん常です。そういうことで、人口が減少することによって予

算はつかないわけですから、皆さんわかっているんですが、なかなか人口を増やすためにどうす

るかというのが、細かいポイントというのが出てこないということで、先ほど小島議員も話して

おりましたが、私のほうでは婚活について、やはり長崎市のほうで窓口に婚活部という部をつく

られておられます。そういうことで、行政の中にいろいろ職員さんの中にもこのことにたけた、

ノウハウのある人がいっぱいおられると思います。そういうことで、婚活部を立ち上げられて、

その中に支援者として市民を募集なり何なりをされて、そこの中で組み立てていくというのが私

は大事ではなかろうかなと。 

 福祉のほうに委託をされてやっておられますが、なかなか地域ごと、６町でやってあるんです

が、めぐり会いイベントということでやっておられます。先ほど市長の答弁の中で９カップルと

いうような話もございました。しかし、もう一押しというのが私は大事じゃないかなというふう

に思うんですね。 

 今未婚者であられる男性２,０００人、女性１,０００人というふうに小島議員さんおっしゃい

ました。そのカップルができ上がれば、子どもは何百人できるのかなというふうにも考えますと、

必ずこのことを成功させなければ、やはり人口は増えないんじゃないかなというふうに思います

ので、やっぱりこれは市全体として、市民、行政、議会一体になって取り組んでいかなければ、

福祉協議会に任せ切りでいいのかなというのも、私はちょっと疑問符がつけられるんですが、そ

こら辺、市長、何か答弁ありましたら。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  婚活の話がございました。先ほどの小島議員さんの答弁でも申し上げま

したが、人口減少対策協議会において、今の意見というものを踏まえて方向性というのを出して

いくことになろうというふうに思います。 

 １,０００名、２,０００名の方たちが家庭を持たれてお子さんを授かるということによって、

地域に力が出るということでございます。それは間違いないことだと思っております。外に任せ

っ放しじゃなくてということも十分にわかりますが、先ほど職員にもそのノウハウを持った人間

がおるんじゃないかとおっしゃられましたが、職員の顔がぱっと私には浮かびませんけども、し

かし、市民の中に、職員もそうなんですけども、結婚していない未婚の人たちもいっぱいいるん
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ですが、どうかして結婚をして家庭を持つということに対して踏み出していただけるように、行

政としても考えていきたいと思っております。私の個人的なことではなくて、先ほど申しました

人口減少対策協議会の中で、議題としてきちんと論議をしていただきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  大体わかりますが、やはり根本的に組み立てをしていかなければ、

この挨拶だけで終わる人口減少というのは、県内どこの市町村も新聞を見ますとほとんどが人口

減少対策というのが打ち出されているわけですね、やはり離島は特にそうだろうというふうに思

うんです。だから、離島は離島のやり方というのもありましょうけど、やはり税を投入してでも

このことについて取り組んでいかなければ、前向きにはならないというふうに思います。よろし

くお願いをいたします。 

 それと、２項目めで子ども夢づくり基金の答弁がありました。ちょっと前後しますが、先ほど

の人口減少対策で、３月１日に県立高校３校の卒業式がございました。厳原、対高、対馬高校が

１７０名卒業で、対馬島内に残られるのが１５名、上対馬高校が４３名卒業で１０名残られる、

豊玉高校が２１名で残られるのが５名、合計３０名の高校生、卒業生が島内に残られるというこ

とであります。これは、対馬高校にしてみればずっと年々増えているわけですね、５名なり３名

なり増えております。これも就職の就学金のせいもあるかなというふうにも思いますし、また、

市民の皆さんの人口減少対策に何とか手を打たなければという気持ちの表れかなというふうにも

思っております。 

 どんどん残るということはいいことですからいいんですが、やはり一番大きな問題は、仕事が

ないと、対馬におっても仕事がないもんねというのが挨拶なんですね。そこも少し行政、議会一

体となって考えていかなければというふうにも思います。仕事があれば、本当に高校生のアン

ケートで見てみますと、この自然の豊かな自分が生まれた所で生活をしたい、生涯を送りたいと

いうようなアンケート結果が６８％というふうに出ております。そういうことも我々成人者、大

人として考えていかなければいけないんじゃないかなと。バイオマスについてもそれだけ自然が

多いわけですから、そこら辺のやはり組み立てもしながら働く場も一生懸命努力をされて、また

いろいろなことを打ち出して働く場所をつくっていただきたいなというふうに思います。 

 それでは、２項目めの子ども夢づくり基金についてですが、現在の執行状況というのは先ほど

教育長が答弁されました。 

 それで、私が一番思うのは、スポーツ団体、あるいはそういうような活動団体に助成をされる

のは結構いいことだと思います。しかし、子どもたちの夢ですから、夢を膨らませるためですか

ら、やはり小学生も中学生も高校生も自然豊かな対馬で育って対馬に残りたいというのが多いん

ですから、やはり対馬の自然を活かした体験学習というのをまだまだ増やしてやっていかれれば、
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子どもたちも和やかな雰囲気で学習ができるんじゃないかな、それが子どもたちにしても、また

保護者にしても、家庭においてでも、地域においてでも、本当に子どもたちのすくすく伸び伸び

とした姿が見られるんじゃないかなというふうにも思います。いろいろ学校の中でも問題が起き

ておるわけですが、そういうのもやっぱりこの体験学習、保護者、地域と一緒になってやってい

くことで解消ができるんじゃないかなというふうにも思いますので、そこら辺に力を入れられて、

生涯学習、子どもから高齢者までの広い範囲で大変だろうというふうに思います。これも職員だ

けでやるんじゃなくて、やはり各種団体、社会教育委員、あるいは公民館運営委員、そういう団

体も引っ張り込んだ子どもたちの夢づくりに使っていただければなというふうに思います。 

 そういうのを私は引っ込み思案じゃなくて、どんどん出していいと思いますよ。それで、やっ

ぱり報酬を払うのは夢づくりで報酬を払ってもいいですから、そこら辺をきちんとしたものを出

していって、子どもたちが本当に対馬で育って、それが私はまたＵターンで帰ってこられると思

うんですよ。それにもつながると思いますので、そこら辺も教育委員会として、生涯学習課とし

て大変忙しい仕事場の中でありながら、そういうことも組み立てていかなければ、いってもらい

たいなというふうに思います。 

 こども未来課のほうにつきまして、２、３項目の事業が行われております。この交流事業とい

うのだけでいいのかというのもありますし、対馬と対馬の子どもたちの体験というのも私は大事

じゃなかろうかな、外に出すだけが交流事業かなというふうにも思っております。 

 皆さん御存じのように、峰町には青年の家というのがあります。青年の家を拠点とした体験学

習というのも今後考えていただいて、そこを拠点にして子どもたちと地域と地域の大人が体験で

きる、またそれを活用しながらやっていくことで峰町の活性化につながるというふうに思います

ので、これも県の施設でありましたが、今は委託だというふうに思っております、市が委託を受

けているということで、補助金を出し合って運営をしてあるというふうに思っております。いろ

いろな活動はなされておりますが、なかなか保護者も地域も忙しくて事業が組めない状況のとこ

ろもありますけれども、やっぱり夏休みとか、そういう休みを利用された計画を立てられてやっ

ていけば、子どもたちの夢も膨らむんじゃないかなというふうに思いますので、よろしくお願い

をいたします。 

 それから、前後しますが、航空運賃の低廉化であります。負担金として１億円今予算で組まれ

ておるんですが、国境離島であり、かつ遠距離離島である対馬において住民が持続的に暮らして

いくためには、航空運賃の低廉化を図り、国内からの交流人口を拡大させていく必要があります。

国境離島新法設定後における国境離島活性化対策事業の一つとして、航空運賃低廉化制度創設を

国に求めていくものに、運賃低廉化モデル事業を実証し、その結果を国に示していきますという

ことでありますので、やはりこの実証事業をきちんとしたものをやられて国のほうに伝えられて、
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または国のほうに我々議会も陳情に行かなければいけないときには一緒に行って、一緒に取り組

んで、このことについてやっぱり対馬に国内の観光客を呼び込まないと、私はこの対馬も人口も

増えないし、活性化もしない、発展もしないというふうに思いますので、そこら辺に力を入れら

れてやっていく必要があるなと。 

 韓国の観光客は２０万人を超すだろうというふうに言われております。比田勝港は、今国際

ターミナルの建設中で、本当に国際的な港湾、波止場になってくるだろうというふうに思います。

そこはそことして、この航空運賃も国内の旅行客を呼び込むためには、やはり低廉化に向けて努

力していかなければいけないなというふうに思います。 

 また、船のほうですが、厳原・博多航路の県の施策により、運賃を２割低廉化しています。ま

た比田勝・博多航路は離島航路補助制度上の国家補助を受けて運航されているため、運賃低廉化

の対象外航路となります。そのため南部と北部の運賃の格差が発生するんですが、その発生を抑

制するために市で補助し、厳原・博多間の航路と同様の割り引きをいたしますということですね。

これは、本当にそのようにしていただければ、南の船、ジェットフォイルじゃありませんが、こ

の船の運賃を割り引きして格差をなくすということは島にとってはいいことじゃないかなという

ふうに思います。 

 それで、市長、子ども夢づくり基金について、まだ未来課としての取り組み、今後新しい取り

組みは何か考えてあるならばお願いをしたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ２７年度子ども夢づくり基金を運用して事業展開を、まず庁舎内で募集

を図って組み立てをする予定であります。 

 子どもたちを、この対馬が当然ながら今おっしゃられるように、好きになっていただかないと

いけません。そして、大人になってもやはり対馬でという思いをずっと持ち続けるような事業と

いうのはすごく大切だというふうに思っています。 

 そういう意味において、先ほど御提案がありましたように、峰の青年の家の活用というのは大

変重要な事業だというふうにこちらも思っております。この２、３年、５,０００人という利用

が増えて、とても元気を出していただいておるところであります。 

 あそこは、皆さん御存じのように、やはり島のちょうど、子どもたちにとっても宿泊施設の共

同の、合宿所ではないですけども、そういう使われ方に 適の場所だと思いますし、自然もいっ

ぱいあります、川もあります。それらを使いながらの事業というのをこれからも青年の家におか

れましては展開を図っていただくということは、所長さんとも、たびたびお越しですけども、お

話はさせていただいておるところです。 

 それと、その２７年度のお話でございますが、子どもたちに将来消防士なんかになって残って
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もらうためにもということで、泊りがけの、消防士の指導ということはないでしょうけれども、

模擬でやっていくみたいな形のものを消防のほうも考えて組み立てていただいておるところでご

ざいます。 

 それ以外でも、子どもたちと大学生との連携ということを、せっかく域学連携事業をやってお

ります。２６年度は４６０人の学生さんたちが入ってきてくれました。その学生さんたちが、対

馬の子どもたちとのいろんな形での関わりをさらに広げてもらおうと思っております。２７年度

は、長崎県立大並びに九州大学のほうがある程度、今度はさらにまとまった人間を送り込むとい

う計画も持っていただいておるところでございます。今まで以上に大学生が、また大学院生がこ

の島の中で子どもたちと、当然地域社会の中でまじり合いながら、お互いを高めていくという機

会を子どもたちに提供をしていきたいというふうに私どもは考えておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  １番、春田新一君。 

○議員（１番 春田 新一君）  本当に、今、峰の青年の家の所長さん一生懸命頑張られるんです

ね、いいことだというふうに思います。 

 今の峰の話がありました。子どもたちが対馬を出ないで残るためにも、林道整備を体験したり、

間伐材を利用して子どもたちに丸太家づくりとか、そういうものも計画しながら、対馬でこうい

う体験ができたな、対馬だったらこういうことができるからＵターンしようかなというようなこ

とも出てくるというふうに思いますので、これも一生懸命取り組んでいかれるようにお願いをし

ます。 

 また、先ほど言われました子ども消防、そういうのも本当に峰のあそこで泊まり込んでやって、

今聞いておりますと、対馬の子どもたちは、消防の試験はなかなか難しいという状況にあります

ので、子どものときからそういう体験をして、また災害にも役に立つというふうに思いますので、

そこら辺のことも視野に入れながら取り組んでいただきたいなというふうに思います。 

 それと、もう一つ、このことは県内の小学校、中学校であちこちでやっているんですが、子ど

も議会というのをやっております。子どもたちに政治の場でいろいろなことを経験させるという

ことで、子ども議会というのが新聞に載っていますが、県内で何カ所もやっています。対馬も私

はそういうのも夢づくり基金を使ってやっていかれればなというふうに思うんですが、これは提

案ですけど、そうすることによって傍聴席には保護者がいっぱい並ぶということで、子どもの成

長も見られる、また大人も議会の場がわかるということで、そういうような全体的に市民、議会、

子どもと大人というのがマッチできるものにつくり上げたらいいなというふうに思いますので、

そこら辺も今から議長、議会も一緒になって取り組んで、教育委員会と取り組んで、子ども議会

というのを新しい夢づくりの取り組みとしてやっていただいたらいいなというふうに思います。

これは要望です。 
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 これも議会と行政の承認も要りますので、そこら辺も教育委員会のほうから提案をしていただ

いて、一緒に取り組んでいって、子どもたちに政治はこうだよというのがわかるような夢づくり、

これも一つの夢づくりですから、そういうのも計画をなされながらやっていくことで、また子ど

もがここに座ることで、保護者もいっぱい傍聴席に来られる。そういうのをみんなで勉強しなが

らやっていけば、まだまだ対馬も明るい日が差してくるんじゃないかなというふうに思いますの

で、よろしくお願いをいたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  春田新一君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  これで、本日予定をしておりました一般質問は全て終わりました。 

 明日は、本日に引き続き午前１０時より市政一般質問等を行います。 

 本日はこれで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時13分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 報告します。波田政和君より欠席の届け出があっております。 

 ただいまから議事日程第４号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 
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○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定しております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  おはようございます。 

 未来研究会の小田でございます。市長は昨日の小島議員の 後の質問で、自分の性格を間接的

におっしゃられたように感じております。私が思うには攻めだるま、あるいは突進型のイノシシ

とこういうふうに解釈したわけでございます。いやいや、違うよということであれば、お許し願

いたいと思います。 

 きょうから入江議員もヘアースタイルを一新されております。市長も胸襟を開いて耳を傾ける

ところは傾け、そして攻めるところは攻め、お願いするところはお願いして、対馬市発展のため

御尽力賜れば幸いかと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 それでは、通告に従いまして三つの質問をさせていただきます。 

 ＬＥＤ照明について、看護師等専門学校の新設について、介護保険についての質問をさせてい

ただきます。場合によっては１問１答させていただきますので、よろしくお願い申し上げます。 

 平成２２年の１２月定例会で質問いたしましたＬＥＤ照明について、再度質問させていただき

ます。 

 ４年前に私は対馬市が支払った電気代について調査をいたしました。もちろん電気代には事務

用のパソコン、クーラー、コピー機、冷蔵庫等々含まれていることはいうまでもありません。平

成２１年度の対馬市の消費電力の決算額は、一般会計及び特別会計あわせて約３億５,５００万

円の決算額でありました。その決算額の中身についても小学校、中学校、幼稚園、消防署を含め

た消防本部及び消防団の詰め所、格納庫等々の電気代についても調査いたしましたが、今回は街

路灯、いわゆる防犯灯について再度質問させていただきます。 

 ＬＥＤ導入については、平成２１年度から検討を進めているとの回答でありましたが、ＬＥＤ

街路灯の進捗状況及びＬＥＤ設置に要した金額をトータル的にお尋ねいたします。 

 私は４年前の質問のときに、美津島町の街路灯の２１年度決算額に基づき、対馬６町の街路灯、

約４,６００基について電気代は約２,０００万円と推計したわけでありますが、そのときの松原

政策補佐官の回答では、４,６３４基で、私どもがとらえておる金額は１,３５３万５,０００円

程度の金額であるとの回答でありました。 

 その後、調査した結果、平成２２年度で４,６３４基で約１,９９３万円で、１基当たり

４,３００円でありますので、私の推計金額が正しかったものと思っております。ちなみに平成

２３年度が設置数６８５基増えまして５,３１９基で、２,０５３万円の１基当たり３,８６０円

であります。平成２４年度が対前年度より９８４基増えて６,３０３基で、約１,８２４万円の
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１基当たり２,８９０円。そして平成２５年度が対前年度より１１基減りまして６,２９２基で、

１,７６６万円の１基当たり２,８１０円の電気料金であります。平成２２年度が１基当たり

４,３００円、平成２５年度が１基当たり２,８１０円で１基当たり１,４９０円の減額となって

います。 

 また、街路灯の修繕料金も平成２２年度の決算額で約６４６万円、平成２５年度で約３４８万

円で、半減に近い修繕料金となっています。 

 街路灯の電気料金及び修繕料金とも費用対効果が如実に数字として現れていますが、市長はこ

の決算額についてどう思われたか、回答を願います。 

 初に街路灯などに取りつけたＬＥＤは避雷針がなく、雷が落ちて街路灯を取り替えたという

ことも伺っております。現在のＬＥＤは雷も寄せつけないほどの技術も向上いたしております。 

 次に、看護師等専門学校の新設について、お尋ねします。 

 平成２６年６月の定例会において一般質問させていただきました。再質問となりますがよろし

くお願いします。 

 昨年６月の質問の中でアンケートでも取っていただいて、さらに論議を進めることにしていま

したのでよろしくお願いします。 

 アンケートは、昨年の１０月に島内中学校の生徒、保護者全員に意識調査が行われました。生

徒数９４３人中８７１人、率にして９３.２５％の回答を賜りました。また、保護者９３４人中

７３８人、率にして７９.１％の回答を賜りました。アンケートに御協力いただきました生徒の

皆さん、そして保護者の皆様に対しまして厚くお礼申し上げますとともに、このアンケートを無

駄にすることのないよう私なりに目標に向かって頑張りたいと思っております。 

 そこで、市長にお尋ねします。このアンケートの結果についてどう思われたか、率直な感想を

お尋ねします。 

 私は２月９日に学校法人玉木学園が運営しています長崎市内の長崎玉成高等学校に視察に行っ

てまいりました。この長崎玉成高等学校は、募集定員１４０名で普通科６０名、生活技術科

２０名、福祉科２０名、衛生看護科４０名の男女共学の高等学校であります。 

 特に衛生看護科について鬼塚理事長から説明を受けました。衛生看護科は５年一貫の看護教育

を行っているとの説明で、全国的に見ても准看課程３年、正看課程２年とかの区切りはなくなり

つつあるとの説明でありました。対馬からも優秀な看護師が卒業されたとも言っておられました。 

 なお、五島市の高等学校衛生看護科３年、これは准看課程でありますが、当初は医師会が運営

していたそうでございます。今は長崎県が運営しております。富江町の議会も閉校になった学校

跡地を何とか利用したいということで、看護学校の設立をということで何回も視察に訪れたそう

でございますけど、同じ離島に二つの専門学校はいかがなものかということで、現在あきらめて、
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今は視察はあっていないそうでございます。 

 そこで、私が対馬に看護専門学校新設はどうでしょうかということを尋ねましたところ、新設

はハードルが高いと。今ある三つの高等学校のうち１校に看護科を長崎県に働きかけたほうがよ

りベターだと。看護科４０名が難しいなら看護２０名、福祉２０名のミックスした看護福祉課程

も可能であるとの説明でありました。１学級４０名いれば運営が可能であるそうでございます。 

 さて、いよいよ地方創生に向けた地方人口ビジョン２０１５年から２０６０年までと、地方版

総合化戦略２０１５年度から２０１９年度までの５カ年の財政目標、施策を策定しなければなり

ません。中村知事も３月の県議会の挨拶の中で、地方創生を全面的に推進していく旨の挨拶があ

りました。対馬市の政策目標に、ぜひ看護等の専門課程の設置を推進していく旨の政策を盛り込

んでいただきたく思いますが、市長の考えをお聞かせ願います。 

 あわせて昨日、脇本議員も質問されていましたが、平成２６年度の補正予算第７号で地方版人

口ビジョン及び総合戦略策定業務を委託料として約１,２００万円予算化されていますが、業者

任せでなく市職員、議会、市民が一体となって骨格ぐらいは策定する必要があると思いますが、

市長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

 次に、介護保険について質問させていただきます。 

 ３年ごとに見直されます介護保険制度でありますが、４月で第６期目となります。介護事業者

に支払われる介護報酬が９年ぶりに２.２７％マイナス改定になるわけでございます。平成

２５年度介護保険特別会計の歳出の２款保険給付費決算額は約３２億円でありますが、この決算

額をベースに試算した場合、対馬市の保険給付費の減額は幾らほどになるか、お尋ねをいたしま

す。 

 次に、平成２７年度介護保険特別会計当初予算の歳出２款保険給付費は約３４億２,５００万

円となっていて、４月から２.２７％のマイナス改定にもかかわらず平成２５年度の決算額より

２億２,５００万円程度の増額となっています。また、介護保険料も一昨日の対馬市介護保険条

例改正では、介護報酬が２.２７マイナス改定されたにもかかわらず大幅にアップしていますが、

介護施設を今後３年間で増やす計画があるのか、あるいは介護サービスを受ける人が増える関係

で介護給付費が増える見込みなのか、あわせてお願いします。 

 以上よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。小田議員の御質問にお答えさせていただきます。 

 １点目のＬＥＤ照明についてでございます。 

 御存知のように、もうこのＬＥＤの照明につきましては、島内に防犯灯で５,１４９灯設置を

しております。街路灯、道路、漁港等にあります街路灯を含めますと６,２５５灯設置をしてい
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るところであります。 

 これらにつきまして、２３年度、２４年度に７,１００万円をかけましてＬＥＤに替えており

ます。これにつきましては、もう既に先ほど小田議員のほうからお話がありましたように、一定

の効果が上がるということになった次第でございます。 

 ちなみに電気料金だけを見た場合も、２３年度から設置をいたしましたので、２３年度の電気

料と比較をしたときも２,０００万円の電気料に対して約１,７００万円ということで、２年後に

は設置後には約２９０万円ほど減額になるというふうに、効果というものは即挙がってきた事業

だというふうに思っております。 

 今後につきましても順次このＬＥＤに替えていきたいと思っておりますが、少なくとも防犯灯

につきましては、現時点においては既存のものについてはもう既に１００％終わっております。

ただし、街路灯については、まだ全てが終わったわけではありません。これらについては順次扱

っていきたいというふうに思っております。通常の防犯灯のような形ですぐ更新ができない部分

もあるものですから、適宜やっていきたいと思っております。 

 また、２月１９日のときの対馬エネルギーコンソーシアムの報告会でも申し上げさせていただ

きましたが、トンネルの照明関係につきましても、計画に乗せてＬＥＤに変更をしていくという

方向で計画を進めているところであります。 

 防犯灯でも明らかなように効果がすぐに出てくる案件でございますので、しっかりと取り組ん

でいきたいと思っております。 

 ２点目の昨年の６月議会において小田議員のほうから一般質問がありまして、お約束をしてお

りましたアンケート、中学生、高校生、それから保護者を対象としたアンケートについては、ア

ンケート自体は１０月に実施をさせていただきました。そして、１２月の初めに中間報告、そし

て年末に 終的な形というものが見えてきた次第であります。この結果を見てどのように感想を

というふうなお話でございます。 

 実際、看護学校を希望したものというのが、中学３年生の子供たちで５名程度だったというふ

うにこちらは把握をしております。これが多いのか少ないのか、そして現状とやはり先を描き出

せない子供たちの部分もあろうかと思います。私ども大人がどのように導いていくのかという部

分も当然そこにはあろうかと思っております。今後の高齢化社会を迎えていく中での学校のあり

方、また３校を存続させていくための重ねて、このことも私どもは組み立てていかねばならない

というふうに思います。 

 そういう意味におきまして、小田議員のほうから御提案がありました福祉２０、看護２０の

４０名、ひとつの組み立てがどうしても４０という数じゃないと組み立てられない部分がありま

す。４０というのは無理があるから２０、２０というのがいいんじゃないかという御提案でござ
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います。 

 それらの提案を踏まえて、またアンケートの結果というの、そして先ほど言いました３校のあ

り方ということも考えながら、また、特に豊玉高校におかれましては、今、もう既に学校自身も

いろんな動き出しを校長先生みずからされてある部分もあります。そことも連携をしながら、こ

の問題には対処していきたいと思っておりますし、その結果を踏まえて県のほうにも働きかけを

していかねばならないことだというふうに思ってます。地方創生施策との連動というお話もござ

いました。それらも念頭に置きながらいきたいと思います。 

 次に、３点目の介護保険のお話がございました。これにつきましてはもう御存知のように３年

ごとに計画を見直しをしている。本年度はその見直し年度でありまして、２７から２９までの第

６期の計画の今、 終調整を行っている段階であります。 

 ことしの１月に、国のほうから平成２７年度の介護報酬の改定率が示されました。全体ではマ

イナスの２.２７％というものでございます、御存知のように。 

 このことで介護保険料を含めた介護保険事業費全体の見直しを余儀なくされ、去る２月２７日

開催の第６期介護保険事業計画策定委員会に提案をし、了承をしていただいたところであります。 

 減額率を２５年度の給付費決算額をベースとしたとき、減額は幾らとなるのかという御質問で

ございますが、減額率では全体で三角、マイナスの２.２７％となっておりますが、その内訳は

処遇改善がプラス１.６５％、介護サービスの充実というものがプラス０.５６％、そのほかがマ

イナスの４.４８％をあわせて２.２７％の減額というふうになります。 

 また、このマイナス２.２７％も在宅分がマイナス１.４２％、そして施設分がマイナス

０.８５％となっておりまして、複雑な要素を含んでおりますので、容易には計算ができないも

のもございます。平成２５年度の給付費決算額は３２億１４５万４,８６６円でございます。複

数の項目にわたり率が異なりますので、ただ単に決算額に減額率を掛けますと７,３００万円あ

まりの減額になります。 

 この定例会に御提案させていただいております２７年度介護保険特別会計の保険給付費の予算

総額は、３４億２,４００万円を計上させていただいておりますが、今回のこの介護報酬のマイ

ナス改定があったにもかかわらず、２７年度予算では保険給付費が増加をしております。この原

因でございますが、予算が増える要因というのがやはり６５歳以上の高齢者の増加はもとより介

護認定者の増加に伴い、介護サービスを受ける方々が増えていることによるものであります。 

 厚生労働省が発表している平成２６年９月末における介護保険事業状況報告では、第１号被保

険者数が３,２５４万人、要介護、要支援の認定者数がうち５８３万人、率にしますと１７.９％

の方が要介護の認定を受けていらっしゃいます。これに対し、本市の場合は１号被保険者数が

１万７０１名、要介護認定者数が２,６８６人、率に直しますと２５.１％と、全国平均よりも



- 168 - 

７.２ポイント高くなっております。 

 また、高齢化率を見ても、国全体が２６％でございますが、対馬市においては３３.１％であ

りますし、行政区によってはもう既に４０％を超している地区もございます。 

 １５歳から６４歳までの生産労働人口が少ない対馬市では、どうしても介護保険料が高くなり

ますので予算も増えることになっております。どうか御理解いただければと思っております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  ＬＥＤ照明につきましては費用対効果が現れているということで、

年次計画を立てて推進していくという回答でございますので。今やこのＬＥＤはイルミネーショ

ンあるいは電光掲示板、漁船の集魚灯などあらゆる分野において著しく普及しています。そして、

地球が存在する以上、照明器具は永遠に不可欠であります。 

 施政方針説明でもＬＥＤ照明設備を図っていくことでありますが、自主財源の乏しい対馬市に

おきましては、いかに自主財源を減らすかが今後の財政運営にも影響が出てくるものと思ってお

ります。 

 対馬市の平成２５年度一般会計歳入の決算額が約３５３億８,３００万円でそのうち市税の歳

入決算額が約２７億２５０万円で、歳入総額の１割にも満たない約０.８割と、自主財源に乏し

い対馬市であることは市長も御承知のことと存じます。 

 自主財源１,０００万円あれば、ハードの仕事が１億円の仕事がされることは市長も御存知か

と思います。対馬市が今後、今まで払ってきた年間３億５,５００万円の電気代が数年後、

１０年後、幾らになるか、見守っていきたいと思っております。 

 それから、看護師の専門学校の設置については、長崎県にも協力を求めていくということでご

ざいますので、対馬市の中学生の卒業生が大体３１０名から２０名の推移でございます。そのう

ち２３０あるいは２４０名が対馬３校に進学をされております。さらに対馬３校のうち約２０名

が毎年正看を目指して進学をなされております。よって、この看護課程の２０名につきましては、

中学生からもし対馬市にそういう専門学校ができれば、２０名の確保はたやすく入学ができるも

のと思っております。 

 それから、介護保険につきましては、素人考えでは２.２７％マイナスになったんだから介護

保険料も当然私は下がるものと思っておりましたけど、今、市長の答弁ではいわゆる認定率が

２５.１％と国より７％もアップしている。また、後期高齢者についても全国平均２６％に対し

て対馬市は３３.１％という、このような数値になっております。 

 介護保険につきましては、埼玉県の和光市、ここは和光方式といって全国的にも有名でござい

ます。いわゆる介護施設にカジノあるいはトランプ、リハビリ施設は当然でございますけど、そ
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ういう施設を設けまして要支援は１・２まであるんですかね。そして自宅に帰って自立ができる

ような人については卒業証書を渡しておるそうでございます。 

 対馬市もいろいろリハビリ等考えておられると思いますけど、認定率あるいは介護サービスが

何人かでも少なくなるような施策を講じていただきたいと思います。 

 それから、地方創生につきましては、石破大臣も出演され、市町村２カ所の放映がなされてお

りました。御存知のように島根県の海士町でございます。半農半漁の町で人口２,４００人、

６人に１人、いわゆる４００人がＩターンと言っておられました。また、山内町長も出演されて

おりまして、学校が閉校になる寸前に学生に旅費も出す、授業料も出しますということで学校閉

鎖を免れたという放映もなされておりました。 

 そして、鹿児島県の鹿屋市の姶良町の柳谷集落ですか、約３００人の集落で、この柳谷を薩摩

言葉ではやねだんと言うそうでございます。やねだんの公民館長の豊重さんも紹介されておりま

したが、自治体から一銭も金は要らないということで、この３００人の集落が焼酎の特産品ある

いは自前の特産品等をつくって、今国内外から５００人の視察団が訪れているそうでございます。 

 石破大臣もおっしゃっておられましたように、国におんぶで抱っこの自治体には人材派遣もし

ません、お金も出しませんよと。自治体みずからが知恵を絞り、そして汗を流した自治体につい

ては人材派遣あるいは財政支援も惜しみなくやっていきますよ、ということを言っておられまし

た。 

 あと１７分程度ありますが、このＬＥＤ照明について、具体的に施設から市長、市役所からや

っていくのか、学校からやっていくか、あるいは消防施設等からやっていくか、何か考えがあれ

ばお知らせ願いたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ＬＥＤの問題につきましては、街路灯のほうが一度には物事が進まない

という話を先ほどさせていただきました。順次取り組んでおるところでございまして、この

２６年度も６月議会において漁港関連につきまして補正で対応をさせていただいたのが一部ござ

います。 

 そして公共施設内のお話がございました。これにつきましてはＬＥＤに全て替えようかという

話もあったんですけれども、基板の関係とかいろいろ問題がありまして、省力化する電球には替

えて電気料の軽減には今既に終わっているところでございます。 

 今後も先ほど申しましたようにトンネル関係についても何カ所もありますけれども、そこは補

助事業を使いながら組み立てていく予定で物事をやはり経費の節減、一般財源の乏しい私どもに

とってもそこを取り組まざるを得ないというふうに思っています。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 
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○議員（８番 小田 昭人君）  ＬＥＤにつきましては、それで御了解をいたしました。 

 なお、看護師等専門学校につきましては、いわゆる長崎県あるいは地方戦略にも組み込んでい

ただくとの回答でございますが、この総合戦略策定業務、これをどのように押し進めて対馬版を

つくって行かれる考えであるか。今、市長が考えをお持ちであればお聞かせを願いたいと思いま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この人口ビジョンとか総合戦略の問題については、市民はじめ皆様の意

見というのを会議において組み立てていくという方向で今準備をしているところでございます。

当然ながら、議会の方からもそこには出ていただきたいというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ８番、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  ぜひ対馬市一体となったこの総合戦略を組み立てていってもらい

たいと思います。 

 それから、 後に介護保険制度につきましては、市長の質問でわかりましたけど、長崎県が介

護給付率は全国でワーストワンであるそうでございます。佐々町あたりはボランティアである施

設に集めて、いろいろ介護サービスをして９.２％ぐらい介護給付率が下がったという放映もな

されておりました。ちなみに埼玉県はいわゆるそういう方式を取っておりますので、介護サービ

スの低い率で全国ベストワンだそうでございます。 

 いずれにいたしましても、少子高齢化というこの対馬市の独特の事情でございますので、介護

サービスはもちろん介護施設等々、そして介護担当につきましても、あらゆる面でこのサービス

利用が低下することをお願いする次第でございます。 

 あと１２分程度でございますけど、これで私の一般質問を終わらせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、小田昭人君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩とします。再開は１０時５５分からとします。 

午前10時39分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時54分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  おはようございます。久しぶりに一般質問席に着くことができ

ました。対馬市の現状とこれからの課題というような格好で一般質問をさせていただきます。新
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政会の作元でございます。 

 さて、今、対馬市は、対馬市議会と、それから対馬市と一体となって取り組んできております

国境離島の特別措置法、これは仮称ですけれども、きのうも２人の同僚議員からその話がありま

した。これに向かって一生懸命進んでいるところでございますけれども、あと一歩と、もう一歩

というところまで今来ているような現状ではないかというふうに理解をいたしております。 

 今、国会も国会審査中でございますけれども、政治献金の問題であるとか大臣辞職の問題であ

るとか、全然本題に入らずに、あっち行ったりこっち行ったりしております。早くそういったも

のを片づけて、この法案が、いろんな法案が早く提出できるようにしてほしいなというふうに私

は１人でつぶやいております。 

 そして、戦後７０年を迎える今日になって、やっと日本全土を取り巻くこの国境に対して本当

の意味でいい光が当たるような法律ができるように、しっかり市と議会とあわせて、島民一体と

なって頑張っていかなければならないのかなというふうに思っております。 

 今回は、その中で、もしこの新法が通ったときにどういうふうなことになっていくのかなとい

うことで、対馬における観光ということで１点、それから今非常に問題になってる水産業の問題、

この２点について市長にお尋ねをしていきたいなというふうに思っております。どうかよろしく

お願いをしたいと思います。 

 まず、１点目でございますけれども、対馬市の観光のあり方、これは毎回厳原方面の下のほう

から名所旧跡について整備をしたらどうか、整備は終わったのかと、道路はどうなんだというよ

うな質問が毎回あっております。 

 そういったことも含めて、今後の観光のあり方、どのように島を見せ込んでいこうとするのか、

観光地をつくり上げようとするのか。これは宿泊施設も含めてでございますけれども、今、韓国

から２０万人という観光客が来ていただいておりますけれど、これに日本人の観光客が、またそ

の倍ぐらい来るということになると、恐らく宿泊の施設も足らなくなるだろうし、そしてこの見

せ場、対馬をどのようにして見せていくのかと。これは自然だけを相手にした観光では、私はだ

めだというふうに思っておりますので、この観光地の整備もどこをどういうふうにしていくのか、

対馬を幾つかのブロックに分けてやるのか、こういったところを市長のこれからの観光に対する

ビジョンを聞いてみたいなというふうに思います。 

 それから、１点目の中にジェットフォイルの問題があります。これは市が造るわけではないで

すけれども、就航以来、約２５年ぐらい経つそうです。それで、その２５年間、ジェットフォイ

ルは、日本では造られていないということで、川崎重工が今、技術者が２名ぐらいまだ残ってる

そうですね。 

 それで、今いろんな汽船会社、佐渡汽船、隠岐汽船、それから九州商船、九州郵船、こういっ
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たところが一丸となって国のほうにお願いをしているようでございます。市にも話があってるの

かなというふうに思いますけれども、そういった船会社と一緒になって、お金は出さないにして

も、このジェットフォイルの就航というのは、島の観光にとっては、私はなくてはならないもの

ではないかというふうに思っております。 

 これが、もしなくなれば、大変だということです。一度にこれだけの観光客を運ぶことができ

る乗り物はありません。特に、離島ですから、船に頼るしかありませんから、ぜひこの件につい

ても、これは具体的に話をする必要はありませんけれども、九州商船、あるいはそういった船会

社が東京にお願いに行くときには、市にも話をしてくれんか、一緒に行こうじゃないかというぐ

らいの投げかけぐらいはしてもいいじゃないかというふうに思っておりますから、その辺もお答

えをいただきたいというふうに思います。 

 続いて、２点目の問題です。 

 これ非常に２０年も３０年も前から、このまき網の問題、以東底びきの問題、こういったこと

については、水産資源の枯渇という点で、相当長くから国にも、我々もお願いをしてきたところ

でございますけれども、なかなか大臣許可でございますので、非常に難しい。 

 そこで、今出てきておりますのが、マグロの養殖とその稚魚の確保の問題、これが対馬市の、

対馬市に限らず長崎県全体のひき縄の人たちに対しては大きな問題に今なっております。こうい

った問題について、まき網との競合ということもありますけれども、主としてまき網との問題、

こういった資源確保の問題、こういったことについてどのように取り組んでいこうと思っておら

れるのか、まずその辺から市長の考えをお聞きしたいというふうに思います。 

 また、後でいろんな質問には入っていきたいと思いますけれども、まず御答弁をいただければ

と思います。よろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  作元議員の質問に答えさせていただきます。 

 観光地のつくり込みというのがすごく大切じゃないかということが１点目ございました。その

ために観光ビジョンというものはどのように考えているのかというふうな御質問だったというふ

うに理解します。 

 その中で、私どもの有するこの自然の資産であります自然というものだけではだめじゃないか

というふうなお話でございます。ただし、この自然だけというよりも、この自然なくして対馬の

観光というのはないというふうにも当然思っております。 

 常日ごろ市長室にも掲げておる、自分で書いてる言葉があるんですが、やはり対馬の場合、自

然への畏敬を忘れることなく、自分たちの施策というのは打っていかないと、自分たちの資産と

いうのを食い潰していってはいかんだろうという思いで、そういう言葉を掲げているところでご
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ざいます。 

 そういう意味におきまして、今年度から県のほうも同一歩調で動き出しをしていただきますが、

博物館へ向かって動き出しを、この４月からすることとなります。どうか、それは単に歴史のみ

ならず、対馬に訪れる人たちが口をそろえて言われるのは、対馬全体が博物園だなと、ここは。

どこに行っても博物学的な考え方で言ったときに、すごい資産がごろごろ、視点を変えたらある

という意味でおっしゃってあるんだろうと思ってます。 

 私どもの生活のなりわいの中にもそういうのが民俗学的にも転がっておりますし、自分らが知

らぬ間にそういうところで博物館的な生活、営みをしてるというふうにみんなが理解ができるよ

うな観光のあり方というのもあるんだろうと思ってます。 

 そして、歴史だけを今度は考えますと、太古から、この昭和期までずっと史実にも出てくると

ころというのは、全国的に見てもそうそうありません。いろんな自治体等にも訪れますけども、

史実が江戸時代からしかないとか、突然と始まるとか、その前がよく判然としてないというふう

な自治体も結構多うございます。そう考えますと、やはり私どものこの島というのは、歴史の宝

庫だというふうに思っておりますし、宝庫過ぎて、どこを切り口にしていっていいかが豊富過ぎ

て困るぐらいの島だというふうに私は思っております。 

 この博物館の建設の中で、対馬まるごと博物園という考え方をどのように切り取っていきなが

ら、企画展とかを打ち込みながら、市民の皆様、また観光で訪れる皆様方にこの島を理解しても

らえるのかという役割を恐らくその施設は担っていくものと私は思っております。 

 そして、 近では近代資産というものが、やはりいっぱいあります。それも厳然たる対馬の史

実の１ページでもありますし、それらもしっかり見せ込んでいくということ、そして見せ込むこ

とによって、先ほど御質問の中でありましたが、国境離島という位置づけがそこには鮮明に出て

くる旧石器等もございます。それらの理解をしてもらいながら、法律が法制化できた後というの

は、その法制化がいかに正しかったかみたいなことも観光としての取り組みとしてあるんではな

かろうかというふうに私は思っております。 

 そういうためにも、しっかりとジェットフォイルのことにつきましても、大量輸送という面に

ついても、取り組んでいかなくてはいけません。以前この場でも、海事局長と話したときのお話

をさせていただきました。私どもは建造費と運営費、ジェットフォイルに関するこれを国のほう

が考えていくべきではないかという話をそのときさせていただきましたが、運用基準なんでしょ

うけども、２７ノット以上のスピードが出る船については、国は補助はしないという考え方でず

っと通してありました。 

 何度となくこの問題については、私ども遠隔離島、国境離島の立場で言い続けてきているわけ

ですけども、実を申しますと、昨年の概算要求の段階で、国のほうがジェットフォイルの建造費、
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運営費はともかくとしまして、建造費の助成を概算要求の段階で組み立てをされたということが

私どもは、情報としては仕入れております。 

 ところが、 後の財務省との調整段階で、それがままならなかったというふうに聞いておりま

すが、この問題は少しずつ近づいてるんだろうなというふうにも思ってますし、どうかして民間

事業者の方々と一緒になってでも、この新しい制度構築というものを国に対して言い続けていき

たいという思いを持っております。 

 次に、２点目の水産業の問題でございます。 

 この問題につきましては、漁獲生産量が港勢調査でも明らかに、平成１５年が２万１,０００ト

ンということ、ざっくりですね。それが平成２４年の港勢調査では１万４,０００トンというこ

とで、７,０００トンあまりも減少をしているというふうな調査結果が出ております。これらの

問題は、今、市が取り組んでおります海洋保護区の問題、やはり資源の枯渇、させてはいけない

という問題がありますので、今取り組んでおりますが、そのことを十分に私ども考えながら組み

立てねばならないというふうに職員も、この問題、意識は持ってやっているところであります。 

 そして、いそ焼けの問題等々も重ねてあります。どうかして枯渇の道にいかないように歯どめ

をかけるためにも、お互いの資源管理というものをしっかりと考えていきたいと。 

 しかし、この資源管理については、私どもの沿岸漁業者だけではままなりません。皆様も御存

じのように、大臣許可の大中まき網の問題、底びきの問題等々が、この島の周りはいっぱいあり

ます。この海洋保護区に取り組んでいる意味というのは、当然ながら大臣許可のそこの部分まで

エリアを拡大しながらでも、私どもの意志をきちんと伝えていくということがこの取り組みの骨

子に掲げております。どうかして収奪的漁法をされる方々と私どもの一本釣りで生計を立ててあ

る方との共存共栄というものが図れるように、私どもの市としてはそこにかかわりを持ちながら

やっていきたいというふうに思っておりますし、今行っております資源管理の考え方というのに

国のほうも一定の御理解をいただきながら進めておるところでもあります。 

 皆様御存じのように、科学委員会の１６名の先生方は、全国でも有数の先生方でございます。

水産庁のほうにしっかりと物が言っていかれる先生方でありますので、その科学委員会の報告を

もとに、今度は国、県、そして当然ながら漁業者の方たちで海洋保護区の問題をしっかりと足元

を固めていきながら、国のほうに理解をしていただき、そしてこの対馬沿岸からの漁業資源が枯

渇しないような方法を今後も考えていきたいというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  持ち番を１人雇っていいですか。 

○議長（堀江 政武君）  はい、どうぞ。 

○議員（１９番 作元 義文君）  今、市長の答弁にありました歴史の宝庫、博物園、こういった
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ことを今、市長も言われました。確かにそうだと思います。対馬一円、９２０キロの海岸線を持

っておりますよね。その津々浦々にいっぱいそういった歴史的なもの、それから民俗芸能、それ

から民具、そして食べ物、そして人間の宝庫という人のよさ、これが対馬の売りだろうと思って

ます。 

 先日、少年の主張のときに、島おこし協働隊の細貝瑞季さんかな。この人が講演をされました。

まさしく同じような話をされて、一つの島でこれだけいろんなものがそろってるのは、まずない

だろうというような話をされました。多分、海、山、私がさっき申し上げました、歴史的なもの

からいろんなものがそろってるのは、この対馬が一番いいだろうという、この人は京都大学を出

て、大学院も出て、外国にも行って、いろんな勉強をして、いろんなところも見てきて、それか

らああいった講演をするわけですから、対馬に赴任をして、どれだけ島がよかったかということ

を直接皆さんに話したんじゃないかなというふうに思って、私も感動して聞いておりました。そ

の流れの中に、こういった地図はあまり見れないと思うんですね。 

 だから、僕はこれを出したんですけど、細貝さんもこの地図を出して説明をしましたが、大陸

の文化、それから歴史的なもの、それは、まず大陸から来て朝鮮半島、そして対馬を通って日本

全土にこう渡っていったというふうなルートが非常に多いというふうに言われております。 

 それから、この台湾を通って、南西諸島を通って、こっちから入った。この３つのルートがあ

ると思うんですけども、この対馬の果たしてきた役割というのは非常に大事なものがあるという

ふうに、細貝さんも言いましたけど、私たちもそれは十分認識をして、これからの対馬の観光に

これをやっぱり生かしていかなければいけないんじゃないかというふうに思っております。 

 もういいですよ。はい、ありがとうございました。 

 なかなかこういった地図は、これは防衛省に行ったら、これは見れるんですけど、なかなか見

れませんけども、こういう流れで大陸文化が、まず対馬を通って伝わったんだということだと私

は思っておりますので、ぜひこの対馬の観光にこういった歴史的なもの、そういったものを十分

活かして、そして組み立てていって、対馬に来て、２日、３日泊まって、対馬をよく見て、満足

して、そしてもう一回対馬に行ってみたいなというような気持ちにさせて観光客を返すように、

そういった観光ビジョン、観光の島づくりを目指していただきたいなというふうに思います。 

 ぜひよろしくお願いしておきますが、その中で、一、二点、具体的に話をしておきますけれど

も、私は豊玉町ですから豊玉のことも、自分の志多浦じゃないですから、仁位地区の話です、こ

れは。赤い鳥居、今、神話の里にシンボルが立ってますよ。赤いやつがですね。これは平成２年

の３月に富山県の工場でつくったもので、あそこの下に行くと、非常にさびが出てきてます。 

 そして、青ゴケみたいなやつがついて、色も赤からピンク色ぐらいにあせてきてますね。あれ

は神話の里という名目で、その当時の長郷町長時代に造られたもので、ここから先は神域ですよ
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と、神社の鳥居じゃないんですよ。神域ですよという形の鳥居をあそこに立てたと、和多津美神

社、烏帽子岳を含めて、ここから先は神域に入りますよというシンボルで造りました。 

 これの、私は色を１回塗りかえて、鮮やかなものにして、そして観光客に対馬の真ん中のシン

ボルは、この神話の里ですよ、烏帽子岳がありますよというようなつくり込み方をしてほしいな

と、これを１回塗りかえてほしいなということを申し上げたいと思います。 

 ２つ目は、これは美津島町のあそうベイパーク、このあたり周辺の、今非常にきれいになって

ますよ。イノシシが掘り返したグラウンドゴルフ場は、比田勝副市長がもうすぐやりますという

答弁をいただいてましたので、多分でき上がると思います。これを皆さん待ってますから、これ

急いでください。 

 それで、あの浜のほうにシーカヤック置き場と、それからバーベキューのできる広場と、それ

から散策をできる、今、ゲンカイツツジがちらほら咲き出してますけども、あのあたりを散策し

て、対州馬も見てというような公園的なものがあります。これ今、対馬の豊玉町の人たちも含め

て、美津島、厳原のボランティアの人たちが伐採をして、その木の中を歩いて回れるようにきれ

いに整備してあります。 

 ああいったところも、やはり対馬の自然を活かした観光の売りだというふうに思ってますから、

ああいったものをやはり対馬市としてあっちこっちにつくる、そして木も植える、花も植える、

四季折々の島が見れる、島にする、こういったことを取り組んでいただけたらなというふうに思

います。どうぞ、市長。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  まず、和多津美神社に入っていくところの鳥居の問題があります。現時

点において、よく見たらさび等が出ているよという御指摘でございました。倒壊とかになったら

大変なことでありますし、きちんと再度職員のほうも見に行ってもらおうと思います。 

 また、色あせている鳥居をどのように、もとに戻したらどうかという提案でございます。どれ

ぐらい色あせてるものか、ちょっと日々といいますか、しょっちゅう見てるものですから、もと

の色というのがよくこう思い出せなくて、慣れてしまったものですから、今の色が普通、あれな

んだろうと思ってましたが、平成２年に比べると、相当色あせてるよという御指摘でございます。

あの自然の中とのバランス等も考えていきながら、検討をまずさせていただければと思います。 

 あそうベイパークの上のグラウンドの問題、そしてあそこに電気柵をしてたんですけども、ど

ういうわけかイノシシが真ん中を掘りくり返してというのは、私のほうにも以前報告があってお

ります。この年内にあそこのことについては取り組むということで、今指示はもう既に出してお

るところであります。（「年度内でしょう」と呼ぶ者あり）申しわけございません。年度内でご

ざいます。 
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 今度はもっと先のほうのカヤック等が置いてある、ちょうど左側の岬のところを、間伐等をボ

ランティアの方たちに年数かけてずっとやっていただき、そしてゲンカイツツジを相当数植え込

みをしていただいておるところであります。間伐の問題と今度はゲンカイツツジの日照の問題

等々も、また問題としては出てきておりますけども、どうかして、今のおっしゃられたようなゲ

ンカイツツジ等が咲き誇るような、そしてそれを観賞できるようなものに近づけていきたいとい

うふうに思います。四季折々、あの場所だけではなくて、対馬全体でそれを楽しめるとかいう形

のもので、観光客に対馬を感じてもられるとかいうののつくり込みというのは大事な視点だとい

うふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  ぜひ、やはりこの大きな島ですから、１日や２日では回れない

と思います。それは見るところによりますよ。ぱっぱぱっぱ走って回れば、すぐ終わりますよ、

どこだって。 

 だから、対馬に来て、憩いをつくって、そして堪能して帰れるような島づくりが今から必要じ

ゃないかなというふうに思いますから、ぜひしっかり取り組んでいただきたいなというふうに思

います。 

 続いて、２点目の水産について、今、市長のほうから海洋保護区の話がありました。確かに排

他、収奪的な漁法を排除してというふうなものが海洋保護区設定の 初の売りだったと私も思っ

ております。 

 でも、この海洋保護区が設定されるのを待っとったんじゃ、対馬の漁師は死んでしまいますよ。

それ前に、資源が枯渇してしまう。これは何でかというと、やはりまき網と以東底びきと、この

２つが今まで何十年かかってやってきた漁法ですよ。これが収奪的な漁法の たるもの。 

 だから、この前、１２月の２４日に、第１源福丸が沈没をいたしましたよね。乗組員の３人の

方には非常に不幸な目に遭われて、御冥福をお祈りをいたしますけれども、あの船が一気に沈没

するぐらいの魚をとるんですから、恐らく１００トンぐらいの魚じゃなかったかなと思いますけ

れど、そういった船が今、境港から下に、九州までの間に２０カ統おりますよ。これが対馬近海

にも来て、ヨコワをとったり、アジ、サバをとったり、イカをとったり、こういったことで漁場

が枯れてしまってるんです。これは、去年、おととし始まった漁法じゃないんです。 

 これは、水産庁もしっかり今からこの規制については、まき網を全部やめろと言ってるんじゃ

ないんですよ。対馬市の漁民、あるいは一本釣り漁民、ひき縄漁民、イカ釣り漁民、こういった

人たちが生活ができるようにとり過ぎに注意しましょうや、期間を決めましょうや、こういった

ことに積極的に耳を傾けてもらわないと、まき網業者も水産庁も、私は、この問題は絶対解決し

ないというふうに思っております。 
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 それで、今、対馬のひき縄、これは市長も見られたと思うんですけど、部長もこの前、水産庁

から２月の１２日だったか、説明に来たときに、この図面が出ましたよね。対馬のひき縄協議会

のほうから、これは出てるんですよ。これは、この海域、ここは今からシイラ漬けが始まる海域

ですね。ここに５月から６月いっぱいまでは、まき網は来てくれるな。これはひき縄船団の要望

ですよ。 

 何でかというと、今、マグロ養殖の生け簀に生け込んでいるヨコワがここを通ってやってくる、

５、６、７ぐらいで。これを６５０隻の船が釣って、そして生け簀に生け込むんです。 

 だから、まき網がここでとったら、ここの魚はゼロになる。そしたら、去年と同じように、対

馬のひき縄業界の船たちは、飯、食えんよ。 

 だから、これを市も一緒になって、ここですね。各部会の部会長とか、漁民の人たちとか、組

合長会とか、１回集まってもらって。市長は、忙しいときには髙屋副市長が水産部の専門家です

から、こういったことに私は取り組んで、早くしないと、ことしも、またここでまき網が巻いて、

そしておかしいことに。まき網が３００トンぐらいの運搬船の胴中からヨコワ稚魚を吸い込んで、

生け簀に入れるんですよ。こういったことを誰がしていいと言ったのか、おかしいでしょう。 

 まず、マグロの養殖自体が釣ってきたものを生け簀に入れて養殖をするのが 初だったんじゃ

ないか、それが 近では、まき網がとってきたやつを生け簀に入れてる。それで、それをまた鹿

児島や奄美に持っていってる。これは、県もかんでるんじゃないですか。 

 だから、県にもこういったことをさせないように、漁民と一緒になって、組合長会と一緒にな

って、市も一緒になって働きかけていかないと、漁場は守られませんよ。それで、漁民も守られ

ませんよ。 

 この前、大分県の蒲江の漁師の人が言ってましたけど、半分に減ったと、一本釣り漁師が。そ

して、国に漁師を絶滅危惧種に指定してくれんかという話をされてましたよ。おっ、このおっち

ゃん、ええことを言うなというふうに私も感動しまして、それを覚えてるんですけど、そういう

ふうにでもしないと、今、対馬をずっと守ってきた一本釣りをしてる漁業者、延べ縄、イカ釣り、

こういった人たちが１人ずつ島を外れていったら、企業誘致を失敗したことと一緒です。対馬の

人は減ってしまいますよ。 

 どうかして、やっぱりこの漁師を守って、後継者をつくって、そして島が活性化していくため

には、ここで黙っとったら、もうだめです。今やらないと、やるときはないと、僕は思う。こう

いったマグロの問題が出てきたときに、あわせて、これは底びきですよね。１５０トン型の船が

２そう、ばっと海の底を引っ張っていく底びき網、これが集団的な漁法のまき網と一緒、この赤

いラインの、これは西側７マイル、東側８マイル、そして上の三ツ島６マイル、この規制ライン

があるんですね。これは５月１６日から８月１５日までは禁漁、それ以外はここをやってもいい
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んです。これね。 

 だから、今、上県漁協、あるいは佐須の小茂田、水崎、こういったところはアカムツを一生懸

命とってるんですね。このアカムツをとる漁場と競合してる。 

 だから、５月から、今２月か、今もとれてるんですね。アカムツはね。だから、５月から８月

まで禁漁ですけども、今はいいという、だからこれも、例えば３月とか、３月から８月にするの

か、３月から７月にするのか、こういったこともやっぱりまき網と一緒に水産庁にお願いすると

きには、これも収奪的な漁法でしょう。アナゴも一緒ですよ、これ。こっから外をアナゴもやっ

てるんですから。 

 この前、僕の隣の船は６００かごを切られましたよ、底びきから。６００個、約１５０万から

２００万の損、誰に言うこともできない。泣き寝入り、そういったことがないように、こういっ

たものを絶対国のほうに、水産庁のほうに、組合長会、漁民代表と、そして市の代表と一緒にな

って、私たちも行きますよ、お願いに。 

 だから、打ち上げ花火じゃなくて、一発ぽんとやって、それで終わりじゃなくて、１年に２回

か３回か、根気強くやって、自分たちの漁場を取り戻すことにせにゃだめです。漁師もそれにつ

いて回って、一生懸命やらにゃだめです。漁民大会をやろうかなという声もありますけども、十

何年か前に１回やりましたけども、それ一発、そういったことじゃ国は動きませんよ。やっぱり

市が旗振って、恥ずかしいことじゃないんです。自分の島を守るんですから、ぜひお願いをした

いと思います。市長、答弁がありますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ヨコワ、それから今アカムツを例に出して質問がございました。底びき、

大中まき網との競合の問題、これについては、実は１月３０日に佐須のほうで会議を開いた際に、

水産庁長官上がりの方で、農水事務次官までされた方がお見えでした。 

 そのときは、農業が中心のお話だったんですが、漁師さんも当然来てる会合でも、大中まき網

の問題について考えてもらわないといけないんだという話がありまして、その夜、終わってから、

その方とのお話の中でも、私、３回目か４回目の会ったことある方だったんですが、「財部さん、

やっぱり自分たちも、東京でもわかってるんだけども、大変難しい問題なんだと、これは。 

 しかし、水産庁にとっても、一番再懸案事項で思ってますと、みんなも。難しい問題だけども、

実際、また現場に来て、漁師さんたちからあのような話を聞くと、そういう場面でなかったかも

しれんけども、聞かせていただいたことは、またこれは水産庁にもきちんと自分も伝えていくし、

地道にやっていくしかないのかもしれないと、すぐに変わる案件でもないだろうと、いろんな今

までやってきた業界との兼ね合い、漁業調整の問題、いろいろこれにはありますと。私どもも、

市としても、どうかしてそこは漁師さんたちを守るため、そして 終的には資源を守るためにも、
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どうしてもこれはやっていかざるを得ない。ですから、御理解いただきたい。」という話をさせ

ていただきましたが、昨年の１２月議会で黒田議員さんがヨコワのお話をされました。１２月の

末、また１月変わってから、九州の海区におけるヨコワの割り当ての問題等がやっと決まるよう

な話でございましたけども、担当部長さんのところにも飛んで行かせていただきまして、早くに

物事を見せ込んでもらわないと、やれないと。皆さんも釣れなくて困ってる中での、また漁獲制

限を加えていく。レッドリストにのったんだから、それはいたし方ないんだけども、やはり収奪

的漁法との調整という問題は、これには必ずあるんだということも担当の長谷部長さんのほうに

も話は、また何度もこの話は長谷部長には言ってはきておるんですけども、話はさせていただき

ました。 

 今おっしゃられた島内の組合長会、それからひき縄協議会の皆様方と市が一緒になって、この

問題には取り組んでいかねばいけないというふうに思っております。私どもがこの漁業権限に関

してはないわけですけども、言っていくしかないというふうな思いを持っております。 

○議長（堀江 政武君）  １９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  確かに市長には、そういう権限はありません。ありませんけれ

ども、島を守る務めはありますよ。そして、島で生活する島民を守る役目もあります。これさっ

き出したものなんですけど、これは５月から６月というと、今３月ですから、もうすぐなんです

よ、これ。 

 だから、これ急いで、そういった会合を開いて、水産庁、来てくれと言ったら来ると思います

よ。こっちから５０人も３０人も２０人も１０人も行かなくても、あっちから二、三人来てもら

って、そして対馬の人を集めて、そしてもう一回よく話をして、この時期だけはとるな、そして

漁民がとって、一本釣りが生け込ましてしまって、そしてどうしても種が足らんよ、マグロ養殖

は難しいよというたときに、どこからかとってきて持ってこいということにしないと、まず先に

入れたら、これは大変、そういったことは絶対しないようにしっかりやっていただきたいなと思

います。 

 そして、私も、漁師４０年やってまして、あまりこういったことしか能はないんですけども、

ずっとこの対馬の近海を皆さんは漁に出てますね。それで、ここは国境の島ですよ。漁船は、こ

の国境の監視もやってる。 

 だから、谷川先生が重油の問題で、今度重油の補痾をするときには国境監視の名目で重油の補

助をしたほうがいいんじゃないかという考えを持ってありますよ。谷川弥一先生はですね。どこ

にもかもやるといったら、それこそ大変な金だと、だから国境監視をする漁船、こういった人た

ちに国は重油、油の補助をしたらいいんじゃないかという考え方を１回、私は聞いたことがあり

ます。それが、もしかしたらこの国境離島新法の中に盛り込まれてくるかもわかりませんよ。 
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 この船をなるだけ減さないように、そして今、漁船の漁民の人たちは、対馬に漁業無線局があ

りますよね。鴨居瀬にありますよ。あそこの補助金は市も出してますけども、皆さん、漁船１隻

当たり１万５,０００円から２万円ぐらい払ってるんですね、運営費補助として。こういったも

のも、何で漁船から取るんですか。これは県と市と国と出して、漁船は監視してるんですから、

こういったたかが１万５,０００円ぐらいですから、出してもいいと思ってるでしょうけど、そ

ういったものぐらい、反対に思えば１,０００万あったらできるんですよ。この補助金が、運営

がですね。あそこの職員の給与とか、その話を聞いてみませんか、苛酷なものですから。 

 だから、こういったこともしっかりと国のほうに県のほうにお願いをして、これだけ漁民は一

生懸命やってるんだよ、頑張ってるんだよというところをしっかり話をしてください。それが僕

は行政の仕事だろうと思いますから、ぜひこの島で１人でも後継者が育つように、そして島が守

っていけるように、海が守っていけるように。今、九州大学の先生が中心になって、今、市長が

言われました海洋保護区の調査をやってますけども、それはそれとして、しっかり進めていただ

いて、将来本当に収奪的な漁法を排除して、どけて、対馬の海に取り戻すことに努力をしたいな

というふうに思ってますから、よろしくお願いをいたします。 

 少し余りましたけど、これで質問を終わります。よろしくお願いをしときます。（拍手） 

○議長（堀江 政武君）  これで、作元義文君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時から再開します。 

午前11時42分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後０時59分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。９番、長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  私は、先に通告をいたしておりました２点について、一般質問を

したいと思います。 

 今回の一般質問、私の２点につきましては、昨日から、地方創生、少子化対策、それから、い

づはら病院の跡地問題など、同僚議員が質問をされておりますので、極力重複を避けながら、数

点だけお尋ねをしたいというふうに思います。 

 それでは、通告に従いまして、次の２点について、市政一般質問を行いたいと思います。 

 まず、第１点目は、新年度予算編成について。 

 財部市政 後の予算編成となりますが、地方創生、少子化対策など、当初予算にどのように反

映されているのか。また、今後の計画策定についてお伺いをいたします。 
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 ２点目は、対馬いづはら病院跡利用と新病院対馬病院に対する取り組み状況についての２点で

あります。 

 それでは、順を追って質問をいたします。 

 まず、新年度予算編成について。 

 この質問につきましては、１０日からの予算審査特別委員会で説明があろうかと思いますので、

それを聞いてということのほうがいいだろうというふうに判断をいたしましたので、当初予算に

ついては省略をいたします。 

 国の２０１４年度補正予算には、地方創生先行型の交付金１,７００億円が計上されました。

そのうち１,４００億円は、人口や財政力に応じ、自治体に配分され、残り３００億円は、事業

内容を国が判断し、上乗せ交付されることとなっております。 

 対馬市においては、平成２６年度一般会計補正予算（第７号）で、地域活性化地域住民生活等

緊急支援交付金が地域創生先行型、地域消費喚起生活支援型、合わせて１億６,３００万円あま

りが計上されております。 

 また、平成２７年度を初年度とする５カ年間の対馬版の総合戦略を策定することになりますが、

２０１６年度以降の地方創生交付金等の見通しについて見解を求めます。 

 ２点目ですが、２月の１６日に長崎県市町スクラムミーティングが長崎市で開催され、知事と

人口減少対策、県民所得向上などをテーマに意見交換されたと思いますが、その内容等について、

お聞かせいただける範囲で結構ですのでお願いをいたします。 

 次に、対馬いづはら病院跡利用についてお尋ねをいたします。 

 市長は、平成２４年２月の市長選挙の際に、いづはら病院跡利用について、一般病床１０床、

回復期・リハビリテーション病床５０床と、介護施設を併設する、いわゆる医療施設と介護施設

のケアミックス型施設とすることを公約として掲げられて再選されたと思っております。 

 平成２５年１１月２６日、厳原町区長会より、対馬いづはら病院跡利用に関する請願書が提出

され、１２月１８日の対馬市議会において、対馬いづはら病院跡利用に関する決議が議決され、

１２月２０日、市長と議長により、病院機能を有した介護施設を整備できるよう、県に要望され

たところであります。 

 このような経緯がある中で、この問題が大きく動いたのは、厚生常任委員長の報告でもありま

したように、平成２６年４月の診療報酬改正で、新病院が２０床設置する予定であった亜急性期

病床が廃止となり、それに代わるものとして、地域包括ケアにかかわる病床５０床を設置するこ

とに、企業団が方針転換をされたことであると思っております。 

 また、新病院は、開院と同時に包括診療報酬制を採用し、実施をする。在宅復帰を支援する回

復期病床が、いづはら病院と新病院で合わせて１００床も設置しようということでは、県の認可
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が下りないのは当然であろうと思います。 

 市長は、医療法第３０条の４、第７項の特例による病院開設を考えられ、関係機関と協議をさ

れてきましたが、平成２７年１月７日、長崎県より、対馬いづはら病院跡利用に関する協議につ

いては、跡利用計画を承認することができず、よって、医療審議会への諮問や厚生労働省への協

議を行うことは困難であるとの回答が来たところであります。市長の今後の取り組みについてお

伺いをいたします。 

 以上、２点についてお尋ねをいたしますが、今回は、先ほど申し上げましたように、地方創生、

それから、少子化対策につきましては、今まで同僚議員が質問をされておりますので、簡潔にお

答えをいただきたいというふうに思います。いづはら病院の跡利用問題について、少し市長と意

見を交わしたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  長議員の御質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 まず１点目の、新年度の予算編成のことがございました。重複を避けていいよというお話でご

ざいますので、地方創生の２８年度以降の見通しというものについて、まず、お話をさせていた

だければと思っております。 

 もう既に御存じのように、１,７００億円の国の予算のうち、１,４００億円が交付金という形

で、県、市町村に配分がされ、１億６,０００万円を超える金額が市のほうに配分が、対馬市に

はあっております。これについては、補正（第７号）で、国のほうも１つの景気回復とか、いろ

んな意味もありましたので、そういう方向でこの形をつくり出させていただいているところであ

ります。 

 そして、地方版の人口ビジョンと地方版の総合戦略というもののつくり込みを、２７年度に入

ってすぐ取りかからねばならないと思っておりますし、昨年の年末から、アンケート等を取りな

がら人口の推計とか、人口の動態等は、３月から４月にかけてですけども、それらのデータをも

とに人口ビジョンと総合戦略をつくり込んでいくということに予定をしております。 

 この１,７００億円の見通しでございますが、これについては、大変先が見えない、まだ、話

だというふうに思っています。ただし、５カ年間での総合戦略の問題については、真にその自治

体が戦略的な計画、それについて、国のほうが認定をしながら、５カ年間見ますというふうなお

話でございますので、まさに、１,７１８の自治体の競争が激化することに、２７年度なるんだ

ろうというふうに思っております。 

 その総合戦略のつくり込みに関しましては、先ほども議員の質問にも答えさせていただきまし

たように、市民の皆さん、議会の皆さんと、この問題については委員会等で論議をしながら組み

立てていくというふうな考え方で進めていきたいと思っております。 
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 かたや２８年度はともかく、２７年度の、今、もう既に交付をされておる１,４００億円の残

りの３００億円のことにつきましても、これも、もう競争が激化しておるというのが実際だろう

と思います。総務省をはじめ、どういう形でこれを組み立てていくのかということも、まだ見え

ていないことがいっぱいございます。 

 きょうも、実は私どもの職員が霞が関のほうに行って、特に、エネルギーの問題についての総

務大臣主催の第３回の研究会に赴いております。いろんな形で、この対馬の方向性というものを

プレゼンをしながら、新年度に突入をしていきたいという思いを持っております。 

 もう１点の２月にありました県市町のスクラムミーティングのお話がございました。これにつ

きましては、県のほうが今、新聞等で発表をされておられます方向性、予算にあらわしてある方

向性等の説明が、３時間半ぐらい行われたというふうなことでございます。項目が、それこそ何

十ページにもわたる内容でありましたので、細かい内容は省略させていただければと思っており

ます。 

 次の２点目のことでございますが、２点目の対馬いづはら病院の跡利用と新病院対馬病院、仮

称に対する取り組み状況ということで、通告があっております。 

 この問題につきましては、市民の皆様に大変期待を持っていただいて、結果的に１月７日の県

の発出文書によって、一昨年の１２月１８日の議会の方向性を出していただいて、それに県のほ

うも部長さん以下、汗を流してみようということで動き出しをしていただきましたけども、昨年

の１０月１日から施行、実施の診療報酬改定に向かって、８月２５日だったと思いますが、病院

企業団の、先ほど長議員がおっしゃられたように、特に、亜急性期の２０床の設定というものが、

新しい診療報酬の改定の中で、企業団病院としての経営ということを当然考えられる中で、地域

包括ケア病棟という病棟ごとにそれを組み立てて、急性期と地域包括ケア病棟という組み合わせ

で、今後、仮称ではありますが対馬病院が進んでいくというふうなことを病院企業団のほうが出

されました。 

 そのあたりのことが大きく影響をしたというふうに思っておりますけども、１月７日の文書は

厳然たる事実でございまして、私どもは、対馬市民の医療が、回復期で１１０床が今現在必要と

しているというふうな算定をしました。 

 対馬いづはら病院の事務局のほうも、対馬いづはら病院における回復期の考え方でいった場合

も、５５.何床というふうなベッド数の必要性ということをおっしゃられておられました。 

 そういう中での１１０床が必要なんだ、だから、１００床というのも、あながち難しい話では

ないんじゃないでしょうかということで、県のほうとも協議をさせていただきましたが、この協

議は不調に終わったというのが、１月７日の文書ではっきりしたわけでございます。 

 そこの部分につきまして、市民の皆様にはおわびを申し上げたいというふうに思っております。 
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 ただし、対馬市民の医療を本当に守っていくためには、このままではいけないというふうに思

っております。今現在、新たな法人との接触を当然しております。そして、予防医学と地域医療

に実績を持ってある、そして、熱心な法人さんと接触をして、この対馬というところも御存じの

方ですけども、この医療環境、そして、基準病床の枠の制約等があるということも当然説明はさ

せていただいておるところであります。 

 そういう中で、自分の法人として対馬でやるということを、理事長、事務局長の方向性は出し

ていただいておりますが、機関決定等がまだあるので、法人名公表というのはちょっと待ってい

ただけないかというふうな段階まで至っておるということです。 

 その場合の、今度は病床との兼ね合いでございますが、それにつきましては、今、御提案を申

し上げております地域包括ケアのシステム全体、対馬の全体、医療、介護、地域等々を巻き込ん

だところの医療がどうあるべきかということも含めて、その計画をつくり込む中で、対馬いづは

ら病院の跡をどのような、和白さんが考えていただきました回復期のような６０床とかいう病床

を求めるということは不可能だというふうに私も思っております。 

 そういう中で、有床、無床診療所の範囲内において、物事の組み立てをしていかなくてはいけ

ないというふうに思っておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  それでは、地方創生予算の関連について。 

 市長から答弁をいただきましたが、実は、先日の新聞報道によりますと、大きな見出しで、

「踊る政治、冷める自治体」というふうな大きな見出しがあっております。 

 私がお尋ねしたのは、２７年度からの５カ年間の対馬版の計画をつくるということですが、こ

の記事の中でも、いわゆる２７年度以降の地方創生の交付金がどうなるかわからないというふう

な、記事ではそういうふうな書き方に実はなっているわけです。 

 ですから、私がお尋ねしたのは、その５カ年間の分が、ある程度行政のほうには見えている部

分がありますかと、心配はありませんかということなんですが、実はですね、そのあたりが市長

答弁にありましたように、この３００億円につきましては、今から競争が激化するだろうという

ふうなこともありますし、そういうことも当然考えられます。 

 しかしながら、なかなか国のほうが交付金の全体像を、まだ、今のところ正確に見せてくれて

いないというところに、各自治体が、やはりその計画をつくるにおいて、苦慮している部分があ

るのではないかというふうなことがありましたので、一応、これも質問の中に取り上げていまし

た。 

 何かこれはあれば、また、それで答弁をいただきたいと思います。 

 それから、先ほど地域包括ケアシステムの話もございました。まさに２０２５年、平成３７年



- 186 - 

になりますけども、私もそうなんですが、いわゆる団塊の世代が７５歳を迎える、５人に１人が

７５歳以上と、３人に１人が６５歳以上となりまして、このように高齢化が進むことによって、

医療、介護が必要となる高齢者が増加することが考えられます。 

 しかしながら、現在の医療、介護サービスの提供体制では不十分でありまして、市長の施政方

針の中でも、地域包括ケアシステムの構築は急務で、対馬版の地域包括ケア計画を早急に策定し

たいと言われておりますが、昨日の同僚議員に対しても、３年だとか、いろんな数字的なものも

出ておりましたけども、明確なお答えがなかったように思います。 

 なぜこのことを質問するかと言いますと、これは、いづはら病院の跡利用の問題と連動すると

いうふうに私は考えております。いづはら病院の跡利用のことを考えますと、地域包括ケアの計

画の策定に時間がかかれば、いづはら病院跡利用の問題とは、私も切り離して考えるべきではな

いのかというふうに思っております。 

 例えば、 短でも１年はかかるだろうというふうに思いますが、１年かかったときには、市長

が今３年目、もうすぐ４年目に突入するわけですから、市長の任期と照らしあわせたときに、果

たして、１カ月や２カ月でこの計画ができればいいんでしょうけども、とてもじゃないが、それ

は無理だろうというふうに思いますので、病院の跡利用問題と包括ケアシステムの構築を急ぐと

いうことはわかりますが、離して考えるべきではないかというふうに思いますが、市長の見解を

お伺いをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、堀江政武君。 

○市長（財部 能成君）  今、長議員がおっしゃられましたように、包括ケアの対馬版の計画に時

間を要すれば要するほど、いづはら病院の跡利用の病院、診療所の開設が遅れていくというふう

に危惧されているのは十分にわかります。 

 私も、地域包括ケアと１００％重なっていかないと、そのあとじゃないと、というふうには決

しては思っていないんです。 

 と言いますのは、法人の考え方っていうのも当然ありまして、計画でこうつくったとしても、

その法人の方向性っていうのと必ずしも一致しないことが出てくるとも思っております。 

 また、厳原南部の方たちの空白期間をどのように短縮していくかということを考えますと、計

画策定の方向性もにらみながら、開設を急いでいくということを考えていかなくてはいけないと

いうふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  今、市長が言われるとおりで、私も、これは連動はするが、この

対馬版の計画を策定する、しかし、市長の任期もそんなにない、跡利用の問題をどうするのかと。 

 特に、先ほど質問で言いましたように、２５年の１１月２６日に、厳原町の区長会から請願書
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が出され、そして、議会が議決をしたと。やはり、この重みというのをどのように捉えてあるの

かと思います。 

 このことについて、何か市長の見解があればお尋ねします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、堀江政武君。 

○市長（財部 能成君）  ２月に入りましてから、厳原地区区長会の皆様に今までの顛末というも

のを報告をさせていただきました。 

 その際、いろんな意見をいただきましたが、いづはら病院跡利用について、引き続き取り組ん

でほしいと。ベッド数の問題は別としまして、取り組んでほしいというお話をいただいておると

ころであります。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  区長会とそのような協議をなされたのであれば、それはそれで了

としますが、やはり、この厳原町の区長会からも厳原の町にありました中核病院が移転をすると

いうことに対して、非常に危惧を持ってあるわけですから、私は、対馬全島の医療体系を考える

ときには、やはり、対馬は１つになったわけですから、市長の判断をそれで了とはしますけれど

も、市長がそのときに話をされたこと、それをやはり厳原町の市民は実行に移してもらえるんだ

という気持ちの中で了としとったというふうに思っております。 

 しかしながら、結果として県の裁定が出たわけですから、これ以上のことはできないというふ

うには思いますけれども、そこで、市長、今後、議会とどのような連携を取っていこうと考えて

おられるのか。また、病院企業団と再度ひざを交えてお話をされるというふうなお考えはあるか

どうか、お尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、堀江政武君。 

○市長（財部 能成君）  先だっても、電話で米倉企業長のほうに直接電話をさせていただきまし

た。 

 地域包括ケアの計画というものを早急に組み立てていく必要があると。これには、当然ながら

中核病院を経営される病院企業団のかかわりというのをお願いをしたいんだと。その策定の中に、

企業団、本部なのか、対馬のほうなのかは別としまして、関わっていただきたいというお話を、

企業長に直接させていただいたところであります。 

 病院企業団の企業長のほうも、当然ながら、それについては自分らも協力はいたしますという

ふうなお話を電話でもいただいて、この方向を出しているところでございます。 

○議員（９番 長  信義君）  議会とはどういうふうに。 

○市長（財部 能成君）  申しわけありません。 

 そして、この地域包括ケアの計画を策定すること、並びに、先ほど第１点目に上がっておりま
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した地方の地域人口ビジョン、並びに、地方の総合戦略の計画が、１本でこれはやると思います

けども、地方創生と医療、介護等の２本の計画につきましても、議会の皆様も委員に入っていた

だきながら、物事を組み立てていきたいというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  企業団との話もされ、幾らか雪解け状態になりつつあるのかとい

うふうには聞こえますが、やはりこの根本は、市長は企業長に自分は話をしたと、そのつもりだ

というふうなことでしょうが、しかし、企業長は正式に話を受けたということではないというふ

うな、ここが、やはりスタート時点が根本的に違っておったんではないのかなというふうに思い

ます。 

 しかし、それを言っても今ではどうにもなりませんので、何とか早く企業団ともいい関係にな

り、これは、どうしても企業団が対馬市の中にある基幹病院を管理運営をしていただくわけです

から、やはり、企業団と行政の関係がぎくしゃくしておるということでは、これは市民は不幸な

ことだろうというふうに思います。 

 したがって、やはりそのあたりは市長もいろいろ思いはあるでしょうけども、引くべきは、や

はり一歩引いて対応していただきたいというふうに思います。 

 そして、また議会についても、今後、地域包括ケアシステムの計画策定に当たっては、議会も

一緒になってお願いをしたいということでありますので、それはそれで了といたします。 

 ただ、先ほどちょっと質問をいたしました中で、どうしてもやっぱり引っかかるのが、この地

域包括ケアの策定の期間です。これが２７年度中だとかいうふうなことで悠長に構えとったら、

それは、先ほどから言いますように、市長の任期との連動もありますし、そしてまた、いづはら

病院の跡利用に対して、市民感情も出てまいりますので、何とか早期に、前期のうちで、この計

画策定をやっていただきたいと、急いでいただきたいというふうに思います。 

 それから、もう１点は、新病院に、対馬病院に対する取り組み状況ということで通告をいたし

ておりましたので申し上げますが、救急搬送体制の再構築、これにつきましては、厳原南部のほ

うで、南部地区が通報から搬送まで も時間を要するということから、厳原南部地区、いわゆる

豆酘地区に、救急搬送のための体制を昨年の４月に整えられましたので、この件は、１点目はそ

れでいいかと思います。 

 しかし、通院バス、いわゆるシャトルバスを運行することと、その運賃の構築についてでござ

いますけれども、いわゆる厳原久田地区から新病院、空港までのシャトルバスを１時間に２便は

運行したいと。計１日２５便程度運行したい、将来的には、対馬全体の運賃を３分の２程度にま

で下げるということで検討したいということでございましたが、新病院は５月が開院でございま

す。 
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 そういったことで、この対馬市の地域公共交通活性化協議会というのがあると思いますが、そ

のような協議会に、これは交通会社との問題も当然絡んできますけれども、現在まで、あと２カ

月後には開院となるわけですから、どの程度の作業が進んでおるのかをお尋ねしたいというふう

に思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、堀江政武君。 

○市長（財部 能成君）  新しい統合病院への交通アクセスの問題につきましては、２５便は確保

をしていきたいというのは、以前からずっと言い続けてきたことでございます。 

 一昨年の秋、新病院の交通アクセス部会というのを立ち上げて、そこで出ました方向性を対馬

地域公共交通活性化協議会のほうでもんでいただいて、まもなく、今月が 終の協議会になりま

す。 

 そこで、ほぼ成案に固まった方向性というのが、まずもってアクセスの便数でございますが、

２７便を確保をしていこうというふうな話で、今、固まりつつあります。 

 それと、運賃体系でございますが、これにつきましては、現在、１カ月５,０００円のフリー

パスポート等を出して、高校生なんかに通学定期よりも明らかに安い状況で使っていただいてお

るところがございますが、この方向性をもっと拡大して行こうということで、１日島内を

１,０００円で、フリーパスポートで使えるようにしていこうというふうに、今、組み立ててお

ります。 

 さらに、５００円券の１２枚つづりを５,０００円で発売をしていく方法も、運輸局のほうに

も確認を取りながら、今、まもなく成案になるだろうというふうに思っております。 

 その会議にも運輸局の方もオブザーバーで入ってきていただいておりますので、そうなります

と、島内各地からの動きが、大変利便がよくなるんではないかというふうに思っておるところで

あります。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  運賃の問題から入りますが、運賃の問題につきましては、いづは

ら病院が移転をした、厳原、久田地区、あるいは南部地区だけの問題でなくて、これは対馬全体

の問題として捉えなければならないというふうに思っております。 

 したがって、この運賃の問題につきましても、今、そのような５００円券だとかという話がご

ざいますけれども、そういった券は、仮に発行したとしても、運賃が下がったということを市民

が実感するような形の運賃体系を、ぜひつくっていただきたいということはお願いをしておきた

いと思います。 

 それから便数ですけれども、これにつきましては、市長がかねがね言っておられました２５便

が２７便ということでありますので、これは一歩前進しておるのかというふうに思います。 
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 ぜひ、この公共交通の協議会も 後になろうかと思いますので、しっかりとした体制を組んで

いただきたいということをお願いをしておきます。 

 あまり時間もありませんが、 後に、市長がまた新たな病院を、現在の県の回答を得て、新た

な病院を模索をされておるということでございますので、それは理解をいたしますが、いずれに

しても、回復期のリハビリ病床が、いづはら病院跡に５０床ということは非常に不可能だろうと

いうふうに思います。 

 したがって、診療所の話も出ましたが、あらゆることを模索をしていただいて、とにかく市民

が納得をするような、また、新病院が仮に他の地域に移転をしても、それなりのものが残ってよ

かったと言っていただけるよう、ぜひ、そのあたりにしっかりと力を入れていただきたいという

ふうに思いますが、だらだら質問するつもりはありませんので、 後に市長の御答弁をいただい

て終わりたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、堀江政武君。 

○市長（財部 能成君）  １月７日の文書で、市民の皆様に期待をしていただいた部分が一度崩れ

てしまいました。 

 規模はそこまでいかないにしましても、何らかの形で、新たな法人等の中で、いづはら病院の

跡における医療機能というのを空白期間を短くできるように努めていきたいというふうに思って

おります。 

○議長（堀江 政武君）  長信義君。 

○議員（９番 長  信義君）  ありがとうございました。 

 あと、きょうも同様の病院問題の質問、そしてまた、月曜日にも２人の同僚議員さんが質問を

なされますので、私は走りでございますので、一応、ジャブ程度でとめておきたいというふうに

思います。 

 どうもありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  これで、長信義君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は１時５５分からとします。 

午後１時41分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時54分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  入江と申します。よろしくお願いいたします。 
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 きょうはちょっと女性らしくということで、市民の方から言われましたので、イメージチェン

ジをしてまいりましたけれども、一般質問は男らしくやらせていただきます。よろしくお願いし

ます。 

 いづはら病院跡地利用についてお尋ねします。 

 私は１年８カ月にわたり、厳原市民の一番注目しておりますいづはら病院跡地利用について質

問してまいりました。 

 私が不安に思っていたとおり、いづはら病院跡は残せない結果が出てしまいました。市長の選

挙公約であったはずです、これは。行政の 高責任者として市民に対して、特に厳原市民の命を

守るのが市長の責任ですが、残せないと決定した今、厳原市民に対して市長としてどのようなけ

じめをおつけになられるかお答えください。謝って済む問題じゃないと思います、これは。 

 第２に、大船越の漁港の市の野積み場用地に１１年もの間、構造物を建てて無断使用している、

清く、正しく、美しくをモットーにしておられます政治家の会社の構造物を市長はこのままお許

しになるおつもりでしょうか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  入江議員の質問に答えさせていただきたいと思います。 

 対馬いづはら病院の跡医療機関というのが見えないと、ある意味残せないということになった

ことに対して、公約違反ではないかというふうにおっしゃられました。 

 あそこに医療機関をつくり込んでいきたいというのは、私の３８項目の中の 大の公約であり

ます。それは厳然たる事実であります。 

 そして、私はこの任期中、市民の命を守るために先ほどから申し上げておりますように、新た

な法人との接触の中で、無床、有床、診療、いずれになるかはまだ見えない部分がございますけ

れども、この対馬における医療機関の運営をやる方向で理事長、事務局長さんの内諾を得る段階

までの接触をしております。あと、そこの法人の機関決定ということをさせていただきたいと、

それまでは法人名はお許しいただけないかというふうなことで、市民の命を守る、ベッドの数と

いうことについては減る、和白さんが予定をしていただいておりました５０、１０の６０という

ふうなことはままならないようになったわけですけども、厳原地区、また厳原南部の方たちの命

を守るため、この自分の期間中はしっかりと努力していきたいと思っております。 

 次に、２点目の野積み場用地のお話がございました。 

 市の埋立地の無断占用の件につきましては、昨年の第４回定例会の議案第１１５号の関連で御

質問をいただいた折に回答をさせていただきましたように、埋め立て工事が完了をし、埋め立て

竣工認可が未完了の箇所が対馬の中には多数あります。現在、竣工認可の作業を進めているとこ

ろであります。 
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 議員御指摘の野積み場用地につきましても、埋め立て竣工認可が未完了の用地であり、現在確

定測量を委託をし、境界を確定する作業を進めているところでございます。境界確定作業の終了

後において、県の埋め立て竣工認可を受け、議会の同意、登記をして初めて土地ということにな

ります。このため、埋め立て竣工認可を受け、新たに生じた土地の確認及び字の区域の変更につ

いて、議会の同意を得、市長、私のほうが区域変更の告示をし、登記をするという必要がありま

す。 

 このような手続が完了しなければ、境界が確定しないため先に進むことができません。どうか

埋め立て竣工認可につきましては、平成２７年度の完了を目指し、現在確定測量を実施をしてお

ります。その後、諸手続を完了した後において、野積み場用地等の占用の経緯を確認をし、条例、

法律にのっとり、また県の指導等も仰ぎながら地域とも協議をし、対応をしていきたいというふ

うに考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  写真を撮ってきたんですけど、とにかくそこの野積み場用地自体

が、ほとんどがごみ置き場みたいになってるんですよ。そして、部落の人が何か建ててあったら

しいですけど、そこも全部のけさせられて、この方の棟だけが残っているんですよ、今。 

 そして私が写真を撮りに行ったんですけど、そしたら、この氷工場の前におられた方たちが

ピースをされました。いかにも自分たちが悪いことしてるのに、してないような感じでピースを

されたんですよ。こんなことって本当あっていいもんかなんか、ここに写してきてますので、周

囲が全部ごみ置き場です。網の腐れたのとか、ごみの腐れたのとか、こんな状態です。 

 だから、部落の人が怒ってから私に連絡が来たんです、こんな廃車、車とか、網の腐れたもん

とか、全部です、ここへ。あんまりこれひどいと思います。 

 氷工場の写真はこれです。堂々と建ててあります。前の市長さんにもお聞きしたんですけど、

対馬市としては全然許可を出してないということですので、測量が終わり次第のけていただきた

いと思います。 

 いづはら病院問題に入ります。市長は、先ほどから私ずっと聞いてるんですけど、長議員のと

きもそうですけど、全部に別の法人を持ってくる、ぜひとも言ってあるんですけど、別の法人は

持ってこれないんですよ。私たちも企業団にも行って調べてきたし、県の医療政策課にも行って

調べてきてるんですよ。あなた基軸がずれてますよ。おかしい。公約違反をしていながら、そこ

に堂々と座っておるし、考えてみてくださいよ、これを。２５年の１２月の一般質問で小宮議員

がきのう読み上げられたように、あなたはいづはら病院跡を残しきらんときには辞しますと言っ

てるんですよ。みんなの前で言ってるんですよ。 
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 だから、議会で言うということは市民も見てるんですよ、これは。それに何で辞めないんです

かってみんな言ってますよ。おかしいじゃないですか、あなたは。公約違反じゃないですか、明

らかに。考えてみてくださいよ。 

 このチラシにしてもそうでしょう。開院後に、新病院が開院したらすぐいづはら病院も開院で

す。書いてあるじゃないですか、これに。それでも、それができなかったんですから。あなたは

辞しますってはっきりこれに言ってるんですよ。何で辞めないでそこに座っているんですか、じ

っと。いい加減にしてくださいよ。いつまでたってもですよ、病院を造る、造る言いよるけど、

造れないんですよ、病院は。だからほかの方法を考えないといかんの。よそからの法人は持って

これないんですよ。 

 だから病院企業団にもお願いして、病院企業団に協力していただくようにせんと、あなたと病

院企業団、今これやないですか。行ってきましたよ、私は６名で行ってきたから、話を全部聞い

てきてるんですよ。 

 だから、今いづはら病院跡に病院を残すには、企業団以外にはないんですよ。連携のとれる病

院を持ってこんと、別の法人を持ってきたら、新病院が赤字になりますって言ってあるんですよ。 

 だから、県が許すわけじゃないんですよ。何でさっきから聞いとったら、きのうもそうですけ

ど、別の法人と交渉中、また同じことを繰り返して言いよるじゃないですか。全然言いよること

がおかしいですよ、あなた本当基軸がずれてますよ。よう公約違反はした上にそこに座っておる

し、公約違反じゃないですか、明らかにこれは。厳原市民にどういうふうなあれをするんですか。

謝って済む問題じゃないと思いますよ、これは。 

 和白が来るとか言うてから期待させたじゃないですか、あなたは。そしてみんな喜んだんです

よ、和白病院が来るから福岡まで行かんでいい、大喜びですよ、みんなが。それでもあなたはう

そやったじゃないですか。和白は来れないじゃないですか。福岡県の医療法人だから県外にはで

きないから、６回も協議を重ねたならですよ、もう子会社ということはわかってたことでしょ、

初から。そうでしょうが。何で９月に和白って堂々と言ったんですか。うそやないですか、そ

れも。始めから子会社なら子会社っていうこと言うべきでしょうが、市民に。どんなにみんな厳

原市民はもう市長のおかげで和白が来るようになった、もう本当にありがたい、どれだけ言って

ましたか。いい加減に、市民をばかにするのもいい加減にしてください。あなた議会もばかにし

とるやないですか。あれだけ人の前で。これに載るぐらいですよ。ちゃんと言ってるんですよ。

いづはら病院跡を残せんときは私は辞します。何ですか、これは。発言は。議会の前で言うとい

うことは、市民も何もみんな見てるんですよ、これは。何で辞めないんですか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  病院企業団病院以外があの施設が使えないというふうなことは、私ども
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は全く考えておりません。 

 そういう意味において、別法人において無床、有床は今断言はできませんけども、対馬におい

ての医療行為を、医療をやっていいというふうなことの方向性を出していただいておる法人があ

るということでありますし、私はその和白さん、確かに和白と言いました。 

 私どもがずっと交渉をする中でも和白さん、そしてその池友会さんと交渉をずっとしてまいり

ました。 終的に県外ということで医療法人ですかね、医療法人が県外における制約というのが

あるということで、そのグループの中の巨樹の会というところが、そこは受け持ちますと、しか

し実質的な話は全く一緒でございまして、和白さんのほうからの医者の派遣とか、そういうこと

はもう一緒にやっていく、全く一緒なんだというふうに私どもは蒲池理事長のほうからも後々も

言っていただいたところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  まだそれを言うんですか。もう本当無理なんですよ。病院が来る

のは、ほかの。県が認めるわけないじゃないですか。何でこんな結果が出てですよ、１月７日に

結果が出てしまってから、何を言ってるんですか。病院企業団や何かとも仲悪くなってるやない

ですか、あなたは。全然お願いにも行ってくれてない。３年間あったんですよ。３年間の間に、

あなた企業長とも話してなかったじゃないですか。した、したってずっと言うたけど、今度言っ

てから、ああ、おかしいですか。私たちも全部調べてきましたよ。私は前から言ってましたよね、

あなたに。全然企業長とは話をしてない、お願いもしてないって言いましたよね、私はずっと言

ってきました。それが本当だったんですよ、今度みんな。みんなの議員と行ってから。（発言す

る者あり）２月１７日です。まだ話しますから。 

 だからですね、うそはつかないでくださいよ。厳原市民にあなたはどういうけじめをつけるん

ですか。こんなにできんようになって、透析患者をどうするつもりですか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  いづはら病院の跡地利用を病院企業団でお願いしますというお願いは当

然ながらしてきておりません。そういう意味においてお願いはしてません。しかし、この３年の

間に会ってないとか、そういうことは全くもって虚偽の発言だというふうに思っております。 

 きちんとそこの部分を問いただしていただきながら聞いていただきたいもんだと思っておりま

す。会ってないとかそういうことは全くありませんし、私はそこに病院企業団はする意思はない

ということを以前からおっしゃってありましたので、今もって言ってあることは、仮にいづはら

病院の跡について何らかの診療所等をされた場合も、医師を１名程度を派遣することは可能だと

いう話まではいただいてはおります。経営をするということは全く考えていないという話も聞い

て、私どもはおります。 
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○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  企業長はこちらに来られたときに、豆酘まで行ってあるんですよ、

豆酘とか浅藻まで。そして話したでしょ、私、この前の一般質問で。行って、これは新病院がで

きたら、この南部地区の方は大変なことになる、どうかしてやらんといかんなという気持ちで帰

ってきてあるんですよ。 

 でも、対馬市としては一切、少しでも残してくださいというお願いもされとらんから、自分た

ちから言うわけにはいかないと言われたんですよ。だから、対馬市がこうこうして、少しでも小

さいその新病院と連携ができる診療所みたいなのを残してください、お願いでもあれば、私たち

は話をしてもらえば考えもしたでしょうということなんですよ。 

 だから、市長は全然動いとらんで職員が動いてるだけじゃないですか。あのときも、１２月の

１９日に行かれて、その後、特例措置のあの６項目が来たときもですよ。私は３月も６月も何か

言ってきてませんかって言いましたよね、あのときもあなたは何も言ってきてませんって言うた。

だけど、言ってきてたやないですか。県としては早く出してください、早く出してくださいって

請求してるんですよ。医療政策課は。それでも対馬市からは全然書類が出てこないということだ

ったんですよ。やっと９月の１３日か何かに出てきた。まともな書類じゃない、突き返された。

また今度は１０月の２７日に私が言った、２８日に持ってきた、またそれも突き返された。そし

て、１１月２８日のリミットまでにやっと持っていったんですよ。 

 だから、いづはら病院跡を残したいなら、市長ならですよ、本当進退をかけても厳原の人のた

めに頑張るべきやったと思うとですよ、私は。あれだけの公約をしてから入れてるんですよ、み

んな。あなたを信じてから、選挙に。残してもらえるもんだと思って、もう新しい病院が開院し

てから、すぐいづはら病院も開院できますって書いてあるじゃないですか、これに。みんなそれ

を信じて厳原市民は入れたんですよ。それあなたは公約違反してるんですよ。それなのに堂々と

そこに座ってから、市長のあれをするということ自体おかしいやないですか。お辞めになったら

どうですか。どんな思われますか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  先ほど、透析のお話がありましたが、私、２月の記者発表後に透析患者

さんのところに家を訪ねて話を聞きに行ったということを言いましたが（発言する者あり）その

後に私、疑問に思ったことがあったもんですから、病院企業団の対馬いづはら病院の方にお話を

させていただいた案件があります。 

 それは、透析っていう、私どもは医療に直接関わっておりませんですが、透析患者という特異

性の中での分院という考え方っていうのは、当初から持ち合せていなかったんでしょうかという

ふうなことも話をさせていただいたところであります。そういうことに関しては考え合わせはし
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ていないと、いなかったというふうなことであります。 

 今回、１月７日の発出文書によって、一定の方向が出ましたが、私、自分の残された任期の中

で、その透析の分院っていいますか、問題等も含め、あの施設の中に何らかの医療機関を残すよ

うに努力をしていきたいという思いで、この２月中も走ってるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  あなたはずっとこの１年１０カ月になりますけど、私一般質問、

ずっといづはら病院跡地利用、本当もうくどいようにやってきたんですけど、あれですよね。も

う県とか、病院企業団は一切関係ありませんと、一般質問のあの文書を見てもらえればわかりま

す。県や病院企業団は一切関係ありませんと、国と直接交渉をしてます。何回か言ってあるんで

すよ、私の一般質問に対して、見られてわかりますけど。 

 それをうそだったじゃないですか、それも。県も病院企業団も関係ありません。私は国と交渉

中です。何回言われました、あなたは。何回でも言ってありますよ。県が、県がかかわらんとだ

めだったじゃないですか。企業団は別としても県がかかわらんと、県が対馬市から来た文書をま

ず国にお伺いを立てるんですよ。立てて、それでよければ医療審議会にかけるんですよ。そやけ、

国に直接市からできるわけがないんですよ。何であんなうそをついたか言ってください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  うそっていうことではなくて、３０条のほうに特例措置を出しているの

は、国のほうでございまして、厚労大臣のほうが既存病床の分についての特例措置を認めるとい

うふうな書き込みをされてるということを私はたびたび言ってきたつもりでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  あなたは、この対馬市民に対してから公約違反をしたことに対し

て、あなたはどうするおつもりですか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この自分の残された任期中、しっかりとその公約を果たすべく努力をし

ていきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  任期中頑張るって言いよるけど、そしたら、この言われたことは

どうあれしますか、どうけじめをつけますか、辞めますって言われたこの一般質問のあれは。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  大変申しわけございませんが、私どもが形をつくり込んで、企業団とす

み分けをしてから３０条の特例措置に照らしてそれを進んできたわけでございます。診療報酬の

改定という、これは予期せぬことが起こったわけですが、そういう中でのまた病院企業団も経営
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方針をされて、すみ分けというのができなくなったということも御理解をいただきたいと思って

おります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  言いわけばっかりしないでくださいよ。自分の動き方が悪かった

んですよ。済いませんって謝るのが普通、謝って済む問題じゃないですけどね、厳原市民に対し

ては。怒ってますよ、厳原市民はもう。うそをついて選挙を入れさせた、公約違反しても辞めな

い、公約違反したら普通は辞めるんやないですか。不思議でたまりませんよ、そこに座ってある

のが。どうするんですか、責任は。厳原町のあれは。厳原町の市民の医療は。まして透析は

３２名もおるし、それどんなつもりでおるんですか。大体、病院をつくる自体で、人口の多い厳

原町から美津島町に移すこと自体がどんな考えで移されたか、お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この問題につきましては、２３年ですかね、２３年だったと思いますが、

３月の第１回の定例会において場所の決定をさせていただきました。 

 対馬全島の中核病院としての役割を考える中で、対馬救急の問題等々を考えたときに、今の場

所、空港下の場所が も対馬島民にとってよい場所であろうと、 もよいというか、ベターな場

所であろうというふうなことで組み立てをさせていただいたところであります。 

 また、厳原南部につきましては、救急過疎というふうな状況が続いておることを解消するため

にも、消防分遣所救急隊をそこに設置をあわせてするということも発表させていただき、そのこ

とについては南部の方たちが、今までの救急搬送の半分の時間で搬送されるというふうな形をつ

くり込ませていただいたところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  市長は辞めないんですか。公約違反をしてるのに辞めないんです

か。辞めないなら、不信任出しますよ、いいかげんにせんと。 

 そして、あなたは解散の執行権を持ってるんですから、解散したらどうですか、議会を。そし

たら、市民のあれを問うてみたらいいと思いますけど。解散権持ってるんですから。あんまりで

すよ、これは。堂々としてから、本当公約違反しておいてですよ、堂々としてから。どうするん

ですか、厳原市民にどんなふうな謝り方をしますか、謝って済む問題じゃないけど。 

 病院はもうあなたが幾ら言うてもできないんですよ。病院企業団に謝りに行って、企業長と話

をしてせんことには絶対できません、これは。あなた、あくまでもまだよその法人と交渉、交渉

という、また同じことを言よるやないですか。できませんよ。一番いいのは病院企業団に謝りに

行くことです。あなたがもう直に電話じゃないで行ってからお願いしますということで言えばで

きますよ、連携のとれる病院を。そうでもせんと、厳原市民はそんな２年も３年も待てませんよ。
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いいかげんに、あんた市民のこと考えるんやったらもうちょっと頑張ったらどうですか、出張ば

っかりしとかんでから。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  私の不信任という御発言がありました。それはそういう形が出たときに

考えたいと思いますが、大変申しわけない言葉かもしれませんが、３番議員さんも、議会の皆様

のほうからも辞職勧告が出てるという厳然たる事実もあろうかと思っております。 

 それと、病院企業団との関係をおっしゃられました。先ほども申しましたように、病院企業団

は経営はしないというふうなことは明言を以前からされております。 

 それと、県のほうからも私どもは話はいただいております。跡利用について、診療所プラス介

護施設ということを考えていただけないかというふうな、これは県の立場でございますが、そう

いうふうな文書も私のほうには届いているところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  病院企業団議会の県議さんからの話ですけど、対馬市長は何を考

えとるとかな、よその病院を持ってくれば新病院に赤字が出ると、赤字が出るんだが、何でよそ

の法人を、和白とかということをうたい出したのかなと、あきれてあるんですよ。明らかに赤字

が出ることわかるやないですか。だから病院企業団と連携の取れる病院を持ってこんことには絶

対許可は出ませんよ。あなた本当ずれてますよ、考え方が。ずっときのうから聞いとったら。ま

た前回と同じようなことを言ってるじゃないですか。よその法人と交渉する、よその法人と、ま

た元に返ったじゃないですか、本当、こりもしょうもない、１月７日に決定してしもうとるのに。 

 よその法人を持ってきた、絶対持ってこれないんです、よその法人なら赤字が出ますから、新

病院に。そうでしょうが。何でそれを考え直しをしないんですか。もうちょっと厳原市民のため

にどうにかしてお願いして、病院企業団にお願いして、こうこうやけどということでお願いに何

で行かないんですか。何が電話ですか。企業長と電話ですか。本当あきれましたよ。もうちょっ

とどうかしてやってくださいよ、厳原市民のために。もう本当、大変ですよ、新病院ができて何

年も病院がなかったら。本当そのくらいのことは考えんのですか、市長として。黙りくる。後ろ

からがちゃがちゃ言うな。（発言する者あり）言うな。 

 公約違反したことに関してお辞めにならないんですね。念を押しておきます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  公約違反というふうにたびたびそこでおっしゃってありますが、自分の

与えられた任期の中で、市民の命を守るためにしっかりとやっていくことが私の務めだというふ

うに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 
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○議員（３番 入江 有紀君）  何を口で言ってるんですか。市民の命を守るんだったらいづはら

病院を残すようにできたじゃないですか、３年間もあったんだから。してないじゃないですか。

全部職員が動いてるじゃないですか、あなたじゃなくて。ずっと企業長とも話した、話したって、

うそやったやないですか。たびたびずっとあなたうそついてるんですよ、これずっと私一般質問

のあれを見直してみたら。 

 私たちは６人の議員でわざわざ行ってきたんですよ、県まで。何もかも調べてきたんですよ。

うそやったやないですか、言いよることが。だからあなたの基軸がずれとると私が言いよるわけ

ですよ。もうちょっと厳原市民のためを思うなら、自分が一生懸命頑張ったっていうあれ見せて

くださいよ。全然頑張ってないじゃないですか。どうするんですか、厳原市民に対してあなたは。

堂々と歩けますか、厳原の町を。こんな結果が出てから。謝って済む問題じゃないと思いますよ、

これは。大事な問題ですよ。どうするつもりですか、厳原市民に対しては。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  何度も申し上げておりますように、区長会のほうから医療機関の存続に

向かってこれからも取り組んでほしいというふうな区長会のほうからもお願いを改めてされたと

ころであります。それに向かってしっかりとやっていきたいと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  新しい病院持ってくるやなんか言わんで、この場で厳原市民に済

いませんでしたということで謝ってくださいよ。謝って済む問題じゃないけど。どうするんです

か、この新しい病院ができてから厳原市民は。考えてくださいよ。バスがどうこう言いよるけど、

大変ですよ。透析や何かは４時間も透析して、往復があるんですよ。それ謝って済む問題じゃな

いですよ、これは本当。みんなに期待させて、ああ和白が来る、ああよかった、ああまただめに

なりました、何ですか、このざまは、市長として。あなたは一番トップでしょうが、行政の。あ

なたのおかげで対馬市がこんなになったんですよ。本当もう、頭にきますよ本当もう、うそばっ

かしついてですね。もう本当ずっと調べましたけど…… 

○議長（堀江 政武君）  冷静に質問を願います。入江議員、冷静に質問をしてください。 

○議員（３番 入江 有紀君）  はい、わかりました。偽りの言葉ばっかりでした。 

 そして、市長は何か順番を間違えてあると思うんですけど、私は国と交渉中ですから、県と企

業団関係ないとずっと言ってこられたことに関して、順番を間違えてあるんじゃないかと思うん

ですけど、初めはどこですか。まず国ですか、お願いするのは。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  医療審議会、県の医療審議会というものがありますので県だと思います

が、法律上の許可権限を持ってるのはまずもって、その３０条の話は厚労大臣の許可というふう
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なことになるんではないかというふうにも思います。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  その厚労大臣の許可も、一応県に出して、県がお伺い立てるんで

すよ、国に。そして、国がこれでいいですよと言うたら、医療審議会にかけるんですよ。だから

順番間違うとるやないですか。市長としてもうちょっと勉強してくださいよ。 

 お辞めにならないなら、この場所で厳原市民に謝ってください。和白病院はうそでしたと、病

院はもうつくれませんでしたということで謝ってください。あなたがいろいろ言ってあるけど、

本当にあなたは基軸がずれてるんですよ。つくれないんですよ、もう病院は。まだ言いよるやな

いですか。だから謝ってください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  １月７日の文書を受けまして、議会の皆様と一つの方向を出して、県の

ほうにも交渉を進めましたが、その方向性というのが認められなくなったということに対しまし

ては、市民の皆様に対しておわびを申し上げたいというふうに思っております。 

 しかし、残されたこの任期の中で、厳原地区区長会のほうからも出てましたように、この跡利

用をしっかりと取り組んでほしいというふうなことも出ております。しっかりとそれに向かって

いきたいと思っております。申しわけございませんでした。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  新病院が移ってから後、そんな言われるなら、次の病院ができる

まで、その空間はどんなふうに厳原市民にはするつもりですか。厳原市民の医療は。お答えくだ

さい。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この問題については、中対馬、いづはら病院が別地に統合をするという

方向が固まった段階から、中対馬は解体をするというお話でございましたからあれですが、いづ

はら病院の次なる病院という開院までには空白期間を、どうしても物理的に生じてしまうことは

お許しをいただきたいというふうにこの場でもたびたび言ってきたつもりでございます。その期

間というのを、どのように縮めていくかということがこれからの課題だというふうには思ってお

ります。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  ２５年の１２月の一般質問で、小宮議員の答弁に対して、これを

言われたことに対しては、どんな責任をとられますか。議会も愚弄しとるし、これは市民に対し

て愚弄ですよ、これは。辞めるってはっきり言ってありますからね、これは。どんな責任をとら

れるかお答えください。 



- 201 - 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  その質問につきましては、先ほども全く同じ質問をされたと思っており

ますので、二度も答える必要はなかろうかと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  じゃ、お辞めにならないんですね。お辞めにならないで、公約違

反したままで市長を続けられるんですね。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  公約を近づけられるように、自分はしっかりと残された任期を務め上げ

ていきたいというふうに思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  市民が市長のことをどんなに言ってあるかわかりますか。みんな

怒ってますよ。あれだけの口をたたいて、だめだった、済いません。 

 それと、この前、テレビの記者会見見てたんですけど、医療政策課がうやむやでという言いわ

けをしてあったんですけど、医療政策課がうやむややないと思いますけど。もう１回見てみられ

ませんか。市長が言われたのが、医療政策課がうやむや、うやむやですからと言われたんですよ。

その医療政策課の参事に話をしたりしましたけど、それは。うやむやですか。医療政策課はうや

むややないと思います。私見てましたよ、何回も放送があったから何回も見ました。うやむやっ

て言ってましたよ。自分の悪いところは棚に上げてから、医療政策課をうやむやって言ってまし

たよ、あなたは。あんなことは言うべきやないと思いますよ。もうちょっと自分の進退をかけて

でも一生懸命頑張ってくれとけば病院は残ってたんですよ。 

 病院企業団にもお願いもせずに、ずっと３年間きてから、ああ、断られてから、米倉企業長に

電話しました。それで済みますか。早く頭を下げてから行くべきだったんですよ、病院企業団の

ほうには。 

 私たちも会うにしても、本当もう気の毒がって、県まで行ったけど、企業団のほうには、米倉

企業長に気の毒で会いきらんで、一応来てましたという挨拶だけをして帰ろうかということだっ

たんですけど、会ってくださったんですよ。本当、市長がそんなふうな状態だからですよ、私た

ちまでも気の毒でから。会いきらんでから、お願いしますを全然言いきらんまま、名刺だけ渡し

て帰ろうといって行ったところ会ってくださったんですよ。 

 だから、もうちょっと、もう早急にでも病院企業団に行って、こんななんですけどということ

をお願いしてくださいよ。厳原市民がこうこうして困り果ててますということで、よその病院を

持ってくる、持ってくる、どこに持ってこれますか。県が許さんでしょうもん、それは。また元

に戻ったことを言いよることをわかってありますか、あなたは。本当軸がずれとると思う、私あ
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なたの考えは。おかしいですよ。持ってこれないんですから、もう。よその法人は無理なんです

よ。だから企業団にお願いするよりほかはないんですよ、もう残すには。やり方が違うとか、企

業団はそんなに言ってないですよ。お願いされとらんから、自分たちから残しましょうというこ

とは言えませんって言ってあるじゃないですか。あなたが頭を下げて行ってくださいよ、厳原市

民のために。謝りに。今までは済いませんでしたと。こうこうしたいんですがということで、頭

を下げ、頭をひねることじゃないでしょ、これは。大事なことですよ。厳原市民のためには命が

かかってるんですから。もうちょっと市民のことを考えんとだめですよ。 

 みんなが何て言ってますか、出張ばっかりしてから全然もう、市民がお願いしても会うてくれ

んと。出張です、出張です。もうちょっと市民がお願いしたときには会うような方向で意見を聞

いてあげてくださいよ、市民の意見を。全然市長は言うても、まあ、きょうも出張、あしたも出

張、ずっと会うてくれませんよという、どんどん来てますよ、意見が。もうちょっと市民とこう

身近に話して、市民の意見も聞いてやってくださいよ。どんなにしてあれですか、そんな出張ば

っかりしてからしてあるんですか。お答えください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  病院企業団の話は先ほどさせていただきましたが、病院企業団のほうか

ら、既に診療所を自分らがやっていくという考えはないと、そして、在宅療養支援診療所ですか

ね、そういう形が仮になった場合、３名以上の医師が要るだろうから、そのときに医者を１名派

遣をするとか、急な入院のときの連携をしていくとか、そういうことについては自分たちは協力

はできますよというお話は私はいただいておりますけれども、その経営をしていくというお話は

全く自分たちはやる考えはないというふうに私に明確に以前から言われております。 

○議長（堀江 政武君）  ３番、入江有紀君。 

○議員（３番 入江 有紀君）  あのですね、経営。市長は前からそれを言ってあるんですよ。私

たちの考えと病院企業団が全然かみ合うてないっていうことを言われてるんですけど、そうじゃ

ないんですよ。米倉企業長はものすごいいい方で、対馬市民のことをずっと思ってくださってる

んですよ。 

 だから、対馬市が何かの方向性を持ってきてくれれば、それに対して厳原市民が困らないよう

に協力をしたいんですよということを言って、そして私どもからそれを、対馬市に言うことはで

きませんからって言われるんですよ。 

 だから、企業団にどんどん行って、こういうふうにしたいんですけど、こうお願いできません

かとか、協力していただけませんかとか、いうことを言わないとだめですよ。行ってくださいよ、

早急に。どうにかしてからいづはら病院跡を小さくてもいいですから、市民のために残してあげ

るようにしてやってくださいよ。そうせんと、もう透析から何から、美津島町まで通うってどう



- 203 - 

するんですか。もうちょっとやっぱり市民の立場になって考えてくださいよ、市長なら。私は本

当もう、市長はですよ、もうやっぱり自分の進退をかけてでも病院をつくるために頑張ってくれ

ると思ってましたけど、本当に残念ですね、あなたはもう。もうちょっと頑張ってもらいたかっ

たですね。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで、入江有紀君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  これで本日予定しておりました一般質問は全て終わりました。 

 本日は、これで散会とします。なお、９日は午前１０時より一般質問を行います。お疲れさま

でした。 

午後２時43分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。報告します。脇本啓喜君、上野洋次郎君より遅刻

の申し出があっております。 

 ただいまから、議事日程第５号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．市政一般質問 
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○議長（堀江 政武君）  日程第１、市政一般質問を行います。 

 本日の登壇者は４人を予定しております。 

 それでは、届け出順に発言を許します。５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  おはようございます。清風会の渕上清でございます。 

 市長、今月３日からの議会対応、大変御苦労さまです。きのう、おとといと連休で、リフレッ

シュされたんでしょう。何か、すっきりした顔で臨んでおられますので、安心しております。ど

うぞ、きょうはすっきり、はっきりした答弁をお願いいたします。 

 今、少子高齢化の時代でございます。私自身、後期高齢者でございまして、熟年層の代弁者と

していささか力の入った質問になろうかと思います。特に、医療、介護の問題になりますと、若

い人に任せてばかりはおられないという思いでいっぱいでございます。 

 さきに、通告しておりましたいづはら病院移転に伴い、空洞化する厳原地区の医療体系につい

て質問をいたします。この事案は、厳原地区の区民にとりまして、重要かつ緊急の事案でござい

ます。現在 も関心事であることは、市長も御存じのとおりであります。しかも、市長の公約で

あったわけですから、わかりやすく明解な答弁をお願いいたします。 

 まずは、市長、３年前のあなたの２期目の市長選挙時を思い起こしてください。大変でしたね。

あなたが新病院の建設場所を美津島のグリーンピアに決定、発表したことによりまして、厳原地

区では市民が猛反発いたしました。これでは選挙にもならないと、あなたの支持者は、その対応

策に頭を痛めておりました。結果、いづはら病院跡地に６０床のケアミックス方式の病院開設を

選挙の公約に掲げて、説明会などを開いて、その説明に支持者の皆さんも一体となって、活動し

ておられました。そんな時期をよく思い起こしてください。そして、あのとき胸をたたいて、任

せてくださいと声を張り上げておられたあなたです。それを忘れてはなりません。あれから３年、

随分とあなたは一人で苦労されました。しかし、結果は全てが白紙となりました。政治家は結果

です。市長が言いわけをされるたびに、人間の器が小さく見えてくるのは、私一人ではないよう

です。言いわけは結構です。どうぞ、その後の対応策について、心を砕いていただきたいと思い

ます。 

 厳原地区の医療体系の空洞化が問題化した原因をつくり出したのは、市長、あなたです。その

張本人たる市長の現在までの行動には、まるで理解できない、不可解なことがたくさんあります。

この際です。簡単に申し述べます。これは、私のつぶやきですから、回答はいりません。 

 市長、どうして対馬の医療体系の根幹をなす新病院の建設場所を一人でお決めになったのでし

ょうか。 

 市長、どうして美津島のグリーンピアに移転先を決定する時点で、厳原地区の医療体系の空洞

化対策を同時並行して確立しなかったのでしょうか。 
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 市長、どうしていづはら跡地の医療法人に対馬南部地区医療の中核病院として永年貢献され、

現在も日夜を問わず、市民の健康管理に努力されておられるいづはら病院、いわゆる県病院企業

団が候補にすら上がってこないのでしょうか。 

 市長、どうして病院建設を進めるに当たって、選定委員会も設けず、議会にも相談なく、特に

慎重でならなければならない誘致を一人でなさるのですか。 

 市長、どうして６０床の認可承認の質疑で、対馬市政のトップが３番議員との質疑の中で、こ

の神聖な議場でうそつき呼ばれのなじり合いをなさるのですか。恥ずかしい。しかも、結果は新

人議員の先見性のほうが正しかったのですから、何をか言わん。 

 市長、６０床の確保に見せたあの自信満々の答弁は何だったのですか。 

 市長、どうして市のトップが一議員に言われて、議場でお詫びをするのですか。開会冒頭の市

政報告の中で、善後策を示して、堂々たる善後策を示しながら、お詫びをされるべきじゃなかっ

たのですか。 

 そして、どうして議場において和白病院にお詫びをされるのですか。議会には１２月に和白病

院の報告をされただけでございまして、議会とともに、誘致をされたような発言はあんまりです。

どうぞ、あなた個人の立場でお詫びをしてください。あなたが一人一人お訪ねしてお詫びすべき

は、あの選挙時、あなたに代わって、６０床病院の開設を約束、説明をして回られたあなたの後

援会の方々にしっかりとお詫びされなきゃ、どんな思いで現状を見ておられるのでしょうか。人

としての道を忘れてはなりません。 

 市長、どうして１月７日付の文書で、市長が進めていた誘致計画が承認されない通知がきてか

ら、１月３０日までこのような重大な結果を議会にも、市民にも知らせることができなかったの

ですか。しかも、この重要かつ緊急の案件を３０日に行われた全員協議会の折には、協議題にも

示されず、他の協議文書の資料と一緒にそっと机の上に置いてあるようなそんなざまです。あき

れてしまいます。 

 ２月３日の新聞によりますと、誘致計画の未承認の記者会見をされたのが、ようやく２月２日

でしたか。県は対馬病院と役割分担できる医療機関を設置したいという提案なら協議に応じると

のコメントも一緒に報道されました。どうして、文書受付後からそれまで善後策について、県と

協議をされなかったのですか。そしてその後、いつ協議がなされたのでしょうか。 

 市長、どうしてここに至っても、まだ一人で他の病院の誘致に奔走しようとされるのですか。 

 市長、どうして市民、いわゆる区長会、議会、企業団、県、医師会等々の意見を聴取しながら、

幾つかの案を示して、みんなと協議をしながら、一定の方向を示すことに向かうことができない

のですか。などなど数多くの行政執行の常識では考えられない軽率、不可解なことが平然として

行われております。きょうは、これぐらいで収めますが、私が今ここでこのような過去を暴き出
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して、議論質疑しようとしているのではありません。どんなに真剣に過去のことを論議しても、

まともな解決策にならないことぐらいは私は知っております。しかし、せめて市長、反省ぐらい

はなされて、今後の施策の参考に活かしてください。 

 さてさて、前段が少々長くなりましたが、本題に入ります。この行き詰ったいづはら病院跡地

利用問題、対馬南部地区市民の不安、不満をどうすれば早期に解決できるかについて、建設的な

質疑を通告に沿って行います。 

 まず１点目です。県病院企業団は空洞化する厳原地区の医療体系について、どのような対策、

あるいは計画をお持ちですか。通告をしておりました。長崎県離島医療圏組合が設立されました

のが昭和４３年のことですから、今をさかのぼること４７年前になります。それから営々と離島

医療の確立のために努力を、対馬の６町と、あるいは町村会とともに重ねてこられたのです。そ

して、対馬医療の集大成と言うべきものが、この今回の県病院企業団、対馬病院の建設だと、私

は思いますがいかがですか。市長、この対馬医療の中核病院たる長崎県企業団の見解を理解しな

いで、厳原地区の空洞化対策は語れないということは、誰もが承知していることです。そこで質

問です。当然、市長も病院企業団経営の重要なポストを担っておられます。そして、何度も協議

されたということでした。現在、長崎県病院企業団の持つ対策、計画については、もう既に先刻

御承知のはず。まずは簡潔に、市民の皆さんに企業団が現在どういう対策、計画をお持ちか御説

明ください。他の２点、３点目の県、市の対応については、１問目の質問をお聞きしましてから

質疑させていただきます。どうぞ、回答をお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  おはようございます。渕上議員の質問に答えたいと思います。 

 病院企業団の病院が統合するということで、平成１８年ぐらいからこの問題については、論議

がなされてきた問題であります。そして、平成２０年９月に経営体のほうも離島医療圏組合とい

う組織から病院企業団というふうな形に組織も衣替えになっております。そういう中、総務省の

大きな公立病院の改革ガイドラインというものが出る中で、医療費の高騰ということをどのよう

に国として対応していくか、公立病院もそれを受けてどのように経営をしていけばよいのかとい

うことが大きなことだったというふうに思います。そういう中、離島医療圏病院も衣替えをした

ということだと思っております。経営をどのようにスリムにしていくかということも大きな問題

で。 

○議員（５番 渕上  清君）  厳原地区の空洞化の話ですよ。 

○市長（財部 能成君）  そういう中で。 

○議員（５番 渕上  清君）  それは、みんな知っているのです。 

○市長（財部 能成君）  そういう中、統合病院の話が起こり、さらに先ほどいづはら病院が空洞



- 210 - 

化をする結果になったのは、当然ながら２３年の３月１８日の場所決定によって、この問題は空

洞化をしていくということに捉えられるわけでございます。そういう中でも厳原地域における開

業医の数とかいうのも、ほかの地域よりもまだ恵まれている部分もありますし、この病院の場所

については、対馬全体を眺めたときの救急の問題とかいうことを。 

○議員（５番 渕上  清君）  私は、企業団がどういう考えをしているかと聞いているのです。

それは、もう今までので知っていますよ。 

○市長（財部 能成君）  そういう中、この厳原地域における空洞化をどのように病院企業団は考

えているのかというふうなお話でありました。現時点においての企業団の考え方というものは、

対馬市に協力はしますというお話であり、協力をするというのは、対馬市が跡利用として市立の

診療所を整備、運営したときには、医師等の派遣の協力はできるよということであります。この

ことについては、昨年来、三者協議の中でも話が出てきている問題でございます。厳原地域の空

洞化に対しましては、病院企業団はそのような考え方で、今まで私どものほうには意向を伝えて

きてあるところであります。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  企業団は、いづはら病院跡地に他の病院が来ればという話でしょ

うね。医師の派遣はできるというようなことが、今まで協議の中で、今まであったということで

す。私は、こういう状況になった現在、企業団はどういうことをお考えですかということをお尋

ねしているのです。過去のことを聞いているのじゃないのです。現在どうなのですかと、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  当然、きのう今日の話ではありませんけれども、年が替わってからの話

として、今の話は継続して、ずっとそういう意向で、病院企業団のほうから私どものほうには連

絡はあっております。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  これは、議会の議長を通して、私は一般質問の通告はしましたが、

通告後、企業団とお話をなされましたか。そのことをちょっとお尋ねします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  跡利用のことについては、１月７日において、長崎県のほうから私ども

のほうに診療所等であれば、医師等の派遣については長崎県病院企業団としても協力していく考

えでありますというような文書がきておりましたので、あくまで市立の診療所等の問題というふ

うに、ここでは捉えておりますので、病院企業団には直接は、もう県のほうから意向がきていま

すので、跡利用のことについての相談はしておりません。 
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○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  もう一度お尋ねします。通告後、企業団とは通告の内容について

の確認はされていない。そうですね。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  １月７日の部長の発出文書後については、あわせて県のほうから病院企

業団の意向ということもあわせて、こちらにきておりましたので、話し合いは私は直接はしてお

りません。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  もう一度聞きます。通告後、企業団と話はされていないのですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  一つの方向性が出されておりますので、しておりません。 

○議員（５番 渕上  清君）  議長、休憩願います。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前10時28分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時29分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  済みません。一般質問の通告後において、病院企業団とはこの問題につ

いては、話はしておりません。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  もう１回休憩願います。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前10時29分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時44分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ただいま病院企業団の米倉企業長のほうに確認をとらさせていただきま

した。企業長としましては、私が先日、地域包括ケアシステムの計画を策定をするに当たって、

病院企業団もそこに関わりを持っていただきたいというお願いをさせていただきましたが、その

ときのことによって、いづはら病院の跡利用の方向というのも、あわせて出てくる。そして、そ

のときに考えるということになるが、基本的に自分らが経営をしていくということは考えており

ません。ただし、市立での仮に診療所、有床、無床にかかわらず、包括ケアシステムの計画でつ
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くり込まれてくるその方向性を受けて、医者が足りない場合とか、看護師が足りない場合とか、

そういうときに１名をローテの中に組み込んでいくとかいうお手伝いをしていくというつもりで

ありますということで、先ほど今のお話ですが、そういうことで回答をいただいたところであり

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  ありがとうございました。しかし、企業団の現在の気持ちはわか

りましたが、何でそれを通告されて、すぐ議会に対して、そういう対応というのですか、通告を

受けたものを調査して、ちゃんと答弁する資料を整えるの、あなたの仕事なんですよ。それをほ

ったらかして、自分の考えを、たまたま一緒だったかもしらんけど、この議会をないがしろにす

るのは言語道断ですよ。今後そういうことがないように。 

 ただ現状では、企業団はそういうふうにおっしゃるでしょう。だって、企業団でいづはら病院

の跡地の医療体系について、医療体系というか、診療について、何とか考えてほしいという話は

今まで一回もされたことはないはずですから、だからそういう今までの市長の進めたことに対す

る協力の回答だけということですよね。現状では、もうそれはいたし方ない。そういうところま

でいってしまっているのですから。一回道を誤ると、こういうことになる。しかし、まだ後戻り

する可能性は私は十分あると思うので、今後かかることがないように、議会に対して、しっかり

市長の責務を果たしてほしい。 

 それでは、２点目にまいりましょうか。１点目、企業団は対馬市の状況に対して、今市長が回

答いただいたように、協力体制はあくまで協力体制です。その辺を受けて、県は先般の新聞報道

でしか、私は話はされないのですけれども、新聞報道では、対馬市が計画を変更して対馬病院と

役割分担できる医療機関を設置したいという提案なら、今後も協議に応じるという。これは、あ

くまで新聞報道です。そういう報道がなされましたが、それを受けてから、市長、県のほうとど

のような協議がなされましたか。その協議の日時、内容、結果、お知らせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  １月７日の発出文書を受けまして、１月９日に医療政策課との協議をし

ております。 

○議員（５番 渕上  清君）  そんなことは聞いとらん。 

○議長（堀江 政武君）  どのような協議をしたのかということですので、どのような協議をした

か、答弁してください。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  １月９日の協議につきまして、部長のほうが協議に出向いておりますの

で、部長のほうに説明をさせます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 
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○保健部長（福井 順一君）  １月７日にこのような文書を送るということで、県のほうからメー

ルが入りましたので、直ちに市長と協議をいたしまして、９日に私と医療対策課長のほうが県の

ほうに出向いております。それで、その三者協議の中で、企業団と県と対馬市という形で協議を

してきたのですけれども、その回答結果が回復期病床が全国の標準に対して、診療報酬の改定に

よって、新病院も地域包括ケア棟を設けるので、５０床を確保するので、対馬市の提案というの

は認めがたいというような回答文書でございました。それによって、その後の厳原地域をどのよ

うにするかということで、協議はするのですけれども、 初の提案というのは、前回もお話をさ

せていただきましたように、県としては認めがたいという御判断でございますので、その確認等

をさせていただきました。 

○議員（５番 渕上  清君）  何を言っているのですか。ちょっとまた休憩、質問内容、聞いと

らん。 

○議長（堀江 政武君）  休憩します。 

午前10時53分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前10時54分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  申しわけございません。その２月の新聞報道後の話としましては、その

前段にありますのが、病院企業団の関わる部分の基本的な見解というのがずっと底流にはあろう

かと思います。そして、さらに私どもは自分らで、病院企業団が経営をしていただければ一番い

いんですけども、そうは規約上の問題で難しいと、この問題についてはっていう話もいただいて

おりましたので、逆に診療所等であれば、県のほうも話として進みやすいという一つの方向が出

たものと思って、新たな法人に対しての働きかけをしておる段階でありまして、そのことにつき

ましては、県の考え方が全くぶれておりませんので、まだその後の相談というのは、新たな法人

の方向性が固まり次第行きたいというふうに思っておるところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  どうも市長の話聞きますと、県の意向も前のまま、企業団の意向

も先ほど電話していただいて変わっていないことがわかったけども、全てなんか自分の頭の中に

ある方向だけで、県も企業団もそう考えとるはずだという中で、対馬市を動かそうとしとる。そ

んなふうに見えてならないんですよね。だから、議会からこういう質問があれば、しっかり、そ

の後変更ないかどうかも、しっかり確認をしてくださいよ。協議もしてないというけど、まず新

聞報道で、１月７日に出して２月３日までの間、何も言ってないから県のほうは、計画変更して

するようであれば協議に応じるという。そしたら、変わってないはずだから、まだ協議に行って
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ない。まったく市長の考えのまま、進もうとしとるだけの話。これじゃあ、市民も納得できる方

向じゃないと、私は考えますね。まあ、いいでしょう。あなたがそういう、全てがそういう方向

で行政を動かそうとしてるんだから。 

 さあ、それでは、時間もありません。 

 ３点目です。そういう状況をおきまして、対馬市、どういうふうにお考えかを問いたいんです

が、これは私の、現在の感じをこういうふうに例えましたよ。このほうが市民にもよくわかると

思って。ちょっと表現は、もろに医療のことじゃないですけども。私は、この行政のいろいろの

問題については、継続が一番大切だと思ってるんです。だから、医療問題についても、対馬の医

療、厳しい時代を経まして、離島医療圏組合を、みんなで知恵を出しあって大きな経費も使いま

したよ。そして、ようやくこういう状況になってきた。そして、対馬の医療体系がようやく整っ

て、高度な医療もできてくるという一番うれしい時期に、一番人口の密集地の医療体制が空洞化

させる。そういうことがあってなるもんですか。だから、一人の市長が、長い経過をたどってき

た中で、ある日突然、方向転換してもらったら困るんですよ。 

 そこで、こういう表現をさせていただきます。そうですね。この医療問題、駅伝に例えてみま

しょう、駅伝。ずっとあなたの前の市長、町長たちがやってきて、この医療体系を完全にするた

めのゴールを目指して、駅伝で、とすればずっとたすきをバトンをつなげながら現在まで来た。

ところが、まさに中対馬というですか、グリーンピアに病院ができる。ゴール寸前の 終ラン

ナーは、財部市長ですよ。財部市長がゴールに向かって走ってくるということで、市民は喜んで

のぼりを立てて、旗を持って沿道で二重三重に応援をするために集まって、あなたの走ってくる

姿を待っとったとしましょう。ところが、この目指す道にあなたは来てないもんだから、どっか

で道間違えて、コースから離れて別の道に跳んで、市民たちはのぼりを持って拍手しようとして

待っとった人たちは、あれあれあれ、どうなってんだと、今、思ってんですよ。早く、その脇道

にそれたランナーが道を間違えたことわかって立ち止まって、いやいや、これはいかんと、元の

道に戻って、そして、少々遅れるかも知らんけども、ゴールに向かって走ってほしいというのが、

今の市民の気持ちだと思う。ちょっと表現はもろじゃないですけども、なんかそんな感じに見え

てならんのですよ。どうぞ、財部選手、 終ランナー、元の道に戻って市民が待ってるその道に

戻ってきて、しっかりバトンをゴールに向けてつないでください。どうですか。戻れませんか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  医療面においても、全島民が安心してその地域で生活ができるようにと

いう思いで、今、組み立てをしてるところであります。今、おっしゃられた駅伝の風景の話がご

ざいましたけれども、 終的な形として市民の皆さまから喜んでいただきたいという思いでは、

走り続けてるつもりですけども、今、おっしゃられましたように、脇道に入っている分もあろう
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かとは思いますが、 終形としては市民の皆さんに喜んでもらえるような形を見つけていきたい

という思いであります。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  残り５分になりましたから、ちょっとそこで、あなたは、あなた

なりにコースは外れてもゴールが一緒ならいいだろうと思うんでしょうけども、駅伝でしたら

ルール違反ですから、コースはしっかりコースを走ってもらわんと何もならないんですが。そこ

で市長、張り切りすぎて随分一人で苦労なさっておられるようですが、私たちも議会人として、

市長にそれを、御苦労ばかりかけちゃいかんですよ。私たちも責任があります。それで、議会も

これに対してしっかりした対応をせにゃいかんと思いますが、市長、特別委員会なり議会につく

って一緒にスクラム組んで走ることはいかがですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ２月の２４日の議員全員協議会において提案させていきました医療とか

介護とか地域のあり方とかいろんなことを包括していく形の中での医療の、中核病院をコンプ

リートしましたので、その周りの医療というものもどうしていくのかということを、組み立てを

早急にしなくてはいけないという思いを持っております。その策定委員の会議というものを立ち

上げたいと思っております。当然ながら、議会の皆さま方も出ていただき、市民の方、そして専

門性をもってある医療関係者の方たちにも入っていただくお願いをしたところであります。 

○議員（５番 渕上  清君）  特別委員会の話をしてるんですけど。 

○市長（財部 能成君）  特別委員会につきましては、私のほうからどうのこうのいうような話で

はないと思っております。議員の皆さま方の発議のもと、物事の組み立てが始まるんではないか

なというふうな思いも持っております。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  たいへん冷たいお言葉を頂戴しました。議会と一緒に走れないと

いうことですね。しかしですね、議会は議会なりにやるといっても、議会は議決権しかないんで

す、執行権のない。あなたが一緒に走らなければ、議会はただ論議をして批判するばっかりなん

ですよ。それじゃ、結果は出ないじゃないですか。あなたが一緒に議会ともども、いい方向を目

指して調査研究して、決めるのはあなたなんですよ、 終的には。そのぐらいの度量のある市長

じゃないとだめだと思うんですが、もう１回、特別委員会を議会に要請するつもりはありません

か。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  議会の皆さまの発議のもと、組み立てられる特別委員会について、私は

当然ながら協力どころかお願いをしながらやっていかなくてはいけないという思いは持っておる
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ところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。 

○議員（５番 渕上  清君）  一緒にスクラム組んでやりましょうという、姿に見えるような、

どうぞやるならおやりになればというような感じに見えるんですが。もう１回聞きます。特別委

員会つくるのには異論ないようですから、執行権をお持ちの市長ともども、議会と一緒に特別委

員会をつくって、議会の意見も一緒に聞きながら、私は決めていきましょうということで、１つ

腹を見せてください。 後ですよ、どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  皆さまの決議に、しっかりしたがって行くつもりではあります。 

○議長（堀江 政武君）  ５番、渕上清君。時間になりましたので。 

○議員（５番 渕上  清君）  もう時間ないから終わりです。 

○議長（堀江 政武君）  いいですか。 

 これで、渕上清君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩とします。再開は２０分から、１１時２０分からとします。 

午前11時08分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時19分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  清風会の船越洋一でございます。通告に従いまして、いづはら病

院跡地利用について、市長にお伺いをいたします。 

 本案件につきましては、本定例会の一般質問で、５名の方が同じ質問をされていますので視点

を変えて質問をしたいと思います。 

 まず１点目は、１月７日付で、県福祉保健部長より跡利用計画は承認できないとの回答があっ

たが、選挙公約違反であると考えるが進退について問います。 

 ２点目は、今後の対応策であります。 

 以上、２点について、市長の明快なる答弁を求めるものであります。 

 まず、１月３０日の開催の全員協議会でありますが、１月２７日に資料の送付がありましたが、

その中には回答書は入っておらず、当日配布で協議事項にもなっておらず、初めて回答書が来て

いるのがわかった次第であります。 

 そこで、１月７日付で長崎県福祉保健部長より、対馬いづはら病院跡利用に関する協議につい
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ての回答があっておりますので、内容を読んでみたいと思います。 

 対馬市長、財部能成様。長崎県福祉保健部長。 

 対馬いづはら病院の跡利用に関する協議について（回答）。 

 日頃より本県の保健医療行政の推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、このことについては、平成２６年１０月１５日付け事務連絡で通知し、これまで、貴

市、長崎県病院企業団及び県医療政策課の三者で３回に渡り協議を進めてまいりました。 

 つきましては、その協議結果を踏まえ、貴市から要望がありました医療法第３０条の４第

７項の特例の取扱いによる病院開設について、下記のとおり回答します。 

 記。 

 貴市提案に対する回答。 

 医療法第３０条の４第７項の特例の取扱いによる病院開設については、「当該公的医療機関

等を含めた医療機関の役割や公的医療機関等と民間の医療機関との役割分担を含め、医療に関

する施設相互の機能分担及び業務の連携を踏まえた対応を行うこと。」が基準として定められ

ており、この基準に照らし合わせると、県として貴市の跡利用計画を承認することはできず、

よって、医療審議会への諮問や厚生労働省への協議を行うことは困難である。 

 上記の判断に至った理由。 

 貴市の跡利用計画については、病院（外来、一般病床１０床、回復期リハビリテーション病

床５０床）と介護施設を併設した施設を開設しようとするものである。平成２７年５月に開院

する対馬病院（仮称）において、回復期を担う地域包括ケア病棟５０床の開設を予定しており、

現在及び今後の医療需要を鑑みて、回復期病床が過剰となることが明らかであることから、特

例措置の基準に適合するとは認められない。 

との回答であります。 

 そこで、我々当事者であります厳原市議会、厳原地区に住んでいる市議会議員ですが、２月の

５日、６日と数人の議員で協議をし、２月７日１６時より厳原地区市議団９人、２名欠席ですけ

ども、県からの回答書を受けての協議を重ねました。 

 その結果、厳原地区市議団としての決議文を市長に伝えるため、議長に依頼し、市長部局との

日程調整をしていただきました。 

 その結果、２月９日１６時１５分より市長との面会を議長同席のもと齋藤久光議員と私、船越

が市議団を代表して決議文を読み上げました。市長部局より、財部市長、比田勝副市長、桐谷総

務部長でありました。 

 そこで、その決議文を読んでみたいと思います。 

 決議文。 
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 対馬市長財部能成殿。 

 １、厳原地区市議団は市長の辞職を求める。 

 理由。いづはら病院跡地利用については、市長の選挙公約であり、３年間、県・病院企業団

との協議を進めてきたが、結果は不調に終わった。 

 ２番目に、厳原地区区長会、市議会本会議でも和白病院との合意ができたとの報告があった

が、これも白紙となった。 

 ３つ目に、議会本会議で議員の一般質問の答弁で、病院が出来ない場合は、いつまでもうだ

うだやるつもりはない、進退ははっきりすると、そう発言しておられます。 

 ２番目に、上記の問題はあるものの、厳原地区市民の民意を考えると、このまま議会として

も放置することができず、又、厳原地区区長会からも議会も一体となり取り組んでほしい旨の

要望もあり臨時議会を早急に招集し特別委員会を設置し、理事者、議会と一体で取り組む用意

はあるか。 

 以上２点について市長の決断を求めたものでございます。 

 対馬市市議会厳原地区市議団一同であります。 

その１の市長の回答は、私が辞めて解決するんですか、議会でも言いましたように任期いっぱい

やらせていただきます。 

 ２つ目については、私が臨時議会を招集するんですか、また、特別委員会はつくらなくても常

任委員会でもいいんじゃないんですか、臨時議会を開くのも特別委員会をつくるのも、議員でで

きるんではないんですか、特別委員会ができれば予算は確保します。医療制度が変わり新しく制

度の見直しをしなければならず、私もよくわからないのに議員さんがわかりますか、との回答で

ありました。 

 私たちも、この答弁には腹が立ちましたが抑えて持ち帰り、その内容を市議団で協議をした結

果、各自、自費で出県することとし、渕上、小宮、長、齋藤、入江、船越以上６名の議員で出県

をしました。２月１７日９時半から長崎県医療政策課、１１時から県病院企業団と面会し、いづ

はら病院跡地利用について、今までの経過等について説明を受けました。その後、中村知事との

面会もできまして、いろいろとお話もさせていただきました。 

 長崎県医療政策課並びに長崎県病院企業団の皆様には、多忙の中、突然の訪問にもかかわらず

快く対応していただき、まことにありがとうございました。今後とも、どうぞ御指導のほど、ど

うぞよろしくお願いを申し上げます。 

 以上、１月３０日から２月１７日までの厳原市議団の経緯を申し上げましたが、市長、あなた

は協調性がない。現時点で、医療法第３０条の４第７項の特例の取り扱いによる病院開設は不可

能であること、また対馬地域包括ケアシステム構築についても、今から協議会を立ち上げ協議に
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入るわけで、市長の任期中に、対馬いづはら病院跡利用について実現する可能性がなく、まさし

く選挙公約違反である。そう思うが、今後の進退について伺います。 

 なお、厳原町出身議員９名のうち、議長を除くと８名ですが、５名の議員が対馬いづはら病院

跡利用について一般質問をしておりますので、同じ答弁は無用でございます。要点を明確に答弁

を願います。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  船越議員の御質問にお答えさせていただきます。単刀直入に申し上げま

して、選挙公約違反であるということで進退についてというお話でございました。先ほど、２月

の９日でしたか、船越議員はじめ役所にお越しいただきました。そしてそのときにおっしゃられ

たときの回答と、全く一緒でございます。 

 自分自身、市民の医療をどのように守っていくかということ、そしてここに至るまでの経緯と

いうのは、いろいろはございました。それらを考えますと、地域包括ケアシステムというものを

医療というのを含め、さらに、いづはら病院の跡施設利用ということを含んだところの地域包括

のシステムをつくらざるを得ないというふうに考えております。 

 その中で、この問題を、しっかりと自分の任期中取り組んでいきたいと思ってますし、早急な

る計画の樹立並びに今、進めております新たな法人との連動というものをやっていきたいという

ふうにも思っておるところであります。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

 私と同席をして、齋藤議員にも一緒に、これ代表で我々が行ったんですけども、齋藤議員、私

が言ったことは間違いないですね。 

○議員（１２番 齋藤 久光君）  間違いありません。 

○議員（４番 船越 洋一君）  はい、ありがとうございます。あのね、市長、普通、人間として、

先ほど渕上議員からも、いろいろあなたの姿勢について、いろんなことを言われましたよ。あな

たはそれが欠落しとるんですよ。あなた、自分を何様と思うとるんですか。我々の仕事場は議場

なんです。市長室じゃないんです。この前、私も、あなたのこの答弁を聞いて腹が立ちましたよ。

あなた、議員を何と思うとるんですか。 

 それも、当事者である厳原の議員の代表で来てあなたに話をしとるんです。一点目は確かに進

退を問うと、あなたは辞めるって言いましたよ。２番目の問題は、まあ、そうはいかんやないか

と、何としてでも病院をつくってくださいというのが民意だから、我々議員も一緒になってやら

ないかんというような気持ちで、あなたに言ったつもりなんです。 

 それを、あなたの答弁は何やというんです。あなた、議会を、議員を何と思っとるんですか。
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あのね、自分が何様かわかりませんが、私のほうが世間へ出て余計御飯は食べておるんですよ。

人生経験は長いんですよ。あなたみたいな横着な人間はおらん。私が辞めて解決するんですかっ

て、あなた何様やと思うとるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  船越議員、冷静に質問願います。 

○議員（４番 船越 洋一君）  いやいや、声は大きいから、もともと声は大きいわけやから。 

 だから、そういうことをぬけぬけと言うこと自体に私は腹が立つ。我々が行ったときに「いや

あ、議員さん、本当迷惑かけてますね」って、「きょうは何の用でしょうか、何ごとでしたか」

というのが通例ですよ。あなたは、 初から、私がこの文章を読み上げたら、私が辞めて解決す

るんですかって、辞めなさいよ、辞めたら解決しますよ。あなたが辞めても５０日あれば選挙す

るんですから、あなたは３年かかっても、ここまでできんわけですから。 

 もう１つ言いましょう。この工事をするときも、例えば市が発注しました、建設業者の方が工

事をとられました。そして契約をします。半年間の工期があります。そうすると、その工事とい

うのには工程表というのがある。工程表、ものごとをするのには工程表に沿って、いつ何月何日

までに、どんだけのことをやって、こんなことをこうやってこの日にちに間に合わせます、そう

いうのがあるんです。 

 ところが今回の場合、この病院問題は、本来は２６年１０月がオープン予定だった、本来はね。

ところが設計変更か何かで、まずそれから３月になりました。それから、今、５月１７日になっ

たんです。その間７カ月延長なったんですね。その工程が７カ月延びたんですから、やる時間は

あったはずなんです。それを、今、振り出しに戻って、対馬地域包括ケアシステム構築事業、こ

れ７００万ぐらい、今回、補正でついてますが、予算が上がってますけども、今からこれをやる

んですよ。いつできるんですか、これ。 

 今から協議を、その協議会のメンバーを募集をして、それから協議に入ります。１年後にそれ

ができあがりました。さあ、それから申請を出しましょう。２年後ですか、３年後ですか。そこ

まで、厳原の市民の人たちは、医療はどうするんですか、あなたに期待をかけた、その思いはど

うするんですかということを聞いています。 

 やはり、もう少し、自分が自分の気持ちを抑えてでも、議員は議員、あなたは同じ選挙で上が

ってきますけども、あなたは執行権者なんです。２７年度も一般会計予算では３０６億ですか、

８特別会計事業を入れると４２７億、これを今回、明日から審査に入るんですが、４日間、素直

に通ると思うんですか、これが。あなたがそういう姿勢では、審議するときにもそういうところ

に出てくるんですよ。 

 もう少し、あなた、もう少し、雲の上の人かもしれませんが、そういうところは、議会に相談

すべきところは相談をして、そして一緒になってやっていくと、それが対馬島民市民のためにな
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ることなんです。そのためにあなたは出てきとる。我々もそうなんです。 

 先ほど、渕上議員が言いましたが、特別委員会の話をしましたけど、国境離島特別措置法、こ

れに向けて特別委員会をつくりましたよね。それで、特別委員会をつくったおかげでいろんな方

面に議員が走り回って行政ではできんことを議員が一緒になって、一所懸命になってやって、理

事者と一緒になってやって、やっとここまで来たんでしょうが。特別委員会の効果というのは、

ものすごくあるんですよ。 

 その問題についても、私がつくるんですかって、議員さんでつくれるんじゃないんですか、臨

時議会も私が開くんじゃなしに議員さんでもできるんじゃないんですか、それくらいのことわか

ってますよ。議会の４分の１の人間がおれば臨時会の招集もできるんですよ。そんなことぐらい

わかってますよ。だけども、あなたの気持ちを聞きに行ったんや。それが何という返答か。聞い

てあきれますよ。何か言うことがあったら言ってください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  この病院問題についての専門性が、私どもには当然足りない部分がある

からという意味で、私は発言をさせていただいたつもりでございました。ほかの部分については、

おっしゃられた部分については、まさしく２月９日の発言だというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  発言だっただけですか。あなたはそれでいいんですか。謝罪も何

もしなくていいんですか。我々が言って、そこまでのこと言って、あなたはしらっとこうやって

我々をかわしましたけども、人間というのはそんなもんじゃないですよ。それが欠けとるんです

よ、あなたには。だからこういう結末になってくるんですよ。 

 ３年もの間時間があって、先ほど工程表の話しましたけれども、３年もの期間があるのに厳原

市民の負託に応えられないと、振り出しに戻りましたということなんです。さあ、それでどうす

るんですかって言うたら、あなたは、対馬地域包括ケアシステム構築をやります。今からそれを

立ち上げて、さあやります。そしたらその間、いづはら病院というのは空白ですか。あれは鉄筋

コンクリートづくりですよ。何年もほっとくとカビ生えますよ。 

 もう１つ聞きましょう。いづはら病院は病院企業債を使ってるはずなんです。今現在、幾ら残

ってますか、償還金額は。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  空白の問題につきましては、たびたびこの場でも発言させていただきま

したが、空白期間は余儀なくされるということは言ってきました。その空白期間をどれだけ短く

するかということが、今、私どもの仕事だというふうに思ってます。 

 そして起債の問題がありました。これについては、病院企業債が４億５,０００万円程度まだ
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残っているというふうに私は理解をしております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  病院企業債はね、４億５,７８０万５,０００円残ってますよね。

これ、病院企業団と話はできてるんですか。今後どのようにする、病院企業団が払うんですか、

それとも市が払うんですか、そういう協議は進んでいるんですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  その問題につきましては、３番議員さんの御質問にもお答えさせていた

だいたかと思いますが、以前から、どういう形での建物の譲り受けをするか、また、そして次の

どういうところが経営主体になるかによって病院企業債の繰り上げ償還とか、もしくは借り換え

をしていくとかということが変わっていくということで、自分らは理解をしておりますし、その

協議をした結果、そういう方向ということで考えております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  これは企業団とも、よくよくまだまだ、今から話をせなんいかん

問題だと思うんですけどもね、この償還金額の残高というのは、ですね。だから、そういうこと

もまだ協議は済んどりません。あなたは、今、新たな病院を持ってくるようなことも、昨日の答

弁でありましたよね。今、渕上議員の話では企業団との話をしっかりしていかんとできんのじゃ

ないかというような話もしてましたよね。企業団との話は抜きにして、新しい病院、また持って

くるつもりにしとるんですか。 

 もう１つ言います。空白期間をできるだけ短くするように考えてます、今、それを努力します。

先ほど私が言いましたように工程どおりにずっと進んで行っとけば、５月１７日に開院をしたと

たんに、あそこは改造ができるんです。そうすると、空白期間が全く短くて済む。ところが、そ

れができてないおかげで、１年かかるか２年かかるかわからない。 

 もう１つ聞きます。その間、厳原の市民の方たち、特に高齢者もありますが子どもたちが夜中

にぐあいが悪くなった、ところがかかりつけの民間の診療所は、そりゃあるんですが、そこは

５時で閉まる。そしたら、そこからまた美津島まで走らにゃいかんですね。だから、そういう空

白期間ができるんであれば、民間の、その先生方とのいろんな話をしていく中で、この期間、例

えば美津島にそういう病院ができて開院するわけですから、それから後の以降、開院してから後

のその話を、そういう先生方とあなたはしてますか。 

 厳原地区の、市民の皆さんの、それが、せめてできんにゃ、工程が間に合わんわけですから。

そういう配慮があってしかるべきじゃないですかということを言いよる。どうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  夜間の受付の問題につきまして、今、船越議員のほうから御指摘があり
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ました。私自身、まだ、医師会のほうにその話はしてないということが、これは正直な話です。

早急に、今おっしゃられた部分について医師会長のほうにも相談を持ちかけていきたいというふ

うに思います。（発言する者あり） 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  あのね、市民のことをしっかり考えてますと、あなたが言いもっ

て、本来、病院は、今すぐできんというのはわかっとるわけですから、５月１７日に、もう移転

するんですから、そうするとあそこの病院では何もできんわけでしょうが。 

 そうすると、せめてそういうところには話をして、厳原の市民の人たち、例えば子どもでも老

人でもいい、そういう先生方との接触をやって、大変申しわけありませんけども、こういうふう

になりますので、今、いづはら病院跡地をこうやって組み立てはしてますけども、その間、何と

か夜間治療でもできるようなことはできませんか、お願いするのはあなたの仕事でしょうが。誰

がするんですかそれを、答弁してください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  御指摘のとおり、私の仕事だと思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  だから、そういうことから、あなたはひとりでそういうことをや

るからそうなる。先ほど渕上議員も言いましたがね、協調性がないんです。 

何でも、私が私がっていうわけにはいかないんです。こういうのは、世の中というのは。 

 施政方針演説の中でもいづはら病院跡施設の活用については、１月の長崎県福祉保健部長発出

文書より、市議会も一緒になって動き出していただいて、医療法第３０条の特例規定の道は現時

点では途絶えていますがと、こうなっているんですが、市議会は一緒に動いているんですか。あ

なたの文章ではこういう文章になっとるんですよ。議会が動いとりもせんのに、議会もさも動い

とるみたいな、そういうふうな文言が入っとる。 

 あなたは初日に、これ読んどるんだから、私も見直してみましたよ。しかし、市長、議会に協

力を求めるところはしっかり求めて、そしてそれをもとにして行政と理事者が一体となって対馬

市民の幸せをもっていってやらにゃいかん。 

 高齢者が今から増えてくるわけですから。それを何とかせないかんという気持ちで、あなたも

やっとるはずなんです。我々もそう思ってますよ。それ、あなたひとりで突っ走っても、物事は

先に移りませんよ。議会には議会のやり方というのがあって、理事者は理事者のやり方というの

があって、それを合体させてしっかりとそれを進めていくことによって、対馬の発展というのは

生まれてくるはずなんです。そういう気持ちに、あなたはなりませんか、言ってください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 
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○市長（財部 能成君）  議会初日のあれにつきましては、一昨年の１２月の２０日、議長も一緒

に県のほうに出向いていただきまして、決議の方向性について、県のほうに、部長のほうにきち

んとお伝えをしていただいたというふうに私は理解をしておりますので、そのような方針演説の

中に書いたところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  あのね、議長と一緒に、そのそういう文書を県に持って行ったか

ら議会も一緒に取り組んでくれておると、確かに我々のトップであります議長が一緒に行ったん

ですから、そらそうでしょう。しかし、あなたは議会には何にも説明がない。 

 私は、何で私が、今、議員に当選させていただいて、今まで、このいづはら病院問題に関わら

んやったかと言いますと、実は、あなたを信じとったんですよ。それともう一つは、厳原地区区

長会から要望書が出ましたよね、私は紹介議員で出てますよ。そういうこともありましたよね。

あなたがどこまでやるかなということで、私も期待をして、そういう跡地利用については、一切

今まで質問したことがない。同僚議員が何回も、毎回毎回やってますけども、しかし、そういう

思いで見とる議員さんもたくさんおるんですよ。そういう議員さんも裏切る行為をしたらだめで

すよ、あなた。わかりますか、この今のこの現状になりますと、厳原市民の人たちは憤慨してま

すよ、あなたに。 

 だから、この前行ったときに、あなたの、その集中的に来るやつを、特別委員会でもつくって、

我々も一緒に入ってやっていくと、議会とも一緒になってやっているわけですから、そういう追

求といいますか批判というのは、あなたひとりに来んで、我々にも来るんじゃないんですか、負

担軽減ができるんじゃないんですかって、そこは言いましたよね、私は。それを言ってでも、あ

なたの回答はこういう回答なんです。 

 あなたがひとりでやれるんならやったらいい。都合のいいときだけ議会議会て言うても、それ

は困る。議会と理事者が一緒にやるときには、やはり一体となって、心一つにして物事は取り組

んでいかんと成就しませんよ。そういう気持ちで、私はあなたに言ったはずなんです。代表して

言ったつもり。ところがあなたの返答は、先ほど言ったそのとおりです。ねえ。 

 あなたね、やはりそういうところは欠落してますよ。私はそう思う。議会を、この人は何て思

うとっとかな、自分ひとりでやれると思って、議会はどうでもいいって、異議なして言うとけ、

それぐらいの、あなたそういう考えで思うておるんじゃないですか。そうはいきませんよ。この

場は、我々議員の仕事場ですよ。言論の府ですから、いろいろ話するときは、この場でしっかり

させてもらいますよ。 

 だから、その帰りがけに、私思いましたよ。よし、今度の３月定例会には必ず進退を問うぞ、

そういうふうに、あなたはさせたんです。 
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 人の信頼とか、そういうことを、思いとかというのは、わからん、あなたは。自分が何様か、

先ほども言うたけど、何様かわからんけど、ばんばん言いたいこと言うて、ほいで蹴散らかしと

って、さあ予算だけは通してください、何を言いますか、あなた。虫がよすぎる。 

 そういうところはそういうところで、議会は議会の役割を持っております。理事者側は理事者

側でしっかりした構想も持ってやってます。それをしっかり進めていくことが、対馬市民のため

になる、この若い子どもたちのために、将来の子どもたちのためにもなる、そういう施策をあな

たたちは組んで、今までやっとるでしょうが。それを、我々も一緒になって、議会でいろんな話

をしてるんでしょうが。 

 そういう気持ちで、物事というのは進めていかんと、あなたひとりの考えで対馬を動かすんで

すか。そういうわけにはいきませんよ。あなたがその気持ちなら、あしたからの２７年度一般会

計予算、３０６億、通ると思いますか、あなた。私は委員長させてもらいますけれども、通ると

思いますか。 

 そういうこともしっかり考えた中で、お互いに、議会と理事者側というのはやっていくのが原

則なんです。どうでしょうか。答弁してください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  特別委員会のお話が２月９日にありました。私のほうが提案をするんで

はなく、現時点において、３常任委員会の中の厚生常任委員会において所管される、専ら医療と

いう分野であります。そういう意味において、私が特別委員会をお願いをしていくというのは、

屋上屋をつくるようなことになるんではないかという思いで、私は控えさせていただいた次第で

あります。 

○議員（４番 船越 洋一君）  予算通ると思いますか。 

○市長（財部 能成君）  予算につきましては、まさに議決の問題は皆様方に委ねる問題でござい

ますので、私のほうからの論評は差し控えたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  お互いが、やはり、市長、真摯な気持ちで対馬を思う気持ちはあ

なたひとりが思うとるんじゃない、我々もみんな一緒。ここにおる部長さんたちもみんな一緒な

んです。そこの、そういう気持ちが１つになった中で話をしていきよる、その当事者が来たのに、

あなたの、そのさっきの何回も言いますが、その言葉に、ものすごく、私腹立ってるんです。私

が辞めて解決するんですかって。何をあなたうぬぼれとるか、私思いましたよ。辞めなさいよ、

辞めたければ。 

 ぐだぐだやらんで、政治家というのは、言葉が大事なんです。特に、この神聖なるこの議会の

中で、対馬市のトップが発言をした言葉というのは、議事録にも残ってるんです。皆さんも聞い
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てるんです。その言葉の裏から、議会で言いましたように任期いっぱい続けさせていただきます、

確かにそれも言いました。しかし、うだうだということを言っているんですよ。いいことだけは

とるんです。悪いことは隠す。 

 先ほどの１月３０日の全協のときも、この県からの資料というのは入ってない。当日配付です

よ。それもどさくさに紛れて入っとる、議題にも入ってない。あなたの頭の中には、いづはら病

院跡地利用っていうのは、そんだけ真剣な問題じゃないと、私はそういうふうに感じました、あ

のとき。 

 なぜなら、全協の中の議題に上がってきとくべきことなんです。それが議題にも上がってない。

当日配付で、その資料の中に、当日その前に我々には送付があったわけですから、違うほかの資

料は。ところが県からの分については、当日配付で、机の上にみんな置いてある。それだけあな

たには関心がないんです。だからこんな結果になってくるんです。今、こんな結果になって、

「いやあ、今からちょっと医療の体系が変わりましたから、今から、これを早急に組み立てて何

とかせないけません」それは言いわけ。そういうのを喜んで聞く人間はおりませんよ。 

 もう少し、そこら辺を自分で、少し、そこら辺は、よくよく反省するところは反省しなさいよ。

それができんで突っ張っていくんやったら辞めなさい。我々もこんだけあなたに言いよるわけで

すから、何とか協調してやっていきましょうっていうことを言いよっても、あんたは突っぱねる

んやから。突っぱねるなら、ひとりで走るんなら辞めなさい。（「異議なし」と呼ぶ者あり）対

馬のためによくない。病院一つ解決しきらんどって、何を偉そうなこと言いますか。 

 そういうことをうだうだやるというのは、そういうことなんです。任期いっぱいまでやらせて

いただきます、また来期も出るんですか。包括ケアシステムというのは、あなたの任期中にはで

きあがらんわけですよ。できあがらん、いづはら病院は何とかせにゃいかんというんやったら、

次の選挙、また出て、あなたやるんですか。そうせんと実現できんでしょ、この問題は。どうな

んですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  地域包括ケアシステムの委託期間でございますが、１年かけるというふ

うな思いは、こちらは持っておりません。介護関係のデータというのが、直近のデータが結構蓄

積がございますので、そのあたりの分を十分に省けるんではないかというふうな思いで、今、組

み立てをしているところであります。 

 もう１点の御質問がございました。それについては、１２カ月後の自分の姿というのは、全く、

自分には、まだ見えてない状況でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  残り９分か。あのね、それは１２カ月後のことはわからんと思い
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ますよ。しかし、今のこの現状で、あなたが、いづはら病院跡地利用を何とかせないかんという

気持ちであれば、次のときも、出らんことにはできあがらんでしょう。できあがりますか。 

 今、聞いてますと、今度新しくできる新病院、ここも包括ケアの病床というのは５０床ですよ

ね。これも今、まだ申請してないって言ってましたけどね。だけども、これを何とか早く早急に

やりたいということで、２８年ぐらいになるか、そこら辺になって、その申請を出して、しかし

これは許可ですからね、許可ですからね。だからできると思うんですよ、病院があるわけですか

ら。だけど、対馬市の場合はそれがないんです、病院は。今から新たに組み立てていくわけです

から。 

 だから、そうすると、あなた１年かからんて言いよるけども、そんなわけにはいかんと思いま

す。あなたは、すぐ国とか何とか総務省とか総務大臣とかって言いますけども、そういう問題じ

ゃない。長崎県の病院企業団との話をして、すり合わせをしっかりしていくことによって道が開

けてくるんです。それもやらずして自分勝手に新しい病院を引っ張ってきてやるということにな

ってくると、また問題が生じます。 

 私はそう思いますよ。あなたは病院企業団の経営委員会かなんかに入っとるはずだけどね。病

院企業団があるところの首長というのは、みんなそこに入っとるはず。それで、企業団がやって

いくことについては、あなたは経営の中に入っとるわけですから、明らかにその新しく病院がで

きたのは、病院企業団ですから、あなたが和白病院を、こちらに、いづはら病院に持ってきたと

なってくると、病院企業団の経営を圧迫しますが、あなたはそこの経営委員になってるんですけ

ども、そういうふうな協議もされてるんですか、そこの中で。どうぞ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  このことについては何度も申し上げましたが、病院の機能をすみ分けを

していこうということで、 初は組み立てておりましたので、必ずしも病院企業団病院の経営を

圧迫することにはならない段階の回復期の話でございました。急性期と、亜急性期で、もとは行

くという考え方でありましたので、そこから転院していく方々を拾っていく病院というふうな位

置づけでしたので、経営を直接的に圧迫するというふうなことは考えておりませんでした。企業

長が心配をされておられましたのは、看護師さんの問題を心配を当初からされておったのは事実

であります。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  だんだん私も声が小さくなってきましたけど、あなたも声が小さ

い。思うことはしっかり言わんとだめでしょう。 

 だけど先ほども言いましたが、新しい病院を持ってきてもだめです。あなたは島外に出てある

人たちを調査か何かしたんでしょう。それも、出てきて３００人とか４００人とおりますとか言
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ってますが、あなたのところの対馬市の職員は定期検診は和白病院に行ってるんですよ、違いま

すか。対馬市でやってないんですよ、皆さん定期健診は和白病院に行ってるんです。そこから根

本的に違ってるんです。口ではこういうことを言いながら、自分ところはしらっとしてこっち行

っているんです。そういう話はないでしょう。 

 対馬市のことを考えるんであれば、医療体系を考えるんであれば、対馬に金が落ちるようにせ

ないかん。あなた、今年度のやつにものっていますけども、地域で金を回すようなシステムをど

うのこうのと言ってますけど、まさに、それもそのとおりなんです。そういうことから一つ一つ

をしっかりやっていくのが、あなたの仕事なの。 

 そして議会にも、こういうふうにやりたいと思うけど、どうやろうかと問いかけをして、いろ

んな意見をもらいながら、それを充実させていく。それでやっていくのがあなたの仕事なんです。

自分一人でひとりよがりでやるもんじゃない。だから、それでやるんやったら、進退は私は問う

と言うとるんだから、辞めなさいよ、どうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、県のほうからも、先ほども申しましたが、市立の診療所、無床・有

床はともかくとしてとの中での、それプラス民間の介護施設というものに対して、県としては理

解をしております。 

 そして、この市立の無床・有床の診療所に対しては、病院企業団のほうから医師を派遣をして

いくということも可能でしょうというふうなお話をいただいております。 

 このお話と、せんだってから申しております民間の法人との連携というのは、基準病床外の話

になろうかと思いますので、この話は成り立っていくものというふうに思っておるところであり

ます。 

○議長（堀江 政武君）  ４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  ラスト２分でございます。 

 市長、あなたは我々が病院企業団とか医療政策課とかその人たちが思っていることを公にでき

るかわからんだろうというふうに思ってるかわかりませんが、我々はわざわざ自分の自費で行っ

て話を聞いて、今までの経過を聞いてきとるんです。だからこういう話をしている。 

 やはり島全体の医療を考えると、大変難しい問題ですよ。しかし、それをしっかり組み立てて

いかないかん、それは３年間あったわけですから。その間に、あなたはできなかった。それにつ

いての謝罪から、答弁からちゃんとしてください。それがないとまた言われますよ。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  進めておりました一つの方向というものが白紙になったということにつ

きまして、市民の皆さんに、特に厳原、また厳原南部の皆様方に期待をもっていただいた案件で
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ございますが、現時点において白紙に戻ったことに対しましては、素直に謝りたいと思っており

ます。 

 また、このことを、空白期間を短縮をしていくための動きというものを、新たな法人等を含め、

病院企業団とも連携しながら組み立てていきたいというふうに思っております。御理解をいただ

きたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  時間になりましたので簡明にお願いします。４番、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  謝るときにはね、こうしとって、こうやって謝るんじゃないんで

す。申しわけございません、こうするものなんです、これが礼儀。議会に対してでも、大変ご迷

惑かけましたと一礼をするのが、これが日本人の文化なんです。そういうことも、あなたには欠

落しとるんです。そういうことをよくよく踏まえてやっていくんであれば、しっかりと取り組ん

でください。 

 以上、終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、４番、船越洋一君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  昼食休憩とします。午後は１時１０分から再開します。 

午後０時11分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後１時09分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 午前に引き続き、市政一般質問を行います。６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  こんにちは。６番議員、新政会の脇本啓喜です。突然、花粉症に

かかってしまいまして、午前中、１こま遅刻させてもらって申しわけございませんでした。お聞

き苦しい点もあるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 今回は、施政方針から伺える対馬市の将来像についてと地域包括ケア体制の構築についての

２点を質問します。 

 １、施政方針から伺える対馬市の将来像について。 

 （１）市長の残存任期１年間の取り組みについて。 

 本来、施政方針とは、向こう１年間の施政方針を示すものですが、将来像を含めたものであっ

ても私はいいと思います。しかし、それならば期限及び達成に向けたロードマップを示す必要が

あると思います。 

 市長の施策には、他の自治体と比べても先進的な取り組みが多数あり、共感できる部分はたく

さんあります。しかし、市長はビジョンを示してこれなかったため、市民や議会の協力を得るこ
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とができていない。非常にもったいなく、残念に思います。昨年の施政方針で、あれだけ熱く語

った里山資本主義に関する具体的施策もインパクトが感じられません。市長の残存任期は１年で

す。施政方針に掲げた施策の優先順位とその達成見込みについて答弁を求めます。 

 （２）渚の湯隣接ホテル用地の再公募について。 

 何を知っているかより、誰を知っているのかがその人物の評価基準となるとも言われている昨

今、７年間も首長をしていながら当該ホテル誘致ができていないことは、首長としての人脈形成

能力、情報収集あるいは情報発信能力を疑われても仕方がないでしょう。現在の進捗状況につい

て、説明を求めます。 

 ２、地域包括ケア体制の構築について。 

 （１）地域包括ケア体制の構築における障害について。様々な課題がある中でも、 大の障害

は何で、その障害克服のためにどんな具体策を考えているのか、答弁を求めます。 

 （２）自助、共助、公助のバランスについて。従来、行政が提供してきた公共サービスをその

まま継続するガラパゴス的発想では、財政破綻は火を見るより明らかです。公共サービスの新た

な担い手育成に向けた具体的な施策を考えているならば答弁を求めます。 

 以上、答弁によっては１問１答でお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  脇本議員の質問に答えさせていただきます。 

 １点目の施政方針から見える対馬市の将来像という大項目をつけていただいておりますが、こ

のことについて答弁をさせていただきます。 

 今回の施政方針において、２７年度の主な取り組みとして、優先順位及び達成状況が示されて

いないという御指摘でございます。 

 重点施策として、６つの地域循環システムの取り組み、それからエネルギー自立の島づくり

の取り組み、人口減少対策としての雇用の創出、農林水産業における担い手の問題、新規就業者

の支援施策、さらに定住促進策、また高齢者生活支援策の取り組みを掲げております。また、長

崎県との合築で進めていこうとしております、対馬海道博物館建設事業の取り組みを 重点施策

ということで自分自身は掲げておるところであります。 

 次に、２点目の里山資本主義に関する予算の反映の部分でございますが、平成２４年度より、

地域循環システムを掲げ、重点施策として取り組んでおります。この６つの地域循環システムに

特化した予算として２７年度当初予算にて、それぞれの費目に分かれておるんですけども、１億

４,２００万円を予算化を、計上しております。調査、検討段階のシステムから本格実施に向け

て動き出したシステムと進捗状況により予算を計上をしております。 

 さらに、地域循環システムに加え、エネルギー自立の島づくりを重点施策として考えておりま
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すが、１例といたしまして、里山資本主義の観点から地域資源である木質バイオマスの活用につ

いて、今年度取り組んでおりますマスタープラン策定事業の報告書ができましたら、これをもと

に積極的に取り組みたいと考えており、発電、熱供給の両面から可能性を検討をし、産業振興や

雇用創出が見込める事業に優先的に充てられる交付金や過疎債、地方創生特別分を有効に活用し、

木材搬出のためのインフラ整備をはじめ、公共施設への熱供給インフラ整備を進めていきたいと

考えております。総務省におかれましても本市のマスタープランの取り組みに期待をされている

ところでございます。 

 また、再生可能エネルギーを使った純対馬産水素の製造により、エネルギーを島外に頼らずみ

ずからつくり、車両用燃料や燃料電池による発電、熱供給など、さまざまな用途に利用できるよ

うになればというふうに考えております。 

 さらに、現在、九州電力による太陽光発電など接続申し込みに係る回答保留が続いております

が、余剰電力の貯蔵、有効活用の観点からも先ほど申しました水素製造の取り組みは非常に有効

なものであるというふうに考えております。 

 この施策につきましても、段階的、長期的展望に立った施策であり、当初予算で計上すること

は難しく、国等の支援を仰ぎながら年度中途からも予算化し日本の縮図である対馬モデルのつく

り込みを行っていきたいと考えております。 

 今後１年間、重点施策の推進、対馬市総合計画に基づく６つの施策の大綱の取り組みに邁進し

てまいります。各施策事業におきまして、年度内に達成できるものもあれば、中長期的に施策目

標を掲げているものもございます。毎年、施策及び事業の評価を行っており、継続、廃止、休止

等を含め総合評価を行っているところでございます。 

 今後、対馬市第２次総合計画の策定、地方創生に係る長期ビジョンと総合戦略の策定、それに

伴う地方創生関連予算の獲得に向け、取り組みなど地方自治体の力量、地方創生に係る企画立案

力が問われる１年となるというふうに考えております。議員皆様の御協力と御理解のほど、よろ

しくお願いいたします。 

 次に、２点目の渚の湯隣接のホテル用地の再公募の問題についてでございます。 

 これにつきましては、平成２４年１２月から宿泊事業者の公募を行いましたが、計画内容等の

相違により不調となりました。 

 この用地は、壱岐対馬国定公園の第２種特別地域に指定されているため、保護規制等により規

模の大きいホテル建設の障壁となっておりました。このような制限を事前に除去し、進出しやす

い環境を整えるため、国定公園事業として三宇田浜宿舎事業を申請し、 大宿泊者数３００人ま

での規模の宿舎新設が可能となる決定を昨年５月にいただいたところでございます。第１回目の

公募は不調となりましたが、その後も引き続き国内外のホテル事業者、銀行関係者、不動産関係
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者等に直接折衝したり、関係企業等を御紹介いただくようお願いしたりし、情報収集にも努めて

いるところでございます。２６年度では、８社に関係資料の提供、説明をしたところでございま

すが、まだ皆様に御報告できる状況にまでは至っていないところでございます。 

 今後も、資料を提供している企業、事業者との協議を重ねながら、また一方ではホテルの進出

を考えていただける企業、事業者の情報収集や情報発信に努め、何とかホテルの誘致を実現させ

たいと思っておりますので、議員皆様におかれましても御理解いただきますとともに、情報提供

に御協力をお願いいたします。 

 次に、２点目の地域包括ケア体制の問題で通告があっております。 

 この体制を確立していくために、 大の障害は何だと思うか、またその解決策に向けた具体策

というものはどのように考えているかという御質問でございました。 

 疾病を抱えても自宅等の住み慣れた生活の場で療養し、自分らしい生活を続けられるためには、

地域における医療と介護が連携し、包括的、継続的な在宅医療、介護の提供を行うことが必要で

あります。このため、関係機関が連携し、多職種協働による在宅医療、介護を一体的に提供でき

る体制を構築する必要性から、市が中心となって地域の医師会や法人と緊密に連携しながら地域

の関係機関の連携体制の構築を図ってまいります。 

 全国的には、団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年、２０２５年問題ばかりがクローズア

ップされておりますが、本市の場合は、６５歳以上の高齢者数が も多くなるのは国よりも５年

も早い、平成３２年、２０２０年であります。 

 また、６５歳以上の第１号被保険者を支える４０歳から６０歳までの第２号被保険者の数が平

成２８年度には第１号被保険者数を下回ると推計しています。少子高齢化が進む対馬市では、こ

れから先、高齢者を支える側の第２号被保険者の負担も大きくなってまいります。 

 地域包括ケア体制の確立において、 大の障害となるものは何かということでございますが、

何といっても他市に比べ、行政圏域が広い、広すぎるということがまず挙げられると思います。

ほぼ長崎市と諫早市をあわせた面積を有しております。 

 この地域包括ケア体制において、中心となって地域医療と介護の連携を図っていくのは、地域

包括支援センターだと思っております。このセンターは、長崎市の場合、１９カ所、諫早の場合

でありますと５カ所と計２４カ所もあります。それに比べ、対馬市の場合はわずか３カ所しかあ

りませんが、これ以上増やすこともなかなか難しい状況もあります。担当する区域内の数も違う

でしょうが、面積で考えると地理的条件、交通事情等が弊害となっているところです。 

 また、障害ではありませんけども、地域包括ケアシステムを構築する上での人員体制、マンパ

ワーが明らかに不足しているということもあります。 

 先ほど申しました行政圏域というものは、いかんともしがたいところですが、本来、この地域
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包括ケアシステムの体制づくりには地域包括支援センターの機能強化が求められておりますので、

所要の体制づくりが必要というふうに思っております。 

 次に、通告にありました地域包括ケア体制の構築に当たっての自助、共助、公助のバランスの

御指摘があっております。 

 このことについて、もう御存じのように公助というものは税による公の負担であり、共助は介

護保険などリスクを共有する被保険者の負担であり、自助は自分のことは自分でするという３つ

のすみ分けであります。 

 御質問の中に、互助という言葉はありませんでしたが、これに対しまして、互助は相互に支え

合う、共助に近い部分がありますけども、費用負担が制度的に裏づけされていない自発的なもの

だということで互助というふうな言葉も使わせていただければと思います。 

 ２０２５年度までは、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯がより一層増加いたします。

自助、互助の概念や求められる範囲、役割が新しい形になっていきます。都市部以外の地域では

民間市場が限定的でありますが、互助の役割が大きくなります。少子高齢化や財政状況から共助、

公助の大幅な拡充を期待することは大変難しく、自助、互助の果たす役割が大きくなるものと意

識した取り組みが必要とこれからはなるものと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  まず、施政方針から窺える対馬市の将来像についてなんですが、

確かに、この施政方針の中でも６つの循環のことについて述べられています。であれば、やはり

自分が思っていることを理解してもらおうという形にしなきゃいけないと思うんです。例えば、

この６つの循環関連の予算、予算書の中ではっきり、これはこの循環の部分の予算ですと示すと

か、そういう形で自分が思っていることを伝えていかれたほうがいいかと思います。 

 それから、その点についてなんですが、来年度中に対馬市は新たな１０年間の総合計画を策定

しなければなりませんが、任せておいて大丈夫なのかなというような感じが受けられます。議会

もそれに入って、ぜひやらせていただきたい、これは要望しておきます。 

 国境離島新法の各論や地方創生に係る交付金事業も然りです。ぜひ、議会とも一緒になってと

いうことを口だけではなくて実践していただきたいというふうに思っています。 

 それから、残存任期についてですが、新たな事業に取り組むのも結構ですが、次のような点に

も注力していただきたいというふうに思います。 

 まず第一に、固定資産台帳の整備を求めます。これと並行して、公共施設の統廃合に早急に取

り組むことを求めます。 

 これは前回の一般質問の中でも言っておりましたので、答弁を求めたいと思います。 
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 老朽化したインフラ、公共施設の更新あるいは撤去は地方財政の時限爆弾とも呼ばれています。

戦後一貫して、社会資本の形成、福祉等のサービス拡充が図られてきましたが、人口減少、緊縮

財政という状況下においては、単なる縮小・縮減ではなく、いわゆる縮充を図らなければなりま

せん。縮充に係る財源、これは合併算定替えの７割程度が確保されるようですので、その一部を

充てて、削減費用を次世代の新たな事業予算とすべきだと思います。任期はあと１年間しかない

のですから、思い切った行財政改革を行って花道になさってはどうでしょうか。私の尊敬する先

輩が長崎新聞に投稿されていましたが、「落花は枝に還らずとも」という言葉もございます。市

長、この縮減、縮充について、どういうふうに所見をお持ちでしょうか、答えてください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  国の財政が、これから先成長ということはなかなか難しい、人口が減少

していくわけでございます。そういう中で、今おっしゃられるように縮減なり縮充なりという手

法をとっていくしかこれからの行政運営においてはないというふうに思ってはおります。 

 しかし、対馬の場合においては、都会と違いまして全てが整っているわけでもありません。そ

れらもにらみながら組み立てをしていく必要があろうかというふうにも思っております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  認識はある程度一致しているというふうに私も思います。 

 この部分について、縮充していく際に当たっても、この大きな２番の２番目、自助、共助、公

助のバランスについて考えていかなければいけないことになってくるかと思います。 

 私もこの中には互助というのは入れてなかったんですが、一問一答の中でお話しようと思って

いましたので、その辺についても触れさせてもらいます。 

 その前に、まず地域包括ケアについて、体制づくりにおいて 大の障害はなんだろうかという

問いに対して、市長の答弁では、対馬市の場合は広域、広大な行政範囲が一つの障害となってく

る、もう１つがマンパワー不足だということです。確かに、そのとおりだと思います。 

 私はもう１つ、在宅医療、在宅介護を受け入れる市民の覚悟の醸成、これができていないこと

が地域包括ケア体制構築の 大の障害だと私は考えています。次の具体策にとり掛かることを求

めます。 

 マンパワー不足対策、対馬市においては、看護師等の医療従事者や介護士等の介護事業従事者

が慢性的に不足していますが、マンパワーの増強策を全くといっていいほど行っていません。 

 まず、医療従事者に関しては、就学支援制度は県や病院企業団が実施しているとの理由で廃止

しています。一昨年の３月定例会で、県や病院企業団の就学支援制度で手当されていない入学一

時金を設ける等の検討をしたり、中学校や高校に地域医療に関する出張講座を実施し勧誘を行っ

てはどうかという提案をしましたが、その後どのようにされたのでしょう。出張講座は企業団が
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始めましたが、市としては何か行っているのでしょうか。介護福祉関係者からも、児童生徒向け

の介護体験や講座を開講したいという要望も聞いています。再度、これらの提案を受け入れ実施

する考えがないか、市長の所見を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  人材育成に関しましては、国のほうから県のほうがまずもって委託を受

けてこの人材育成というのは全面に立ってやっていくという、一応スキームがございます。そう

は言いましても、私どもの市においてマンパワーが不足しているというところ、これらについて

も豊玉高校等においても取り組みを私どもも連携をしながら、学生さんたちとの問題も一緒にな

ってやらせていただいておるところであります。まだ事業としては大きく育ちあがっているわけ

ではありませんけども、民間法人との連携もしながら、そこには関わりを持たせていただいてお

るところでございます。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ぜひ、民間でそういう介護従事者、医療従事者を広く求めていこ

う、体験をさせてそういう職についてみようという子どもを増やしていこうという取り組みを行

っているところがあります。一緒になって、目標を立ててやってください。 

 介護事業者については、以前のホームヘルパー２級の資格が現在、初任者研修を終了したもの

に制度変更されています、御存じのとおり。ところで、市長は対馬市における初任者研修の実態

をどこまで把握されていますか。ホームヘルパー２級だったのが、今、初任者研修になっていま

すが、対馬市でどういうふうな形で行われているのか御存じですか、どうぞ。（発言する者あ

り）ホームヘルパーの２級資格が今、初任者研修という形になっていますが、それが対馬市にお

いてどのように取り組まれてるのか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  その部分について、私のほうが情報整理をしておりませんので、部長の

ほうに答えさせます。 

○議長（堀江 政武君）  保健部長、福井順一君。 

○保健部長（福井 順一君）  私の妻もホームヘルパー持っているんですけれども、県のほうに行

きまして講習を受けたというふうな実態がございます。 

 また、人材育成は国から委託を受けた県の業務でありまして、県は法人等に対しまして、ホー

ムヘルパー等養成研修業務を委託しており、人材の確保に努めているところでございます。 

 以前、対馬市のほうで講習会をというような募集をしたんですけれども、なかなか応募がなか

ったというふうな報告を受けております。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 
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○議員（６番 脇本 啓喜君）  これ、私、県のほうに調査をして数値まで担当の課長にはお渡し

していますが、部長のほうには回ってきてないようですね。本当にそういう介護職、増やそうと

いう認識があるのか疑問です。 

 初任者研修直近５年間の実施状況を市役所の担当部署に尋ねると、それは県の仕事だから把握

していないという、県の担当部署に問い合わせると、実施するか否かは社会福祉法人任せで、昨

年度の実施結果も県としてまとまっていない。今年度は、対馬市管内では一事業者のみ実施予定

でしたが、募集定員に達せず未実施です。こんな無責任な状況でマンパワー不足が解消されるは

ずはないでしょう。成果を上げてこそ仕事です。先ほど目標を持ってやってくださいと言ったの

はこういうことです。対馬市社協等は、仕事の需用はあっても資格をもった職員不足で、運営困

難になり、黒字のまま廃業に追い込まれるのではないかと私は心配しています。本当にマンパ

ワー不足を解消しようということに真剣に取り組まないと大変なことになりますよ。 

 初任者研修の実施については、以下のことを市に求めます。 

 福祉事業者に丸投げせず、募集段階から市も関わること。受講者あるいは受講希望者の多くは

シングルマザーがいらっしゃるようです。数か月間週末に集中講義し、１回でも受講しなければ

修了できない状況では、子どもの行事等があり、受講に二の足を踏むことになります。補講等も

実施すること。資格取得にかかる資金等の支援制度を設けること。募集人数、修了者数の目標を

設定し、結果を毎年度検証すること。 

 施設で働かずとも、一般の方の中にホームヘルパー資格取得者が増えれば、看取りまでは求め

なくとも、施設や病院に入る時期が少しでも遅くさせることができ、その期間分の公費負担削減

は大きなものとなります。今提案した資格取得支援策にかかる費用は有効な投資だと言えると思

いませんか。 

 次に、介護士においては、現在専門学校を卒業すれば資格が取得できますが、近い将来国家資

格制度化されます。ますます、対馬市の介護士不足は本土より深刻化するものと思われます。前

述の医療従事者同様、対馬市独自の就学支援制度の設置を求めます。 

 ここまで、市長の考えをお聞かせください。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今、お話を聞いておりまして、私どもの基本的な障害といいますか、弱

みと言いますか、将来にわたってそこになるということが見えてきたときに何をすべきかという

ことでの御提案だと思います。全ての項目にわたってやれるかどうかはともかくとしまして、今、

御提案いただきました五、六項目について検討をしていきたいと思います。ありがとうございま

した。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 
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○議員（６番 脇本 啓喜君）  ぜひ、早急に検討して来年度からでも目標を持って取り組んで、

職員もやる気が出てくると思います、目標達成に向けて何かをやるということをすれば、よろし

くお願いします。 

 それから、２番目に在宅医療、在宅介護を受け入れる市民の覚悟の醸成、この推進策について。 

 私は、帰郷して祖母は施設に入所し亡くなりましたが、１０３歳で亡くなった祖父を、 後の

日は病院でしたが、当日まで在宅介護した経験があります。祖父は、１００歳になってから透析

を始めましたが、透析以外の日はデイサービスにお世話になり、入浴はそこで済ますなど大変助

かりました。 

 在宅医療介護というと、看取りまで大変で、私にはできないとあきらめている市民が多いかと

思います。しかし、私は 後の日まで祖父と自宅で暮らせたことはとても良かったという思い出

のほうが多く、祖母が亡くなった時とは何か違う感覚がありました。 

 まずは、市民の在宅医療介護はできないという先入観をとり除くことが必要だと感じます。故

大島渚映画監督は対馬がルーツということで、奥様の小山明子氏は東京対馬会にもたびたび御参

加いただいています。彼女は、自身の夫の介護体験を全国各地で講演なさっています。彼女に対

馬で講演を開催いただき、在宅医療介護に対する市民の機運の醸成を図ってはと担当部署に提案

してきましたが、全く反応がありません。この件に関して、市長の所見を求めます。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  在宅介護、そして地域の各人の覚悟という意味の地域の覚悟という言葉

を使われたんだと思いますが、私自身も今、独居老人を離れて暮らしてはおりますけども、見て

いる状態でございます。まだ日々、四六時中、介護が必要と決してそういうことは思いませんが、

やはり不安があったりいろんな問題がいっぱいあるもんですから、関わりを常日ごろ持っておる

状況です。しかし、そこで覚悟があるかと言われたら、大変難しい問題だと思います。そういう

意味において、今おっしゃられたように、介護をすることのプラスに転じていく部分をどのよう

に市民に知らしめていくのかということが、すごくこれからの地域づくりに重要な視点なんだと

いうのが今の脇本議員のお話だというふうに思います。そういう意味において、そういう人たち

のお話を聞きながら在宅、国が今強力に推し進めていこうとしております在宅医療というものを

どのように地方自治体も関われるのかということを考えていきたいと思います。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  地域包括ケア、このことについては、２年前の一般質問の際に私

も取り上げて、早くからこれに取り組むようにという話をさせていただいたことも覚えていらっ

しゃると思います。鹿児島市のナカノ在宅医療クリニックさん、そこのお話もさせていただいた

と思います。 
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 地域包括ケアの体制の構築には、多職種連携が欠かせません。行政だけでは不可能です。既存

の病院や診療所や社会福祉法人との調整だけではなく、この分野でも認定ＮＰＯ等の新たな担い

手を育成する必要があると思います。高齢化、過疎化が著しい対馬市では、これまで地域を支え

てきた互助が成り立たなくなってきています。さまざまな分野で、この３者のバランスの見直し

は必要です。 

 先月、新政会で枕崎市を視察し、ボランティア登録制度を調査研究してまいりました。 

 また、長崎県では「愛護団体、アダプト団体支援のてびき」という冊子を作成し、各種団体の

活動支援を積極的に行っています。「これを知る者はこれを好むものに如かず。これを好むもの

はこれを楽しむものに如かず」公助が直接担ってきた部分を共助・互助で支えられる割合を高く、

また、自助でできる部分を高められる有効な施策を策定し、広くそれを市民に周知して、実行性

を高めていくことが行政に求められていることだと思います。これは市長と同じ方向性だと思い

ます。これは、昨年の施政方針にもうたわれていた理念ですね、市長。ただ、残念ながら具体策

がことしも見えない。 

 今後も続く厳しい市の財政状況、国境離島新法の制定や地方創生に係る業務の増加、これに対

応するには、業務刷新、つまり仕事を減らすこと、スクラップ・アンド・ビルドの推進が必要で

す。公共サービスの新たな担い手育成に取り組むのであれば、そこの中に、ＮＰＯの中に市の職

員を派遣する、ＯＪＴだけではなくてＯｆｆ－ＪＴですよね。やる気のあるそういう民間のとこ

ろに職員を派遣していく、こういうことは考えられないでしょうか。 

 今、ＭＩＴという団体が対馬で活躍しています。彼ら、彼女たちはスペシャリストとしてすば

らしい能力を持っている、それで成功しているというところもあるでしょう。私は、その陰で実

はそういうＮＰＯ等に一番必要なものは事務屋だと思っています。しっかりとスペシャリストの

活動を支えられるそういう事務を任せられる人、これを市の職員の中からそういう新たな公共

サービスの担い手の団体に派遣していく、こういう考えはできないものか、市長の見解を求めま

す。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  ＭＩＴさんが対馬に新しい風を送り込んでくれているというのは、皆さ

んも同じような認識だと思っております。彼らのところの、逆に事務方に勉強を、その風を感じ

るために職員を送り込んではいかがかという御趣旨のようにありますが、逆にＭＩＴさんのほう

は霞ヶ関の一流の公務員さんが辞めて、今事務をされているような状況でございます。事務に関

しましては。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  知っていますよ。 

○市長（財部 能成君）  そこで、そこに入って職員がどのようなことを学んでいくのかと……。 
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○議員（６番 脇本 啓喜君）  違う、僕の趣旨と違います。 

○市長（財部 能成君）  趣旨が違うんですか、申しわけございません、それは。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  私が、いいですか。 

○市長（財部 能成君）  座ります。済みません。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  私ももちろん、その優秀な事務方の方が来ていらっしゃることは

存じ上げています。だから、なぜ成功しているのかということを私が言ったのは、スペシャリス

ト、プレーヤーがすばらしいからだけではなくて、それを支えるマネージャーがしっかりしてい

るからだということを例として挙げさせていただいたんです。そのほかにもいろんな若者の団体

等がありますが、彼らが一番困っているのはそこだと思うんです。プレーヤーはいても、そのマ

ネジメントをする人が不足してて、活動が行き詰まっている部分がたくさんあるんではないか、

そこに対馬市の職員、事務が得意な職員、そういう人たちを入れ込んで若い人たちと一緒になっ

てその団体の活動を支えていくということが、この対馬市の行政サービスを仕事として減らして

いく方向になるんではないかということを聞いたんです。その辺についてどうですか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  まずもって、私どもの組織には市民との協働ということをやっていく課

があります。そして昨日もそうでしたが、新たな活動をしていこうとしている団体と一緒になっ

て、その職員も、昨日も出て行きながら、その活動の下支えをしていくための調査等にも何時間

もお付き合いを、見学をさせてもらってたふうでございます。 

 少なくともＮＰＯとかいろんなものに対して、私どもの行政側として、組織として、それを拒

むつもりも一切ありませんし、どんどんそれには参加をしていってほしいと思っております。そ

れを困っている団体については、私どもはしっかり下支えはしていこうという思いで、そこの市

民協働の課についても動き出しはしてくれております。 

 また、これを強力なものにしていくためには、逆にそのマッチングをきちんとしていかないと

いけないだろうなというふうに今、提案を聞きながら感じておりました。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  どこどこ課付という形でも結構です。週のうち何日かは、その市

の職員がその団体に通う。そこまで踏み込んで支援できるようなところを、また市も探していく

と、自分の仕事を減らして、先ほども言ったように楽しみに好んでやる人のほうがいい施策がで

きるはずです。そういう団体の育成、図っていただきたいと思います。 

 それから 後、またこの地域包括ケアのほうに戻ります。地域包括ケア体制構築について、あ

と２点だけ触れておきます。 
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 病診連携をはじめとするＩＣＴ活用等、通所介護や在宅医療、介護支援やレスパイト施設、介

護してる人たちが休みをとれるように支援してくれる施設です、の充実が立ちおくれています。 

 対馬市の計画では、特養等の新設が掲げられていますが、この今言ったＩＣＴ活用とそれから

通所施設等の充実、優先度について、市長はどのように考えていらっしゃいますか。お金を使う

とするならば、特養をすぐにつくったほうがいいのか、こういう通所施設等を先につくったほう

がいいのか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  それにつきましては、内部でも論議が分かれたところでございます。

終的に市民の方たちの待機者の数が百数十名に、全部で３２０名ぐらいに及ぶわけですけれども、

その数、そして介護度合い等々を考えたとき、特養が今一番待ち望まれている施設だろうと。 

 ただし今後を見据えたときの話としては、また違う部分はあろうというふうに、私どももそう

いう論議をずっとしていたところであります。 

○議長（堀江 政武君）  ６番、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今待機者がいるから、まず特養をということでしょうが、これは

つくってもつくっても待機者は出てきます。この待機者として手を上げている人が少なくなる方

向っていうのは、こういう通所施設とかレスパイト施設をつくることで、その施設に入所したい

という人も減ってくるんです。 

 体制づくりを早くすることで、この特養とかをつくる数も減ってくるはずです。少なくとも同

時並行的に行っていくよう要望して、本日の質問は終わりたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  これで６番、脇本啓喜君の質問は終わりました。 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

○議長（堀江 政武君）  暫時休憩します。再開は２時１５分からとします。 

午後２時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午後２時14分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ３日間の一般質問の 終でございます。今回の一般質問は、年

長議員のパワーが、非常に元気があったというふうな思いでございます。 

 私は、そういうふうな今回は、対馬の将来が非常に人口の激減という言葉で申し上げますが、

このことと、将来、対馬はどうなるか。この島を背負う青年は、どのように今後、しっかりこれ
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を育てていくか、ここらを教育長とじっくり今後の対馬を語ってみたいと、かように思っており

ます。 

 まず、３月の１日の長崎新聞、これは共同通信社が全国の首長を対象に、１,７８８名の首長

に対しアンケート調査を実施しております。これは１月から２月の間の２カ月間。 

 主なこのアンケートの内容は、将来、地方自治体がこのまま人口減、そして地方財政の難局が

押し寄せる中、このままいけば、自治体の消滅が起こり得るであるというふうなことをアンケー

トの対象にしております。 

 その結果、７７％の市町村長の皆様が、先は、私の町もそのようなことになるかもしれない、

なるだろうというふうな危機感を持っているそうでございます。そのことが書かれております。 

 ただ、その対応をどうするか、これは残念なことに、国の支援をお願いするにとどまっており

ます。現在、国の借金は１,０００兆の累積の債務を抱えております。そのような将来の中で、

さらに国の支援を求めていくということが、私はできにくいだろうと、このような展開は先々、

細い自治体の行方が待っておるんじゃないかと、そのように危惧しております。 

 それから、本県、長崎県の実情でございますが、１９の市町の首長のアンケート結果では、

９割が危ない、自治体が破綻することになりかねない、このような数字が出ております。 

 特にその中でも、離島、壱岐・対馬・五島、そして半島と書いていますから、島原半島のこと

を含めてのことだと思いますが、特に懸念をしておると。間違いなくそうなるであろうという将

来の予告を、首長さんの直接の答えを出しておるというふうに新聞社は記載しております。 

 そのことを背景に、ただいまから一般質問に入ります。 

 通告に従い、市政一般について質問を行います。 

 対馬市による将来の人口推計資料では、２０１０年、３万４,４０７人の人口から２０２５年

には２万２,７０５人、さらに２０３５年には１万５,７１８人に減少していく傾向となっており

ます。 

 資料の算出は、出どころは、九州経済調査会となっていますが、今後、特別な島の活性化が進

まない限り、このような事態になるのでありましょうが、ここまでこの対馬が落ち込むことは、

大変な私は驚きを感じております。 

 この人口減少に歯どめをかけるには、大人社会の大きな変貌があり、経済の活性化が強力に進

められ、同時に、魅力ある島づくりを目指す一方、将来の対馬を背負う少年、青年の育成が極め

て重要と思われます。 

 対馬市といたしまして、将来、対馬に残ろうとする者やＵターン希望者を含むものに対し、ど

のような形で接触をしているのか、これがなければ、今後、新しい取り組みの構想等があれば、

教育長の御意見を賜りたいと存じます。よろしくお願いします。 
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○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  大浦議員さんの御質問にお答えいたします。 

 対馬市の人口流出は、ただいま御指摘がありましたように、大きな問題として受けとめており

ます。対馬市教育委員会は、対馬市教育努力目標に、地域教育資源の活用と生涯学習を通じた地

域教育力の再生を掲げ、その中で郷土を愛するつしまっ子の育成に力を注いでいます。 

 このことができれば、郷土を愛するつしまっ子の育成ができれば、対馬に残ってもらえる若者

が増えるだろうし、または、将来は、対馬に帰ってきてもらえる方々が増えるだろうと、このよ

うに考えます。 

 その郷土を愛する子供たちの育成の手だての一つとして、各学校では、総合学習の時間等を使

って、対馬の自然・歴史・文化・産業について、体験活動を取り入れた地域学習に力を入れてお

ります。 

 学校の中での学習だけでなく、学校から出て、校区にある人・物、事を調べたり、体験したり

して、みんなで力を合わせて学習したことをまとめて発表をしているところです。その過程の中

で地域のすばらしさを再確認し、地域に対する誇りと愛着を持つことができています。 

 １つの例として、厳原中学校でイノシシや鹿の被害や対策についての学習や、イノシシ、鹿の

皮革を使った筆箱や小物入れの製作を行っています。これは、農林・しいたけ課有害鳥獣対策室

が主管する対馬いとなみ協議会と連携した取り組みです。 

 また、この学習をした有志の生徒が、この対馬いとなみ協議会で行われた座談会、「考えよ

う！Ｔｓｕｓｈｉｍａの農林業とくらし」に参加して、将来の対馬の営みについて大人に交じっ

て話し合いや発表をしています。 

 この各学校の地域学習を２７年度からは対馬市ケーブルテレビのつしまテレビ学習塾、今、算

数・数学について番組を放映しておりますが、その枠の中で、１つの番組として放送しようと考

えております。 

 子供たちの地域での活動と、それぞれの校区の自然、歴史、文化、産業も紹介できるのではな

いかと期待をしております。 

 取り組み２つ目として、従来から行われているこうした地域学習や環境教育に加え、今後は、

将来も幸せに暮らせる社会づくりの視点を持たせるための教育へとレベルアップを図りたいと考

えています。 

 そのために、学習課程の中で、いろいろあるんだという多様性、一人一人大切にという公平性、

全てが関わり合っているんだという相互性、力を合わせてという連携性、資源に限りがあるんだ

という有限性、自分がやるべきことを人任せにしないという責任性、この６つの考え方を取り入

れていきたいというふうに思っております。 
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 これは、 近、国も言っているようですが、ＥＳＤ教育と言われています。これにより、これ

まで以上に対馬の将来性に夢や希望を持ち、主体的に地域に関わろうとする児童生徒を育ててい

きたいと思います。 

 この学びは、対馬市が進める環境基本計画の推進と密接に関係したもので、市民協働・自然共

生課やしまづくり戦略本部、島おこし協働隊との連携も進めていきたいと考えています。 

 また、環境基本計画のもと、市内の学校にまきストーブの導入も呼びかけています。木のぬく

もりを感じながら、対馬の木材資源の有効活用や自然エネルギーの大切さを学ぶ機会につなげた

いと考えています。 

 ３つ目ですが、しまづくり戦略本部が主管している、こども未来塾事業です。この事業は、子

ども夢づくり基金を活用して行っております。これは、域学連携事業の一つで、島外の大学生や

大学院生と小中学生が交流する事業です。本年度は、上対馬、上県地域をモデルにして、大学生

が夏休みの子どもたちの学習を支援する、子ども寺子屋が実施されました。来年度は、島内３カ

所での実施が計画されていると聞いております。 

 島外の学生の方々から、外から見た対馬のよさ、魅力などを話題にして、そのことを子どもた

ちが聞いて、郷土に誇りを持ってくれればと期待をしているところです。 

 ４つ目といたしまして、郷土学習の資料の充実ということを考えております。小学校社会科副

読本が７年前にできておりますが、これを今回、リニューアルして、先ほど改訂版が完成をいた

しました。小学校の３・４年生を対象にした社会科副読本です。 

 ２つ目ですけども、中学１年生の社会科資料を学校の職員による社会科部会等がつくっていた

だいているものがございます。これの活用も考えております。 

 それから、つしまっ子郷土読本事業ということで、２６、２７年度、取り組んでいるものがご

ざいます。この読本が完成しましたら、また有効活用を図り、子どもたちに対馬の魅力を学習し

てもらいたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  どうもありがとうございました。 

 部長さんでも結構ですが、２６年度の生徒、中学３年生の卒業する中での進路、これはどのよ

うになっておりますか。これ、ちょっと実態の数字をお尋ねいたします。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、豊田充君。 

○教育部長（豊田  充君）  お手持ちの資料がありますので、資料に基づいて説明したいと思い

ます。 

 平成２６年度の中学校の卒業、一応見込みということでございますけども、対馬市全体で
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１７２名でございます。 

 そして、県外の高校に行く児童が２９名、そして進路未定が３名ということですね、対馬合計。

あと詳しい内容はよろしいですか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  いやいや全部。 

○教育部長（豊田  充君）  全部ですか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  はい。だから、いや、１７２名の内訳。 

○教育部長（豊田  充君）  高校別に言いますか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  いやいや。 

○教育部長（豊田  充君）  いいですか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  結論は進学、就職が、数字が。だから島外の進学は２９で。 

○教育部長（豊田  充君）  ２９で就職はゼロ名です。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  ああ、ゼロですか。 

○教育部長（豊田  充君）  はい。そして進路未定が３名ということで、それを差し引いた

１４０名が島内の高校という形になります。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  わかりました。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  そしたらお尋ねしますが、その外に行かれた、進学というふう

なことで理解しますが、この子どもさんたちの先々の対馬市教育委員会として、どのような形で

進学したかというふうなことは把握されていますか。 

 つけ加えます。進学の中で、ただの進学なのか、あるいは先々は対馬にも戻るようなことを把

握された形の、対馬市はどのようにそれを把握していますかということをお尋ねします。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  ただいまの御質問ですけども、公立、私立、いろいろ行く先はありま

すけれども、その高校を卒業してからどうだったということの追跡調査ですか、追跡調査になる

んですか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  だから、行く前の段階で。 

○教育長（梅野 正博君）  いや、行く前の段階では、そのことは資料もありませんし、はっきり

した数字はないと思います。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  教育長、私は、今までのあり方はそれでよかったかもしれない

が、今からの数字というのは、後継者が対馬におらんという数字なんですよ。ですね。 

 それで、その子どもさんらが 後に進学するけどもどうするんだというふうな方向の、やはり
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市の教育委員会で、進学される子どもが、将来、対馬に帰ってくるような子がおるだろうかとい

うふうな数字の把握をしようとすることがない限り、中学を卒業した時点で、さよならというこ

とになるんじゃないでしょうか。 

 私が問うているのは、先に対馬に戻るような子が、その中に何人おるかなということを把握し

ようとしておるのかということなんですよ。それを変えないと、今まではいいにしても、今から

変えないと、この島は廃れます。それについて、今から先の思いがあれば聞かせてください。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  進学して、その後の対馬に帰ってこられるか、それともっていうこと

については、単なるアンケート形式であればできるかもしれませんが、子どもたちの将来の人生

設計でありますし、そのことについて、今までは調査は、各学校はわかりませんけれども、教育

委員会としては調査はしておりません。 

 この後も、このことは慎重にやはり将来のことを私たちも心配はしておりますけれども、子ど

もたちが帰ってこられるか、それとも向こうにもう住まうことになるのかっていうのは、ちょっ

と慎重に考えてみたいと考えております。答えにちょっとなってないかもしれせんが。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  経済情勢が対馬の中は厳しい、就業情勢も厳しいことはわかっ

ているんです。しかし、それでもいろいろな理由で親のその面倒を見る、家庭のその経済を助け

るような、やはりそういう方もおるかもしれませんが、問題は、高校の段階が、いわゆる 終的

に判断するというふうなことが数字的に出ています、要は進学ですから、全員。 

 ここに、中学卒業前提の中で、市の教育委員会の把握というのは、私は追求していくようなこ

とが、今後、ないと非常に子どもがこの島にとどまらないと。残ろうとする心があれば、これは

連携をとるべきであろうと私は思うんですが、教育長は、そういうふうなことはどうお感じにな

りますか。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  中学を卒業していく生徒、特に島外の高校等に進学をする生徒につい

て、私たちが心で思っていることは、皆さん、対馬に残って対馬を盛り上げていただきたいとい

うことは考えているんですが、やはり 終的に決定するのは、本人であり保護者の方であるとい

うふうに思います。 

 今後、対馬市がどのようなことに力を入れて、義務教育等に取り組んでいかなければいけない

ことかということについては、卒業する子どもさんたちの感想とか思いとかそういうものを各学

校で聞いてもらう。 

 その中から、今後、対馬の義務教育はこのようなことに気をつけていきたい、力を入れていき



- 246 - 

たいというような方向でも教えてもらえば、それはありがたいと思いますが、対馬市の教育委員

会が、そのようなことまでアンケートをしたり、または気持ちを伝えたりするということは、こ

れは慎重に取り組んでいきたいというふうに思います。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  自分の人生ですから、それを誰かによって束縛・強要するよう

なことは、私もそういうふうなことはわかりますが、何を言っているかというのは、将来の島に

残ろうとする、残る気持ちのある方々の思いを地元の教育関係の皆様は、 後まで、私は把握し

ながら育てていくべきであると、このように思っているんです。 

 それで、教育長と今、かみ合いませんが、ある事例を申し上げてみたいと思うんです。これは

又聞きで、私も現場に行って確認はしておりませんが、島根県の海士町の実態は、平成の大合併

をあえて拒否をしまして、自治体の独自の運営を変えていったそうでございます。 

 当然、合併交付金はゼロであります。緊縮財政は当たり前でございます。それが２００２年ぐ

らいからスタートして、時の首長の給料を半分にして、ほとんど職員の給与も３割ぐらいカット、

議会も一緒であったそうです。 

 その中で、将来、この島に残る子どもをどう育てるかというふうなことで、大人の社会も変わ

る。子どもの育成をここが一番大事なところでありまして、市の教育委員会が、県立高校とタイ

アップして、子どもが島に戻るような思いがあれば、ここを何とか力を入れまして、戻ってくる

仕組みをつくろうと組んでおるんですよ、提携して、提携といいますか話し合いの中で。 

 いきなり残せじゃなくて、力をつけて帰ってこいというふうなことをやることを市の教育委員

会が、当初から、その子どもさんの意思を把握しながら、島に残る志のある人間を何とかしてと

どめたいと、このような取り組みをして、現にその姿が成功しておる事例も聞いておりますが、

対馬市もまねするんじゃなくて、そのような心意気を示す気はないかということを私は聞いてい

るんですよ、あなたに。 

 あなたの場合、ないということでありました。今まではそうあっても、（発言する者あり）あ

あそうですか。 

 今からは、そのようなことで、志のある者は 後まで把握しながら育てていく、私はこれが不

可欠と思っていますが、ありましたら答弁ください。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  質問の意味を正確に捉えていなかったと思います。 

 私も、この質問の通告を見せていただいて、どういうことがテーマとして話の中心になるのか

なということをちょっと自分なりに考えてみました。 

 その中で、私ですね、これはもう個人的な考えが多いのでお断わりをしておきますが、これま
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で体験学習は、学校教育の中で、教育課程の中で総合学習という中に位置づけてやっておりまし

た。 

 したがって、専門的なこととか危険なことなどについては、できるだけ安全な方法を考えなが

ら取り組んでいるところでございます。 

 私が考えたのは、それを１歩、レベルアップをさせて、林業、それから漁業、畜産、土木・建

築、この中に、土木の中に石積みも考えているんですけども、対馬の中には、このようにいろい

ろの宝があります。これを活かした、やはり若者の生き方っていいますか、そういうものを視野

に入れながら、学校が教育課程の中では無理だけれども、関係団体の方々によって、例えば林業

であれば、間伐などの現場を中学生、高校生に見せてもらう。 

 それは、学校ではなくて、土曜か日曜日か休業日に、希望者を募って、その関係の団体の方が

お世話をしていただいて、体験、実際にやれるところはやってみる。 

 そういうふうに、実際の現場を見た子どもたちは、ああ、これはやりがいがあるぞと。対馬に

とっては、これは大事な産業だというようなことが理解できるかもしれませんので、そういう

方々が、将来は対馬に戻って、幸い自分の家にも、そういう山とか船とか土地もあるというふう

なことになれば、そこで考えが固まっていくのではないかなというふうに思っておりますので、

全くこれは具体的に進めているのかと言われれば、そうではありませんけれども、今までの体験

学習を１歩進めた、そういう対馬の魅力を体験してもらって、向こうに高校、まあ大学もあるで

しょう。行って、またＵターンをしてもらうということは、どうかなというふうに自分の中では

温めています。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  この人口の推移ですが、私もこれ、見たときにびっくりしたん

ですが、２０１０年、今、平成２７年ですが５年前の数字ですよね、５年前、厳原町が１万

２,６８４、これが、今から２５年後です。５,３９４ですよ、厳原町が、５,０００ですよ。美

津島町、７,８４１が４,６３９、豊玉町、３,７００が１,６２１、峰町、２,２９６が９８１、

上県、３,５０５が１,３０７、上対馬、４,３３５が１,８５７、１万５,７９８です。これは壊

滅的な島の姿、壊滅とは言いませんが、集落単位の編成ができにくい島になってしまう。 

 ただ、大人の社会は、活力ある産業の形成を自治体も総力で取り組み、これ、やります。やり

ますが、一方では、残ろうとする子供の意思をどう大きく育てるか、これは教育の課程で、親と

本人、それから学校、教育委員会、この３つは、もう少し逆に慎重な姿勢をとらないかんところ

も、私はあるんじゃなかろうか。 

 島がだめやから本土に行きなさい。いい学校に行って、いい仕事につきなさい。これが一般的

な教育指導者の言葉であったような気がします。 
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 いや、教育長、違うですか。（発言する者あり）そうですか。そんなら、残るような現実の、

やはり熱のあった指導が 後にこうなったというふうな事例をつくるのが、私は１つの取り組み

だと思いますが、いかがですか。 

 私は、そういうふうに今までの教員のあり方、学校、学習を高めるが、島を将来的に思う子供

が果たしてできたかなと、少し疑問を持っていますが、教育長、もしそこが反論があればお願い

します。 

○議長（堀江 政武君）  教育長、梅野正博君。 

○教育長（梅野 正博君）  教育界はという今、お話がありましたけれども、私は、今現在、対馬

の小中学校で５割以上の地元の職員で占めております。 

 これまで、どういうことを現場で教えてきた、私もその一員でしたので、全部を理解して言う

ということにはならないかもしれませんけども、やはり対馬を元気にする、対馬の中で物事を回

して生活ができる、そのようなことは、各学校、一生懸命取り組んでおります。 

 ここ数年、特にそういう意識が高まって、総合学習の中では、小学校では、９割以上の学校が、

９６％でしたか、私、ちょっと計算したんですが、地域の学習を取り入れた総合学習をしています。 

 中学生になりますと、進路とか平和とかそういうことに時間も使いますので、６割ぐらいかな、

中学校は６２％の学校が地域学習をしている。あとの４割程度は、ほかのことを入れてはおりま

すけれども、ここ数年来の学校、小中学校においては、対馬を知ろう、対馬のよさを知ろうとい

うことで、しっかり取り組んでおります。 

 先ほど幾つか私も手だてを言いましたけれども、その手だての中も、４つ言ったことも、その

ことに何とかつなげたいという気持ちはいっぱいあります。 

 高校は島外がいいよとか、職場は向こうがいいよとかいうことは、それはあってないと私は信

じています。 

 いいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  教育長、中学段階での地域学習を取り入れるとか、それはわか

るんですけども、それで将来、対馬に残るというような決断や根拠にはならんとですよ。 

 要は、力をつけて帰ってくるような仕事、もしくは、即仕事が１次産業に従事とかありますけ

ども、そこらの先を見つめた中での本当の教育というのは、進学した高校の先にあると思うんで

すよ。それからその先にまたあると思うんですよ。 

 それを一活して教育委員会が、やはり確実に戻るような子がおるならば、よくよく把握しなが

ら、高校と連携しながら、私はそういうふうなことをつくり上げる必要があると、このような方

向を変えるべきだというふうな思いがあるんですよ。そこらについて、いきなり言われてもわか
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りにくいでしょう。 

 例えば、私は教育部長に、そういう事例を、おまえ、勉強してこいと。こんなに実態があるな

らば、そういうようなことを今年度前半にそういうことを対応されて、何が一番不可欠なことに

なるのか。これは、そういうふうな研究をする必要が私はあろうと思いますが、部長でも結構で

すが、いかがでしょうか。 

 私は、率直に前線にいるあなた方の意見を聞きたい。お願いします。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、豊田充君。 

○教育部長（豊田  充君）  小学校、中学校、高校、この連携した学習というのは、私も必要だ

というふうに思っております。 

 一例としまして、一昨年ぐらいから、対馬高校の学生が、商経部が主となっておりますけども、

自分たちで対馬の食材、歴史、文化を網羅した冊子等を２冊、これもボランティアでつくってお

ります。 

 ですから、今後においては、この高校という対馬島内の 高学部で、小学校のとき、中学校の

ときに経験、体験したものを、そこでまた活かし、そして上部の大学に行くときには、その辺の

対馬の思いを持ったものを勉強して帰ってきてもらおうと、そのようなやはり小学校からの中学

校、高校の連携した教育プログラムっていいますか、そのようなものは、高校のほうにも、どん

どんお示しをし、やっていきたいなというふうに思います。 

 それと、教育委員会とまた市長部局のほうでも、このまた域学連携という事業を昨年から始め

ております。これも、願えば高校まで一貫したテーマを持ちながら、子どもたちが地域の宝をど

う磨いて、どうこれを活用していくのか、その辺に教育現場としても一生懸命取り組んでいきた

いなというふうに思います。 

 それと、先ほど私、中学生の進路関係で報告しましたけども、少し時間をください。少し間違

っておりました。済みません。 

 卒業者は２９４名の予定です。そのうち進路未定が３人で、高校進学が２９１名、そのうち島

内の進学者が２１８名、島外が７３名、この７３名のうち島外ですね、島外の公立高校に３４名、

そして私立に２９名ということで、中学校における島外流出者は約２５％の中学生が、今、島か

ら出ているということです。 

 それと同時に、高校の卒業ですけども、今年度は一応、島内に２８名前後が残るということで

聞いております。昨年までは、これは２０名でしたので、島内に残って働きたいという学生がや

はり増えたことは、私は、結果としてはいいのかなと、この結果がますます上がるように、教育

委員会としても頑張っていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 
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○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  まさにそういうことを期待しております。今からの時代は、今

までとは違うと思います。そういうふうなことで、これは、私も予算の参考資料の中から、こと

しの２７年度の新しいといいますか、なかなかいい事業を取り組んでおるなというのを３つほど

見ております。 

 こども未来塾事業、これは先ほどございましたが、これ。それから、対馬農林水産担い手林業

女子人材発掘事業とか、それから２１世紀漁業担い手確保推進事業とか、これらの事業というの

は、これは非常に子どもさんに、もしその高校の段階でも結構ですが、どっちにしようか、島外

に行くのか地元に戻るかという中で、私は学校にこういうふうなことは勧めてお知らせすること

を私はしてほしいと思うんですが、担当、これ議長、きょうは教育委員会にしていますが、特に

この３つの中で、水産の問題を、これを私は、かなり学校の段階で、これは高校ですけども、紹

介してもいいと思うんですが、そこらあたりはどのようにお考えか、参考的に部長の意見を聞か

せてください。 

 この２１世紀漁業担い手確保推進事業、ここらは私は、非常に前向きな取り組みでいいと思う

んですよね。そこらを大人の社会じゃなくて、学校の中でどんどんＰＲをするべきと思うんです

が、その辺どのような取り組みか、部長さん、お願いします。どういう計画ですか、これ。 

○議長（堀江 政武君）  通告はしておりませんが、答えられれば部長、いいですか。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  参考意見です。 

○議長（堀江 政武君）  農林水産部長、阿比留勝也君。 

○農林水産部長（阿比留勝也君）  その件につきましては、当初予算の説明のときだったと思いま

すが、今後、ＰＲの仕方、それと募集の仕方について研究をさせていただくということで、前向

きに検討をしていきたいというふうに考えております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  それと、先進事例の話も、私も電話である方とお聞きしたんで

すが、子どものその教育というのは、人間的な成り立ちを強く基礎を教えるような塾をやるんだ

と。このような取り組みを聞いております、海士町の場合。 

 私は、こども未来塾事業が、これが教育委員会のほうで把握しておれば、どのようなその塾の

内容なのか、把握しておればお聞かせください。 

 そして、この実施箇所が３カ所とか言わずに、全島をまたがったようなことが必要ではないか

と思いますが、ここらについて、そういうふうなことが、担当部のほうはできないかというふう

なことでお尋ねしたいんですが、これはちょっと教育部長のほうに、まずは。 

○議長（堀江 政武君）  教育部長、豊田充君。 
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○教育部長（豊田  充君）  こども未来塾ですけども、ちょっと済みません、資料を。主管課は

しまづくり戦略本部ですけども、その資料に基づいてちょっと説明をさせていただきます。 

 進学塾、予備校、家庭教師といったものがない対馬で、学生の力を借り、離島の教育格差を解

消、学習だけでなく、外部視点によりふるさと対馬のすばらしさを知る、そのことを次年度、

２７年度は島内３カ所ぐらいで開催するという運びということで聞いております。 

○議長（堀江 政武君）  １５番、大浦孝司君。 

○議員（１５番 大浦 孝司君）  教育委員会と担当部署が違いますが、このような企画は、もっ

と箇所を広めて実施をするようなことを、お願いを担当部署のほうにはいたしたいと希望いたし

ます。その回答は結構です。 

 先ほど、私は、海士町の事例を発表しましたが、これは産業を進める市長部局のほうに御意見

を聞いていただきたいんですが、どうせ今のことをやっていけば、先々、だめになるだろうとい

うふうなことを変えていこうとする島全体のことが、お聞きしました。 

 その中で、やはり構造を変えるということは、役所のやり方もみずから、腹を、本当にこの人

たちはやる気があるんだなというふうな、市民の思いがないと変わらないという言い方でござい

ました。 

 ですから、私は、予算面を見ましたら、今から、この島を変えていくんだ、変えようとするよ

うな事業の取り組みは何カ所か見えます。それが数字の上での計画じゃなくて、担当部署が「こ

れを失敗すれば自分が責任取ってでも」というような意気込みを市長部局には持ってほしいと、

かように思います。 

 大人の世界が変わると同時に子どもも変わっていかないと、この島は１万５,０００というこ

とになりますが、ならないようにするのが行政であり、今生きる我々の責任でございます。 

 私はその子どもを預かる教育委員会に義務教育以降の行方をしっかり把握されて、人に対する

金の、いわゆる使い方、この１０年以内が勝負です。しっかりやってほしいと思います。 

 そして、豊田部長に海士町の事例を１回研究させるように、教育長、そういうふうな取り組み

を１回させてください。そして、また意見を聞きたいと思います。 

 これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  これで、大浦孝司君の質問は終わりました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で予定の……（「議長、発言の許可を求めます」と呼ぶ者あり）こ

れ終わってからで……（「いえいえ、終わらないほうがいいんですよ」と呼ぶ者あり）癩癩はい、

どうぞ。１０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  会議規則５２条の２項に基づき、発言をしたいと思います。 
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 取り扱いをよろしくお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  ただいま、波田政和君より発言の申し出があっておりますが、発言する

ことに異議ございませんか。ないですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議がないようでございますので、許可をすることにいたします。

１０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  自席でよろしいでしょうか。 

○議長（堀江 政武君）  どうぞ。 

○議員（１０番 波田 政和君）  本日の会議の閉会前に当たり、今議会において問題となってお

ります、いづはら病院跡地利用等について、執行者の政治的責任、姿勢が明確さに欠けていると

強く感じることから、特に明日から重要な新年度審議に入るわけでございます。いろいろ影響が

ございましたら、対馬市民の方々にいろいろご迷惑もかけるかと思いますので、執行者に対して

再確認したいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 今議会では、市長の政治姿勢が争点のように私は感じております。市長の答弁では、任期いっ

ぱい務め上げると、十分私なりに理解をしております。 

 市民に負託を受けた対馬市のトップとして、政治的責任の重さは今一度確認をするまでもない

と思いますが、私が思うにいろいろ考え方があると思いますが、任期を全うするのは当たり前の

ことです、これは。対馬市の方向性をつくり上げ、未来構想へ向かい進んでいる中で、このたび

の病院跡地問題。 

 結果として、市長は初めから公約に掲げておる、ケアミックス型の病院とでもいいますか、作

らないとは一言も言ってないと思います。私なりに、そう理解しております。 

 しかしながら、今回の結果が出ましたように、法律の壁は厚く、一地方公共団体の首長の思い

とは相反する一定の結果が出たということは既に報告済みであります。と同時に、対馬市が抱え

る諸問題、対馬市の舵の重さとでも言いましょうか、市長は感じてあられますかね、ここ。 

 執行権とか決裁権、先ほどからも話はあっておりますが、市長は持っております。議決権しか

ない我々議員とでは、大きな差があるじゃないですか。そういった意味から、政治公約、政治責

任の重さは、私が今さら述べるまではないと思っております。 

 今、職を辞することが政治的責任の取り方ではございません、先ほどからも言いますが。大事

なことは、公約が守れなかったということに何らかの責任を感じてもらおうとするならば、私な

りに残された任期を無報酬ででも頑張ると、対馬市民に負託を受けた以上は邁進すると、市長の

固い決意を市民に伝えていただきたい、私はかように思います。 

 市長はどのようにお考えか、市民の皆様に明確な説明がつく回答が欲しいと思いますがいかが
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ですか。何か、市長ありましたら、ありませんか。 

○議長（堀江 政武君）  市長、発言は……。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  今回１月７日以降、この県が出されました方向性によって、市民のほう

にお約束をしておりました形というものが変質していかざるを得ない結果になったことは事実で

あります。 

 残された任期というものを私自身、今の医療環境下においてどのように市民の皆様に提供でき

るかということに、もっぱら力を注いでいくということが、今、与えられた仕事だと思っており

ます。 

○議長（堀江 政武君）  １０番、波田政和君。 

○議員（１０番 波田 政和君）  わかりました。市長が言われる使命と、政治家としての約束事

というのはやっぱりけじめはつけていただかないと、いろいろ差し支えがあるということになっ

てくると私も思います。 

 市長は、政治公約が３０前後ぐらい目標があると思いますが、対馬市が抱える問題はまだまだ

山積しておるじゃないですか。それと、既に市長がレールを引いた循環システム、この構築にも

まだまだ時間がかかると思います。 

 そういった意味からしても、今回の問題は大きな問題かもしれません。ただし対馬の将来に向

かったら、なお大事な問題かもしれません。何ですか。（発言する者あり）いやいや、まあ 後

まで聞かんですか。そういった意味から、私なりに今やらなくてはならないことを力を入れても

らいたいということが言いたいんですよ。 

 例えば、定住促進とか雇用の問題とか、経済の立て直しとかこういったものが一番大事じゃな

いかなあと私なりに思ってるわけですよ。 

 だから対馬市が今向かっとる、全国的にも類を見ない観光誘致とか、人の流れとか、こういっ

たものにしっかりこれからも力を注いでいただいて、これから審査も入りますけども、公金の振

り分けは本市の優秀な職員で事足りると思うんですよ。そういった意味から、対馬市の 高の責

任者として、今後力量を発揮していけるように、私は今回あえて発言をさせていただいておりま

すが、よろしく頑張っていただきたいなとかように思っておりますから、よろしくお願いします。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

○議長（堀江 政武君）  以上で、予定の市政一般質問は全て終わりました。明日は予算審査特別

委員会の審査が、１０時から予定をされております。 

 本日は、これで散会とします。お疲れさまでした。 

午後３時10分散会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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平成27年 第１回 対 馬 市 議 会 定 例 会 会 議 録（第18日） 

                           平成27年３月20日（金曜日） 

 

議事日程（第６号） 

                       平成27年３月20日 午前10時00分開議 

    日程第１ 議案第10号 平成２７年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、１款・議会費、２款・総務費、９款・消防費 

                   １０款・教育費、１２款・公債費 

                   １３款・諸支出金 

         議案第16号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 

         議案第43号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、２款・総務費、１０款・教育費 

    日程第３ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、３款・民生費、４款・衛生費 

         議案第11号 平成２７年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第12号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第13号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第14号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第15号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第36号 対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例 

         議案第37号 対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を

定める条例 

         議案第38号 対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する

条例 

         議案第39号 対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指
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定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例 

         議案第40号 対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例 

         議案第41号 対馬市生ごみ等堆肥化施設条例 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳出は、４款・衛生費 

    日程第４ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

                   ８款・土木費、１１款・災害復旧費 

         議案第17号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第18号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 

         議案第19号 平成２７年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第44号 対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について 

         議案第45号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

    日程第５ 同意第１号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第６ 発議第２号 いづはら病院跡利用調査特別委員会の設置に関する決議 

    日程第７ 常任委員会の閉会中の継続調査について 

    日程第８ 委員会の閉会中の継続審査について 

 

本日の会議に付した事件 

    日程第１ 議案第10号 平成２７年度対馬市一般会計予算 

    日程第２ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、１款・議会費、２款・総務費、９款・消防費 

                   １０款・教育費、１２款・公債費 

                   １３款・諸支出金 

         議案第16号 平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算 
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         議案第43号 対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定につい

て 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、２款・総務費、１０款・教育費 

    日程第３ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、３款・民生費、４款・衛生費 

         議案第11号 平成２７年度対馬市診療所特別会計予算 

         議案第12号 平成２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算 

         議案第13号 平成２７年度対馬市後期高齢者医療特別会計予算 

         議案第14号 平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算 

         議案第15号 平成２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算 

         議案第36号 対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例 

         議案第37号 対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を

定める条例 

         議案第38号 対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する

条例 

         議案第39号 対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指

定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準を定める条例 

         議案第40号 対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準

を定める条例 

         議案第41号 対馬市生ごみ等堆肥化施設条例 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳出は、４款・衛生費 

    日程第４ 議案第１号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

                   ８款・土木費、１１款・災害復旧費 

         議案第17号 平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算 

         議案第18号 平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算 
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         議案第19号 平成２７年度対馬市水道事業会計予算 

         議案第44号 対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について 

         議案第45号 対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定について 

         議案第54号 平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号） 

               歳入は、所管委員会に係る歳入 

               歳出は、６款・農林水産業費、７款・商工費 

    日程第５ 同意第１号 対馬市教育委員会委員の任命について 

    日程第６ 発議第２号 いづはら病院跡利用調査特別委員会の設置に関する決議 

    日程第７ 常任委員会の閉会中の継続調査について 

    日程第８ 委員会の閉会中の継続審査について 

 

出席議員（21名） 

１番 春田 新一君       ２番 小島 德重君 

３番 入江 有紀君       ４番 船越 洋一君 

５番 渕上  清君       ６番 脇本 啓喜君 

７番 黒田 昭雄君       ８番 小田 昭人君 

９番 長  信義君       10番 波田 政和君 

11番 上野洋次郎君       12番 齋藤 久光君 

13番 小宮 教義君       14番 初村 久藏君 

15番 大浦 孝司君       16番 小川 廣康君 

17番 大部 初幸君       18番 兵頭  栄君 

19番 作元 義文君       20番 山本 輝昭君 

21番 堀江 政武君 

 

欠席議員（なし） 

 

欠  員（なし） 

 

事務局出席職員職氏名 

局長      神宮 満也君  次長     松本 政美君 

課長補佐    國分 幸和君  主任     洲河 直樹君 
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説明のため出席した者の職氏名 

市長  財部 能成君 

副市長  髙屋 雅生君 

副市長  比田勝尚喜君 

教育長  梅野 正博君 

しまづくり戦略本部長  平山 秀樹君 

総務部長  桐谷 雅宣君 

総務課長  根〆 英夫君 

総合政策部長  平間 壽郎君 

市民生活部長  俵  輝孝君 

福祉部長  仁位 孝良君 

保健部長  福井 順一君 

農林水産部長  阿比留勝也君 

建設部長  西村 圭司君 

水道局長  増田 敬一君 

教育部長  豊田  充君 

中対馬振興部長  多田 満國君 

上対馬振興部長  園田 俊盛君 

美津島行政サービスセンター所長  中村 三喜君 

峰行政サービスセンター所長  三宅 一郎君 

上県行政サービスセンター所長  永野 清利君 

消防長  竹中 英文君 

会計管理者  阿比留 保君 

監査委員事務局長  糸瀬 美也君 

農業委員会事務局長  春日亀剛一君 

 

午前10時00分開議 

○議長（堀江 政武君）  おはようございます。 

 これから議事日程第６号により、本日の会議を開きます。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第１．議案第１０号 

○議長（堀江 政武君）  日程第１、議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算を議題とし
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ます。 

 本件は、予算審査特別委員会に付託しておりましたので、委員会の審査報告を求めます。 

 予算審査特別委員長、船越洋一君。 

○議員（４番 船越 洋一君）  皆さん、おはようございます。ただいま議題となりました平成

２７年度対馬市一般会計予算審査報告をいたします。 

 対馬市議会議長堀江政武様、予算審査特別委員会委員長船越洋一、委員会審査報告書。本委員

会に付託された議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算について、審査の結果、原案の

とおり可決すべきものと決定したので、会議規則第１１０条の規定により報告をします。 

 それでは、審査の経過を報告をいたします。 

 平成２７年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託された議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算についての審査結果を、同規則第

１１０条の規定により、次のとおり報告をいたします。 

 当委員会は、平成２７年３月１０日から１３日までの４日間にわたり、対馬市議場において、

市長部局より担当部長等関係職員の出席を求め、細部にわたり説明を受け審査を行いました。な

お、当委員会は 終日において市長の出席を求め総括質疑を行い、対馬市の方向性について議論

が交わされました。 

 以下、審査の概要について報告をします。 

 平成２７年度の一般会計歳入歳出予算の総額は３０６億７,３００万円で、前年度と比較しま

すと１１.０％の減で、金額にいたしますと３７億７,４００万円の減額となっております。 

 審査の過程でさまざまな意見が出ましたが、その主なものとして、ＬＥＤの防犯灯の照射範囲

について調査確認を行うこと。 

 航空運賃の低廉化については、仮称国境離島新法の制定時期も考慮し、効果的な予算執行に配

慮すること。 

 人口減少対策については、庁舎内プロジェクトの組織等、議会にもその内容を示すこと。 

 独居老人の見守りについては、郵便局等さまざまな機関との連携について、担当部署が率先し

て進めてほしい。 

 地域循環システムの推進事業において、動物性たんぱく質の異臭等により廃業した事例もある

ので十二分に検討すること。 

 合併浄化槽については、設置後の家庭内人数の減少により、その維持費負担等、後フォローに

ついても検討してほしい。 

 後継者育成事業については、農林水産業とも起業可能な新規事業者となることができるよう配

慮すること。 
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 海洋保護区の進捗状況については、漁民を含め議会にも情報提供をお願いするが、収奪的漁業

については漁業者間の協議だけで規制されている事例もあるので、そのことについても早急に進

めてほしい。 

 キャンピングＴＳＵＳＨＩＭＡ事業において、予約システムの構築など公的に行うのではなく、

外部委託等についても検討を行うこと。 

 権現山殿崎トレッキングコース整備などの事業においては、完成後の維持管理等にも十分に配

慮を行うこと。 

 防災対策において、市民に対する避難訓練等、意識高揚を図ること。 

 博物館整備に伴う基本計画の策定については、市が既に策定した基本計画の整合性及び運営に

ついて検討を行うこと。 

 指定文化財以外の文化財についても、予算措置等も含め、何らかの整備計画を作成し進めるこ

と等の意見がありました。 

 以上４日間審査した結果、議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算は原案のとおり可

決すべきものと決定をいたしました。 

 市長部局におかれましては、本委員会での指摘事項、意見、要望等を十分に考慮され、市民の

福祉向上のため、速やかに予算執行に当たられるよう強く要望をいたします。 

 以上で、予算審査特別委員会の審査報告といたします。 

 なお、審査の過程において、提出資料の修正等が多々見られましたので、各部局におかれまし

ては資料提出の際、細心の注意を払われますよう申し添えます。 

○議長（堀江 政武君）  報告が終わりました。 

 これから報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認め、討論を行います。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、これから起立によって採決します。本件に対する委員

長の審査報告は可決であります。議案第１０号、平成２７年度対馬市一般会計予算は委員長報告

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。議案第１０号は委員長報告のとおり可決されました。 

 お諮りします。予算審査特別委員会は本日をもって終結したいと思います。御異議ありません

か。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。予算審査特別委員会は本日をもって終結すること

に決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第２．議案第１号・議案第１６号・議案第４３号・議案第５４号 

日程第３．議案第１号・議案第１１号～議案第１５号・議案第３６号～議案第４１号・議案

第５４号 

日程第４．議案第１号・議案第１７号～議案第１９号・議案第４４号・議案第４５号・議案

第５４号 

○議長（堀江 政武君）  日程第２、議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

６号）から、日程第４、議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）までの

２０件を一括議題とします。 

 議案第１号及び議案第５４号は各常任委員会に分割付託、議案第１６号、議案第４３号の２件

は総務文教常任委員会、議案第１１号から議案第１５号までの５件及び議案第３６号から議案第

４１号の６件については厚生常任委員会、議案第１７号から議案第１９号までの３件及び議案第

４４号並びに議案第４５号の２件は産業建設常任委員会に付託しておりましたので、各常任委員

会の審査報告を求めます。 

 総務文教常任委員長、小川廣康君。 

○議員（１６番 小川 廣康君）  それでは、ただいま上程されました議案について、総務文教常

任委員会の審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 平成２７年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により本委員会に付託

されました、議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は所管委員会

に係る歳入、歳出は１款議会費、２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１２款公債費、

１３款諸支出金、続きまして、議案第１６号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予

算、議案第４３号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定について、議案第５４号、

平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）、歳入は所管委員会に係る歳入、歳出は２款総

務費、１０款教育費の４議案について、その審査の経過と結果を同規則第１１０条の規定により

報告をいたします。 

 当委員会は３月１６日、豊玉庁舎３階第１会議室において、全委員出席のもと、担当部長及び

担当課長等の出席を求め、慎重に審査をいたしました。 

 議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）のうち、本委員会に係る歳入は、

１０款地方交付税で普通交付税の追加、１４款国庫支出金で離島活性化交付金の減、緊急消防援

助隊設備整備費補助金の追加、１５款県支出金で緊急雇用創出事業臨時特例基金事業交付金の減
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が主な補正であります。 

 歳出については、１款議会費、２款総務費、９款消防費、１０款教育費、１２款公債費、

１３款諸支出金のいずれも事業費等の確定による補正であります。 

 議案第１６号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算は、歳入歳出の総額を歳入

歳出それぞれ５,４７１万６,０００円と定めようとするものであります。本事業は、現在、新船

を建造中でありますが、新病院開院に合わせて運航できる見込みであります。今後、定期航路の

効率的な運航、また不定期航路の有効的な活用と航路の安全を図るため、仮称市営航路対策委員

会の設立が検討されています。今後とも経費節減と利便性を考慮しながら、運航ダイヤと寄港地

の見直しについて検討されるよう望みます。 

 議案第４３号、対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定については、対馬市瀬ふれ

あいセンターを佐須瀬区に、対馬市小茂田ふれあい館を小茂田区に、それぞれ指定しようとする

ものであります。期間はいずれも平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの５カ年で

あります。 

 議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）のうち、本委員会に係る歳入

は、１４款国庫支出金で離島活性化交付金、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金の追加、

２１款市債で教育施設改修事業債の追加が主な補正であります。 

 歳出については、２款総務費で集会施設改修工事、総合戦略等策定業務委託料及び創業等支援

事業補助金の追加、１０款教育費で学校屋内運動場改修工事が主な補正であります。 

 以上、議案第１号、議案第１６号、議案第４３号及び議案第５４号の４議案につきましては、

採決の結果、いずれも賛成多数により、原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 以上で、総務文教常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  本委員会に付託されました事件は、審査の結果、次のとおり決定

いたしましたので、会議規則第１１０条の規定により報告します。 

 審査の経過、平成２７年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、

本委員会に付託されました案件は、議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

６号）など、都合１３議案です。 

 市長部局より担当部長の出席を求め、慎重に審査を行いました。 

 その審査の経過の概要と結果を、同規則１１０条の規定により報告いたします。 

 まず、市民生活部に係る議案第１号の審査の経過を報告します。 

 環境政策課に係る歳入の主なものは、１４款２項３目環境衛生費国庫補助金で、循環型社会形

成推進交付金の減による１節保健衛生費補助金の減です。今年度より対馬クリーンセンター基幹
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改良工事に係る長寿命化計画策定等を予定しておりましたが、県の指導により、来年度からの新

たな計画に盛り込むこととし、基幹改良事業関係予算を全額減額するものです。 

 ２１款市債１項３目衛生費の減も同様の理由によるものです。 

 歳出の主なものは、４款衛生費２項３目し尿処理費の減で、機械設備定期点検委託料の減です。

この件に関しては、平成２７年度一般会計予算特別委員会で質疑がありましたが、本委員会でも、

メンテナンス費用削減を提案する部署が各メーカーに設置されている傾向にあり、それらを調査

するよう要望がありました。 

 また、１目１３節委託料において、海岸漂着物処理を島内で実施する割合を高める検討、いわ

ゆる地廃地消の推進が必要だとの指摘がありました。 

 なお、久田地区の不燃物埋立地の状況について質問があり、平成２４年度に閉鎖工事済みで、

平成２７年度中に適正閉鎖が完了する予定であり、完了後に地権者へ返還する予定であることが

報告されました。 

 また、一昨年１２月定例議会に上程された少量排出事業者登録制度については、実施後１年間

の経過報告を受けることとしていました。報告からは、順調に実施されているとの認識で一致し

ました。長年、収集業者に御迷惑をおかけしていたことが解消されることとなったこの制度は一

定の評価ができるとし、今後とも制度の周知を図り適正収集に努めるよう指摘がありました。 

 次に、議案第４１号、対馬市生ごみ等堆肥化施設条例については、条文等には異議はありませ

んでした。しかし、本会議上程時に、魚類残渣も受け入れると悪臭が心配されないかとの懸念も

上がっておりましたが、担当より、施設の運営に当たっては、悪臭等の環境に十分配慮した対応

を講じる旨の報告がありました。来年度早々に稼働する予定でもあり、６月定例議会前に当委員

会で現地視察を実施することとしました。 

 続いて、福祉部に係る審査の経過を報告します。 

 初めに、議案第１号のうち、福祉課に係る歳入の主なものは、１８款繰入金１項１目２節で特

別養護老人ホーム日吉の里の譲渡金を特別養護老人ホーム特別会計から繰り入れ、総務費の財政

管理費で財政調整基金へ積み立て、補助金等の返還に充てるものです。 

 歳出の主なものは、３款民生費１項１目２８節特別養護老人ホーム特別会計繰出金の減で、介

護報酬の増加による減と人件費の削減によるものです。 

 次に、こども未来課に係る歳出、３款２項２目児童福祉費において、１２月定例議会で１１節

需用費の修繕料について遊具の撤去修理費用等を審査した際に、市内全域の児童遊園の周辺の状

況調査を実施し、安全な公園が不足している地域については、優先的に代替遊具の設置を行うよ

う指摘がなされていました。担当課長より、調査結果と今後の方針が説明がなされた後、今後も

地区と協議し適正整備に努めたいとの答弁がありました。 
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 続いて、子ども・子育て関連３法に伴う議案第３６号、対馬市保育の必要性の認定基準に関す

る条例、議案第３７号、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例、

議案第３８号、対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例の３つの条例制定

に関する審議を行いました。 

 議案３６号の保育の必要性の定義の基準の一つに上げられている、月６４時間以上就労という

基準を引き下げてはどうかとの意見もありましたが、より保育を必要とする世帯を優先させる意

味でも妥当であろうとの意見が多く修正不要となりました。 

 議案３７号、議案３８号については、特に質疑はありませんでした。 

 なお、付託外ではありますが、今定例会の一般質問で取り上げられていました保育士等処遇改

善臨時特例事業についてを議題としました。 

 当事業は、保育士の人材確保対策の一環として、保育士の処遇改善に取り組む私立保育所へ資

金の交付を行うものです。平成２５年度は全額国庫補助事業で対馬市も実施しましたが、平成

２６年度は、対馬市の場合は処遇改善予定総額の８分の１の一般財源支出が必要でありました。

対馬市は、保育士ばかりを優遇することは他の職種とのバランスがとれないとの理由で事業を実

施していません。私立保育所を有する県下の大半の自治体は平成２６年度も実施しています。自

治体の中には、対馬市が上げる理由で、他職種の方からの批判もあっているようです。 

 しかし、対馬市は公共施設の民営化を推進している中、公立保育所の職員と私立保育所の職員

給与の格差が主たる要因となって、保育所の移譲が直前になって頓挫した経緯もあります。市の

方針を円滑に進める上でも、今年度も実施すべきであったのではないかとの指摘がなされました。

平成２７年度は、事業者が保育士給与を自発的に上げることに対して上乗せ補助をする制度に変

更されるとのことです。こういう制度が、本来あるべき姿であろうということは委員の認識が一

致したところです。担当部長からは、来年度からの制度内容や趣旨等を事業者に周知するととも

に、保育士の処遇改善に努めたい旨の答弁がありました。 

 後に、保健部に係る審査の経過を報告します。 

 まず、議案第１号の健康増進課に係る歳出、４款１項１目１３節委託料のうち、健康指導教室

委託料減は、温水プールを利用したスイミングフィットネス講座の減額です。プール補修が長期

化し、予定した参加者数に達しなかったことが主な要因です。 

 委員からは、他のプールの活用、あるいは他の温泉施設を活用した健康増進事業等を教育委員

会生涯学習課や各振興部と協力して実施するなど他の施設の活用も図り、事業の展開に努めるよ

う指摘がありました。 

 また、事業の趣旨に鑑み、特定健診の受診率の向上への取り組み及び特定保健指導でのメタボ

指導を効果的に行うことにより事業効果を上げる検討を求める意見もありました。 
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 医療対策課に関する歳出、４款１項１目１９節負担金、補助及び交付金減の主なものは、新病

院建設費のうち、過疎債を充当予定でありましたが、他の事業との兼ね合いから病院企業団が病

院事業債を借り入れ賄うこととなったための減額補正です。 

 なお、新病院開院前に当委員会で現地視察を企業団病院に打診しており、その際には 終的な

建設費用財源内訳の説明を求めることとしておりますので、詳細は６月定例議会で報告する予定

です。 

 次に、議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）の医療対策課に係る歳

出、４款１項１目１節報酬から１３節委託料の増は、地域包括ケアシステムの構築に係る予算で、

地域包括ケアシステムのあり方検討委員会のスケジュールについて質問がありました。担当部長

より、対馬いづはら病院跡利用の方向性が喫緊の課題となっているため、まず医療分野を先行し

て行い、半年を目処にまとめ骨格とし、介護等ほかの分野を含めた 終報告は年内を目処とした

い旨の答弁がありました。委員からは、特別養護老人ホーム等の施設偏重の計画では根本的な施

設待機者の解消とはならず、在宅医療、介護を支援する施設サービスを充実させることで入院や

施設入所を遅らせて、施設待機者の減少を図る方法も検討すべきではないかとの意見がありまし

た。 

 引き続き、平成２７年度特別会計予算、議案第１１号から１５号について審議を行いました。

質疑が集中した点に絞って報告します。 

 議案第１１号、診療所特別会計予算の歳出、１款１項１目１９節負担金補助中の峰歯科診療所

休止による運営補助金皆減について、再開するときには、すぐに予算復活できるのかとの質問が

あり、担当課長より、可能であるとの答弁がありました。 

 議案第１２号、国民健康保険特別会計予算の総額は６５億３,０７６万９,０００円で、昨年度

当初予算比で６億９,２６８万８,０００円、１０.６１％の大幅増額となり、２年ぶりに一般会

計からの法定外繰り入れを行わなければ予算が組めない状況となりました。 

 歳入、８款１項１目１節共同事業交付金の大幅増は、平成２４年度の国民健康保険法の改正に

伴い、国民健康保険制度の安定的な運営を確保するため、国民健康保険の財政基盤強化策を恒久

化しようと今年度から実施されるものです。同法改正に伴い、従来の１件当たり３０万円を超え

るレセプトから、全てのレセプトが拠出の対象となることによる財源不足を補うため、１０款

１項１目一般会計繰入金のうち、５節その他一般会計繰入金として１億円の法定外繰入金を、ま

た、２項１目財政調整基金からも６,８８０万６,０００円の繰り入れを行うものです。 

 歳出の主なものは、昨年９月補正予算の折、糖尿病性腎症重症化予防事業を計上しましたが、

今年度当初予算にも同額を計上するものです。新たな取り組みとしては、対象者を後期高齢者へ

も拡大するほか、医師への謝礼等も検討し、国県平均よりも高い割合にある糖尿病に起因するＣ
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ＫＤ（慢性腎臓病）の重症化の阻止・遅延を図っていきたいとの説明がありました。 

 議案第１３号、後期高齢者医療特別会計予算については、特に質疑はありませんでした。 

 議案第１４号、介護保険特別会計予算の総額は３６億３,９１０万２,０００円で、昨年度当初

予算比で７,５９１万２,０００円、２.０８％の減額となります。その要因は、９年ぶりに介護

報酬がマイナス改定となり保険給付費が減額となることです。これは、国が施設から在宅へと経

費を抑制する措置をとったため、制度として各自治体に大きな負担が以下のように強いられる結

果となりました。 

 歳入では、被保険者数及び要介護認定者数の増と、第６期介護保険事業計画において標準的介

護保険料、月額１８０円、年額２,１６０円引き上げ、月額５,７００円、年額６万８,４００円

に増額したため、１款１項１目第１号被保険者保険料収入は約３,０００万円の増額を見込んで

います。 

 一方、３款国庫支出金から７款繰入金までは、介護報酬のマイナス改定の影響で軒並み減額計

上しています。 

 ７款１項１目４節低所得者保険料軽減負担金繰入金が平成２７年度から新設され、一般会計か

ら１,４１０万円を繰り入れます。また、歳入不足を補うため、介護給付費準備基金からも

１,６９０万２,０００円を繰り入れます。 

 歳出の主なものは、１款３項２目認定調査費の増額で、１３節委託料に係るもので認定調査件

数の増加によるものです。また、認定調査の遅れも生じており、調査員を１名増員する予定です。 

 委員からは、調査員の資質向上を求める意見が出されました。調査員募集のたびに有資格者と

しているが、応募がないことから、介護に関心や意欲がある者とした時もあった。今回の募集は

有資格者からの募集があっていること、既存の調査員についても引き続き研修等実施して、さら

に資質の向上を図る旨の答弁がありました。 

 議案第１５号、介護保険地域支援事業特別会計予算については、特に質疑はありませんでした。 

 後に、第３次地方分権一括法の施行に伴い介護保険法が改正され、全国一律に定められてい

た基準を地方自治体で定めることとなり、以下の２つの条例案について審査しました。 

 議案第３９号、対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例、議案第４０号、対馬市地域

包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例は、両条例案とも国の定めた従来の

基準をベースとしたものであり、対馬市において早急に変更を要する事情もないと思われるため、

委員からも特に異論はありませんでした。 

 以上、本委員会に付託されました議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第

６号）等、都合１３議案について、慎重に審査し採決した結果、賛成多数により全て原案のとお
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り可決すべきものと決定しました。 

 以上で、厚生常任委員会の審査報告を終わります。 

○議長（堀江 政武君）  産業建設常任委員長、小田昭人君。 

○議員（８番 小田 昭人君）  産業建設常任委員会に付託されました事件の審査の経過と結果を

報告します。 

 平成２７年第１回対馬市議会定例会において、会議規則第３７条の規定により、本委員会に付

託されました案件は、議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、歳入は所

管委員会に係る歳入、歳出は６款農林水産業費、７款商工費、８款土木費、１１款災害復旧費、

議案第１７号、平成２７年度対馬市簡易水道事業会計特別会計予算、議案第１８号、平成２７年

度対馬市集落排水処理施設特別会計予算、議案第１９号、平成２７年度対馬市水道事業会計予算、

議案第４４号、対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定について、議案第４５号、対馬ふる

さと伝承館の指定管理者の指定について、議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算

（第７号）、歳入は所管委員会に係る歳入、歳出は６款農林水産業費、７款商工費の７議案であ

ります。 

 その審査の経過と結果を、同規則第１１０条の規定により、次のとおり報告いたします。 

 議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）の本委員会に係る歳入では、

１３款使用料及び手数料において、厳原港・比田勝港国際ターミナルの利用者数の増加見込みに

よる増額、１４款国庫支出金において、漁港施設災害復旧事業負担金の減額、まちづくり交付金

事業の精算に伴う減額、１５款県支出金において、森林整備加速化林業再生事業補助金ほか

１１事業補助金の減額、２１款市債において、まちづくり交付金事業債の増額、漁港整備事業債

ほか１０事業債の減額などが主な補正であります。 

 歳出については、６款農林水産業費でソバ生産出荷奨励事業補助金の増額、瀬漁港ほか２漁港

での整備工事の増額、イノシシ捕獲補助金の減額、林業振興のための森林施業プランナー養成事

業委託料ほか７事業委託料の減額及びシイタケ生産推進補助金ほか７事業補助金の減額、水産振

興のための新規就業者指導料及び用船借り上げ料の減額、後継者対策事業補助金の減額、漁港建

設のための女連漁港ほか５漁港整備工事の減額など、８款土木費でグリーンピア樽ケ浜線道路改

良工事の減額、急傾斜地崩壊対策事業負担金の減額及び港湾県工事負担金の減額などが主な補正

であります。 

 議案第１７号、平成２７年度対馬市簡易水道事業特別会計予算について、歳入歳出予算総額は、

それぞれ９億１,７９４万２,０００円で、前年度当初予算より６,３２１万２,０００円の減額で

マイナス６.９％となっております。 

 歳入の主なものは、１款分担金及び負担金で消火栓設置事業負担金、琴地区１２基、２款使用
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料及び手数料で水道使用料、３款国庫支出金で琴地区統合簡易水道事業補助金、６款繰入金で一

般会計繰入金及び簡易水道基金繰入金、９款市債で簡易水道改良事業債などであります。 

 歳出については、１款簡易水道事業費で職員人件費、水質検査料、検針徴収委託料、嘱託員報

酬、水道施設の光熱水費及び修繕料、琴地区統合簡易水道整備工事費及び事務費、赤島線簡易水

道整備工事、消火栓設置工事、琴地区１２基、水道管移設工事６カ所、測量箇所実施設計委託料

など、２款公債費で長期償還元金及び利子が主なものであります。 

 議案第１８号、平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計予算について、歳入歳出予算総

額は、それぞれ２,３１５万１,０００円で、前年度当初予算より３７万円の増額で、前年度比

１.６％の伸びとなっております。 

 歳入の主なものは、１款使用料及び手数料で、阿連地区下水道使用料、３款繰入金で一般会計

繰入金などであります。 

 歳出については、１款下水道事業費で光熱水費、くみ取り料及び保守点検委託料など、２款公

債費で償還金元金及び利子が主な予算であります。 

 議案第１９号、平成２７年度対馬市水道事業会計予算について、収益的収入及び支出は、水道

事業収益３億３,９９０万７,０００円、水道事業費用３億２,６６３万円で、水道事業収益の主

なものは、給水収益（水道使用料）及び長期前受金戻入などであります。 

 水道事業費用については、職員人件費ほか、水道施設の維持・管理に要する経費及び企業債償

還利息などが主なものであります。 

 また、資本的収入及び支出は、資本的収入２億５,７４９万円、資本的支出３億８,５８１万

６,０００円で、資本的収入の主なものは、内院簡易水道及び佐須簡易水道基幹改良事業債、国

庫補助金、一般会計負担金などであります。 

 資本的支出については、営業設備費で機械及び装置費、車両及び運搬具、工具器具及び備品購

入、施設設備費で各浄水場の整備工事、久田道配水池築造工事及び配水管布設替工事、整備工事

費で内院簡易水道及び佐須簡易水道基幹改良事業に係る工事請負費及び事務費、企業債償還金な

どが主なものであります。 

 議案第４４号、対馬市仁田ダム運動公園の指定管理者の指定については、管理運営について、

対馬市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例の規定に基づき公募を行った結果、１団

体の申請があり、選定の結果、対馬ゴルフ倶楽部、理事長、田代治徳氏を指定管理者として指定

するものであります。 

 なお、指定管理料はゼロ円であり、指定管理期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月

３１日までの５カ年であります。 

 議案第４５号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定については、現在、有限会社上野食品
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が管理運営を行っておりますが、平成２７年３月３１日をもって指定管理期間が終了いたします。

そのため、関係条例により公募を行った結果、５団体の申請があり選定の結果、一般財団法人対

馬市農業振興公社理事長、永留正司氏を指定管理者として指定するものであります。なお、指定

管理料はゼロ円であり、指定管理期間は平成２７年４月１日から平成３２年３月３１日までの

５年間であります。 

 議案第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）について、本委員会に係る歳

入は１４款国庫支出金において離島活性化交付金、地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金の

増額、１５款県支出金において林道開設事業補助金の増額、２１款市債において林道整備事業債

増額などが主な補正であります。 

 歳出については、６款農林水産業費で林道ナムロ線開設工事、林業の星スキルアップ研修事業

補助金及び水産物流通拡大事業に係る経費が主な増額補正であります。 

 ７款商工費で、対馬域内消費拡大事業として消費拡大事業委託料、宗義智公没後４００周年記

念イベントを兼ねたプレミアム付き飲食店クーポン券の発行、消費拡大事業補助金、対馬市民を

対象としたプレミアム付き商品券の発行、ＶＩＳＩＴ ＴＳＵＳＨＩＭＡ事業としてご当地プ

レーン事業、観光情報発信事業、つながるエリア拡大事業及び外国人観光客情報伝達事業などが

主な増額補正であります。 

 以上、本委員会に付託されました議案第１号、議案第１７号から議案第１９号、議案第４４号、

議案第４５号及び議案第５４号の７議案につきましては慎重に審査し、採決の結果、いずれも賛

成多数により原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、産業建設常任委員会の審査報告といたします。 

○議長（堀江 政武君）  各常任委員会の審査報告が終わりました。これから、委員長の報告に対

する質疑を行います。まず、総務文教常任委員会報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。次に、厚生常任委員会報告に対する質疑はありま

せんか。１９番、作元義文君。 

○議員（１９番 作元 義文君）  １点だけ委員長にお尋ねをしてみますが、議案第１２号と

１４号、国保と介護保険特別会計で法改正が大きく反映されたものというふうになっていくとい

う報告を聞いておりますけれども、ポイントはどこにあるのか、審議の中で、説明の中でどのよ

うな感じであったか、お尋ねをいたします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  今回付託された来年度特別会計予算全般にわたって、国が病院と

医療機関への社会的入院の抑制や、施設介護に係る予算を在宅へと本格的にシフトさせようとし
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ていることが改めて、強く感じさせるものでした。そのしわ寄せが末端自治体に重くのしかかっ

ているというふうに感じました。他の自治体と比べて高齢化のピークを５年以上、対馬市は早く

迎えます。本市にとっては死活問題といってもいい改正であったのではないかというふうに思っ

ています。急激な高齢社会の進展と老老介護の増加や女性の社会進出、そして脆弱な医療介護

サービス供給体系など、本市における在宅医療介護へのシフトは困難を極めると思います。 

 確かに、現状を国や県に訴えていくことも必要だと思いますが、しかし、自然界で必ずしも強

者が生き残るというのではなくて環境に適応できるものが生き残っていくように、与えられた環

境にいかに適応していけるか、これから問われてくると思われます。置かれた環境に屈して在宅

へのシフトをはなからあきらめているようでは、対馬の医療介護体制は早々に崩壊を迎えること

は火を見るより明らかです。現状から目を背けることなく、行政と議会が一体となって市民に、

できる範囲からでも在宅へのシフトを受け入れる覚悟を持っていただけるように、勇気を持って

取り組んでいく必要性をひしひしと感じました。 

 答えになっているかどうかよくわかりませんが、委員会の中ではそういう話となっております。 

○議長（堀江 政武君）  よろしいですか。ほかに。２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  委員長報告の資料の４ページですが、付託外であったんですけれ

ども民間保育所の保育士等の処遇改善臨時特例事業について取り上げていただいて、ありがとう

ございました。 

 このことの中で、対馬市が保育士の処遇改善の取り組みを今年度はしなかったということの中

の理由で、対馬市は保育士ばかりを優遇することは他の職種とのバランスがとれないとの理由と

いうことが挙げられておりますが、少しこのあたりの説明、よかったらもう少し詳しくしていた

だければ、委員長のほうで掌握しておりましたらお願いします。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  ここに書いてあること以外の意味はありませんが、ほかにもいろ

んな職種がある中で、対馬市の一般財源から給与を補痾するということに、比率としてはわずか

ではありますが、する、ということはほかの職種にも補助をしてくださいと言われたときに、困

るというか断る理由が難しいということもあったということではないかと思います。 

 報告の中にもあるように、他の実施をした自治体においてはやはり、対馬市が言ったような理

由から、なぜ保育士ばかり補助をするんだというような苦情も寄せられているという話もお聞き

はしております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  御説明ありがとうございました。これから少し、行政へですね、
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一般質問でも取り上げさせていただいたんですが、要望といいますか、しときたいと思っていま

す。今、委員長から説明いただいたことですね。 

○議長（堀江 政武君）  小島德重議員、行政に対しては御遠慮いただきたいと思いますが。委員

長報告に対する質問ということで。 

○議員（２番 小島 德重君）  そうですか、はい。その説明に対して、ほかの職種とのバランス

がとれないということの説明については、保育士の職務の大切さに鑑みて、国段階でほかの職種

よりも待遇が悪い、だから改善しなきゃいけないから２５年度も国の全額でやった。２６年度は

一応、市持ち出しが８分の１ということですけども、その８分の１を持ち出してでも改善しなけ

ればいけないというのが保育士の待遇の実態なんですね。 

 これは対馬市に限らず全国的な数字の中でそういう数字が上がっているわけです。だから対馬

市としても、委員会で取り上げていただいたように国の施策として、市は８分の１持てばいいん

だからぜひこれをやろうという、そういう気概を行政で持つような施策をこれから取り組むよう

に議会としてもですね、十分私たちも行政についてチェックしながら行政を見つめておかないと、

また同じようなことが起こるんじゃないかということを私は危惧しております。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  厚生常任委員長、脇本啓喜君。 

○議員（６番 脇本 啓喜君）  質問というか要望みたいなものがありましたが、そういうことが

ならないようにということでこの報告書にも「すべきであったんではないか」という指摘を委員

会のほうからしてると。で、今後、そういうふうに努めていきたいという担当のほうからの答弁

もあっているのですから、今の言い方であると委員会がこういうことをして、担当部署のほうか

らよい報告をいただいているのを信用できないというふうに言われているような感じに受け取ら

れます。委員会に付託されているのですから、私はそこまで委員のほうから追加で指摘をされる

のは心外です。 

○議長（堀江 政武君）  ２番、小島德重君。 

○議員（２番 小島 德重君）  私の発言の趣旨が委員長の真意と十分こう伝わっていなかったと

いう点では、私の発言がまずかったのかわかりませんけど、私は委員会、委員長をはじめ委員会

でこのように取り上げていただいて、そしてまた文面でも取り上げていただいたことは大変感謝

しているわけです。感謝した上で行政もここにおられますから、そういう意思を議会としての気

持ちを十分汲んでいただきたいという意味で取り上げたわけですから、誤解があったら私の発言

の不十分さをおわびをしながら委員長や委員会の取り上げ方には感謝を申し上げたいと思います。 

 以上です。 

○議長（堀江 政武君）  ほかに。 



- 273 - 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 次に、産業建設常任委員会報告に対する質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 以上で、質疑を終わります。これから各案について討論、採決を行います。 

 まず、議案第１号及び議案第５４号は、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）及び

（第７号）であり、２件は関連議案であります。２件について一括して討論、採決を行います。

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。２件に対する各常任委員会の審査報告は、

いずれも可決であります。議案第１号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第６号）、議案

第５４号、平成２６年度対馬市一般会計補正予算（第７号）の２件は委員長報告のとおり決定す

ることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（堀江 政武君）  起立多数です。 

 ２件は委員長報告のとおり可決されました。 

 暫時休憩します。再開は１１時１０分からとします。 

午前11時00分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時10分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 次に、議案第１１号から議案第１９号までの９件は、平成２７年度の特別会計予算であります。 

 まず、議案第１１号から議案第１５号までの５件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。５件に対する委員長の審査報告は、いず

れも可決であります。 

 お諮りします。議案第１１号、平成２７年度対馬市診療所特別会計予算、議案第１２号、平成

２７年度対馬市国民健康保険特別会計予算、議案第１３号、平成２７年度対馬市後期高齢者医療

特別会計予算、議案第１４号、平成２７年度対馬市介護保険特別会計予算、議案第１５号、平成

２７年度対馬市介護保険地域支援事業特別会計予算の５件は委員長報告のとおり決定することに

御異議ありませんか。 
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。５件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１６号、平成２７年度対馬市旅客定期航路事業特別会計予算について討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号から議案第１９号までの３件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、これから採決します。議案第１７号、平成２７年度対

馬市簡易水道事業特別会計予算、議案第１８号、平成２７年度対馬市集落排水処理施設特別会計

予算、議案第１９号、平成２７年度対馬市水道事業会計予算の３件に対する委員長の審査報告は、

いずれも可決であります。 

 お諮りします。３件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。３件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３６号から議案第４１号までの６件は条例の制定でありますので、各議案ごとに

討論、採決を行います。 

 議案第３６号、対馬市保育の必要性の認定基準に関する条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 

 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３７号、対馬市子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例に

ついて討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 
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 本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３８号、対馬市子ども・子育て支援法の規定に基づく過料に関する条例について

討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 

 本件は委員長報告のとおり決定することに異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第３９号、対馬市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例について討論はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 

 本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４０号、対馬市地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例

について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 

 本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４１号、対馬市生ごみ等堆肥化施設条例について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件に対する委員長の審査報告は可決で

あります。 
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 本件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は委員長報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第４３号から議案第４５号までの３件は指定管理者の指定についてであります。

３件は一括して討論、採決を行います。３件について討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、これから３件について一括採決します。議案第４３号、

対馬市コミュニティーセンターの指定管理者の指定について、議案第４４号、対馬市仁田ダム運

動公園の指定管理者の指定について、議案第４５号、対馬ふるさと伝承館の指定管理者の指定に

ついて、以上３件に対する委員長の審査報告は、いずれも可決であります。 

 ３件は委員長報告のとおり決定することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。３件は委員長報告のとおり可決されました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第５．同意第１号 

○議長（堀江 政武君）  日程第５、同意第１号、対馬市教育委員会委員の任命についてを議題と

します。 

 提案理由の説明を求めます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  同意第１号、対馬市教育委員会委員の任命について、提案理由を御説明

いたします。 

 今回の提案につきましては現委員、前野真美氏が平成２７年４月３０日にて任期満了になるた

め、再任いたしたく議会の同意を求めるものでございます。同氏は、平成２４年４月１日に教育

委員会委員として選任され、今日まで対馬市における教育行政の発展充実に御尽力いただいてお

ります。これまでも、委員としての職責を十分果たされ人格も申し分なく、まさに教育委員会委

員として適任であると考えております。なお、任期につきましては平成３１年４月３０日までの

４年間であります。御同意いただきますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 次に、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。同意第１号、対馬市教育委員会委員の任

命について同意を求める件は、これに同意することに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は同意することに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第６．発議第２号 

○議長（堀江 政武君）  発議第２号、いづはら病院跡利用調査特別委員会の設置に関する決議を

議題とします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。１７番、大部初幸君。 

○議員（１７番 大部 初幸君）  発議第２号、対馬市議会議長、堀江政武様。提出者、対馬市議

会議員、大部初幸。賛成者、対馬市議会議員、小川廣康。同、脇本啓喜、同、小田昭人。 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会の設置に関する決議、上記の議案を、別紙のとおり会議規

則第１４条の規定により提出をします。 

 提案理由。 

 対馬いづはら病院と中対馬病院を統合・再編した新病院「対馬病院」が本年５月１７日に開院

されます。市民が待ち望んでいた新病院の開院により、今まで以上に、より高度な医療が提供さ

れ、市民の安心・安全の確保が図られるものと期待をされます。 

 しかし一方で、厳原地区から公的な病院がなくなることに対する不安の声もあります。 

 よって、この不安を払拭するために、厳原地区に、いづはら病院に代わる医療提供体制を整備

することが喫緊の課題であると思われます。 

 本市議会といたしましても、去る３月１０日に開催されました議員全員協議会において、統合

されるいづはら病院の跡利用による有効活用の可能性を模索することを目的とした特別委員会を

設置すべきとの申し合わせがなされたところであります。 

 よって、本定例会に議員発議として、いづはら病院跡利用調査特別委員会を設置することを提

案するものであります。 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会の設置に関する決議。 

 次のとおり、いづはら病院跡利用調査特別委員会を設置するものとする。 

 記。 
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 １、名称：いづはら病院跡利用調査特別委員会 

 ２、設置の根拠：地方自治法第１０９条及び対馬市議会委員会条例第６条 

 ３、目的：いづはら病院の跡利用に係る調査、研究 

 ４、委員の定数：８名 

 ５、期限：調査が終了するまで閉会中も調査を行うことができる。 

 以上です。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀江 政武君）  説明が終わりました。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本件は委員会への付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員会への付託を省略することに決定し

ました。 

 次に、討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  討論なしと認め、採決します。本件は、原案のとおり決定することに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は原案のとおり決定されました。 

 議事運営の都合により、暫時休憩します。（「ちょっとそのままで」と発言あり） 

午前11時25分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時26分再開 

○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 ただいま設置されました、いづはら病院跡利用調査特別委員会の委員の選任については、委員

会条例第８条第１項の規定により配布しております名簿のとおり指名します。 

 これより正副委員長互選のため、いづはら病院跡利用調査特別委員会を第一会議室に招集しま

す。 

 暫時、休憩します。 

午前11時27分休憩 

癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡癡 

午前11時38分再開 
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○議長（堀江 政武君）  再開します。 

 いづはら病院跡利用調査特別委員会の委員長に船越洋一君、副委員長に渕上清君が決定しまし

たので報告します。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第７．常任委員会の閉会中の継続調査について 

○議長（堀江 政武君）  日程第７、常任委員会の閉会中の継続調査についてを議題とします。配

付のとおり厚生常任委員会から閉会中の継続調査の申出書が提出されております。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続調査とすることにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  また、産業建設常任委員会からも、閉会中の継続調査の申出書があって

おります。継続調査とすることにしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継

続調査とすることに決定しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 

日程第８．委員会の閉会中の継続審査について 

○議長（堀江 政武君）  日程第８、委員会の閉会中の継続審査についてを議題とします。議会改

革特別委員長から、特別委員会に付託された請願第１号、対馬市議会議員の定数削減を求める請

願について、配付のとおり閉会中の継続審査の申出書が提出されております。 

 お諮りします。委員長からの申し出のとおり閉会中の継続審査とすることにしたいと思います。

御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。本件は、委員長からの申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに決定しました。 

 お諮りします。本会議における議決の結果、条項、字句、数字、その他において整理を要する

ものがある場合、その整理権を会議規則第４３条の規定によって、議長に委任願います。御異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀江 政武君）  異議なしと認めます。したがって、整理権は議長に委任することに決定

しました。 

癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩・癩癩癩癩・癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩癩 
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○議長（堀江 政武君）  以上で、本日の議事日程は全て終了しました。 

 市長より挨拶の申し出があっておりますので、これを受けます。市長、財部能成君。 

○市長（財部 能成君）  第１回定例会の閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会におきましては３月３日から本日まで、１８日間の長きにわたりまして慎重に御審議

いただき、提案申し上げました全ての案件、議案につきまして御決定賜りまして、厚く御礼を申

し上げます。 

 本定例会で議決いただきました案件につきましては、適正な事務処理に努めて速やかに対処し

てまいりたいと存じます。 

 また、本定例会における議員皆様から頂戴いたしました貴重な御意見につきましては、市政に

反映させるべく取り組んでまいる所存でございますので、今後とも、議員皆様の御協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 

 次に、御報告を１件、申し上げさせていただきます。文化財関係の報告でございます。 

 去る３月１３日に開催されました国の文化審議会におきまして、対馬宗家関係資料３万

５,２７９点を国指定重要文化財として追加指定するよう、文部科学大臣に答申がされたところ

であります。 

 今回、追加指定された資料は、長崎県と対馬市が平成１５年に共同で購入し、県立歴史民俗資

料館に所蔵している文書、記録類、絵図、印章類です。平成２４年に記録類１万６,６６７点が

既に重要文化財に指定されており、今回の指定とあわせ指定総数は５万１,９４６点となります。

報告は以上でございます。 

 後になりますが、議員皆様の御健勝とますますの御活躍を祈念申し上げまして、閉会の挨拶

といたします。ありがとうございました。 

○議長（堀江 政武君）  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 平成２７年の第１回定例会は、議案全般にわたり熱心に御審議いただきまして、ここに滞りな

く閉会の運びとなりました。議員各位はもとより市長以下、市幹部の方々の御協力に対し、心か

ら御礼を申し上げます。 

 また、審議の中で出ました貴重な意見や指摘事項等につきましては、今後の行政運営に活かさ

れることを期待いたします。 

 終わりに、皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、閉会の挨拶といたします。 

 会議を閉じます。これをもちまして、平成２７年第１回対馬市議会定例会を閉会します。お疲

れさまでした。 

午前11時44分閉会 

癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘癘 
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   会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

                  議  長 堀江 政武 

                  署名議員 上野洋次郎 

                  署名議員 齋藤 久光 
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